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第一節兵庫津の発援と兵庫北関

第二部荘園・村・町



第
一
節

兵
庫
津
の
発
展
と
兵
庫
北
関

南
北
朝
・
室
町
期
の
兵
庫

兵
庫
関
の

領
有
関
係

け
ん
む

関
所
設
霞
は
後
醍
醐
に
よ
る
建
武
新
政
期
に
全
面
的
に
停
止
さ
れ
て
い
た
が
、
建
武
一
一
一
年
（
一

六
）
八
月

建
武
新
政
を
打
倒
し
た
足
利
尊
氏
が
擁
立
し
た
光
厳
院
政
の
発
足
と
と
も
に
、
回
復
が
留
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
（
新
城
常
三
『
中
仰
い
水
運
史
の
印
刷
究
』
）
0

東
大
寺
兵
障
問
も
返
還
は
決
定
さ
れ
た
が
、
際
応
元
年
（
一
三
一
一
一
八
）
十
月
十
八
日

し
ん
ょ

に
な
っ
て
も
執
行
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
神
輿
動
践
を
ち
ら
つ
か
せ
て
早
期
実
現
を
東
大
寺
宿
老
が
訴
え
て
い
る
（
『
東
大
寺
文

ごc[l

"'' J 
ノ～ 

bo 

一
八
）
。
こ
こ
で
興
福
寺
に
寄
附
さ
れ
た
諸
関
は
す
で
に
関
務
を
行
っ
て
い
る
と
の
風
間
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

果
た
し
て
十
九
日
付
で
興
福
寺
修
造
料
一
昨
渡
辺
・
神
崎
升
米
と
「
兵
庫
嶋
商
船
自
銭
」
に
つ
い
て
、

の
如
く
」
行
う
よ
う

に
と
す
る
、
室
町
幕
府
の
文
書
が
春
日
社
に
伝
来
し
て
い
る

Q
県
史
』
七
副
（
福
寺
文
書
」
〔
春
日
大
社
文
書
〕
六
・
七
）
。
こ
の
う

ち
渡
辺
・
神
鏑
は
関
停
止
以
前
に
は
興
福
寺
造
営
料
に
宛
て
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
兵
庫
嶋
巨
銭
は
第
七
章
第
三
節
3
項
で

述
べ
た
よ
う
に
東
大
寺
大
仏
殿
お
よ
び
住
吉
社
に
宛
て
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
興
福
寺
・
春
日
社
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
従
来
は
こ
れ
を
足
利
氏
が
保
護
し
た
興
福
寺
に
よ
る
割
り
込
み
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
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し
か
し
鎌
倉
末
期
に
あ
れ
だ
け
対
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
大
寺
側
が
こ
れ
に
反
発
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
鎌
倉
期
は
一
一
一
カ
津
目
銭
を

括
し
て
律
僧
が
徴
収
し
て
収
益
が
配
分
さ
れ
て
お
り
、
兵
庫
嶋
目
銭
の
み
が
叡
り
上
げ
ら
れ

る
形
式
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
鎌
倉
末
期
に
福
治
関
務
が
兵
庫
関
で
権
限
を
行
使
し
て
お
り
、
一
泊
泊
そ
の
も
の
は
修
掴

さ
れ
ず
湊
と
し
て
は
衰
微
し
て
い
っ
た
（
戸
間
芳
尖
『
中
世
の
祢
仏
と
十
日
滋
』
）
。
以
上
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
兵
庫
嶋
白

銭
は
従
来
通
り
で
も
全
く
の
新
犠
で
も
な
く
、
鎌
倉
末
期
の
権
利
関
係
が
兵
庫
嶋
を
中
心
に
し
て
再
編
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る

J
q

お

う

か

ま

い

と

せ

っ

つ

族
に
、
開
防
国
竃
門
関
（
下
関
市
）
か
ら
摂
津
田
尼
崎
ま
で
の
運
送

の
で
は
な
い
か
。
幕
府
は
暦
応

に
は
泰
地
・
塩
崎

船
・
廻
船
を
警
闘
し
、
櫓
別
銭

0
0文
を
兵
線
料
足
と
し
て
兵
庫
嶋
で
徴
収
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
も

Q
県
史
』
七

時
的
措
置
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
幕
府
に
よ
る
兵
庫
嶋
の
位
置
づ
け
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ゅ
う
ひ
っ

一
方
で
東
大
寺
側
の
要
求
も
轄
応
二
年
六
月
に
は
叶
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
年
預
五
師
は
そ
れ
に
功
績
の
あ
っ
た
ら
し
い
右
筆

「
熊
野
那
智
大
社
文
書
」
五
）
、

兵庫津の発展と兵庫北関

（
文
書
執
筆
者
）
に
対
し
て
、
惣
寺
が
管
轄
す
る
三
分
の
一

け
ん
ぎ
ょ
う

お
残
り
三
分
の
一
を
東
南
院
検
校
所
が
管
轄
す
る
の
も
、
鎌
倉
末
期
の
体
制
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
東
大
寺

は
麓
応
一
一
一
年
十
月
に
神
輿
を
大
仏
殿
に
動
座
さ
せ
て
、
建
武
新
政
倒
壊
後
か
ら
懇
党
活
動
が
継
続
し
て
い
る
伊
賀
閲
黒
田
荘
の

の
う
ち
か
ら
毎
年
二

O
貰
文
を
与
え
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
な

問
題
解
決
を
働
き
か
け
る

Q
東
大
寺
文
書
之
十
い

三
八
）
。
こ
の
問
題
は
翠
暦
応
四
年
十
月
に
な
っ
て
も
解
決
せ
ず
、
大
仏
殿

に
龍
も
る
宿
老
は
再
び
決
議
文
書
を
作
成
し
た
が
、

そ
こ
に
は
前
年
の
文
書
に
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
兵
庫
関
所
雑
船
役
お

よ
び
置
石
に
つ
い
て
の
要
求
も
記
さ
れ
て
い
る
（
『
東
大
寺
文
安
之
五
い
九
六
）
。
前
者
は
勅
定
が
あ
り
、
後
者
は
早
く
も
建
武
田

第…［['i

年
八
月
十
七
日
に
聖
断
が
下
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
乱
訴
」
が
あ
り
差
し
戻
さ
れ
た
た
め
寺
門
の
面
白
を
失
っ
た
と
抗

議
し
て
い
る
。

2
項
以
降
で
詳
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
室
町
期
の
兵
庫
北
関
で
は
入
港
す
る
船
に
対
し
て
商
船
か
ら
は
高
額
の
升
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米
、
雑
船
か
ら
は
低
額
の
置
石
と
い
う
二
種
類
の
税
を
徴
収
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
前
者
が
暦
応
ニ
年
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、

後
者
は
こ
の
暦
応
四
年
の
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
盟
問
一
石
に
つ
い
て
「
乱
訴
」
を
行
っ
た
の
は
興

落
ち
着
い
た
の
で
は
な
い
か
。

福
寺
の
可
能
性
が
あ
り
、
結
局
は
興
福
寺
が
商
船
自
銭
お
よ
び
札
狩
の
徴
収
、
東
大
寺
が
升
米
・
置
石
徴
収
と
い
う
形
態
で
、

震

日春寺

紙
嶋
本
風
小
宝
探
J
体

調

和

2
泉
佐
ゑ
免
開

ゅ
州選

法
，
ヌ
？
？
有
喚
す
、
鯨

ポキ’品つ－義広
Z
M
p
r
1
4
桝

叫
去
を
rt義
的
A
L拍
内

問

ν
4
4
4必
r
w
H
Aよ
寸
費
伶
J

U

山

’A
↑s
m
A
Z
料
品

L
H
Z
前

五
品
紘
一
字
多
グ
之
、
d
g
A
1
島
、
吾

像
、
ぽ
伝
作
多
〕
小
付
町
酬
は

る
依
存
合
す
た
埠
ゆ
《
旧
対

古
関
門

す

i 

こ
の
東
大
寺
・
興
福
寺
間
関
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
種
の

船
が
通
関
し
た
と
い
う
説
と
（
今
谷
明
司
日
本
国
王
と
土
民
』
）
、
同
一
の
船

に
課
税
さ
れ
た
と
い
う
説
（
新
城
常

『
－
中
陛
水
運
史
の
研
究
』
）
が
あ
り
、

致
し
て
い
な
い
。
最
新
の
研
究
で
は
入
港
時
に
東
大
寺
関
で
升
米
あ
る

い
は
置
石
を
徴
収
さ
れ
る
か
低
額
の
札
料
足
が
徴
収
さ
れ
、
出
港
時
に
興

福
寺
関
で
前
一
一
者
は
商
船
目
銭
を
、
最
後
は
低
額
の
札
狩
が
徴
収
さ
れ
た

と
す
る
が
（
有
馬
香
織
「
兵
蔵
入
船
納
帳
に
み
る
関
、
通
過
手
続
と
経
営
」
）
、
い
ま

だ
通
説
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
貞
治
元
年
（
一

六
二
）
に
は

広
田
社
か
ら
、
「
漏
船
」
が
西
宮
に
着
岸
し
た
と
し
て
東
大
寺
が
升
米
を

徴
収
し
て
い
る
の
は
、
不
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
越
訴
が

行
わ
れ
て
い
る
Q
郁
守
記
』
十
二
月
十
九
日
条
）
。
ま
た
嘉
慶
元
年
（
一
一
二

八
七
）
に
は
興
補
寺
関
「
兵
庫
嶋
札
狩
」
を
神
崎
関
で
徴
収
す
る
の
は
、

南
海
路
や
近
国
船
は
だ
め
だ
が
西
海
船
に
つ
い
て
は
開
題
な
い
と
室
町
幕

600 
第九主主兵隊律と；／：£図



府
が
認
め
て
い
る
（
吋
県
史
』
七
「
興
梅
考
文
書
」
〔
春
日
大
社
文
書
〕

一
五
）
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
十
四
世
紀
段
階
で
は
両
関
は
別
相

に
経
営
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

じ

に

ん

め

い

と

く

し
か
し
大
山
鏑
油
神
人
の
津
料
免
除
特
権
を
承
認
す
る
文
書
は
、
明
徳
一
一
一
年
（
一
一
一
一
九
一
一
）
段
階
で
は
東
大
寺
関
を
さ
す

お
う
え
い

そ
れ
を
追
認
す
る
応
永
十
一
一

「
兵
庫
嶋
升
米
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、

（
一
回
O
六
）
の
も
の
で
は
「
兵
庫
両
関
」
と

九
六
）
出
家
、
応
永
十

死

記
さ
れ
る
（
「
県
史
い
八
「
離
宮
八
幡
宮
文
香
」
一
一
八
・
ニ
九
）
。
年
未
詳
だ
が
応
永
一
二
年
（

去
し
た
回
答
寂
（
広
橋
仲
光
）
を
奉
者
と
す
る
、
興
福
寺
判
明
当
に
宛
て
た
文
書
が
東
大
寺
に
伝
来
し
て
い
る
（
「
県
史
』
五
「
東
大
寺

一
九
九
、
以
下
兵
庫
関
）
。
そ
の
内
容
は
兵
庫
問
丸
右
衛
門
大
夫
の
船
鏡
丸
と
校
舟
ニ
般
が
運
送
す
る

ピ
」
す

「
座
主
宮
御
坊
」
（
延
磨
寺
天
台
座
主
か
）
造
営
材
木
に
つ
い
て
、
「
南
部
管
領
」
の
関
所
で
違
乱
が
行
わ
れ
て
お
り
停
止
す
べ
き

文
書
」
〔
摂
津
国
兵
庫
関
〕

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
両
関
が
一
括
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
応
永
二
一
十
年
に
は
、
関
税
を
免
除
さ
れ
た
小
早

川
生
日
国
幡
入
道
公
実
の
船
と
称
し
て
瀬
戸
田
（
広
島
祭
尾
道
市
）
な
ど
の
商
掛
が
通
過
し
て
い
る
の
で
公
実
の
免
除
を
取
り

兵庫津の発展と兵嫁北関

消
す
と
い
う
幕
府
の
命
令
が
東
大
寺
・
興
掲
寺
両
関
奉
行
に
宛
て
ら
れ

Q
東
大
寺
文
勢
之
ニ
十
』

一一一一
O
八
三
そ
れ
を
’
つ
け
て

レ
し

兵
庫
間
丸
孫
太
郎
ら
が
以
前
の
未
進
分
を
関
所
沙
汰
人
と
と
も
に
徴
収
す
る
と
し
た
文
書
に
「
兵
庫
郎
両
関
い
と
あ
る
（
向
上

O
）
。
こ
れ
ら
は
十
五
世
紀
に
両
関
が
一
体
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
史
料
を

四
初
見
と
し
て
東
大
寺
領
は
兵
庫
北
関
、
興
福
寺
領
は
兵
庫
南
関
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
経
営
が
代
官
請
負
と
な
り

同
寺
は
定
額
を
受
け
取
る
だ
け
と
な
り
、
実
質
的
な
関
務
を
担
う
現
地
の
問
丸
に
よ
っ
て
関
銭
徴
収
が
整
理
さ
れ
た
た
め
だ
と

か
ん
し
ょ
う

考
え
ら
れ
る
。
寛
正
一

第一節

凶
六
一
）
に
は
免
除
特
権
を
有
す
る
相
留
寺
風
呂
材
木
が
「
南
部
両
関
」
で
差
し
押
さ
え
ら
れ

た
と
い
う
事
件
が
あ
り
（
吋
蔭
涼
軒
臼
録
』
十
月
十
五
日
条
）
、
南
北
関
が
一
体
と
な
っ
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ほ
っ
と
く

現
地
か
ら
遊
離
し
て
得
分
権
の
み
が
幕
府
か
ら
保
証
さ
れ
る
体
制
に
な
る
と
、
両
寺
の
立
場
は
必
然
的
に
弱
く
な
る
。
円
五
徳

四
五
一
）
に
は
一
時
的
に
し
ろ
兵
庫
関
そ
の
も
の
が
両
寺
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
、
両
寺
を
は
じ
め
と
す
る
南
部
七
大

。
）
。
ま
た
得
分
権
の

中
市
リ
が
そ
ろ
っ
て
開
門
し
て
抗
議
し
た
こ
と
も
あ
る

Q
県
史
』
七
「
興
筒
寺
火
古
」
（
大
乗
説
文
書
〕

は
他
の
寺
社
の
用
途
に
恒
常
的
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
永
享
八
年
（
一
四
…
一
一
六
）
に
兵
庫
北
関
を
年
七
五

O
貫
文
で
請
け
負
つ

O
貴
文
を
東
大
寺
止
納
め
る
と
い
う
請
文
を
提
出
し
た

た
代
官
は
、
う
ち
四

O
質
文
を
「
北
野
御
経
」
に
宛
て
、
残
り
の
七

（
『
策
大
寺
文
書
之
二
寸
』

一間一一一一一）
0

「
北
野
僻
経
」
は
京
都
北
野
社
で
行
わ
れ
て
い
る
一
切
経
供
養
の
こ
と
で
、
応
永
十
九
年

四

一
）
に
は
大
規
模
な
写
経
事
業
も
行
わ
れ
て
市
域
の
寺
院
も
加
わ
っ
て
い
た
（
第
十
章
第
二
節
3
項）
0

い
つ
か
ら
支
出

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
永
享
段
階
の
室
町
殿
（
室
町
幕
府
の
最
高
指
導
者
は
将
軍
伎
と
一
致
す
る
と
は
限

ら
な
い
た
め
、
当
時
の
史
料
用
語
か
ら
家
町
殿
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
義
教
は
北
野
社
に
冷
淡
と
さ
れ
る
た
め
、
北
野
信
仰
に
惇
か
っ

た
そ
の
前
の
室
町
殿
義
持
没
年
（
一
間
二
八
）
以
前
に
遡
る
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。

同
じ
く
永
享
八
年
に
は
相
悶
寺
お
よ
び
等
持
寺
の
悶
料
の
兵
庫
北
関
分
が
米
進
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
立
て
替
え
払
い
を
行
つ

た
興
福
寺
雑
掌
に
弁
済
す
る
よ
う
に
と
い
う
幕
府
の
文
書
も
残
さ
れ
て
い
る
（
兵
庫
関
二

て
建
立
さ
れ
、
至
徳
二
年
（
一

ム
ハ
）
。
相
国
寺
は
足
利
義
満
に
よ
っ

一
八
五
）
に
活
躍
供
養
が
行
わ
れ
、
応
永
元
年
に
焼
失
す
る
も
た
だ
ち
に
再
建
が
開
始
さ
れ
、

応
永
六
年
に
は
高
さ

O
八
メ
ー
ト
ル
の
大
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
等
持
寺
は
踏
応
二
年
以
前
に
足
利
尊
氏
に
よ
っ
て
建
立

さ
れ
、
足
利
将
軍
家
の
菩
提
寺
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
室
町
幕
府
の
尊
崇
厚
い
寺
院
で
、
こ
れ
も
支
出
の
開
始
時

期
は
不
明
だ
が
南
北
関
に
支
出
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
北
野
分
は
月
俸
料
足
と
呼
ば
れ
、
月
一
一

一
一
一
二
三
文
が
北
関
か

ら
南
関
に
支
払
わ
れ
（
年
四
O
民
文
）
、
南
関
か
ら
ま
と
め
て
支
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
兵
庫
閲
一

三
な
ど
）
。
相
国
寺
分
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な
〉
し
ょ

は
国
料
と
呼
ば
れ
相
国
寺
納
所
か
ら
北
関
泰
行
所
に
宛
て
ら
れ
た
受
領
書
が
伝
来
し
て
い
る
が
、
額
は
ま
ち
ま
ち
で
定
額
は
不

明
で
あ
る
。
等
持
寺
分
も
国
料
と
呼
ば
れ
、
季
節
毎
の
一
二
賞
五

O
O文
の
受
領
書
が
伝
来
し
て
お
り
、
年
間
で
五

O
貫
文
が

支
払
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
代
官
語
文
に
は
相
国
寺
・
等
持
寺
あ
わ
せ
て
五

O
貰
文
の
「
代
官
方
沙
汰
分
」
を
請
負
額
と
と
も

に
東
大
寺
に
支
払
う
と
し
た
文
書
が
い
く
つ
か
伝
来
し
て
い
る

Q
栄
火
寺
文
書
之
二
十
』

一
関
三
間
な
ど
）
。
た
だ
し
別
に
「
東

括
し
て
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
か
な
ど
詳
細
な
状
況
は
わ
か
ら

お
う
に
ん

な
い
。
こ
の
よ
う
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
も
南
北
両
関
の
経
営
は
応
仁
の
乱
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
寺
沙
汰
分
」
が
あ
っ
た
の
か
、
南
関
分
は
北
関
が

物
資
集
散
地
と

し
て
の
兵
庫

兵
庫
へ
の
物
資
集
散
の
具
体
像
は
、
本
節
2
項
以
後
で
「
兵
輝
北
関
入
船
納
帳
」
を
も
と
に
詳
細
に
述
べ

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
主
に
年
貢
輸
送
に
関
わ
る
史
料
を
紹
介
し
な
が
ら
、
当
該
期
の
兵
庫
の
位
置
づ
け
を

し
て
お
き
た
い
。

一
一
八
）
十
月
、
摂
津
国
務
に
携
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
沙
弥
円
道

兵庫津の発展と兵庫；！ヒ関

兵
隊
嶋
田
銭
が
興
福
寺
に
与
え
ら
れ
た
暦
応
元
年
（

だ
い
じ
k

つ

え

は
、
「
摂
津
田
諸
庄
園
領
主
」
に
宛
て
て
大
嘗
会
米
を
段
別
一
一
一

O
文
の
銭
で
湊
川
宿
に
納
め
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
（
『
県
史
』

ム
ハ
「
一
泉
寺
文
京
日
」
〔
そ
の
他
所
領
関
係
等
〕

二ハ）
o

湊
川
宿
は
第
八
章
第
一
部
2
項
で
詳
述
さ
れ
た
湊
川
合
戦
の
舞
台
で
、
楠
木
正

近
控
の
西
悶
街
道
は
兵
隊
津
に
大
き
く
迂
閉
し
て
い
る
が
、

ね
う
み
ん

そ
れ
以
前
に
兵
庫
鳴
と
の
接
点
に
な
っ
て
い
た
の
が
湊
川
宿
で
あ
る
。
応
安
四
年
（

成
は
「
湊
川
ノ
西
ノ
宿
」
に
陣
を
構
え
た
と
さ
れ
る

七
一
）
に
陸
路
で
京
か
ら
九
州
に
向

か
っ
た
今
川
了
俊
は
、
打
出
、
生
田
川
を
経
て
湊
川
で
宿
泊
し
て
、
翌
朝
に
同
行
し
て
き
た
友
と
別
れ
て
、
須
磨
、
大
戦
谷
へ

第一芸D

と
進
ん
で
い
る
（
「
道
行
き
ぶ
り
」
）
。
こ
こ
に
は
兵
庫
嶋
は
登
場
せ
ず
、
陸
路
で
宿
泊
地
と
な
っ
て
い
た
の
は
淡
川
な
の
で
あ
る
。

京
へ
納
入
さ
れ
る
大
嘗
会
銭
を
わ
ざ
わ
ざ
慎
津
西
端
の
湊
川
に
集
積
さ
せ
た
の
は
、
恐
ら
く
湊
と
し
て
の
兵
庫
嶋
の
機
能
と
陸
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上
交
通
と
の
接
合
を
図
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
こ
の
湊
川
宿
の
機
能
が
、
近
出
兵
庫
津
の
岡

方
へ
と
継
示
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
湊
川
宿
と
兵
庫
嶋
と
い
う
呼
称
は
兵
庫
両
関
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
十
五
世
紀
初
め
に
姿
を
消
し
、
兵
庫
と
い
う
呼

称
が
一
般
的
と
な
る
（
地
名
と
し
て
の
兵
庫
嶋
の
終
見
は
応
永
二
十
二
年
（

四
一
五
）
、
吋
県
史
』
八
「
九
条
｛
一
一
本
文
書
」
〔
摂
津
国
所
領
関

係
〕
七
一
・
七
二
）
。
水
陸
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
点
が
集
約
さ
れ
、
西
国
荘
園
か
ら
の

こ
く
が

大
寺
領
周
訪
閏
国
部
領
の
場
合
、
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
田
代
が
兵
庫
ま
で
の
輸
送
責
任
を
負
い
、
兵
庫
以
後
は
東
大
寺
の
責
任

の
陸
揚
げ
地
と
な
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
東

と
さ
れ
て
い
た
（
本
多
博
之
「
中
間
後
期
東
大
寺
の
周
防
国
悶
街
領
支
配
の
展
開
」
）
。

そ
の
う
ち
仁
井
令
（
山
口
県
紡
府
市
）
か
ら
明

徳
二
年
（
一
一
二
九
一
）
正
月
に
到
着
し
た
年
貢
輸
送
の
詳
縮
を
示
し
た
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
（
吋
東
大
寺
文
書
之
十
六
』
八
一
一

そ
れ
に
よ
る
と
米
六

O
石
、
代
銭
換
算
で
七
八
貫
文
の
年
貢
は
、
南
関
で
一
貫
二
三

O
文
（
約
一
・
六
%
）
、
北
関
で
七
八

O
文

%
）
、
倉
敷
H
倉
庫
代
七
八

O
文
（
一
%
）
、
荷
揚
げ
船
賃
一
ニ
ム
ハ

O
文
（
約
0
・
0
五
%
）
、
問
に
よ
る
米
の
値
付
け

七
O
文

（約
0
・
0
一
一
一
%
）
の
計
三
貫
四
二
九
文
（
単
純
合
計
は
聞
こ
O
文
だ
が
、
銭
計
算
で
は
誤
差
が
生
じ
る
）
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
東
大

寺
領
年
買
に
対
し
て
東
大
寺
領
北
関
で
課
税
が
符
わ
れ
て
い
る
の
は
、
経
営
は
代
官
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
別
会
計
だ
っ
た
た
め

で
、
こ
こ
で
は
南
北
両
関
に
関
銭
が
支
払
わ
れ
、
南
関
の
ほ
う
が
高
額
で
あ
る
。
こ
れ
が

椴
的
な
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
が
、
総
額
で
入
港
し
た
物
資
価
格
の
約
四
・
四
%
程
度
が
兵
庫
で
支
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
関
銭
は
領
主
に
上
納

さ
れ
る
分
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、

そ
れ
を
除
い
た
と
し
て
も
、
多
額
の
富
が
兵
庫
住
人
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
ほ
か
に
東
大
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
者
一

数
の
顧
客
を
当
て
に
し
た
旅
龍
屋
が
あ
り
、
前
代
以
来
の
遊
女
な
ど
も
活
動
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
使
者
は
西
国
街
道
を
山
崎
ま

の
荷
震
と
し
て
一
五

O
文
・
酒
代
五

文
も
計
上
さ
れ
て
お
り
、
不
特
定
多
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で
陸
路
で
向
か
い
、

そ
こ
か
ら
奈
喪
に
戻
っ
て
い
る
。

応
永
ニ
十
六
年
に
は
、
東
寺
領
周
防
国
英
和
荘
兼
行
名
（
山
口
県
器
関
市
）
年
賀
四

O
貫
文
に
つ
い
て
、
守
護
大
内
氏
の
家

に
ん人

が
現
地
代
官
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
所
領
で
は
年
貢
を
兵
庫
で
引
き
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
た
め
、
東
寺
は
使
者

六
入
手
｝
年
賞
受
け
取
り
の
た
め
に
派
遣
し
て
い
る

Q
県
史
』
ム
ハ
「
東
寺
文
設
」
〔
そ
の
他
所
領
関
係
等
〕
閉
九
1
五

）
。
使
者
は

月
十
五
日
に
京
を
出
て
、
尼
椅
を
経
て
十
六
日
に
兵
庫
に
到
着
し
た
が
、
船
頭
が
尼
崎
に
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
様

て
て
兵
庫
に
呼
び
旋
す
た
め
一
人
を
向
か
わ
せ
て
、
十
八
日
に
兵
庫
で
銭
を
受
け
取
り
、
西
宮
・
山
簡
で
宿
泊
し
て
二
十
日
に

京
へ
戻
っ
た
。
こ
の
間
に
兵
庫
で
二
一
泊
し
た
た
め
、
「
は
た
ご
」
（
旅
縫
）
け
れ
朝
晩
の
食
事
代
一
人
一
一
一
文
、
昼
一

O
文
、
調
・

茶
・

・
木
（
燃
料
代
）
な
ど
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
兵
庫
で
の
支
出
に
「
し
ま
の
す
h

め
」
六
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
嶋
の
勧
め
」
と
解
釈
で
き
、
武
庫
川
で
支
出
さ
れ
る
「
は
し
ち
ん
」
（
橋
賃
）
と
両
様
に
、
嶋
修
回
の
た
め
の
費
用
が
訪
れ
る

人
々
か
ら
勧
進
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（

人

文
か
）
。
ま
た
荷
造
り
の
た
め
の
「
か
ら
け
な
わ
」
（
絡
縄
）
・

兵庫津の発展と兵隊北関

「
せ
に
の
た
わ
ら
」
（
銭
の
陣
取
）
、
安
全
祈
願
の
た
め
の

こ
ふ
」
（
昆
布
）
な
ど
も
購
入
さ
れ
て
お
り
、
兵
庫
で
は
多
様
な
商
品

が
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
途
中
の
御
影
で
は
茶
代
が
支
出
さ
れ
て
お
り
、
西
国
街
道
沿
い
に
茶
店
が
あ
っ

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
京
・
奈
良
ゃ
、
瀬
戸
内
海
各
地
か
ら
多
数
の
人
々
が
兵
庫
を
訪
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
現
地
住
人
の
状
況

が
見
ら
れ
る
史
料
も
紹
介
し
て
お
く
。
貞
治

（
一
三
六
一
一
一
）
の
文
書
に
よ
る
と
、
長
田
神
社
の
馬
上
頭
役
（
祭
礼
の
負
担
）

同
μ

LnhH州第

は
、
一
福
原
荘
・
輪
田
悲
在
家
に
は
賦
課
さ
れ
て
お
ら
ず
、
近
年
の
慣
例
に
よ
り
問
所
名
と
福
厳
寺
の
「
富
有
の
仁
」
に
負
担
さ

せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
勾
県
史
』

「
長
田
神
社
文
書
」
五
）
。
こ
こ
で
負
担
対
象
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
兵
庫
住
人
の
こ

古代・ c!Jltt1援史編E
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と
で
、
外
交
使
節
も
宿
泊
す
る
有
力
な
禅
宗
寺
院
福
厳
寺
に
は
、
富
裕
な
都
市
住
民
が

所
属
し
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
応
永
十
六
年
に
大
徳
寺
領
武
庫
荘

長問神社（長田区）

の
岡
地
を
購
入
し
た
の
は
「
兵
庫
の
市
の
辻
の
玄
智
」
で
（
「
火
徳
寺
文
書
之
三
』

六
）
、
投
資
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

十
五
世
紀
半
ば
の
兵
庫
住
人
の
活
動
は
「
兵
膝
北
関
入
船
納
帳
」
を
も
と
に

4
項
で

詳
述
さ
れ
る
と
お
り
で
、
東
大
寺
領
周
防
国
国
街
簡
の
年
貢
除
送
も
、
日
代
に
代
わ
っ

び
つ
ら
ゅ
う

て
兵
庫
・
堺
の
間
丸
が
担
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
東
寺
領
備
中
国
新
見
荘
（
間
山

県
新
党
市
）
で
も
、
京
割
符
は
な
く
兵
庫
割
符
が
用
い
ら
れ
た
例
も
あ
る
（
吋
岡
山
県
史

写真104

家
わ
け
史
料
』
一
一
一
四
六
、
平
由
一
同
大
佑
コ
臼
飢
の
経
済
と
室
町
幕
府
』
）

0

割
符
は
室
町
時
代
に

O
質
文
の
約
束
手
形
と
し
て
流
通
し
、
発
給
し
た
商
人
の
も
と
で
換
金
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
新
見
荘
の
状
況
は
瀬
戸
内
海
諸
地
域
が
兵
庫
を
起
点
と
し
た
経
済
閣
に
あ
り
、
京
都
を
中
心
と
し
た
構
造
か
ら
’
倒
立

び
ん
こ

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
高
野
山
領
備
後
国
太
田
荘
（
広
島
県
出
羅
郡
出
総
町
）
の
年
買
に
も
、
積
み
出
し
港
で
あ

る
尾
道
の
船
だ
け
で
な
く
、
丘
（
康
住
人
の
船
が
利
用
さ
れ
て
い
た
（
『
高
野
山
文
書
』
「
勧
学
院
文
書
」

二
ハ
五
）
。
高
野
山
か
ら
も

兵
庫
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
備
後
守
護
代
犬
橋
氏
以
下
に
は
高
額
な
礼
銭
が
兵
庫
で
支
払
わ
れ
て
い
た
（
向
上
一
八
一
号
。
輸
送

ぴ
ぜ
ん

船
警
閤
も
し
く
は
年
貢
収
納
の
礼
で
、
兵
隊
で
備
前
国
料
船
の
管
理
も
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
（
佐
々
木
銀
弥
「
日
本
山
中
世
の

L、。流
通
と
対
外
部
係
』
）
。
あ
る
い
は
瀬
戸
内
海
各
地
の
守
護
代
ク
ラ
ス
の
武
士
が
、
兵
庫
に
拠
点
を
置
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

606 
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こ
の
よ
う
に
兵
庫
は
瀬
戸
内
海
交
通
の
起
点
と
し
て
大
き
な
地
位
を
占
め
た
が
、
応
仁
・
文
明
の
乱
後
は
競
合
し
て
い
た
堺

に
水
を
あ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
様
相
は
本
節
5
項
で
述
べ
ら
れ
る
が
、
変
動
を
も
た
ら
し
た
原
因
の

っ
と
考
え
ら
れ
る

の
が
、
室
町
期
の
兵
庫
が
政
治
的
に
保
護
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
兵
庫
関
の
設
定
は
幕
府
が
保
証
し
た
も
の
で
、
鎌
倉
末
期

の
大
阪
湾
一
一
一
カ
津
は
兵
庫
嶋
に

一
兆
化
さ
れ
、
堺
間
丸
が
扱
っ
た
太
田
荘
の
年
貢
輸
送
船
も
兵
庫
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
幕
府
の
保
護
が
失
わ
れ
る
と
兵
隊
に
停
泊
す
る
必
然
性
は
な
く
な
り
、
東
大
寺
年
翼
船
す
ら
兵

践
で
は
な
く
直
接
に
堺
に
向
か
う
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
（
本
多
博
之
「
中
倣
後
期
東
大
寺
の
潟
紡
国
国
街
領
支
配
の
展
開
」
）
。

町
幕
府
体
制
の
下
で
繁
栄
を
謡
歌
し
す
ぎ
た
こ
と
が
、
時
代
へ
の
対
応
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
明
貿
易
の

開
始
と
兵
庫

兵
庫
が
室
町
幕
府
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
瀬
戸
内
海
交
通
の
玄
関
口
と
し
て
経
済
的
な
意
味
を
も
っ
と
と

も
に
、
外
交
使
節
を
迎
え
る
場
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
は
遺
謄
使
断
絶
後
、
初
め
て
中
国
の

王
朝
と
正
式
な
国
交
を
結
ん
だ
日
本
列
’
局
の
政
権
で
あ
っ
た
。
第
五
章
第
三
節
3
項
で
述
べ
ら
れ
た
平
清
盛
の
日
宋
貿
易
は
間

兵庫ii!J:の発践と兵Jill~ヒ関

家
間
の
関
係
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、

そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
宋
商
に
よ
る
交
易
活
動
を
清
盛
側
が
組
織
化
し
た
も

の
と
い
え
る
。
元
（
モ
ン
ゴ
ル
）
の
遜
交
要
求
に
も
日
本
側
は
応
じ
ず
元
軍
の
襲
来
す
ら
招
い
た
が
、
対
外
交
易
も
積
極
的
に

進
め
た
た
め
、
軍
事
対
応
の
主
体
と
な
っ
た
鎌
倉
幕
府
周
辺
か
ら
も
元
へ
の
貿
易
船
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
日
一
苅
間
を
往
来
す

る
悌
僧
も
多
数
に
及
ん
で
い
る
が
、

つ
い
に
正
式
な
国
交
は
結
ば
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
十
限
世
紀
半
ば
に
な
り
元
が
弱
体
化

す
る
と
、
元
お
よ
び
そ
れ
に
叩
服
属
し
て
い
た
高
麗
沿
存
で
、
倭
冠
と
呼
ば
れ
る
海
賊
行
為
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
倭
冠

つ

し

ま

い

3

は
南
北
朝
内
乱
が
続
く
対
馬
・
壱
岐
・
五
島
列
島
・
博
多
な
ど
を
基
盤
に
、

第一節

部
の
中
関
・
朝
鮮
出
身
の
海
民
を
吸
収
し
て
、

離
合
集
散
を
繰
り
返
し
な
が
ら
掠
奪
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
閲
潟
一

「
明
帝
国
と
日
本
」
）
。

i1ii＼＇：・ rt1¥U:歴史編立
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二
六
八
年
に
貧
農
出
身
の
朱
元
環
（
洪
武
’
Mm
）
に
よ
っ
て
金
陵
（
南
京
）
を
首
都
に
建
国
さ
れ
た
明
は
、
一
冗
宇
佐
北
走
さ
せ
中

関
統
一
を
果
た
し
た
。
し
か
し
反
対
勢
力
が
沿
岸
部
の
倭
冠
と
結
ん
で
活
動
し
た
た
め
、
洪
武
常
は
沿
岸
部
の
民
衆
の
出
海
を

禁
じ
る
海
禁
政
策
を
採
り
、
周
辺
諸
国
に
朝
貢
を
呼
び
か
け
た
。
さ
ら
に
一
一
一
一
七
四
年
に
は
民
間
交
易
の
主
体
と
な
っ
て
い
た

市
舶
司
を
廃
止
す
る

方
で
、
朝
貴
国
に
対
し
て
は
貢
物
の
数
倍
の
回
賜
を
与
え
滞
在
費
用
を
負
担
す
る
と
い
う
優
遇
措
置
が

採
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
朝
貢
国
は
明
皇
帝
に
形
式
的
に
封
じ
ら
れ
る
「
j
国
王
」
と
い
う
地
位
に
甘
ん
じ
さ
え
す
れ
ば
、
膨

大
な
貿
易
利
潤
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
明
の
要
求
を
日
本
で
最
初
に
受
け
入
れ
た
の
は

か
ね
よ
し

九
州
で
南
朝
勢
力
と
し
て
独
自
の
基
盤
を
有
し
て
い
た
懐
良
親
王
で
、

年
に
朝
貢
を
行
い
日
本
国
王
「
良
懐
」
に
封

じ
ら
れ
た
。
応
安
五
年
（

一
一
一
七
二
）
五
月
に
洪
武
帝
の
詔
蓄
を
も
っ
た
明
使
が
博
多
に
到
着
す
る
が
、
懐
良
親
王
は
す
で
に

室
町
幕
府
九
州
探
題
今
川
了
俊
に
よ
っ
て
逐
わ
れ
て
い
た
た
め
、
明
使
は
翌
年
六
月
に
上
洛
し
て
い
る
。
明
使
の
一

で
あ
る

趨
秩
の
記
し
た
も
の
に
博
多
か
ら
尾
道
・
兵
庫
を
経
て
京
都
と
い
う
順
路
が
記
さ
れ
て
お
り
（
「
雲
門

曲
」
）
、
兵
庫
を
経
由
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
応
安
七
年
四
月
に
足
利
義
満
は
帰
国
す
る
明
使
に
禅
僧
を
使
者
と
し
て
伴
わ
せ

た
が
、
義
満
の
立
場
が
明
が
対
外
関
係
の
相
手
と
し
た
国
主
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、

の
形
式
も
不
備
で
あ
る
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
ず
、
「
日
本
国
王
良
懐
」
名
義
が
残
存
し
た
た
め
、
九
州
の
島
津
氏
な
ど
が
こ
れ
を
利
用
し
て
明
に
通
交
す
る
こ

と
康5も
潜？あ

、ペコ

た

一一一八
O
）
の
義
満
に
よ
る
使
者
も
明
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
す
で
に
太
政
大
臣
を
辞
し
、
征
夷

こ
い
ず
み

大
将
箪
を
子
の
義
持
に
譲
っ
て
「
自
白
人
」
と
な
っ
て
い
た
応
永
八
年
（
一
回
O
一
）
に
、
義
満
は
博
多
商
人
杷
富
の
す
す
め

年

で
遣
明
使
を
得
び
派
遣
し
た
。
こ
れ
は
諸
大
名
に
よ
る
遺
使
の
可
能
性
を
断
ち
切
り
外
交
権
を
一
一
万
化
し
よ
う
と
す
る
義
満
の

608 
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兵庫津の発展と兵庫北関第一節

室町澱の兵廊下向

番号 主体 出 京 帰京 出典 目的

① 義j絞 康応、1(1389)3/4 3/26 践苑院西国下向記 西国遊覧

① 義満 明徳2(1391)7/19 兼主主公記 遊覧

① 義溺 応永8(1401)9/16 ヲ／26 迎陽記 朝鮮使着岸

① 義満 応永9(1402)8/3 8/9 音問家日次記 明使着岸

① 義満 応永11(1404)4/27 5/7 真言院伝法滋頂記 明使者岸

① 義満 応、永l1(1404)7 /8 7 /13 真言続伝法緩頂記 明使出立

① 義満 応永12(1405) 4/25 東寺王代記 明使者岸

① 義j箔 応永12(1405)8/3 8/11 教言言郷記 明使出立

① 義1滞 応永13(1406 )5 /9 5/18 教言言卿記 明使着岸

⑬ 義j街 応永13(1406)5/20 6/7 教言卿記 明｛吏着岸。義満 応永13(1406)6/15 6/17 教言言殿j記 選｛吏着岸＊

⑫ 義満 応永13(1406)8/5 8/12 教言卿記 明使出立

⑬ 義満 応永14(1407)7/22 7/29 教言卿記 明使着岸

⑪ 義満 応永14(1407)9/15 9/22 教主言卿記 選使出立

⑬ 義満 応永15(1408)2/l 2/5 教言郷記 明使出立

⑬ 義持 応永16(1409)6/25 6/29 教言採｜！記 明使者岸

⑪ 義教 永事4(1432)8/17 8/25 者間日記 i釘吏出立

⑬ 義教 永事6(1434)5/21 5/25 者間臼記 明｛吏着岸

＊は尼崎

で
あ
る
と
と
も
に
、

一
一
二
九
八
年

表15

に
祖
父
洪
武
帝
の
跡
を
継
い
で
即
位
し

た
も
の
の
叔
父
燕
王
（
永
楽
帝
）
と
対

立
し
て
い
た
建
文
帝
の
積
極
的
招
請
が

あ
っ
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
建
文
帝

は
義
満
を
「
日
本
国
王
」
に
封
じ
、
翌

応
永
九
年
七
月
四
日
に
は
明
疫
を
伴
つ

た
能
者
が
九
州
に
一
民
っ
た
と
い
う
情
報

日が
に京
管士都
領；； Iこ
畠伝
山え
持ら
顕れ
り

を義
伴満
つは
て！＼
兵月
庫コ

に
下
向
し
て
使
者
を
迎
え
、
九
日
に
帰

京
し
て
い
る
（
表
日
①
）
。

義
満
は
京
の
北
山
殿
で
明
の
権
威
を

尊
重
し
た
儀
礼
を
行
い
、
永
楽
帝
即
位

の
情
報
が
届
い
た
た
め
、
建
文
帝
・
永

楽
帝
双
方
へ
の
閣
官
官
を
持
っ
た
使
僧
が
、

応
永
十
年
一
一
一
月
三
臼
に
兵
庫
を
出
立
し
た
（
「
吉
田
家
臼
次
記
」
）

0

使
僧
は
建
文
帝
を
倒
し
た
永
楽
帝
宛
の

の
ほ
う
を
提
出

古代・中ill歴史編E609 



し
、
永
楽
帝
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
義
満
へ
の
返
書
一
と
「
日
本
悶
王
之
印
」
と
造
明
船
へ
の
所
持
を
義
務
づ
け
た
永
楽
勘
合
が
与

え
ら
れ
た
。
使
僧
は
明
使
と
と
も
に
翌
応
永
十
一
年
五
月
三
日
に
兵
庫
に
問
者
し

Q
大
一
衆
院
日
記
目
録
』
）
、
義
満
が
そ
れ
を
迎

は
り
ま

そ
れ
に
先
立
つ
一
一
月
に
は
摂
津
・
播
躍
な
ど
三
カ
国
の
所
領
す
べ
て
か
ら
回
数
に
応
じ
て
「
兵
庫
の

え
て
い
る
（
表
日
①
）

O

嶋
之
内
」
を
掘
る
た
め
の
人
夫
役
が
賦
課
さ
れ
て
お
り
、
国
交
樹
立
後
の
正
式
な
明
使
の
来
航
に
合
わ
せ
て
大
々
的
な
整
備
が

行
わ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
関
連
史
料
は
之
し
い
が
、
東
寺
領
播
躍
悶
矢
野
耳
（
総
生
市
）
の
み
で
当
初
は
一
一

O
人
の
人

夫
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
（
吋
相
生
市
史
』
八
巻
上
六
一

一一

i
二
）
、
相
当
数
の
人
々
が
動
員
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
は
明
使
の
帰
国
に
あ
わ
せ
て
勘
合
を
所
持
し
た
貿
易
船
が
幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
、
次
に
来
朝
す
る
明
使
と
と
も
に
帰

国
し
、
ま
た
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
続
く
が
、
史
料
上
確
認
さ
れ
る
隈
り
、
義
満
は
一
例
を
除
き
す
べ
て
そ
れ
を
兵

障
で
見
送
り
か
つ
出
迎
え
て
い
る
（
表
時
①
i
⑬、

O
の
み
尼
崎
）
0

こ
れ
は
明
使
に
敬
意
を
示
す
と
と
も
に
、
来
航
を
京
都
全

体
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
関
周

「
中
限
後
期
に
お
け
る
『
唐
人
』
を
め
ぐ
る
意
識
」
）

0

義
満
期
の
勘
合
貿

易
は
幕
府
が
独
占
的
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
主
体
を
強
調
す
る
意
図
も
想
定
さ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
史
料

は
す
べ
て
京
都
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
義
満
に
同
行
し
て
兵
庫
の
状
況
を
実
見
し
た
も
の
は
な
い
。
た
だ
し
応
永
十
一
一
－
年
に
は

選
明
船
六
、
七
般
が
兵
庫
に
着
岸
し
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
「
兵
庫
土
蔵
」
の
整
備
が
行
わ
れ
（
『
教
一
ず
一
口
卿
記
』
六
月
八
日
条
文

式
阿
弥
が
そ
れ
を
管
理
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
（
向
上
間
六
月
十
日
条
）
、
膨
大
な
富
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
義
満
と
兵
庫
と
の
関
わ
り
は
、
幼
少
期
に
匿
わ
れ
た
赤
総
誌
の
播
際
関
白
幡
城
（
赤
穂
郡
上
郡
町
）
か
ら
帰
京
す

る
際
に
、
兵
庫
琵
琶
塚
に
宿
泊
し
て
景
色
に
感
歎
し
、
「
汝
ら
よ
ろ
し
く
こ
の
地
を
界
き
京
都
に
至
る
べ
し
」
と
命
じ
て
周
囲
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を
驚
か
せ
た
と
い
う
七
歳
頃
の
逸
話
が
最
初
の
も
の
で
あ
る
（
「
翰
林
部
隊
築
」

義
満
百
周
忌
の
仏
事
で
述

べ
ら
れ
た
も
の
で
事
実
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
義
満
と
兵
庫
と
の
深
い
関
わ
り
を
前
提
と
し
て
う
ま
れ
た
も
の
だ
ろ

う
。
康
芯
元
年
（

三
八
九
）
に
義
満
は
瀬
戸
内
海
を
巡
見
し
て
い
る
が
（
表
日
の
）
、
こ
の
時
に
も
兵
庫
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。

京
を
三
月
四
日
未
明
に
出
発
し
て
西
国
街
道
を
進
み
、
夕
刻
に
兵
隊
和
田
浜
に
到
着
し
、
揺
護
寺
（
…
筒
厳
守
）
に
宿
泊
し
て
、

播
隣
国
お
よ
び
摂
津
国
西
成
郡
守
護
赤
松
氏
の
接
待
を
受
け
て
い
る
。
翌
五
日
に
供
の
数
百
鍛
、

の
海
賊
船
（
瀬
戸
内
海

島
艇
部
を
根
拠
と
す
る
武
士
た
ち
は
、
海
賊
行
為
の

方
で
、
怒
悶
役
を
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
て
も
い
た
）
と
と
も
に
出
立
し
て
お
り
、

兵
庫
の
港
湾
と
し
て
の
ス
ケ
ー
ル
が
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
義
満
は
兵
庫
の
状
況
を
見
知
っ
て
お
り
、
自
身

に
よ
る
明
使
の
最
初
と
最
後
の
接
持
場
と
し
て
兵
庫
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
陸
上
交
通
路
湊
川
宿
と
港
湾
兵
庫

嶋
の
機
能
集
約
も
、
義
瀧
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

兵庫津の発展と兵時二｜ヒ閲

朝
鮮
使
節
と

琉
球
商
人

日
明
交
渉
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
接
寵
に
最
も
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
高
麗
も
、
禁
圧
を
求
め
て
使
節
を
派
遣

し
、
貞
治
五
年
（
一

（
島
根
県
大
社
町
）
に
上
陸
す
る
が
、
持
参
し
た
自
苧

L
＼
L
＼
J
1
U
3
1
 

…
ノ
一
ノ
＼

2
寸ノ
z，ノ

綿
紬
・
豹
皮
・
虎
皮
な
ど
の
方
物
（
土
産
物
）
を
誠
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
の
経
緯
は
不
明
だ
が
、
翌
年
二
月
十
四

日
に
「
福
田
開
兵
庫
嶋
」
に
到
着
し
て
、
倭
泡
被
害
を
訴
え
る
書
を
送
っ
た

使
館
は
幕
府
に
よ
り
洛
中
を
避

け
て
嵯
峨
天
龍
寺
に
迎
え
ら
れ
、
朝
廷
は
返
書
を
拒
否
し
た
が
、

の
意
を
奉
じ
る
文
書
と
館
別
が
贈
ら
れ
た
。
幕

府
が
朝
廷
か
ら
外
交
権
を
接
収
す
る
第
一
歩
と
評
価
さ
れ
て
お
り
（
関
周

「
明
帝
国
と
日
本
」
）
、
兵
庫
か
ち
り
巡
回
を
送
る
と
い
う

第－ll11

手
続
き
も
幕
ι
肘
が
誘
導
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
当
時
の
九
州
に
対
す
る
幕
府
の
影
響
力
は
充
分
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
た
め
、
高
一
路
側
は
九
州
探
題
今
川
了
俊
や
、
周
防
・
長
門
守
護
大
内
義
弘
ら
と
連
接
交
渉
し
て
い
た
。

1111¥: • LJtj笠歴史編E611 



一
年
に
は
倭
語
鎮
圧
に
力
を
発
揮
し
た
武
将
李
成
桂
に
よ
り
朝
鮮
王
朝
が
建
国
さ
れ
る
が
、

そ
の
後
も
義
満
と
の
交

渉
は
大
内
氏
を
介
し
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
応
永
六
年
（
一
一
一
一
九
九
）
に
大
内
義
弘
が
義
満
に
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
で
、
応
永

九
年
か
ら
は
厳
独
で
義
満
の
使
者
が
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
大
内
氏
の
背
後
に
は
将
軍
家
の
同
族
と
し
て
幕
府

と
敵
対
的
な
鎌
倉
公
方
足
利
満
兼
も
い
た
が
、
そ
う
し
た
闘
難
を
あ
え
て
義
満
が
打
ち
破
っ
た
の
は
、
瀬
戸
内
海
を
確
保
し
て

明
・
朝
鮮
と
の
対
外
関
係
構
築
の
意
図
が
あ
っ
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
（
村
井
章
介
「
中
世
日
本
の
内
と
外
』
）
。
義
満
に
と
っ
て

危
機
を
乗
り
越
え
た
節
目
と
な
る
の
が
、
応
永
八
年
の
朝
鮮
使
節
を
迎
え
る
た
め
の
兵
庫
下
向
で
あ
り
（
表
日
①
）
、
こ
れ
は

明
使
送
迎
の
先
鞭
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
そ
の
後
は
義
満
の
関
心
が
対
明
関
係
に
移
行
し
、
朝
鮮
側
も
対

g
関
係
を
幕
府
に

冗
化
す
る
こ
と
な
く
、
西
日

本
各
地
の
通
交
者
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
室
町
幕
府
側
に

見
化
す
る
意
図
も
通
交
を
禁
じ
る
実
力
も
な
い
中
で
、
交
易
を
認

め
る
こ
と
で
倭
冠
を
平
和
的
通
交
者
に
変
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
朝
鮮
側
の
意
図
が
あ
っ
た
。
そ
の

方
で
朝
鮮
側
は
倭
定

を
根
絶
さ
せ
る
た
め
に
、

九
年
（
応
永
ニ
十
六
年
）
に
そ
の
根
拠
地
対
潟
を
武
力
攻
撃
す
る
作
戦
に
出
た
。

日
本
で
は

四

応
永
の
外
題
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
、
後
述
の
よ
う
に
当
時
は
対
明
関
係
を
断
絶
し
て
い
た
た
め
、
明
・
朝
鮮
の
共
同
作
戦
と
受

け
止
め
ら
れ
、
京
都
で
は
蒙
古
襲
来
の
再
来
と
す
る
怪
情
報
が
乱
れ
飛
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
室
町
幕
府
は
そ
の
真
意
を
探
る
た

む
が
い
り
ょ
う
げ
い

め
に
正
使
の
禅
措
無
涯
亮
問
問
、
副
使
の
博
多
商
人
平
方
明
久
を
朝
鮮
に
派
遣
し
、
そ
の
翌
年
の
応
永
二
十
七
年
に
回
礼
使
宋

希
環
ら
が
日
本
を
訪
れ
た
こ
と
で
、

応
の
問
題
の
決
着
を
見
た
。

こ
の
宋
希
環
が
日
本
滞
在
時
に
交
わ
し
た
漢
詩
文
お
よ
び
観
察
記
録
を
書
き
残
し
て
お
り
、
兵
庫
潤
辺
に
つ
い
て
も
触
れ
ら

れ
て
い
る
（
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
・
村
井
章
介
「
解
説
」
）
。

行
は
海
路
瀬
戸
内
海
を
進
み
、

一
ノ
谷
が
源
平
の
古
戦
場
で
あ
る
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と
い
う
説
明
を
受
け
て
、

四
月
十
六
日
に
兵
庫
に
到
着
し
た
。
高
低
の
板
屋
が
蜂
の
巣
の
よ
う
に
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
町
で

あ
る
が
、
住
人
は
よ
く
礼
儀
を
知
っ
て
お
り
、
希
墳
に
対
し
て
も
態
艶
に
振
る
舞
っ
て
い
た
と
い
う
。
翌
日
に
同
行
し
た
幕
府

正
使
亮
悦
が
京
に
向
か
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
代
官
に
止
め
ら
れ
、
停
泊
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。
代
官
は
守
護
代
で
は
な

く
幕
府
が
派
遣
し
て
い
た
も
の
で
、
希
壊
に
酒
の
接
待
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
、
兵
庫
は
博
多
・
赤
間
関
と
並
ん
で
、

幕
府
が
外
交
能
節
を
管
理
・
接
待
す
る
場
に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
関
局
一

「
朝
鮮
王
朝
宮
人
の
日
本
観
祭
」
・
伊
川
健
一
一
主
人

航
海
時
代
の
策
ア
ジ
ア
b
。
希
環
ら
が
兵
庫
を
発
っ
た
の
は

一
十
日
で
、
西
国
街
道
を
京
に
向
か
っ
た
。
帰
路
は
京
か
ら
川
船
で

淀
川
を
下
っ
て
尼
崎
か
ら
陸
路
で
兵
庫
へ
進
み
、
数
日
の
聞
は
長
一
福
寺
に
滞
在
し
て
風
待
ち
を
し
て
か
ら
船
で
出
立
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
外
交
使
節
の
動
き
を
見
て
も
、
兵
庫
が
水
陸
の
結
節
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
兵
庫
津
・
築
島
の
名
称
は
、

一
四
七
一
年
に
朝
鮮
で
作
成
さ
れ
た
地
理
書
『
海
東
諸
国
紀
』
所
収
の
地
図
に
も
畿
内
で
は
日
本
国
都
（
京
都
）
と
と
も
に

兵庫津の発展と兵庫北関

さ
れ
て
お
り
、
国
都
お
よ
び
尾
道
ま
で
の
距
離
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
兵
庫
出
身
の
通
交
者
と
し
て
平
方
民
部
尉
忠
吉
の
名

つ
い
ろ
う

前
が
あ
り
、
応
永
の
外
定
後
の
幕
府
副
使
平
方
明
久
の
子
孫
と
さ
れ
、
先
祖
は
明
か
ら
の
渡
米
人
陳
外
部
だ
と
い
う
。
渡
来
人

と
し
て
の
属
性
を
活
か
し
て
対
外
交
易
に
従
事
し
、

族
で
貿
易
港
に
居
住
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

明
が
海
禁
政
策
を
採
る
中
で
、
最
多
の
朝
貢
回
数

ー七

回
を
数
え
、
各
地
と
の
中
継
貿
易
に
よ
っ
て
繁
栄
し
た
の
が
、

九
年
に
中
山
王
尚
己
志
に
よ
っ
て
統

さ
れ
た
琉
球
王
国
で
あ
る
。
統
一
以
前
の
応
永
十
一
年
（

問
。
四
）
か
ら
琉
球

四能
節
は
室
町
幕
府
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
幕
府
が
明
使
の
よ
う
に
了
重
に
も
て
な
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
兵
庫
で
ど
の
よ

第一節

う
な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
た
か
は
史
料
的
に
確
認
が
で
き
な
い
。

四
五
一
）

に
兵
障
津
に
到

ニ
年
（

そ
う
し
た
中
で
、

着
し
た
琉
球
船
に
つ
い
て
、
摂
津
守
護
細
川
勝
元
が
人
を
派
遣
し
て
対
価
を
支
払
わ
ず
に
商
品
を
選
び
取
っ
た
上
、
先
年
来
に
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も
悶
様
の
こ
と
が
あ
り
問
、
五
千
質
文
が
未
納
に
な
っ
て
い
て
、
「
嶋
人
」
と
し
て
耐
え
難
い
と
い
う
幕
府
へ
の
訴
え
が
あ
っ

た
。
幕
府
が
泰
行
を
派
遣
し
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
押
し
取
ら
れ
た
商
品
が
返
却
さ
れ
て
お
ら
ず
陪
題
が
長
期
化
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、
伝
え
間
い
た
中
間
康
富
は
前
管
領
と
し
て
「
希
代
の
所
行
」
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る

Q
段
滋
記
』
八
月
十
一
ニ
日

条）
0

事
件
の
背
景
は
わ
か
ら
な
い
が
、
兵
庫
津
に
商
品
を
積
ん
で
入
港
し
た
琉
球
船
か
ら
守
護
が
強
制
的
に
商
品
を
買
い
取

り
、
対
価
さ
え
支
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

四
一
九
）
に
は
薩
摩
に
漂
着
し
た
「
寵
蛮
船
」
に
つ
い
て
、
幕
府
は
兵
庫
津
に
送
進
す
る
よ
う
に
と
の

応、
刀え

十
／＼ 

年

指
示
を
出
し
て
い
る
（
吋
旧
記
雑
録
拾
逃
家
わ
け
七
」
「
阿
多
文
翠
」
六
・
七
）
。
当
該
期
の
「
南
蛮
船
」
は
東
南
ア
ジ
ア
を
指
し
て

お
り
、
東
臨
ア
ジ
ア
か
ら
来
航
す
る
船
も
あ
っ
た
。

臼
明
貿
易
の

断
絶
と
復
活

日
明
貿
易
な
ど
対
外
関
係
を
積
極
的
に
進
め
て
い
た
足
利
義
満
は
、
応
永
十
五
年
（
一
問
。
八
）
五
月
に
急

そ
の
翌
年
の
明
使
着
岸
・
遣
明
使
帰
国
を
後
継
者
義
持
は
兵
庫
で
迎
え
て
い
る
（
表
日
⑬
）
0

死
し
、

そ
の

翌
年
に
は
遣
明
使
も
派
遣
し
て
い
る
が
、
応
永
十
八
年
に
来
日
し
た
明
使
は
入
京
さ
せ
ず
に
、
兵
庫
か
ら
帰
国
さ
せ
た
（
『
如

是
院
年
代
記
』
）
。
義
満
の
対
明
姿
勢
が
従
属
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
京
都
で
は
根
強
く
あ
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
義
持
自
身
も

弟
義
嗣
を
よ
り
寵
愛
し
た
義
満
の
政
策
を
相
次
い
で
反
転
さ
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
側
は
朝
鮮
が
対
馬
を
攻
撃
し

ろ
く
お
ん

た
応
永
の
外
窓
に
明
が
関
与
し
た
と
疑
っ
て
い
る
。
応
永
の
外
冠
の
際
に
は
兵
庫
福
厳
寺
で
鹿
苑
院
僧
と
明
能
と
の
交
渉
が
も

明
使
は
応
永

－
二
十
六
年
に
も
兵
庫
を
訪
れ
て
い
る
が
い
ず
れ
も
門
前
払
い
さ
れ
、

た
れ
、
持
参
し
た
書
翰
の
写
し
が
京
都
に
も
た
ラ
り
さ
れ
る
が
、
非
礼
で
あ
る
と
し
て
蒙
古
襲
来
の
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
追

い
返
す
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る

Q
溺
済
漁
后
日
記
」
応
永
二
十
六
年
七
月
二
十
三
日
条
）
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
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明
使
が
博
多
で
追
い
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て
兵
路
ま
で
来
航
し
て
い
る
点
で
、
国
交
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
兵
康
が
外
交
交
渉
の
窓
口
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

応
永
一
一

に
室
町
殿
義
持
が
嗣
子
な
く
死
去
し
、
弟
青
蓮
院
義
円
（
義
教
）
が
後
継
者
に
選
ば
れ
る
。
義
教
は
逆
に
義

満
期
を
先
例
と
し
た
た
め
、
選
明
船
の
派
遣
が
計
一
蹴
さ
れ
、
永
享
四
年
（
一
四
一
三
一
）
八
月
の
出
港
に
合
わ
せ
て
、
義
教
自
身

が
諸
大
名
を
引
き
連
れ
て
兵
庫
に
下
向
し
（
表
目
。
）
、
あ
わ
せ
て
明
石
・

へ
の
遊
覧
も
計
関
さ
れ
て
い
る
（
向
上
六
月

一
一
一
日
条
）
。
遺
明
船
は
室
町
殿
・
相
闘
寺
・
山
名
船
・
大
名
寺
社
十
一
ニ
寄
合
船
・
一
一

一
一
間
堂
船
の
五
般
で
（
機
本
紙
「
造
明
船

の
派
迷
契
機
」
）
、
義
満
・
義
持
期
の
よ
う
な
公
方
鹿
属
で
は
な
く
、
守
護
や
寺
社
も
そ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
。
国
交
断
絶
期
に

明
使
が
兵
庫
ま
で
来
港
で
き
た
の
も
、
開
国
守
護
に
貿
易
再
開
の
期
待
が
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。

翌
永
享
五
年
に
は
明
能
の
来
日
に
合
わ
せ
て
、
兵
庫
嶋
の
再
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
。
兵
庫
鴫
に
つ
い
て
は
応
永
一

八
月
六
日
か
ら
九
月

日
ま
で
に
、
東
大
寺
が
五
舟
・

－
人
夫
・
釘
な
ど
の
用
途
と
し
て

ム

ノ＼

阻
民
間
一
一
…
七
文
を
支
出
し

兵庫律の発展と兵隊北淡l

て
お
り
（
『
東
大
寺
文
香
之
二
十
』

一
一
二
五
八
）
、
義
満
の
大
改
修
か
ら

一
年
を
綬
て
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
国
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
東
大
寺
の
修
築
か
ら
八
年
、
前
年
に
は
義
教
自
身
が
実
見
し
て
お
り
、
外
交
使
節
を
迎
え
る
港
湾
と
し
て
の
不
備
を
痛
感

し
た
の
だ
ろ
う
。

一
十
八
日
付
の
文
書
で
東
大
寺
に
は
次
の
よ
う
に
通
告
さ
れ
る
（
兵
庫
関
二

①
兵
態
北
関
代
官

が
嶋
修
回
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
の
は
大
変
問
題
で
あ
る
、
②
「
御
願
」
（
詔
収
入
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
仏
率
）
は
厳
密
に
執

行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
③
嶋
修
囲
は
正
実
・
定
光
に
申
し
つ
け
た
の
で
、
関
所
を
彼
ら
の
代
官
に
引
き
渡
す
よ
う
に
せ

第一lil[J

ょ
、
と
い
う
も
の
で
、
東
大
寺
に

定
の
得
分
権
は
認
め
る
も
の
の
、
実
質
的
経
営
権
は
幕
府
財
政
を
管
理
す
る
公
方
土
倉
の

－
定
光
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
あ
わ
せ
て
応
永
時
と
同
様
に
兵
庫
嶋
砂
場
人
夫
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
法
隆
寺
領
播
磨
閤
鵠
荘
（
太
子
町
）
で
は
、

五
月

に
三
六

O
人
の
人
夫
提
供
が
命
じ
ら
れ
、
種
々
の
免
除
工
作
で

七
O
人
で
決
着
し
、
七
月
十
七
日
に
奉
行
実
報

寺
人
道
に
率
い
ら
れ
た
一
一
九
人
が
出
向
い
て
い
る
。
現
場
か
ら
逃
げ
た
人
夫
が
あ
っ
た
た
め
、
実
報
寺
が

い
入
れ
、
間
七
丹
七
臼
に
鵠
荘
へ
戻
り
、
未
進
五
一
人
分
に
つ
い
て
は
銭
で
解
決
し
て
い
る

Q
県
史
竺
ニ
「
斑
鳩
寺
文
書
」
一
ニ

四
人
を
兵
庫
で

O
）
。
東
寺
領
矢
野
荘
は
賦
課
さ
れ
、
銭
五
質
文
で
解
決
（
「
相
生
市
史
』
七
巻
二
二
）
、
摂
津
国
多
田
院
領
善
源
寺
（
大
阪
市
都

島
医
）
は
賦
課
さ
れ
る
も
幕
府
が
免
除
す
る
（
吋
県
史
』

「
多
国
神
社
文
書
」
二
五
九
）
な
ど
、
摂
津
・
播
磨
の
寺
社
領
も
含
め

て
賦
課
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鵠
荘
の
事
例
で
は
作
業
工
程
は
二

0
5弱
で
、
各
地
か
ら
動
員
さ
れ
て
き
た
人
夫
と
と
も
に
、

兵
庫
周
辺
で
一
縫
い
入
れ
ら
れ
た
人
々
も
多
数
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
荷
揚
げ
な
ど
の
た
め
に
余
剰
労
働
力
が
プ
ー
ル
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
作
業
は
財
政
を
公
方
土
倉
が
担
当
し
、
そ
れ
と
は
別
に
実
務
を
指
揮
す
る
勧
進
聖
が
い
た

と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
史
料
が
残
存
し
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
。

そ
う
し
た
準
備
を
経
て
永
享
六
年
に
、
義
教
は
遣
明
使
節
が
明
使
を
伴
っ
て
帰
国
す
る
の
に
合
わ
せ
て
兵
庫
に
下
向
し
た

（
表
日
⑬
）
。
下
向
準
備
、
明
使
の
接
待
な
ど
は
、
初
め
土
倉
一
衆
（
京
都
山
内
土
倉
の
協
同
組
織
）
に
担
当
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、

先
例
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
別
の
人
物
に
宛
て
て
費
用
は
一
衆
に
立
て
替
え
払
い
を
さ
せ
て
、
あ
と
で
幕
府
御
料
所
（
兵
庫
荘

か
）
年
貢
で
決
済
す
る
こ
と
に
し
た
（
吋
満
済
准
后
日
記
』
一
一
月
二
十
二
日
条
）
o

結
果
的
に
は
義
教
近
習
の
赤
松
満
政
に
担
当
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
、
土
倉
一
衆
は
共
通
の
代
官
房
｝
兵
庫
に
持
た
ず
、
万

の
事
態
が
生
じ
た
時
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ

た
た
め
で
あ
る
（
同
上
二
月
二
十
五
日
条
）
。
京
都
土
一
倉
に
は
兵
庫
と
日
常
的
に
関
係
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

般
的
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
現
地
の
事
情
に
通
じ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
義
教
は
兵
庫
へ
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下
向
し
、
明
使
船
は

一
日
に
「
和
田
御
鏑
」
に
到
着
し
、
二
十
四
日
朝
に
兵
庫
へ
入
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
向
上
五
月

二
十
四
日
条
）
。
義
教
は
帰
京
後
に
「
唐
船
島
内
に
入
る
儀
」
を
間
近
で
見
物
し
て
驚
い
た
こ
と
を
、
側
近
僧
の
満
済
に
わ
ざ
わ

ざ
伝
え
て
い
る
。

一
日
段
階
で
謄
船
に
樽
が
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
兵
庫
の
外
海
に
停
泊
し
て
お
り
、
準
備

を
整
え
て
か
ら
修
造
な
っ
た
島
内
に
方
向
転
換
を
し
な
が
ら
入
港
し
た
の
で
は
な
い
か
。
兵
庫
の
港
湾
機
能
に
と
っ
て
、
島
が

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
明
使
は
三
十
日
ま
で
兵
庫
に
滞
在
し
、
西
国
街
道
を
上
京

し
て
い
る
（
向
上
六
月

日
条
）
。
間
的
使
は
八
丹
二
十
一
日
に
京
を
出
発
し
（
向
上
）
、
兵
庫
出
港
は
九
月
一
一
一
臼
で

Q
看
聞
日
記
』

九
月
三
日
条
）
、
帰
国
時
も

O
日
以
上
は
兵
庫
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
京
都
に
次
い
で
印
象
深
い
土
地
と
な
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
。

方
で
明
使
と
と
も
に
帰
国
し
た
貿
易
船
で
は
問
題
が
生
じ
て
い
た
。

ニ
間
堂
勧
進
聖
の
瑞
書
記
が
将
軍
用
と
し
て
硫

黄
二

O
万
斤
を
委
ね
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
断
で
山
名
船
な
ど
に
流
用
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
、
積
碍
は

兵庫津の発展と兵庫北関

に
差
し
押
さ
え
ら
れ
、
瑞
書
記
は
流
罪
と
な
り
、
兵
康
で
無
実
を
訴
え
て
餓
死
し
た
と
も
無
事
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る

（
吋
満
済
准
后
日
記
』
六
月
九
日
条
、
コ
夜
間
日
記
』
六
月
十
九
日
条
）
。
由
民
易
品
の
収
支
決
算
が
兵
庫
で
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
過
程

で
不
正
経
理
が
発
覚
し
た
た
め
、
解
決
さ
れ
る
ま
で
物
資
は
幕
府
管
理
下
の
倉
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

過
程
に
は
兵
庫
津
の
間
丸
が
関
わ
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
回
一
（
体
的
状
況
は
不
明
で
あ
る
。

明
使
の
来
日
は
こ
れ
が
最
後
と
な
り
、
遺
明
船
の
派
遣
も
義
教
の
暗
殺
な
ど
幕
府
政
治
の
混
乱
に
よ
り
、

と
う
よ
う
い
ん
ぼ
う

五
一
）
ま
で
ず
れ
込
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
は
正
使
東
洋
允
彰
向
出
身
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
（
「
允
膨
入
唐
記
」
）
、
十
月
二

二
年
（
一
四

第一節

十
八
日
に
兵
庫
に
到
着
し
て
永
一
福
寺
を
宿
所
と
し
、
十
一
月
五
日
夜
半
に
東
風
に
乗
っ
て
出
発
し
て
い
る
。
兵
庫
で
の
停
泊
は
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準
備
と
と
も
に
風
待
ち
の
た
め
で
も
あ
っ
た
。
船
は
翌
年
の
正
月
五
日
に
博
多
に
到
着
す
る
が
、
出
航
に
手
間
取
っ
て
い
る
間

に
時
機
を
逸
し
て
し
ま
い
、
五
島
列
島
を
東
シ
ナ
海
に
向
か
っ
て
旅
立
っ
た
の
は

年

四
五
三
）
一
一

一
十
日
と
な

り
、
任
務
を
終
え
て
正
使
允
彰
が
赤
間
関
に
一
民
っ
た
の
は
享
徳
一
一
一
年
七
月
十
四
日
に
な
っ
て
い
た
。
当
時
の
室
町
殿
義
政
は
元

服
を
済
ま
せ
十
八
歳
に
な
っ
て
い
た
が
、
自
ら
兵
庫
に
下
向
す
る
こ
と
は
な
く
、
奉
行
人
飯
尾
貞
一
兆
・
之
清
が
使
者
と
し
て
碍

物
の
検
知
に
兵
庫
ま
で
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
「
康
富
記
」
十
月
十
五
日
条
）
。
将
軍
権
威
の
低
下
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

続
く
遺
明
船
は
寛
正
の
飢
鰻
が
落
ち
着
い
た
寛
正
五
年
（

凹
六
凹
）
八
月
出
発
で
予
定
さ
れ
、
明
使
の
来
日
を
予
定
し
た

き
け
い
し
ん
す
い

も
の
だ
っ
た
。
管
領
細
川
勝
一
冗
は
幕
府
外
交
を
担
っ
て
い
た
五
山
を
統
括
す
る
蔭
涼
軒
主
季
題
真
義
の
も
と
に
被
官
寺
町
を
派

遣
し
て
、
兵
庫
嶋
修
理
の
先
例
に
つ
い
て
「
絵
図
」
を
も
と
に
し
て
尋
ね
て
い
る
（
「
蔭
涼
軒
目
録
』
五
月
二
ト
五
日
・
二
十
七
日

条
）
。
幕
府
に
は
明
使
を
迎
え
る
た
め
の
「
絵
図
」
（
義
教
矧
の
護
問
殿
以
下
の
位
鐙
関
係
を
示
し
た
指
図
の
よ
う
な
も
の
か
）
が
保
管

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
兵
庫
嶋
修
理
の
重
要
性
が
窺
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
義
教
期
の
先
例
に
よ
り
土
倉
一
衆
に
命
じ
た

と
こ
ろ
、
相
次
ぐ
徳
政
一
撲
に
よ
り
打
撃
を
受
け
た
た
め
か
、
拒
否
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
（
同
上
六
月
一

日
・
五
日
条
）
。

方
で

東
大
寺
は
自
ら
「
島
修
補
」
を
持
ち
か
け
、
「
兵
庫
築
嶋
端
板
修
補
」
を
領
掌
し
た
（
向
上
七
月
五
日
・
七
月
二
十
一
一
一
日
条
）
。
関

知
行
権
に
つ
い
て
幕
府
か
ら
制
眼
を
受
け
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
す
べ
て
東
大
寺
に

よ
っ
て
負
担
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
使
節
の
京
都
出
立
は
翌
年
七
月
に
ず
れ
込
ん
だ
よ
う
で
、
八
月
に
福
厳
寺
が

「
唐
船
」
を
修
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
京
都
に
申
し
出
て
お
り
（
陪
上
覧
正
六
符
八
月
五
日
条
文

そ
の
後
も
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル

が
あ
っ
た
ら
し
い
。
京
か
ら
運
ば
れ
た
将
軍
船
積
荷
は
兵
庫
で
一
且
は
睦
揚
げ
さ
れ
、
世
善
の
倉
に
安
置
さ
れ
た
（
「
戊
子
入
明

記
」
）
。
世
器
は
幕
府
過
書
船
（
関
銭
免
除
特
権
を
認
め
ら
れ
た
船
）
を
扱
う
問
丸
で
（
鈴
木
敦
子
『
日
本
中
出
社
会
の
流
通
構
造
』
）
、
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そ
の
関
係
の
深
さ
か
ら
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
遅
れ
に
遅
れ
応
仁
一

四
六
八
）

に
明
に
入
っ
た
船
は
門
司
で
用
意

さ
れ
た
も
の
だ
が
、
将
軍
船
に
は
兵
庫
櫛
屋
・
兵
庫
問
丸
左
衛
門
間
郎
が
お
り
（
「
戊
子
入
明
記
」
）
、
兵
庫
住
人
の
参
加
が
確
認

さ
れ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
時
、

日
本
国
内
は
応
仁
の
乱
に
突
入
し
て
お
り
、
兵
庫
津
も
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
〈
第
八

章
第
二
節
4
項
）
。
明
認
の
米
航
は
お
ろ
か
、
帰
菌
し
た
遣
明
認
す
ら
兵
庫
を
避
け
堺
に
一
環
り
、
二
度
と
遣
明
船
発
着
の
地
と
な

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戦
乱
と
室
町
幕
府
の
保
誌
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
嶋
修
囲
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
も
そ
の
嬰
図
の
一

つ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
使
の
入
港
に
対
略
し
て
行
わ
れ
た
嶋
修
悶
は
、
兵
庫
涼
の
港
湾
機
能
に
と
っ
て
定
期
的
な
再

整
備
と
い
う
意
味
を
有
し
て
お
り
、

そ
れ
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
貿
易
の
利
潤
以
上
に
、
兵
庫
に
打
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
。

兵隊tfl:の発展と兵J!fI北関

「
丘
（
産
北
関
入
船
納
帳
」

の
史
料
的
性
格

2 

東
大
寺
が
領
有
し
て
い
た
兵
隊
北
関
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
史
料
が
残
さ
れ
、

ぷ
ん
あ
ん

で
い
る
。
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
文
安
一

そ
の
詳
細
が
伝
え
ら
れ

注
目
さ
れ
る
史
料
、

「
入
船
納
帳
」

問
四
五
）
「
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
」
で
あ
る
。
同

納
帳
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
に
委
ね
る
が
、
瀬
戸
内
方
医
か
ら
京
方
面
に
向
か
っ
た
船
、
約
一
九
五

O
般
分
の
デ
1
タ
が
、

第一室1J

北
関
に
入
船
し
た
臓
に
登
録
さ
れ
て
い
る
（
翌
文
安
三
年
に
入
船
し
た
二
七
般
分
は
徐
い
た
数
値
、
以
下
閉
じ
）

0

そ
の
船
の
所
属
地

も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
積
載
さ
れ
た
物
品
名
と
の
関
係
で
分
析
で
き
る
希
有
の
史
料
な
の
で
あ
る
。
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広
く
世
界
史
の
観
点
か
ら
探
し
て
み
て
も
、
こ
の
史
料
に
比
肩
し
う
る
の
は
、
北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ザ
同
盟
の
盟
主
リ
ュ

l
ベ
ッ

ク
の
一
一
一
一
六
八
年
度
の
輸
出
入
関
税
記
録
く
ら
い
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
今
谷
明
司
日
本
国
王
と
土
民
』
）
。
こ
れ
か
ら
詳
細
に
検
討

す
る
同
納
帳
は
、
悶
際
的
な
輸
出
入
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
決
し
て
誇
張
と
は
一
一
一
一
口
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
以
下
、
主
た
る
史
料
と
し
て
向
納
根
を
用
い
る
。
間
関
納
帳
を
指
す
場
合
、
原
則
と
し
て
「
入
船
納
帳
」
と
略
記
す

る
こ
と
に
す
る
。

燈
心
文
庫
「
入
船
納

帳
」
発
見
の
経
緯

「
入
船
納
帳
」
の
発
見
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
歴
史
学
者
林
屋
民
三
郎
自
身
が
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
（
滋
心
文
康
・
林
屋
辰
三
郎
一
編
「
兵
庫
北
関
入
松
仙
制
緩
』
）
。

九
六
回
）
の
秋
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
は
京
都
市
内
の
古
書
緯
の
店
頭
に
お
い
て
、
偶

ひ
っ

排
出
に
一
個
の
古
文
書
橋
を
見
出
し
た
。
そ
の
内
容
は
全
く
の
未
整
理
の
状
態
で
、
多
数
の
古
文
書
を
収
め
て
い
た
が
、

昭
和
三
十
九
年
（

ニ
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
知
ら
れ
る
年
代
の
吉
さ
か
ら
、
た
ち
ま
ち
強
く
研
究
意
欲
を
そ
そ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
わ
た
く

し
は
文
書
の
散
逸
を
お
そ
れ
、
大
学
の
演
習
の
教
材
に
も
使
え
る
と
判
断
し
て
、
即
座
に
購
入
を
申
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

や
が
て
わ
が
殻
心
草
庵
の
文
庫
の
所
有
と
な
り
お
も
む
ろ
に
内
容
を
点
検
す
る
に
及
ん
で
、
吉
文
書
群
の
な
か
か
ら
姿
を

現
わ
し
た
の
が
本
納
帳
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
そ
の
旧
蔵
者
や
市
場
に
放
出
さ
れ
た
事
情
は
、
全
く
明
ら
か
で
は
な
い
。

セ
ン
チ
メ
ト
ル

・
O

糎

、

横

四

0
・
一
二
糎
、
高
五
・

O
糎
の
合
子
箱
で
、
側
面
に

文
書
植
の
形
状
は
、
臨
蓋
で
計
っ
て
縦
五

「
尺
臆
類
」
の
張
紙
が
半
ば
破
損
し
た
ま
ま
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
当
初
よ
り
文
書
植
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
蓋

は
明
ら
か
に
後
補
で
、
函
身
に
は
黒
漆
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
こ
の
古
文
書
群
は
も
と
「
東
大
寺
文
書
い
の
一

部
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
の
一
部
を
は
じ
め
て
公
表
し
た
が
、

620 
兵隊主主と粧闘第九意



兵庫津の発展と兵庫北関

そ
れ
が
さ
す
が
に
最
も
多
く
の
方
の
注
目
を
あ
つ
め
、
全
容
の
公
闘
を

「兵路北関入船納帳」（京都市燈史資料館蔵）

促
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
ル
ビ
は
引
用
者
）

「
入
船
納
帳
」
自
体
は
、
紙
を
重
ね
て
二
つ
折
り
に
し
て
、
こ
れ
を

綴
じ
た
装
訂
（
艇
射
針
と
呼
ば
れ
る
）
の
冊
子
本
で
、
四
回

0
ペ
ー
ジ

に
わ
た
る
。
紙
魚
の
食
い
跡
だ
ら
け
の
状
態
ゆ
え
に
、
購
入
当
初
は
ぺ
i

ジ
を
聞
く
に
も
困
難
な
箇
所
が
多
か
っ
た
。
模
霊
に
調
査
が
重
ね
ら
れ

た
結
果
、
巻
首
に
あ
た
る

－
一
一
月
分
（
推
定
約
四
0
ペ
ー
ジ
）
は
欠
く

が
、
別
本
な
が
ら
、
文
安
一
一
年
（

四
四
五
）

月

8
1二
月
九
日

に
宝
る
部
分
が
戦
前
か
ら
東
京
大
学
文
学
部
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

ず
れ
か
ら
も
漏
れ
溶
ち
る
不
明
簡
所
は
、

月
十
日
以
降
一
二
月

日

主
る
二

O
日
余
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ち
な
み
に
こ
の
東
京

写真105

大
学
文
学
部
所
蔵
の
「
入
掛
納
帳
」
を
最
初
に
紹
介
し
た
の
は
、
大
正

九

）
刊
行
の
吋
神
戸
市
史

資
料
一
』
で
あ
っ
た
。

十
一
つ
の
「
入
船
納
帳
い
に
よ
っ
て
、
文
安
二
年
ほ
ぼ
一
年
分
の
兵
庫
津

に
お
け
る
関
税
記
録
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
、
中
世
史
研
究
の
上
で
ま
れ
な
大
発
見
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

叫 ん十

弟一語fl

翻
刻
作
業
は
困
難
を
伴
っ
た
が
、
発
見
後
二
十
年
近
く
経
っ
た
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八

）
に
よ
う
や
く
公
刊
さ
れ
た
（
宣
（

庫
北
関
入
松
納
帳
』
）
。
こ
の
史
料
集
に
は
よ
記
の
林
麗
自
身
の
文
章
の
み
な
ら
ず
、
解
説
も
載
せ
ら
れ
、
読
者
に
便
宜
を
与
え
て

古代・中ill際5色綴E

し、
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い
る
。
す
べ
て
の
史
料
が
上
段
に
写
真
版
、
下
段
に
翻
刻
が
載
せ
ら
れ
、
研
究
者
に
は
利
能
性
の

い
史
料
集
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
林
躍
が
収
集
し
た
「
入
船
納
帳
」
を
含
む
史
・
資
料
は
耀
心
文
庫
と
命
名
さ
れ
、
彼
の
死
後
京
都
市
瞭
史
資
料

館
に
寄
贈
さ
れ
た
。

そ
の
う
ち
「
入
船
納
帳
」
は
、
林
屋
没
後
一

O
年
目
に
当
た
る
平
成
二
十
年
（
二
O
O八
）
に
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

文
安
二
年
分
の
兵
庫

入
港
船
数
の
推
定

文
安
二
年
（

四
匹i
T玉、＿，

の
兵
庫
の
入
港
船
数
に
つ
い
て
今
谷
は
以
下
の
よ
う
に
指
擁
し
て
い
る

（
『
日
本
国
王
と
土
民
』
）
。

林
屋
氏
の
発
見
の
帳
簿
と
別
に
、
現
在
東
大
寺
図
書
館
に
は
題
窓
（
タ
イ
ト
ル
〕
を
欠
く
、

四
問
問
年
（
文
安
元
）

イー

月
か
ら
翌
年
十

月
に
至
る
、
す
な
わ
ち
、
北
関
升
米
納
帳
〔
入
船
納
帳
〕
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
税
関
合
板
が
伝
来
し

て
い
る
。
税
額
は
零
細
で
木
船
・
人
船
と
称
す
る
薪
炭
と
旅
客
用
の
船
に
課
税
し
た
も
の
だ
が
、

船
あ
た
り
四
五
文
ま

た
は
一

O
一
文
と
な
っ
て
い
る
。
新
城
常
一
一
一
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
帳
簿
こ
そ
林
屋
氏
発
見
の
升
米
納
帳
と
セ
ッ
ト

に
な
る
べ
き

H

兵
庫
北
関
入
船
罷
石
納
帳
μ

で
あ
り
、
北
関
入
港
船
柏
の
う
ち
、
米
・
塩
・
鉄
な
ど

般
商
品
に
は
升
米

を
課
し
、
旅
客
ま
た
は
薪
炭
の
場
合
は
低
率
の
寵
石
を
徴
税
し
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
升
米
納
帳
に
よ
る
、

四
四
五

年
（
文
安
一
一
）
分
の
兵
庫
入
港
船
数
は
一
九

霞
石
納
帳
に
よ
る
入
港
数
が
八

O
一
一
一
隻
、
計
二
七
三
六
隻
の
船
が

兵
庫
北
関
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
両
納
帳
に
約
一
か
月
分
の
欠
落
が
あ
る
の
で
、
新
城
常
三
氏
は
問

年
の
北
関
入
港
船
総
数
を
一
一
一

0
0
0隻
前
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
ほ
か
、
興
一
福
寺
領
兵
庫
南
関
に
も
多
数
の

入
港
船
が
見
込
ま
れ
、

一
四
四
五
年
の
兵
庫
入
港
船
数
は
お
そ
ら
く
五
、
六
千
般
に
達
す
る
か
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
文
安
二
年
と
い
う
年
は
、
播
磨
東
一
一
一
郡
守
護
赤
松
満
政
が
謀
叛
し
、
播
磨
守
護
山
名
持
盤
が
討
伐
の
た
め
に
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沿
海
港
湾
封
鎖
を
お
こ
な
っ
て
一

1
三
月
の
入
港
数
が
極
端
に
低
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
殊
事
情
が
あ
る
か
ら
、
平
時

の
兵
隊
入
港
数
は
お
そ
ら
く
右
の
数
字
の

、
二
割
増
加
さ
せ
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。

」
れ
に
対
し
、

三
六
八
年
度
の
リ
ュ
1
a

ベ
ッ
ク
入
港
船
数
は
わ
ず
か
に
三
八

O
隻
（
出
港
数
は
五
三

O
隻
）
で
、

し、

か

に
デ
ン
マ
ー
ク
と
の
戦
争
中
と
は
い
え
平
時
の
数
字
が
兵
庫
湊
の
数
千
隻
と
い
う
数
に
近
づ
く
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら

れ
な
い
。
室
町
時
代
の
兵
庫
淡
の
に
ぎ
わ
い
ぶ
り
が
、

ハ
ン
ザ
持
代
の
北
欧
都
市
と
比
べ
て
桁
ち
が
い
に
大
き
い
も
の
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

（ 

〔

〕
内
は
引
用
務
）

ま
た
、
今
谷
は
、
船
荷
の
大
き
さ
は
二
、
一
一
一
百
石
積
み
前
後
で
あ
り
、
北
歌
の
数
字
と
大
き
な
遜
色
は
な
い
。
さ
ら
に
、
リ
ュ

l

ベ
ッ
ク
の
史
料
は
、
関
税
賦
課
当
時
の
伝
票
や
帳
簿
で
な
く
、

そ
れ
ら
の
原
資
料
に
も
と
、
つ
い
て
編
集
さ
れ
た

一
次
的
な
記
録

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
入
船
納
帳
」
は
、

隻
ご
と
に
、
関
料
徴
収
の
た
め
に
必
要
な
、
後
述
す
る
諸

日
を
追
っ
て
入
港
船

デ
ー
タ
を
一
行
に
記
録
し
た
原
帳
簿
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
な
る
ほ
ど
吉
さ
の

で
は
関
税
記
録
に
譲
る
と
し
て
も
、

そ
の
帳
簿

兵庫主主の発！践と兵庫；ltlお

と
し
て
の
精
密
さ
で
は
「
入
船
納
帳
」
の
方
が
格
段
に
附
後
れ
て
い
る
、
と
結
論
付
け
て
い
る
。

こ
の
「
入
船
納
帳
」
は
、
兵
庫
北
関
で
関
銭
を
徴
収
す
る
目
的
か
ら
作
成
さ
れ
た
帳
簿
で
あ
り
、
本
来
、

文
安
二
年
の
史
料

が
残
さ
れ
た
意
味

そ
れ
で
は
、
文
安

（一

mm
四
五
）
分
だ
け
が
残
っ
た
の
は
、
何
故

書
き
継
が
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

で
あ
ろ
う
か
。
「
入
船
納
帳
」
に
と
っ
て
の
文
安
二
年
の
意
味
を
次
に
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宇
佐
見
隆
之
の
研
究
（
吋
日
本
中
間
の
流
通
と
商
業
』
）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
東
大
寺
領
兵
庫
関
は
、

第一節

本
来
、
東
大
寺
手
向
山
八
幡
宮
に
寄
付
さ
れ
た
が
、
収
益
は
寺
方
（
東
大
寺
全
体
）
一
一
一
分
の
二
、
院
方
（
東
大
寺
の
有
力
院
家
策
南

け
ん
与
ょ
う

の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
寺
方
は
寺
全
体
の
庶
務
を
扱
う
年
預
五
師
、
読
方
は
検
校
が
管

i涜

一
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轄
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
支
配
は
寺
方
が
院
方
を
も
統
括
し
て
お
り
、
兵
庫
関
の
支
配
の
内
容
も
、
東
大
寺
の
衆
徒
の

集
会
で
決
め
ら
れ
、
年
預
五
部
が
上
意
下
達
・
下
意
上
達
の
両
方
を
行
い
、
院
方
へ
連
絡
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代

ざ
っ
し
ょ
う

に
お
い
て
は
、
東
大
寺
か
ら
現
地
へ
関
の
管
理
を
行
う
雑
掌
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
現
地
で
の
関
料
徴
収
法
な
ど

に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
明
ら
か
で
は
な
い
。

お
－
つ
え
い

明
徳
一
一
一
年
（
一
一
一
一
九
二
）
を
最
後
に
、
雑
掌
が
史
料
に
見
ら
れ
な
く
な
り
、
応
永
年
間
（
一

九
四

1

問
ニ
八
）
以
降
、
東

大
寺
の
関
支
配
の
方
法
が
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
入
船
納
帳
い
が
記
さ
れ
た
前
年
、
文
安
元
年
四
月
の
史
料
（
「
県

一
一
）
に
よ
れ
ば
、
代
官
を
請
け
負
っ
た
上
田
重
次
と
岡
正
清
の
二
人
は
、
年
額

九
O
O質
文
を
東
大
寺
へ
上
納
す
る
と
約
束
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
毎
月
の
納
入
が
少
し
で
も
遅
れ
た
ら
、
代
官
職
を
交
代
さ

史
』
五
「
東
大
寺
文
書
」
〔
摂
津
国
兵
庫
関
〕

せ
ら
れ
で
も
不
服
を
一
一
一
一
口
わ
な
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
こ
の
代
官
職
を
得
る
の
に
、
敷
銭
二
五

O
重
文
を
払
つ

て
い
る
。
も
し
毎
丹
の
寺
納
が
遅
れ
た
場
合
、
こ
の
敷
銭
か
ら
上
納
分
が
差
し
引
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
い
う

敷
銭
と
は
、
現
在
の
敷
金
の
類
で
、
保
証
金
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。

代
官
を
請
け
負
っ
た

一
人
の
素
性
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
後
に
こ
の
代
官
職
を
請
け
負
っ
た
の
が
守
護
被
宮
や
淀
の
商
人

ら
で
あ
り
、
彼
ら
も
陪
様
の
存
在
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
代
官
た
ち
は
、
年
預
五
師
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
て
お
り
、

雑
掌
に
よ
る
誼
務
に
代
わ
っ
て
、
代
官
に
よ
る
関
所
運
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
「
東
大
寺

法
華
堂
要
録
」
（
『
続
々
群
書
類
従
』
）
に
見
え
る
「
関
屋
」
が
、
彼
ら
が
執
務
し
た
施
設
の
呼
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
入
船
納
帳
」
に
当
時
の
倉
庫
業
者
で
あ
る
問
（
問
丸
）
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
間
丸
が
各
船
か
ら
実
際
に

関
料
を
徴
収
す
る
業
務
を
担
当
し
た
。
各
問
丸
か
ら
の
関
料
を
と
り
ま
と
め
た
の
が
「
関
所
沙
汰
人
」
（
「
県
史
』
五
「
東
大
寺
文

624 兵庫主主とtt：図第九主主



常
一
日
」
〔
摂
津
国
兵
庫
調
〕

一O
七
）
と
よ
ば
れ
る
存
在
で
、
先
の
代
官
自
身
か
、

そ
の
配
下
の
者
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、

の
人
間
以
外
の
代
官
に
よ
る
支
配
に
失
敗
し
た
東
大
寺
は
、
関
の
収
入
額
全
体
を
把
握
す
る
た
め
、
文
安
元
年

十

月
に
東
大
寺
油
倉
（
本
米
は
大
仏
殿
常
燈
の
燈
油
保
管
所
だ
が
、
金
融
、
年
賀
な
ど
も
扱
う
機
関
）
の
玉
叡
を
代
官
に
任
じ
て
い

る
。
玉
叡
は
、
敷
銭
は
納
め
て
い
な
い
が
、
上
田
や
関
と
ほ
ぼ
同
文
の
請
文
を
出
し
て
、
八

O
O覧
文
で
代
官
職
を
請
け
負
つ

て
い
る
。
東
大
寺
は
外
部
の
請
負
を
一
時
的
に
休
止
し
て
、
関
の
直
接
掌
躍
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
東
大
寺
の
兵

康
調
支
配
は
、
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
。

こ
う
し
て
東
大
寺
は
油
倉
の
玉
叡
を
代
官
に
任
じ
、
兵
庫
関
に
出
入
り
す
る
飢
加
を
徹
底
的
に
調
査
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
本

来
地
元
の
商
人
な
ど
に
残
る
べ
き
台
帳
が
東
大
寺
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
林
震
発
見
の
「
入
船
納
帳
」
と
東
大
寺
図
書
舘

識
の
「
置
石
綿
帳
」
の
日
付
が
、
文
安
ニ
年
と
一
致
し
て
い
る
理
由
は
こ
の

に
あ
る
。

兵廠j業の発展と兵庫北関

か
ん
し
ょ
っ

そ
の
後
、
油
倉
も
代
官
を
断
念
し
た
。
代
官
に
よ
る
関
の
支
配
形
態
も
変
わ
っ
た
段
階
の
寛
正
四
年
（
一
空
ハ
一
一
一
）
に
お
け

え

ん

と

く

め

い

お

う

る
年
間
の
上
納
額
は
六

O
O質
文
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
延
徳
一
二
年

i
明
応
一

（
一
四
九
一

1
九
四
）
に
な
る
と
年
間

ムハ
0
1

0
0貴
文
へ
と
激
減
し
、
東
大
寺
領
兵
庫
北
関
を
示
す
史
料
は
十
六
世
紀
初
頭
の
、
水
正
年
間
（

五
O
m
l
一
一
）
を

最
後
と
し
て
、
そ
れ
以
降
絶
え
る
の
で
あ
る
。

史
料
と
す
る
「
入
船
納
帳
」
に
は
延
べ
約
一
九
五

O
般
分
に
関
す
る
デ
！
タ
が
、
入
船
し
た
傾
に
登

「
入
総
納
綬
」
に
記

載
さ
れ
た
諸
デ
！
タ

録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
デ
l
タ
と
は
、
具
体
的
に
は
①
入
船
月
日
、
②
船
の
所
属
地
（
船
籍
地
）
、
③

第一節

物
品
名
、
④
そ
の
数
量
、
⑤
関
料
（
単
位
は
文
）
と
そ
の
納
入
丹
日
、
⑥
船
頭
名
、
⑦
間
（
ま
た
は
間
丸
）
名
、

の
七
つ
で
あ
る
。

記
載
例
と
し
て
、
左
記
を
掲
げ
る
。
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① 

② 

~＼；＼米＼③

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

十
九
日
入
（
三
月
）

17:9 卜拾
十五石
五石
石

太:Y:::i
去／）J/:

郎

,r,~＼ 

大
夫
三
郎

①
三
月
十
九
日
に
入
関
し
た
、
②
備
後
国
納
の
船
が
、
③
米

・
備
後
を
、
④
の
数
量
分
、
計
七

O
右
を
積
載
し
て
、
⑤

に
示
さ
れ
た
関
料
九

O
O文
を
十
日
後
の
間
二
十
九
日
に
支
払
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
船
の
船
頭
、
す
な
わ
ち
船
長
は
⑥

の
「
石
井
太
郎
二
郎
」
で
あ
り
、
責
任
を
持
っ
て
⑤
を
支
払
う
当
事
者
と
し
て
記
載
さ
れ
、
⑦
の
問
丸
は
、

そ
れ
を
受
け
取
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
船
の
場
合
、
③
の
よ
う
に
複
数
物
品
が
混
載
さ
れ
て
い
る
。

「
入
船
納
帳
」
記
載
の
船
に
搭
載
さ
れ
た
物
品
の
総
件
数
は
約
二
六

O
O件
に
な
り
、

般
当
た
り
に
平
均
す
る
と
約

…
一
一
件
と
い
う
数
値
に
な
る
の
で
、
実
は
一
般
に
一
品
で
あ
る
船
が
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
船
籍
地
を
本
拠
地
と
し
て
活

躍
し
た
船
頭
は
、
物
品
を
積
み
出
し
、
兵
庫
北
闘
を
通
関
し
て
「
入
船
納
帳
」
に
登
録
さ
れ
た
あ
と
、
多
く
京
方
面
に
向
か
っ

た
、
と
考
え
事
り
れ
て
い
る
。

」
の
う
ち
関
料
は
、
通
説
的
盟
解
で
説
か
れ
る
価
格
の
百
分
の

と
し
て
の
升
米
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
に
加
え
て
、

般
毎

に
定
額
で
掛
け
ら
れ
る
置
石
を
も
合
算
し
た
値
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
族
問
裕
椀
「
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
に
み
え
る
関
銭
を
め
ぐ

る
考
察
i
升
米
説
の
再
検
討
i
b
。
す
な
わ
ち
、
先
の
史
料
で
関
料
九

O
O文
と
は
、
ま
ず
置
石
と
し
て
四
五
文
に
加
え
、
物
品

の
価
格
の
百
分
の

の
升
米
八
五
五
文
が
加
算
さ
れ
た
と
の
解
釈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
物
品
の
価
格
は
、
八
五
貫
五

0
0文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
価
格
、
す
な
わ
ち
換
算
率
は
、
倉
庫
業
者
と
し
て
の
問
丸
が
密
集
す
る
兵
庫
津
に
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お
け
る
棺
場
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
数
量
を
記
載
す
る
単
位
は
、
原
則
別
と
し
て
五
と
な
っ
て
い
る
。

「
入
船
納
帳
」

の
船
籍
地

そ
し
て
、
掛
籍
地
の
デ
l
タ
は
、
西
は
下
関
・
門
司
か
ら
東
は
堺
ま
で

O
七
カ
所
と
な
る
。
こ
れ
を
示
す

の
に
、

覧
は
表
凶
と
し
、
地
理
的
位
霞
は
主
に
武
藤
直
に
よ
る
現
地
比
定
（
「
中
世
の
兵
庫
津
と
瀬
戸
内
海
水

巡
i
入
船
納
帳
の
船
籍
地
比
定
に
関
連
し
て
」
）
に
従
っ
て
図
的
に
表
し
た
。
図
で
一
つ
ず
つ
に
地
名
を
書
き
込
む
こ
と
で
、
か

え
っ
て
読
み
づ
ら
く
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
、

覧
表
で
あ
る
表
凶
と
共
通
の
ナ
ン
バ
ー
を
使
用
し
た
。

ナ
ン
バ
ー
は
、
兵
庫
か

ら
近
い
順
に
数
字
を
与
え
る
原
則
に
剖
り
つ
つ
、
関
所
が
位
寵
し
た
兵
庫
と
そ
れ
以
東
の
船
に
は
摂
津
闘
の
頭
文
字
（
S
）
を

あ

わ

と

付
す
こ
と
と
し
た
。
他
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
加
え
た
の
は
、
太
平
洋
埠
に
位
置
す
る
点
で
特
徴
的
な
何
波
国
（

a）
と
土
佐

国
（
t
）
で
あ
る
。

「
入
船
納
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
船
の
所
属
地
は
、
運
搬
さ
れ
る
物
品
の
生
産
地
や
そ
れ
を
犠
み
込
ん
だ
港
と
は
必
ず
し
も
一

致
し
な
い
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
と
し
て
、
物
品
名
で
「
三
椋
」
と
表
記
さ
れ
た
物
品
を
用
い
て
説
明
す
る
。

兵庫主11：の発展と兵庫北関

所
属
地

一
一
原
」
の
船
が
運
ん
で
い
る
物
品
名
の
多
く
は

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
一
一
一
原
は
塩
の
産
地
と

判
明
し
、
物
品
名
で
つ

と
表
記
さ
れ
た
物
品
は
他
の
港
に
隠
す
る
船
に
よ
っ
て
積
載
さ
れ
た
拍
切
で
あ
り
、
一
二
原
で
生
産

さ
れ
た
塩
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

墳
を
運
ん
だ
船
に
つ

い
て
、
そ
の
所
属
地
毎
に
積
載
高
を
集
計
し
て
表
拍
に
示
し
た
。
表

M
に
み
ら
れ
る
所
属
地
の
地
盤
的
分
布
は
、
淡
路
付
近
に

の
船
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
場
合
も
含
め
、
「

集
中
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
製
塩
地
は
通
説
の
術
後
三
原
で
は
な
く
、
淡
蕗
一
二
原
と
判
断
す
べ
き
点
は
、
既
に
今
谷
明
に

第一llJJ

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
（
「
瀬
戸
内
海
制
海
権
の
推
移
と
入
船
納
帳
」
「
兵
庫
関
納
帳
に
見
え
る

H

一一一原
μ

に
つ
い

従
う
べ
き
見
解
で

あ
り
、
主
に
武
藤
説
に
基
づ
い
た
間
倒
的
で
も
敢
え
て
淡
路
一
一
一
原
と
し
た
。
但
し
、
淡
路
三
原
と
は
淡
路
国
内
の
郡
名
で
あ
っ
て
、

iii-{¥':. rわi立際史車両H
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表16 「兵庫北関入船約1j1長」に登録された船籍地の一覧

距離 登 録 米 ：三原協ill後Jjl so 八浜舗前 115 7 120 
le船fl!泊所＂＂悶 (km）紛数 （石） ; （石川（石） 51 日々品／ifllj 118 10 205 

sS 堺渋滞 28 5 3 52 香 凶 溌 岐 114 6 130 

s4 抗瀬摂津 24 40 903 45 53 宇多ill 讃岐 129 47 5: 580 

s3 尼崎 f詫涼 21 91 2,243: 469 160 54 下ill井 ~ii前 130 33 285 

s2 西宮摂ti! 14 15 55 問 先 備 中 131 2 3 

sl i申総・1）摂涼 11 15 481.5 56 述 鵠 倣 中 132 45 540: 140 

so R寄（捨干） 絞I'll 0 293 4,576.5 1,191 2,5切 57 境飽 i讃岐 133 37 63 

01 須熔！Htlt 8 58 多々津讃岐 138 12 10 

02 垂水嬬民事 11 15 的手 i(l 話i被 140 

03 船 .l: I需Jf'i 15 60 南白j-01/i'i' 145 9 

04 ¥5 lfil il長路 16 50 15 61 平 tlJ品1中 150 19 44 

05 林 J需圧F 18 4 75.S 62 さなき讃岐 146 2 

06 松江；話機 19 so 407; 1,620 63 t賛蚊 154 4 40 

07 営総；器!!'i 23 7 240 64 -Olliζ11 155 3 15 

08 二見様If'! 30 35 65 革再 術後 168 17 2自

。守室津淡路 32 9 25: 395 66 郎総術後 17む 19 90 

10 伊保 J品！ffc 38 67 務 江 術 後 177 8 

11 揺 il'.J J需熔 40 6 130 68 Ill遊説Ii後 182 61 1,680 

12 別所綴!!'i 42 8 283 69 三日； -Olli後 188 11 

13 訟綴 J需l容 44 12 174.5 70 弓削伊予 187 26 

14 飾万津 llfi民事 49 55 71 岩 本 伊 予 191 6 

15 今在家嬬陸軍 50 15 223 72 瀬戸間安芸 196 68 85 

16 竹口淡路 41 2 60 73 はかた fllニ子 197 5 

17 ill本淡路 42 2 75 17 74 関徒三組 -Olli後 193 30 

18 由良淡路 46 116 65 75 高椋 't.''i芸 209 13 2,200 

19 都志淡路 45 76 竹 際 安 芸 21自 6 

20 阿賀焔！ll' 53 12 470 11 nn :m安芸 235 14 1,200 

21 網干播！fl' 57 63 746 78 丹秘 't.''i!f 245 3 180 

22 {Jl ill J品i野 60 6 220 79 大 島 問 防 286 120 

23 l量的橋前 58 2 70 80 柳井凋｜均 291 2 500 

24 家鵠 J官僚 59 81 上 l期間i坊 297 7 2,060 

25 与持淡路 55 2 34 82 野上凋！坊 317 2 2号。

26 原淡路 56 64 47; 3,453; 270勺） 83 fil則周防 320 3 1,220 

27 あなか淡路 63 2 22 60 84 門 ii] '4~前 390 7 4,704 

28 釜橋｝葬 品2 80 22 ,8,5, 下関長門 的5 .?. 
29 郡波 li!H島 も1 7 60 al 土佐泊阿波 71 3 

30 坂越締l岳 69 4 a2 武 昆 阿 波 73 2 

31 tj1 11 J話題事 72 20 239 a3 別 )ii 阿波 86 

32 日成品／Jlllj 82 a4 平 総 阿 波 ヲ4 21 

33 ~1() 薮蚊 85 21 23 a5 繍 阿 波 101 3 

34 虫上｛崎前 88 5 a6 ヰ：本阿波 130 14 

35 方上 -0/ifJij 90 a7 海 部 阿 波 142 56 

36 引 HI 讃岐 87 21 10 a8 宍 咋 附 波 147 20 

37 三本怯語i岐 89 19 607 aa 惣寺院阿波 2 

38 ｛）！部 Viii而I 91 24 15 tl 叩 減 土 佐 154 26 

39 牛窓樹立前 92 133 2,215 2,907 t2 先浜土佐 169 411 10 

40 犬鵠倣Ji日 99 12 5 2,340 t3 政利：i二佐 175 10 

41 鶴箸讃岐 93 4 t4 安 Ill 土佐 178 

42 志 l!t 讃岐 98 2 12 －~5品 今m1郷浜土不佐I！月 .!?_q_ + 
43 ＇富治翁蚊 100 10 
44 方本讃岐 105 11 10 87 推鴎不RJl

45 野原讃岐 109 13 15 「ド1）「魚店奇jについては、ここでは武藤説に従い摂津としたが、
46 阿 tit 倣両日 106 
47 番印倣前 107 13 11 

結論的にはJ需溶魚紛と判断すべきである。本文を参！！（＼。

48 1思備前 111 2 13 
注勺）告こはs：三原jとのみあり、ここでは淡路三胤に算入したが、

49 宇野 {il1jjj1j 113 2 
結論的には備後三綴の船と判断すべきである。本文を参！！＼lo

第九主主 兵隊津と荘悶
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備
後
一
一
一
原
を
は
じ
め
、
他
の
船
籍
地
と
比
べ
て
広
域
レ
ベ
ル
の
地
名
で

あ
る
点
は
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
所
属
地
は
「
一

と
表
記
さ
れ
、
物
品
「
備
後
（
域
）
」

を
運
ん
で
い
る
ケ
！
ス
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
所
属
地
は
淡
路

で
は
な
く
備
後
三
原
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
船
の
所
属
地
に
記
載
さ
れ
た
地
名
に
、
国
名
ま
で
記

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
地
名
の
記
載
に
留
ま
っ
て
お

り
、
そ
れ
を
比
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
上
述
し
た
「
一

の
よ
う

に
意
見
の
対
立
も
あ
る
。
後
述
す
る
「
魚
崎
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

兵庫津の発展と兵庫北関

神
戸
市
域

の
船
籍
地

「
入
船
納
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
魁
籍
地
の
う
ち
、
神
戸

市
域
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

市
域
の
船
籍
地
の
代
表
例
と
し
て
は
、
ま
ず
兵
庫
北
関
の
地
元
、
丘
（

障
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
入
船
納
帳
」
で
兵
庫
自
体
は
、
地
元
を
指
す
一
一
一
一
口

葉
、
「
地
下
」
と
し
て
登
場
し
、
「
入
船
納
帳
」
で
登
録
さ
れ
た
船
の
所

属
地
と
し
て
は
最
多
の
登
場
回
数
を
誇
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
当
時
の

節第

瀬
戸
内
水
運
で
兵
庫
の
船
は
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
地
元
の
船
に

対
し
て
も
、
関
料
は
当
叫
出
か
け
ら
れ
る
が
、
徴
収
す
る
相
手
で
あ
る
船

100 l祭あ十りの米務省案m
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頭
も
地
元
の
人
間
で
あ
る
た
め
か
、
担
当
す
る
間
丸
の
項
目
は
原
則
と
し
て
空
欄
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
入
船
納
帳
の
八
月
十
日
入
船
分
の
記
述
で
は
、
関
料
の
項
自
に
「
山
間
庄
年
貢
」
と
あ
る
だ
け
で
関
料
が
記
さ

れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
記
述
か
ら
年
貢
輸
送
の
場
合
は
関
料
が
免
除
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
に
言
え
ば
、
商
品

の
場
合
は
原
加
と
し
て
関
料
が
徴
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
に
、
十
一
月
三
十
日
入
船
分
の
場
合
「
六
条
八
幡
宮
領
山
間
年
貢
」

と
あ
り
、
先
の
「
山
田
正
」
と
は
京
都
の
六
条
八
幡
宮
（
現
絞
の
有
官
八
Mm宮
）
領
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
こ
の
注
記
を
伴
う
船

ニ
般
は
、
米

0
0石
と
五

O
石
を
運
ぶ
地
下
の
船
一
一
般
に
続
き
、
杭
湘
（
尼
崎
市
）
の
船
一
般
は
一
一
一

O
石
、
と
の
み
で
物
品

名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
の
船
と
同
様
、
米
と
判
断
さ
れ
る
。

山
旧
荘
は
摂
津
国
八
部
郡
上
谷
上
村
（
北
氏
）
な
ど
、
山
田
川
の
最
上
流
部
に
位
置
し
た
荘
園
で
、
平
清
盛
以
来
平
氏
の
領

地
だ
っ
た
が
、
平
氏
滅
亡
後
は
脱
頼
朝
に
よ
っ
て
京
都
の
六
条
八
幡
宮
に
寄
進
さ
れ
た
。
鎌
倉
時
代
に
六
条
八
幡
宮
は
醍
醐
寺

に
入
り
、
実
質
的
に
は
醍
醐
寺
領
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
貢
は
山
田
川
・
志
染
川
を
経
て
加
古
川
を
下
っ
て
、
京
へ
と

の連
ば
れ
る
途
中
の
兵
庫
北
関
で
登
録
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
山
田
荘
と
兵
庫
と
の
結
び
つ
き
は
後
述
す

る。
兵
庫
を
船
籍
地
と
す
る
船
の
特
色
と
し
て
、
兵
庫
の
船
の
み
が
運
搬
し
て
い
る
物
品
が
多
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
た
と
え

lま

な
ど
八
品
目
に
つ
い
て
は
、
史
料
全
体
を
見
回
し
て
も
運
縦
し
て
い
る
の
は
兵
庫
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

兵
隊
の
船
に
よ
る
活
躍
度
が
高
い
こ
と
を
物
語
る
。

次
に
、
神
戸
市
域
の
う
ち
、

の
西
で
は
、
震
a

陪
と
垂
水
が
登
場
す
る
。
須
磨
は
小
鰯
、
垂
水
は

一
一
原
塩
」
を
積
載

し
た
船
が
一
被
ず
つ
笠
録
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
二
カ
所
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
運
ん
で
い
る
物
品
は
海
産
物
で
あ
る
。
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さ
ら
に
垂
水
の
船
が
運
ん
だ
品
が
「
二
一
原
塩
」
、

つ
ま
り
淡
路
三
原
で
生
産
さ
れ
た
塩
で
あ
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。

の
船
が
積
載
し
た
場
合
の

を
含
め
た
三
原
塩
全
体
の
中
で
垂
水
の
船
が
占
め
る
割
合
は
、

一
%
に
も
満
た
な
い
の
で
は

あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
淡
路
に
渡
っ
て
交
易
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ほ
か
に
市
域
の
船
籍
地
と
す
る
説
が
あ
る
の
が
、
「
魚
崎
」
で
あ
る
。
魚
崎
に
つ
い
て
は
、
摂
津
国
と
指
謄
閣
の
い
ず
れ
と

す
る
か
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

十
二
月
七
日
に
入
船
し
た
尼
崎
船
の
船
頭
に
関
す
る
注
記
に
も
「
魚
崎
」
が
設
場
す
る
。
武
藤
は
魚
崎
を
現
在
の
地
名
と
結

び
つ
け
て
神
戸
市
東
灘
認
内
に
比
定
す
る
が
、
尼
崎
と
は
直
線
距
離
で
約

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
お
り
、
不
自
然
な
点
は

否
め
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
大
物
に
南
接
す
る
位
置
に
比
定
す
る
見
解
も
あ
る
（
吋
兵
庫
県
の
地
名
い
）
。

方
、
前
回
徹
は
、
こ

の
船
頭
に
関
す
る
注
記
の
み
尼
蹄
内
「
魚
崎
町

d

」
と
見
な
し
、
鉛
籍
地
と
し
て
の
「
魚
崎
」
は
播
隣
国
伊
保
崎
（
近
世
初
頭
は

糸
約
村
）
と
考
え
て
い
る
（
前
回
「
中
世
肢
津
・
播
擦
の
港
沖
と
海
運
！
「
兵
庫
北
関
入
船
納
桜
』
を
中
心
に
i
」
）
。
後
述
す
る
よ
う
に

兵隊全lt.の発起草と兵庫北｜羽

摂
津
を
船
籍
地
と
す
る
場
合
は
問
丸
名
記
載
が
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
魚
崎
に
は
原
則
と
し
て
問
丸
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

摂
津
に
比
定
す
る
論
拠
が
弱
く
、
残
念
な
が
ら
播
騨
説
に
傾
く
。

船
籍
地
と
兵
庫
と
の
結
び
つ
き

究主一品目ll

「
入
船
納
帳
」
に
み

る
主
な
穣
裁
物
品

物
品
を
主
要
な
も
の
に
限
っ
て
、
そ
の
数
日
肢
を
船
籍
地
ご
と
に
集
計
し
た
上
で
、
全
体
に
対
す
る
そ

の
分
担
率
（
%
）
を
船
籍
地
の
所
属
国
に
集
約
し
て
表
口
に
示
し
た
。
こ
の

に
よ
っ
て
、
各
々
の

11ifl:・rflj吐歴史編立631 



その｛也

材木

6 

0 

樽

11 

主な物品を運んだ紛の所属国別分担率

海産物

方本 J告書芦

2 

塩飽

号

的

2 

自

類
後
一

5

域

倣

物
品
に
つ
い
て
、
閤
ご
と
の
分
担
の
状
況
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ

与つ。
主
要
な
物
品
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
は
単
位
の
原
則

と
な
っ
て
い
る
石
に
よ
る
単
純
な
合
算
で
、
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ

る
も
の
を
基
本
と
し
た
。
単
純
に
は
一
位
が
塩
類
の
「
備
後
」
、

く
れ

ニ
位
は
林
産
物
の
「
樽
」
、
一
一
一
位
が
「
米
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

総
計
が
五
千
石
を
超
え
る
物
品
は
、
林
産
物
の
材
木
、
農
産
物
で

二
一
服
壊
、
塩
飽
塩
、
方
本
塩
、

は
一
豆
、
塩
類
で
は
嶋
塩
、
小
嶋
塩
、

詫
摩
塩
の
六
品
で
あ
る
。
農
産
物
か
ら
は
立
と
そ
れ
に
次
ぐ
大
麦

を
補
う
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
、
海
産
物
と
し
て
の
魚
類
は
、
多

く
は
駄
で
丈
量
さ
れ
て
お
り
、
石
と
の
換
算
率
は
不
明
で
、
上
記

の
基
準
で
は
挙
げ
ら
れ
な
い
。
魚
類
の
中
で
は
最
も
量
が
高
い
赤

鰯
は
、
例
外
的
に
石
で
丈
量
さ
れ
て
い
る
。
駄
で
丈
量
さ
れ
た
他

の
魚
類
と
の
比
較
は
不
明
な
が
ら
、

ウ
エ
イ
ト
は
高
い
と
推
論
し

て
赤
鰯
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
で
二
一
一
品
目
と
な
る
。

ニ
原
塩
は
製
塩
地
で
あ
っ
た
三
原
が
属
す
る
淡
路
国
の
分
担
割

ム
ロ
が
高
い
。
表
凶
に
は
三
原
塩
を
運
ん
だ
船
の
所
濡
地
の
分
布
が
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示
さ
れ
、
か
つ
あ
わ
せ
て
最
大
の
物
品
「
備
後
」
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
お
り
、

一
一
原
塩
に
比
べ
て
、
遠
い
港
に
所
属
す
る
船

あ

き

が
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
、
器
ご
と
に
集
計
し
た
表
口
に
よ
れ
ば
、
備
後
と
安
芸
園
の
分
担
率

が
高
い
こ
と
か
ら
、
「
備
後
」
と
は
安
芸
留
を
含
む
備
後
国
商
辺
の

で
生
産
さ
れ
た
塩
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
「
樽
」
は
、
林
産
物
で
あ
る
板
材
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
摂
津
盟
の
船
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
淡

路
・
何
波
・
土
佐
田
と
い
っ
た
南
海
道
の
船
が
大
量
を
運
ぶ
様
は
、
表
口
に
も
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
後
述
す
る
表
日

に
よ
れ
ば
、
摂
津
国
と
は
具
体
的
に
は
兵
康
、
淡
路
閣
と
は
実
は
自
由
民
に
限
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
紀
淡
海
峡
に
位
置
す
る
港

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
産
地
は
あ
く
ま
で
阿
波
・
土
佐
園
で
、

そ
れ
を
補
助
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
分
担

が
開
波
と
土
佐
閣
の
船
を
主
体
と
す
る
状
況
は
、
時
じ
く
表
打
で
「
そ
の
他
」
に
ま
と
め
た
「
材
木
」
も
似
て
お
り
、
そ
の
生

産
地
は
、

い
ず
れ
も
主
に
両
国
な
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
「
入
船
納
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
関
料
が
、

般
ご
と
に
定
額
で
掛
け
ら
れ
る
置
石
に
加
え
、
価
格
の
百
分
の
一
で

兵J!jf津の発展と兵路北関

あ
る
升
米
と
を
合
算
し
た
値
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
前
項
で
も
指
擁
し
た
が
、
「
樽
」
は
定
額
の
寵
石
分
（

般
ご
と
に
四
五
文
）

を
除
い
て
計
算
す
る
と
、

一
石
当
た
り
の
関
料
が
低
い
。
板
材
は
、
例
え
ば
米
に
比
べ
る
と
、

に
対
す
る
価
格
が
低
く

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
価
格
か
ら
言
う
と
、

ニ
位
の
思
惑
を
誇
る
米
に
逆
転
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

米
を
運
ん
だ
船
の
所
属
地
の
全
リ
ス
ト
は
表
凶
に
示
し
た
通
り
で
、

そ
の
分
布
は
分
散
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
米
を
単
品
で
運
ん
だ
掛
の
所
開
地
と
そ
の
平
均
の
量
を
計
算
し
、
前
述
し
た
図
的
に
円
の
大
き
さ
で
表
示
し
た
。

さ
ぬ
き

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
地
元
の
摂
津
田
か
ら
備
前
・
讃
岐
関
ま
で
の
比
較
的
近
い
地
か
ら
の
掛
は
、
少
量
を
運
ん
で
い
る
の
に
対
し

第一節

て
、
安
芸
閤
以
遠
に
所
属
す
る
船
は
軒
並
み
一

O
O石
を
超
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、

の
航
海
に
は
海
賊
に
襲
わ
れ
る
な
ど

古代・ cjJt廷歴史編H633 



の
危
険
が
あ
る
た
め
、
大
量
輪
送
に
よ
っ
て
距
離
を
克
服
し
て
経
済
効
果
を
狙
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

米
の
よ
う
な
分
散
の
様
は
、
表
打
を
見
る
と
、
大
麦
と
一
旦
で
も
同
様
に
指
摘
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況

は
他
の
物
品
で
は
異
な
っ
て
い
る
。

ニ
原
（
塩
）
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
淡
路
が
多
く
、
こ
れ
に
加
え
て
摂
津
・
播
磨
間
に

限
ら
れ
い
る
。
こ
れ
ら
三
カ
国
に
限
ら
れ
る
物
品
は
、
表
口
で
は
唯

の
例
で
あ
る
。
既
に
指
摘
し
た
樽
と
材
木
は
阿
波
と
土

佐
閣
が
高
く
、

そ
の
他
の
七
品
目
（
「
境
類
」
）
は
、
備
前
・
讃
岐
園
、

な
い
し
は
そ
れ
以
西
の
船
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

最
後
に
「
塩
類
」
と
ひ
と
く
く
り
に
し
た
七
品
自
で
も
、
嶋
塩
、
塩
飽
埴
、
方
本
塩
、
詫
摩
塩
は
、
讃
岐
の
比
率
が
比
較
的

一
回
向
く
、
小
嶋
塩
は
備
前
闘
の
船
が
八
割
以
上
を
分
担
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
備
後
毘
と
安
芸
国
の
分
担
率
が
高
い
と
先
に
指
摘

し
た
備
後
塩
の
分
担
状
況
は
、
実
は
赤
鰯
と
似
て
い
る
。
後
者
は
讃
岐
国
の
比
率
が
高
い
点
を
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
上
記
の
塩
四
品
目
ほ
ど
傑
出
し
て
は
い
な
い
。

主
な
物
口
聞
を
選
ん
だ

船
の
所
属
地
の
特
徴

次
に
船
籍
地
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
百
カ
所
を
超
え
る
船
籍
地
す
べ
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
の

で
、
表
刊
で
主
要
な
船
籍
地
に
限
っ
て
、
特
徴
的
な
物
品
の
数
量
に
つ
い
て
分
担
の
状
況
を
示
し
た
。

表
団
に
お
け
る
数
値
は
、
数
日
援
を
船
籍
地
ご
と
に
集
計
し
た
上
で
、
全
体
に
対
す
る
そ
の
分
担
率
（
%
）
で
あ
る
。
な
お
、
表

日
で
示
し
た
物
品
の
う
ち
、
石
を
単
位
と
す
る
原
知
か
ら
外
れ
て
い
る
の
は
、
魚
類
に
分
類
さ
れ
る
小
鰯
・
海
老
・
塩
鯛
の
一
一
一

口問で、

い
ず
れ
も
主
に
駄
で
丈
量
さ
れ
て
い
る
。
小
鰯
の
一
部
は
石
が
単
位
と
さ
れ
て
い
る
が
、
駄
と
の
換
算
率
が
不
明
な
の

で
、
表
は
駄
を
単
位
と
し
て
い
る
場
合
の
集
計
に
基
づ
く
。

こ
の
よ
う
に
、
物
品
を
運
ん
だ
船
の
所
属
地
の
分
布
を
表
出
で
検
討
す
る
と
、
物
品
ご
と
の
特
徴
が
よ
り
微
細
な
レ
ベ
ル
ま
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表18

節4吋パ

10 

71 

14 

で
認
め
ら
れ
る
。
表
団
で
は
、
物
品
に

つ
い
て
、
農
産
物
・
海
産
物
・
そ
の
他

と
大
分
額
し
た
。

'i.l:l l:fi<Wからの政記事前1縫 (tl1.{Jl'km）。船旅I自を、cJP.べるW~Eとし、 SOk、mii去に破線でIX:UJ った。
2：物品11ょに数j誌を11：イ｜した総i誌に対する、出）fill出f吾の分長l'i'-'(ljl.｛な%）

に
置
い
た
農
産
物
か
ら
願
に
見
て

い
く
と
、
大
尽
ま
で
の
五
品
は
、
既
に

指
摘
し
た
米
に
比
べ
る
と
分
散
度
は
低

い
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
分
散

す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

方、

産
物
で
は
右
端
の
「
胡
麻
類
」
は
パ
タ
1

ン
を
異
に
し
て
い
る
。
胡
麻
類
は
、
絞
っ

た
後
の
油
が
灯
明
具
に
利
用
さ
れ
、

「
入
船
納
帳
」
で
は
「
胡
麻
」
、
「
山
崎

胡
麻
」
、
「
山
崎
物
」
の
区
別
が
あ
る
。

」
の
う
ち
表
団
で
一
一
小
し
た
胡
麻
と
山
崎

地じ物
下げに
f 「 てコ
兵い
Jf!I て
三検

す
れ
ば

胡
麻
で
は

山
崎
物
で
は
牛
窓
が

口
向
く
、
特
に
後
者
が
運
ぶ
最
は
全
体
の

-r.lif~. LjJ!l_f: ！澄＊編日63ラ



過
半
数
を
超
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
海
産
物
の
う
ち
魚
類
で
は
、
小
鰯
は
播
磨
国
の
船
が
活
躍
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
運
ぶ
船
が
所
属
す
る
港

の
分
布
は
、
兵
庫
か
ら
、
小
鰯
・
海
老
・
塩
鯛
・
干
鯛
の
順
に
遠
ざ
か
る
の
で
あ
る
。
表
日
で
は
こ
の
う
ち
小
鰯
と
海
老
・
墳

鯛
を
運
ぶ
船
の
所
属
地
を
示
し
て
あ
り
、
海
老
・
塩
鯛
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
備
前
・
備
中
・
儀
後
掴
の
船
が
多
く
を
分

指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
境
類
の
場
合
に
つ
い
て
指
撤
す
る
と
、
一
一
一
原
塩
や
備
後
塩
に
つ
い
て
表
M
に
示
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
製
塩
地
付

近
の
船
籍
地
問
で
輸
送
が
分
担
さ
れ
る
の
を
原
則
と
し
て
い
る
。
表
刊
を
見
て
も
、

ニ
原
境
、
引
田
塩
、
塩
飽
塩
の
よ
う
に
、

塩
の
銘
柄
と
し
て
示
さ
れ
た
製
塩
地
と
同
じ
船
籍
地
で
多
く
が
運
ば
れ
、

そ
の
近
く
で
分
担
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
嶋

塩
は
異
な
り
、
船
籍
地
と
し
て
の
「
嶋
」
の
船
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た

の
分
担
率
は
、
表
時
に
示
さ
れ
た
牛
窓
よ
り
も
低

く
一
八
%
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
小
嶋
場
と
は
、
近
世
初
期
に
児
島
湾
が
干
拓
さ
れ
て
地
続
き
と
な
る
ま
で
島
で
あ
っ
た
児

島
半
島
で
生
産
さ
れ
た
塩
を
指
す
。
小
嶋
は
広
域
地
名
で
あ
り
、
同
名
の
船
籍
地
は
認
め
ら
れ
な
い
点
が
異
質
で
あ
る
。
備
後

塩
と
同
様
、
銘
柄
名
と
し
て
国
名
が
採
用
さ
れ
た
周
紡
塩
・
阿
波
塩
に
つ
い
て
も
、
そ
の

端
を
示
し
た
。
こ
の
う
ち
阿
波
塩

は
、
塩
名
に
冠
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
産
地
は
当
然
阿
波
国
内
と
予
想
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
阿
波
の
船
は
担
っ
て
お
ら

ず
、
淡
路
由
良
と
兵
庫
が
半
分
ず
つ
分
担
し
て
い
る
。

一
方
、
「
そ
の
他
」
に
分
類
し
た
三
品
の
う
ち
、
林
産
物
の
樽
と
材
木
は
、
既
に
前
項
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
土
佐
と
悶
波

閣
を
主
体
と
し
、
淡
路
（
由
良
）
・
播
驚
（
表
問
に
出
て
い
な
い
が
中
庄
）
の
船
も
分
担
し
て
い
る
。
最
後
に
輩
も
、
近
世
と
向
様

に
阿
波
が
主
産
地
と
見
な
さ
れ
る
が
、
地
下
が
ほ
と
ん
ど
を
運
び
、
表
問
に
は
出
て
い
な
い
が
阿
波
の
船
が
分
担
す
る
率
は
わ

636 
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ず
か

O
%
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
納
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
物
品
は
、
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
。
各
地
の
船
籍
地
に
分
散
す
る
米
、

麦
類
と
豆
に
対
し
て
、
輸
送
を
分
担
す
る
の
が
摂
津
・
播
磨
・
淡
路
の
…
ニ
カ
国
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
小
鰯
・
三
原
（
塩
）
、
阿
波

と
土
佐
国
が
高
い
樽
・
材
木
、
備
前
・
備
中
・
讃
岐
留
の
訟
に
よ
っ
て
多
く
が
分
担
さ
れ
て
い
る
嶋
塩
・
小
嶋
塩
・
塩
飽
塩
・

方
本
塩
、
備
後
・
安
芸
両
闘
の
分
担
一
率
が
高
い
赤
鰯
、
備
後
塩
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

兵
庫
と
結
び
つ

い
て
い
た
港
町

こ
れ
ら
各
物
品
を
運
ぶ
船
の
所
窮
地
に
関
す
る
分
布
状
況
を
踏
ま
え
、
瀬
戸
内
海
に
面
し
て
、
兵
庫
と
結

び
つ
い
て
い
た
港
町
に
つ
い
て
、
特
徴
あ
る
例
を
兵
庫
に
近
い
順
に
示
す
。
表
凶
も
併
せ
参
照
し
て
い
た

兵庫j律の発展と兵庫jヒ関第一節

よ
》
与
ム
『
国
平
回
、
O

J
J
J
E
J／
t
k
 

室（現在の窓漆・たつの市）

ま
ず
、
兵
庫
が
属
す
る
摂
津
国
に
西
接
す
る
隣
国
、
播
磨
留
は
魚
を
多
く
運
搬

し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

〈
た
つ
の
市
）
は
、
古

く
奈
良
時
代
に
行
基
が
設
定
し
た
と
い
う
五
泊
に
も
数
え
ら
れ
る
良
港
で
あ
る

（
写
爽
附
）
。

そ
し
て
表
問
で
一
一
小
さ
れ
る
と
お
り
、
小
鰯
の
輸
送
が
特
筆
さ
れ
る
。

ナ
マ
コ
で
も
匝
九
%
の
分
担
楽
で
あ
り
、
漁
船
と
有
機
的
な
関
係
を
取
り
結
び
な

が
ら
、
兵
庫
ま
で
輸
送
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

写真106

次
に
、
備
前
国
で
は
、
牛
窓
（
岡
山
県
瀬
戸
内
市
）
が
、
登
場
回
数
・
運
搬
品
目

数
と
も
に
兵
庫
に
次
ぐ
第
二
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
。
牛
窓
に
属
す
る
船
は
、
塩
、

穀
物
類
か
ら
海
産
物
に
及
ぶ
豊
富
な
臨
品
を
輸
送
し
て
い
る
。
下
津
井
（
岡
山
県

古代・中lliE査史綴H637 



倉
敷
市
）
は
、
「
小
嶋
」
塩
の
産
地
と
な
っ
て
い
る
児
島
半
島
に
位
誼
し
、
同
地
は
そ

現在の柳井（械J:I…ドnn

の
約
半
数
を
分
担
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
塩
飽
」
塩
に
つ
い
て
は
、

そ
の
産
地
で
あ

る
南
方
の
讃
岐
塙
抱
と
分
但
し
て
い
る
（
表
問
）
。
表
凶
を
み
る
と
、
他
に
分
担
し
て
い

る
港
と
し
て
、
兵
庫
と
は
遠
く
離
れ
て
い
る
が
、
讃
岐
国
の
宇
多
津
、
備
中
国
の
連
嶋

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
塩
の
輸
送
は
、
そ
の
産
地
の
船
籍
地
が
主
体
と
な
り
、
付
近

の
港
で
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

写真107

さ
ら
に
備
中
の
隣
の
備
後
国
で
は
、
制
（
広
島
県
沼
山
市
）
が
鯛
漁
で
富
来
よ
り
有

名
で
あ
り
、
「
入
船
納
帳
」
で
も
塩
鯛
を
輸
送
し
て
い
る
（
表
山
）
。

区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
に
伝
え
ら
れ
た
町
並
み
に
も
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
近
医
に
は
塩
田
が
立
地
し
て
い
た
が
、

周
防
榔
井
（
山
口
県
柳
井
市
）
（
写
真
川
）
は
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
静
保
存
地

表
問
に
よ
れ
ば
、
周
防
塩
も
分
担
し
て
い
る
か
ら
、
近
世
の
境
問
が
中
世
に
遡
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
鯖
を
輸
送
す
る

唯
一
の
港
で
も
あ
る
。
周
防
塩
の
輸
送
を
柳
井
以
上
に
担
っ
た
の
は
、
柳
井
か
ら
南
方
に
延
び
る
熊
毛
半
島
の
先
、
一
同
氏
自
一
向
に
佼

寵
す
る
天
然
の
良
港
、
周
防
上
関
（
柳
井
市
）
で
あ
る
。

を
運
ん
だ
総
量
こ
そ
低
い
が
、

本
州
の
最
西
端
に
位
置
す
る
長
門
下
関
（
下
関
市
）
は
、
米
の
輸
送
に
特
化
し
て
い
る
。
表
団
に
一
ぶ
さ
れ
て
い
る
通
り
、
米

ぷ
せ
ん

般
当
た
り
の
平
均
で
は
、
関
門
海
峡
を
挟
ん
で
対
岸
に
位
置
す
る
豊
前
門
司
（
北
九
州
市
）

と
も
実
は
遜
邑
な
い
（
図

ω）0

本
項
の
最
後
に
、
近
世
に
下
る
問
題
で
あ
る
が
、
朝
鮮
通
信
使
の
寄
港
地
を
取
り
上
げ
て
朝
鮮
半
誌
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
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れふ
たれ
。る

慶：1こ

長：五
し
ょ
っ。

か
ん
え
い

寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
以
降
、

九
回
派
遣
さ

六朝
り鮮
じ通

手げ使
布：と
コは

朝
鮮

よ
る
遣
El 
使
を
t"° 院

し

一
回
と
な
る
。

まド

六
一
七
）
・
寛
永
元
年
の
回
答
使
を
含
め
る
と
、
前
後

釜
山
か
ら
対
馬
に
ま
ず
赴
き
、
対
馬
の
宗
氏
に
よ
る
護
衛
の
も
と
、
壱
岐
な
ど
を
経
て
、
下
関
か
ら
瀬
戸
内
海
に
入
っ
た
。
瀬

一
戸
内
海
の
寄
港
指
定
地
は
上
関
・
同
州
・
牛
窓

・
兵
庫
で
あ
り
、
大
坂
に
至
る
ま
で
の
六
カ
所
は
、
下
関
問
と
兵
庫
と
を
含
め
、

す
べ
て
「
入
船
納
帳
」
に
登
場
す
る
こ
と
が
出
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
海
を
通
じ
た
大
器
や
朝
鮮
半
島
と
の
連
な
り
は
、

内
海
の
持
つ
地
理
的
援
位
性
と
し
て
指
摘
で
き
る
が
、
そ
の
援
位
性
が
時
代
を
超
え
て
発
揮
さ
れ
た
好
関
で
あ
る
。

4 

十
五
世
紀
中
葉
の
兵
庫
津
と
そ
の
住
人

兵衛｝llの発展と兵庫北関

「
入
船
納
帳
」
に
み

る
兵
庫
津
の
住
人

「
入
船
納
帳
」
か
ら
判
明
す
る
瀬
戸
内
流
通
で
設
大
の
貢
献
を
し
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
北
関
の

で
あ
る
。
備
後
塩
の
み
な
ら
ず
、
縛
を
も
分
担
し
て
い
る
か
ら
、
俄
後
方
面
は

地
元
と
し
て
の

お
ろ
か
、
土
佐
・
陀
波
方
面
に
ま
で
も
確
実
に
進
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

兵
庫
に
は
「
入
船
納
帳
」
に
登
録
さ
れ
て
い
る
掛
頭
と
問
丸
を
は
じ
め
と
し
た
港
湾
関
係
者
が
多
数
、
任
ん
で
い
た
。
こ
の
兵

庫
を
瀬
戸
内
流
通
路
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、

一
一
つ
の
特
徴
が
指
擁
さ
れ
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
荷
物
を
積
み
替
え
て
、
淀
川

と
い
う
内
陸
水
運
で
京
に
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
京
に
対
す
る
求
心
的
な
強
い
志
向
性
が
特
筆
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

ん《，，H 『

片1-u11

に
、
そ
の
関
係
で
閤
丸
が
発
生
し
、
関
所
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
、
兵
隊
が
都
市
と
し
て
発
展
す
る
基
盤
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
当
時
の
兵
庫
に
つ
い
て
、
以
下
三
つ
の
方
向
か
ら
分
析
を
加
え
る
。

1111＼：・ L/11!1:絞！と刻印639 



「
入
船
納
帳
」
に
見
え
る
兵
庫
津
の
住
民
と
し
て
の
船
頭
と
問
丸
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
。
次
に
、
近
世
で

も
十
七
世
紀
初
頭
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
に
注
自
し
て
、
そ
こ
か
ら
中
世
を
見
通
す
。
さ
ら
に
、
兵
庫
津
で
も
考
古
学
的
な
発
掘

調
査
が
近
年
に
な
っ
て
進
展
し
て
き
た
の
に
伴
い
、
検
出
さ
れ
て
き
て
い
る
中
世
の
遺
物
に
注
目
す
る
。
不
十
分
な
が
ら
、
以

の
三
方
向
か
ら
兵
庫
津
と
そ
の
住
人
に
つ
い
て
検
討
を
舶
に
試
み
る
。

じ

げ

そ
こ
で
、
ま
ず
は
「
入
船
納
帳
」
に
見
え
る
船
頭
と
問
丸
を
検
討
す
る
。
こ
の
う
ち
船
頭
は
船
長
で
あ
り
、
「
地
下
」
と
記

さ
れ
た
地
元
の
船
に
乗
り
組
ん
で
い
る
兵
庫
津
の
住
民
を
特
に
取
り
上
げ
る
。

「
入
船
納
帳
」
に
示
さ
れ
て
い
る
船
頭
は
、
問
問
料
を
支
払
う
責
任
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
地
下
、
す
な
わ
ち
兵
庫
の

一一一

O
人
が
船
籍
地
別
で
最
多
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
そ
れ
に
次
ぐ
の
が
七
三
人
の
備
前
牛
窓
で
あ
り
、
播
磨
室
六
一
人
、

淡
路
由
良
四
一
人
、
尼
崎
一
一
一
六
人
の
暇
で
あ
る
（
藤
田
裕
樹
「
中
世
瀬
戸
内
水
還
に
活
躍
す
る
船
頭
の
旅
」
）
。
延
べ
船
数
の
多
さ
と

も
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
が
、
五
位
の
室
が
、
船
頭
の
数
で
は
一
一
一
位
に
躍
進
し
て
い
る
。
何
度
も
「
入
船
納
帳
」
に
登
録
さ
れ
て

い
る
船
頭
が
少
な
い
こ
と
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
。

「
入
船
納
帳
」
に
記
載
の
あ
る
兵
庫
の
船
頭
や
間
丸
に
つ
い
て
、
地
名
が
添
え
ら
れ
た
例
も
あ
り
、
現
地
比
定
の
試
み
が
既

げ
ん
ろ
く

に
な
さ
れ
て
い
る
。
武
藤
直
の
研
究
は
、
兵
庫
の
町
を
描
い
た
現
存
す
る
最
吉
の
元
禄
九
年
（

六
九
六
）
の
絵
図
に
基
づ
い

て
、
「
入
船
納
帳
い
に
登
録
さ
れ
た
船
頭
の
在
所
を
照
合
し
て
い
る
（
武
藤
直
「
中
世
の
兵
庫
禄
と
瀬
戸
内
海
水
運
入
船
納
帳
の
船

籍
地
比
定
に
関
連
し
て
i
b
。
例
え
ば
、
船
頭
名
の
彦
二
郎
の
前
に
「
犠
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
議
」
と
は
、
現
在
の

磯
之
町
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
、
近
世
の
船
濯
ま
り
に
隣
接
し
た
位
置
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
注
記
が
施
さ
れ
な
い
彦
ニ
郎
も

日
に
登
録
さ
れ
て
い
て
、
関
料
免
除
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
彦
二
郎
と
は
別
人
と
し
て
区
別
す
る
た
め
の
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註
記
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
入
船
納
帳
」
に
登
場
す
る
向

人
名
が
複
数
い
る
場
合
、
他
の
同
名

者
と
区
別
で
き
る
よ
う
に
何
ら
か
の
形
で
書
き
分
け
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
地
名
の
ほ

で
区
別
す
る
場
合
が
多
い
。

次
に
、
「
入
船
納
帳
」
で
⑦
の
欄
に
記
さ
れ
た
問
丸
は
、
兵
庫
に
在
住
し
た
当
時
の
倉
庫
業
者
で
あ
り
、
船
頭
、
す
な
わ
ち

船
長
か
ら
関
料
を
受
け
取
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

船
の
所
属
地
が
地
下
、
す
な
わ
ち
地
元
の
兵
庫
の
船
で
あ
れ
ば
、
問
丸
名
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
兵
療
に

限
ら
ず
、
そ
れ
に
近
い
地
域
が
関
銭
取
次
の
間
丸
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
閤
丸
名
記
載
を
欠
く
こ
と
が
多

い
掛
籍
地
が
、
摂
津
国
内
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
点
は
、
魚
崎
の
現
地
比
定
に
際
し
で
も
述
べ
た
。
こ
の
点
を
利
用

す
れ
ば
、
問
丸
名
の
記
載
の
有
無
で
、
船
籍
地
の
現
地
比
定
も
厳
密
化
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
入
船
納
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
間
丸
を
検
討
し
た
既
往
の
研
究
と
し
て
、
徳
仁
親
王
「
『
兵
康
北
関
入
船
納
帳
』
の
一

考
察
問
丸
を
中
心
に
し
て
」
が
あ
る
。

兵庫津の発展と兵庫北関

こ
の
研
究
は
、
問
丸
に
関
し
て
「
入
船
納
輯
」
の
記
載
を
十
分
に
活
用
し
、
登
録
さ
れ
て
い
る
人
数
を
五
二
名
と
確
定
し
た

上
で
、
（
1
）
個
々
の
問
丸
が
取
り
扱
っ
た
船
と
物
資
の
状
況
、
（
2
）
掛
籍
地
と
の
関
係
、
（
3
）
輪
送
業
者
的
側
面
、

の

点
に
つ
い
て
検
討
し
た
内
容
で
あ
る
。

ま
ず
、
（
l
）
で
は
、
取
り
扱
い
船
数
と
数
量
の
ニ
つ
を
指
標
に
し
て
、
間
丸
を
五
つ
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
、
他
の
間

丸
と
は
踊
絶
し
た
存
在
で
あ
る
道
祐
、
場
・
米
・
木
材
の
品
目
別
で
一
万
五
千
石
前
後
と
い
う
規
模
の
木
屋
な
ど
四
人
、
先
の

節
j

第

品
自
別
で
千
石
宇
佐
超
え
る
程
度
の
孫
太
部
な
ど
五
人
、
取
扱
最
は
向
程
度
な
が
ら
、
船
数
が
一
一
一

O
般
以
下
の
孫
五
郎
な
ど
一

O

人
、
取
扱
量
が
数
百
石
台
以
下
と
少
量
で
、
船
数
五
般
以
下
の
太
夫
四
郎
な
ど
、

で
あ
る
。
次
に
（
2
）
に
つ
い
て
は
、

人
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の
問
丸
が
特
定
の
船
籍
地
の
船
を
独
占
し
て
取
り
扱
っ
た
例
（
道
祐
に
よ
る
淡
路
由
良
な
ど
）
の
ほ
か
に
、
独
占
的
な
関
係
を
持

つ
一
人
を
核
と
し
つ
つ
、
二

1
三
人
の
間
丸
が
補
佐
し
て
い
る
例
（
嬬
附
防
護
）
、
九
名
も
の
問
丸
が
関
係
し
た
尾
道
の
例
な
ど
、

特
徴
的
な
事
例
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
先
の
分
類
ご
と
に
間
丸
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
最
後
に
（
3
）
の
論
点
で
は
、
間

丸
が
配
下
に
船
頭
を
抱
え
、
輸
送
に
当
た
ら
せ
て
い
る
例
、
時
丸
自
身
が
輸
送
に
当
た
っ
て
い
る
例
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
て

考
察
し
て
い
る
。

徳
仁
親
王
は
さ
ら
に
、
「
入
船
納
帳
」
に
お
け
る
間
丸
の
登
録
状
況
を
整
理
し
て
い
る
。
こ
の
成
果
に
依
拠
し
な
が
ら
、

の
考
察
を
加
え
る
。
同
一
名
区
分
の
た
め
に
問
丸
の

に
記
さ
れ
た
注
記
は
、
先
に
検
討
し
た
船
頭
に
比
べ
る
と
少
な
い
。

そ
も
そ
も
絶
対
数
自
体
が
五

一
名
で
あ
り
、
船
頭
に
比
べ
る
と
半
数
に
も
満
た
な
い
た
め
、
名
前
が
同

で
あ
る
場
合
に
区
別

す
る
と
い
う
機
能
を
発
揮
す
る
可
能
性
が
低
い
の
で
あ
ろ
う
。
同
名
の
最
高
値
は
「
ニ
郎
一
一
一
郎
」
の
一
一
一
人
で
あ
り
、
注
記
の
な

い
者
と
区
別
す
る
た
め
、
単
に

と
記
さ
れ
た
例
が
他
に
も
う

件
、
「
南
」
は
二
件
で
あ
る
。
同
名
の
悶
丸
が
複
数
い

る
場
合
、
注
記
の
な
い
代
表
的
な
人
よ
り
、
住
ん
で
い
る
の
が
漠
然
と
北
部
か
南
部
か
、

メ
モ
代
わ
り
に
記
さ
れ
た
と
恩
わ
れ

る
。
近
肢
の
北
浜
・
南
浜
に
も
通
じ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ほ
か
の
事
例
も
注
記
の
な
い
者
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
お
り
、
彼
と

区
別
す
る
た
め
の
注
記
と
わ
か
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
の
「
嶋
上
」
は
近
世
の
島
k
町、

ツ
ジ
」
は
「
辻
子
町
」
で
終
わ
る

い
ず
れ
か
の
陀
に
比
定
で
き
る
の
に
対
し
て
、
「
風
呂
屋
」
に
つ
い
て
は
該
当
す
る
近
世
の
町
名
は
見
当
た
ら
ず
、
注
記
の
な

い
「
太
夫
三
郎
」
と
区
別
す
る
た
め
に
屋
号
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
船
頭
に
比
べ
る
と
、
残
念
な
が
ら
こ
の

か
ら
得
ら
れ
る
成
果
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
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の
船
頭
は
、
舟
入
江
（
一
克
明
係
絵
図
で
は
「
内
海
」
）
の
周
辺
に
多
く
が
登
場
し
、
彼
ら
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

か
ん
せ
い

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
国
内
流
通
の
み
な
ら
ず
、
大
陸
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
た
め
に
、
寛
政
ニ
年
（
一
七
九
O
）
「
兵
庫

津
寺
社
方
絵
図
」
（
祢
一
戸
市
立
待
物
舘
蔵
）
に
従
っ
て
、
禅
宗
寺
院
に
白
丸
印
を
付
し
た
。
こ
の
禅
宗
寺
院
は
、
藤
田
明
良
に
よ
っ

て
中
国
文
化
流
入
の
窓
口
と
し
て
迎
賓
館
や
対
外
交
流
セ
ン
タ
i
の
機
能
を
巣
た
す
も
の
も
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
（
「
禅

宗
寺
院
と
中
世
神
戸
の
国
際
交
流
」
）
、
と
く
に
福
厳
寺
は
、
鎌
倉
米
に
聞
か
れ
て
お
り
、
「
入
船
納
帳
い
よ
り
古
い
起
源
を
も
っ
て

い
る
。慶

長
の
裁
許
絵
図
に
掛
か

れ
た
兵
庫
津
と
陸
上
交
通

上
述
し
た
地
図
の
原
図
は
、
兵
庫
津
を
描
い
た
最
吉
の
絵
図
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
元
禄
期
に

下
る
。
こ
れ
に
対
し
、
描
出
の
対
象
を
兵
庫
津
の
内
部
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
慶
長
期
の
裁
許

絵
国
で
も
兵
庫
津
は
描
か
れ
て
い
る
。
続
い
て
こ
れ
に
控
目
し
て
み
よ
う
。

こ
の
絵
図
は
、
神
戸
市
北
区
役
所
山
田
出
張
所
旧
蔵
文
書
に
合
ま
れ
る
慶
長
十
年
（

六
O
五
）
「
福
原
荘
山
田
荘
中

山
相
論
裁
許
給
関
写
」

で
あ
る
。
絵
図
の
ト
レ
ー
ス
閣
は
、

の
中
世
再
発
見
」
と
題
さ
れ
た
神
戸
市
文
書
舘
の
展
示

（
平
成
二
十
年
〔
ニ
0
0八
〕
二
月
開
催
）
に
際
し
て
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
が
作
成
し
た
も
の
で
、

図
口
と
し
て
掲
げ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
兵
庫
津
は
海
に
聞
か
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
陸
上
交
通
路
も
充
実
し
て
い
た
こ

と
が
看
取
さ
れ
る
。
中
世
に
お
い
て
も
瀬
戸
内
沿
岸
か
ら
中
央
に
向
け
ら
れ
た
最
終
日
的
地
で
あ
る
京
に
向
け
、
海
か
ら
陸
路

へ
と
積
み
替
え
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
先
述
の
関
叩
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
世
兵
庫
津
は
、
中
央
を
西
国
街
道
が
縦
貫
し
、
札
の
辻
で
西
に
折
れ
柳
関
口

へ
と
出
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
陸
上
交
通
路
が
中
世
で
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
発
掘
調
査
は
微
細
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兵隊津の発展と兵庫北関第一節

福原荘山田荘中－mw相論裁許絵図写（111回出張所！日j絞文書）のトレース図
(tifl戸大祭大学院人文学研究科地峨j)jj携センター作成）

な
レ
ベ
ル
に
過
ぎ
、

フ
ォ
ロ
ー
が
で
き
な

ぃ
。
残
念
な
が
ら
中

世
の
絵
留
は
伝
え
ら

れ
て
い
な
い
か
ら
、

そ
の
意
味
で
も
慶
長

の
絵
図
を
援
用
す
る

価
値
が
あ
る
。

絵
図
が
描
か
れ
た

事
情
の
要
点
は
、
山

田
悲
が
、
梅
原
荘
会

中
心
と
す
る
海
側
の

村
々
と
山
野
の
用
益

を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た

点
に
あ
る
が
、

ザ
」
ザ
」

で
は
、
下
部
に
し
た

図71

た
め
ら
れ
た
樽
沿
い
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の
兵
庫
津
付
近
に
注
目
す
る
。
道
路
は
朱
線
で
太
く
描
か
れ
、
そ
の
う
ち
西
国
街
道
に
当
た
る
道
路
は
海
に
沿
っ
て
横
断
し
て

（
民
郎
、

い
る
の
に
対
し
、
「
ひ
ゃ
う
ご
」
か
ら
は
一
一
一
本
の
朱
線
が
山
に
向
か
っ
て
い
る
。
西
は
「
ひ
ょ
鳥
こ
ゑ
」
、
中
央
は
「
か
ら
す
原

通
」
と
注
記
す
る
が
、
東
寄
り
の
道
は
、
さ
ら
に
絵
図
の
北
端
に
ま
で
延
び
て
「
湯
山
か
い
道
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
い

ひ
よ
ど
り
ご
え

わ
ゆ
る
有
馬
街
道
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
四
の
道
は
鵜
越
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
央
の
道
は
現
在
の
烏

原
貯
水
池
か
ら
鈴
欝
台
方
面
に
抜
け
る
道
に
当
た
る
。

（

占

永

〉

（

沖

ド

〉

な
お
、
「
ひ
ゃ
う
ご
」
か
ら
暫
く
西
国
街
道
を
東
に
進
む
と
、
「
は
し
う
と
」
「
二
つ
茶
屋
村
」
「
か
う
べ
村
」
の
一
一
一
つ
の
地
名

を
括
る
形
で
大
き
く
枠
取
り
さ
れ
て
い
る
。
近
代
に
は
神
戸
市
留
地
に
発
達
し
た
部
分
で
あ
り
、
近
陛
初
期
に
も
大
き
な
集
落

を
形
成
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
点
に
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
西
国
自
道
か
ら
山
に
向
か
っ
て
分
岐
す
る
朱
線
に
「
た
L

〈
野
丹
）

、
〉
べ
山
」
の
西
を
走
っ
た
後
、
「
た
〉
べ
か
い
道
よ
り
の
か
う
ま
て
壱

ベ
道
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
い
。

里
山
平
斗
」
と
書
か
れ
た
貼
り
紙
が
あ
る
。
こ
の
「
た
h

べ
山
」
と
は
再
度
山
の
別
称
で
あ
り
、
沿
道
の
村
と
も
矛
盾
し
な
い
。

裁
許
に
ま
で
至
っ
た
出
論
と
の
関
係
で
は
、
上
述
し
た
四
本
の
道
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
か
ら
す
原
通
」
に
は
「
慶
長
九
十

月

日

柴
・
米
と
め
申
す
所
」
と
の
貼
り
紙
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
慶
長
九
年
十
二
月
二
日
に
柴
と
米
と
を
荷
留
め
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。
紛
争
時
の
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
普
段
か
ら
柴
・
米
が
烏
原
通
り
を
往
来
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
荷
留
め
の
対
象
と
し
て
柴
が
い
ず
れ
に
も
挙
が
っ
て
お
り
、
山
田
荘
に
と
っ
て
の
重
要
性
が
納
得
さ
せ

ら
れ
る
。
さ
ら
に
荷
留
め
さ
れ
た
延
べ
日
数
が
最
多
な
の
は
「
湯
山
か
い
道
」
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
街
道
で
あ
っ
た
と
見
ら

れ
よ
う
。
そ
し
て
、
山
田
荘
は
、
兵
庫
津
と
の
間
で
「
引
立
松
」
な
ど
も
含
め
た
物
資
が
在
来
し
て
い
た
こ
と
も
判
明
す
る
点

で
あ
る
。
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さ
ら
に
慶
長
年
間
（

瓦
九
六

1
-L  

ノ＼

五
）
に

描
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
西
宮
市
立
資
料
館
所
蔵

の

「
摂
津
悶
絵
図
」
（
図

η）

で
は
、
上
述
し
た

四
本
の
道
は
い
ず
れ
も
確
認
さ
れ
る
と
は
い
え
、

の
相
違
を
伴
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

障
津
」
を
貫
通
す
る
形
で
西
国
高
道
に
当
た
る
道

が
描
か
れ
て
い
る
（
街
道
名
と
し
て
は
園
内
に
つ
い

て
は
注
記
が
な
く
、
絵
劉
本
体
か
ら
外
れ
る
播
際
国
に

出
る
と
こ
ろ
で
「

主主
111& 

橋
州
開
明
石
江
山
山
道
」
と
あ

る）
O

そ
し
て
、
兵
庫
津
か
ら
は
西
国
街
道
を
合

め
、
五
本
の
道
が
捕
か
れ
、
北
方
の
「
ア
イ
ナ
村
」

に
至
る
道
が
、
裁
許
絵
図
の
「
ひ
ょ
烏
こ
ゑ
」
に

当
た
る
。
「
か
ら
す
原
通
」
に
該
当
す
る
の
は
、

関72

石
井
村
・
烏
原
村
を
経
て

ヲ
ブ
村
」
を
通
る
道

で
あ
り
、
さ
ら
に
「
ア
イ
ナ
村
」
で
「
ひ
ょ
鳥
こ

ゑ
」
と
合
流
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
裁
許
絵
図
に

お
け
る
「
湯
山
か
い
道
」
す
な
わ
ち
有
馬
街
道
は
、

[lj｛＼＇.・ rj1jlt庁を史編fl647 



国
絵
図
で
は
兵
庫
津
か
ら
西
国
街
道
を
経
て
、
「
走
水
村
」
に
至
る
誼
前
に
分
か
れ
る
道
で
あ
り
、
「
平
野
村
」
を
経
て
、
「
下

谷
上
村
」
へ
と
至
っ
て
い
る
。
「
下
谷
上
村
」
付
近
に
は
「
丹
生
山
田
庄
内
」
と
の
文
字
注
記
も
認
め
ら
れ
る
。

水
村
」
か
ら
分
岐
し
て
北
方
に
至
る
道
も
描
か
れ
、
こ
れ
が
裁
許
絵
閣
の

). 

〆、士

道
しー

と
陪
様

上
谷
上

世そ
弔し

孟して
染み「
川走

沿
い
に
走
る
道
に
合
流
し
て
い
る
。
こ
の
道
は
、
「
湯
山
」
か
ら
発
し
て
、
播
磨
閣
に
出
た
地
点
で
「
播
州
一
一
一
木
越
」
と
の
注

記
が
施
さ
れ
て
お
り
、
湯
山
街
道
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
太
い
朱
線
か
ら
枝
分
か
れ
す
る
道
で
は
、

有
馬
指
道
か
ら
分
蚊
し
て
「
原
野
村
」
へ
と
至
る
道
は
裁
許
絵
図
と
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。

近
世
に
下
る
が
、
絵
図
に
よ
っ
て
兵
庫
津
と
結
ば
れ
た
陸
路
を
確
認
で
き
た
。
中
出
に
お
け
る
兵
庫
津
の
繁
栄
は
、
今
日
の

神
戸
市
域
な
ど
の
後
背
地
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
こ
の
山
田
高
に
つ
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
「
入
船
納
帳
」
で
八
月
十
日
に
登
録
さ
れ
た
地
下
船
に
関
す
る
関
料
の

項
目
に
「
山
田
庄
年
貢
」
と
あ
る
こ
と
を
、
最
後
に
も
う
一
度
問
題
に
し
た
い
。
ほ
か
に
も
、
十
一
月
三
十
日
に
入
船
し
た
船

二
被
の
場
合
「
六
条
八
幡
宮
領
山
田
年
貢
」
と
い
う
住
記
を
伴
っ
て
お
り
、
米

0
0石
と
五

O
石
を
運
ぶ
地
下
の
船
ニ
般
に

続
き
、
杭
瀬
（
尼
崎
市
）
の
船
一
般
は
一
一
一

O
石
、
と
あ
る
の
み
で
物
品
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
の
船
と
同
様
、
米
と

判
断
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
十
一
月
十
一

日
に
入
船
し
た
杭
潮
船
は
、
関
料
の
欄
に
「
山
田
物
」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
は
米
一

五
石
五
斗
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
杭
瀬
船
で
あ
る
が
、
登
録
さ
れ
た
船
頭
は
異
な
る
。
な
お
、
抗
期
も
、
先
述
し
た
尼

崎
と
同
様
、
兵
庫
以
東
に
位
置
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
十
五
世
紀
中
葉
段
階
に
お
け
る
山
田
荘
の
年
買
は
、
山
間
川
・
忠
染
川
を
経
て
、
加
古
川
を
下
っ
て
、
京
へ
と
運

ば
れ
る
途
中
の
兵
庫
北
関
で
登
録
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
年
賀
を
運
ん
だ
船
五
般
の
う
ち
、
杭
瀬
の
船
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一
般
、
兵
庫
は
一
一
一
般
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
杭
轍
が
関
わ
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
不
明
な
が
ら
、

に
つ
い
て
は
、

慶
長

の
裁
許
絵
鴎
か
ら
、
山
田
高
が
兵
庫
津
と
陸
路
で
繋
が
り
、
そ
の
間
に
頻
繁
な
物
流
が
あ
っ
た
と
確
認
で
き
た
こ
と
を
想
起
し

た
い
。
こ
の
よ
う
な
密
接
な
関
係
を
「
入
船
納
較
」
の
時
代
ま
で
越
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
関
係
か
ら
兵
庫
の
船
が
山
田
荘
の

年
買
を
運
ぶ
権
益
を
持
つ
に
至
っ
た
と
考
え
て
も
、
あ
な
が
ち
無
理
は
な
か
ろ
う
。

兵
庫
津
透
跡

へ
の
期
待

最
後
に
考
古
学
的
デ
i
タ
に
注
目
す
る
。
兵
康
津
で
も
特
に
阪
神
・
淡
賂
大
震
災
以
後
、
発
掘
調
査
の
成
果

が
増
え
て
い
る
こ
と
は
、
明
る
い
材
料
で
あ
る
。
造
物
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、
都
市
的
発
展
の
状
況
を
具
体

的
に
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

兵
庫
津
の
発
描
調
査
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
三
九
八
五
）
度
の
神
戸
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
誠
査
を
皮
切
り
に
、
大

手
部
女
子
大
学
（
現
大
手
前
大
学
）
、
兵
庫
県
教
育
委
員
会
な
ど
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、
特
に
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
成
果
と
最
新
の
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
成
果
を
補
う
こ
と
と
す
る
。

兵庫津の発展と兵隊北関

ま
ず
神
戸
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
発
掘
成
果
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
（
一
一
O
O一
一
一
）
六
月
に
発
見
さ
れ
た
奈
良
時
代
後

半
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
に
つ
い
て
、
大
輪
田
泊
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
点
が
注
自
さ
れ
る
。
中
世
の
兵
庫
津
を
考
察
す

る
に
当
た
っ
て
も
、
古
代
に
お
け
る
「
大
輪
田
泊
」
の
位
置
は
重
要
で
あ
る
。
第
十
一
章
第
一
一
一
節
i
項
の
「
兵
庫
津
遺
跡
」
で

一
言
及
さ
れ
て
お
り
、
上
述
し
た
元
禄
絵
図
の
中
央
付
近
に
描
か
れ
た
入
り
江
か
ら
は
南
西
方
に
位
置
す
る
。
明
確
な
結
論
を
出

せ
る
段
階
に
は
ま
だ
奈
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

第一節

一
方
、
兵
庫
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
発
掘
調
査
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
中
世
に
お
け
る
遺
構
が
兵
庫
津
遺
跡
で
初
め
て
明
確

な
形
で
出
土
し
た
の
は
、
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）
度
に
お
け
る
浜
崎
地
区
の
発
掘
で
あ
る
。
元
禄
絵
図
に
描
か
れ
た
範
囲
の
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北
西
部
で
北
東
か
ら
南
西
方
向
に
ほ
ぼ
二
八

0
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
で
密
集
し
た
形
で
検
出
さ
れ
た
。

発
掘
所
見
に
よ
る
と
、
溝
、
井
戸
、
土
器
廃
棄
坑
な
ど
の
遺
跡
群
が
調
査
区
西
側
の
二
一
一
一
区
間
辺
を
中
心
に
見
ら
れ
る
。
追

物
か
ら
十
一
一
一
世
紀
後
半
以
降
の
掘
立
柱
建
物
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
中
央
部
か
ら
南
西
側
の
一
七

1
ニ
三
区
で
は
十
五
世
紀

ま
で
を
ピ
！
ク
と
す
る
遺
跡
群
も
み
と
め
ら
れ
、

そ
の
外
縁
部
に
十
六
世
紀
後
半
以
降
の
近
世
遺
構
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
道
路
遺
構
が
明
確
な
形
で
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
が
、
絵
図
に
見
え
る
元
禄
期
の
道
路
は
、
中
腔
も
道
蕗
で
あ
っ
た
可

能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
十
六
世
紀
の
前
半

i
後
半
は
、
造
物
も
空
自
期
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
世
兵
庫

に
お
け
る
町
場
の
中
心
は
、
中
世
段
階
の
北
東
方
向
に
移
行
し
て
い
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
し
、

一
般
閤
道
一
五
勺
共
同
溝
整
備
事

業
に
伴
う
発
掘
で
あ
る
た
め
、

ト
レ
ン
チ
が
幅
六
メ
ー
ト
ル
と
細
長
く
、
町
場
の
地
割
構
造
に
つ
い
て
は
不
分
明
な
こ
と
は
残

念
で
あ
る
（
吋
兵
庫
津
逃
跡
E
』
）

0

こ
れ
ら
を
総
合
し
、
考
吉
学
的
デ
l
タ
を
主
に
し
な
が
ら
、
地
図
資
料
も
援
用
し
て
都
市
遺
跡
と
し
て
の
兵
膝
津
に
つ
い
て

考
察
し
た
藤
本
史
子
に
よ
れ
ば
、
兵
庫
津
に
お
け
る
町
場
と
し
て
の
整
備
は
北
部
中
心
部
で
十
一
一
一
世
紀
後
半
代
か
ら
始
ま
り
、

地
点
に
よ
っ
て
は
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
本
格
化
し
、
開
発
・
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
十
五
世
紀
中
頃
以
降
、
闇

際
貿
易
港
と
し
て
成
長
し
た
堺
と
の
関
係
で
、
兵
競
津
の
衰
退
傾
向
が
説
か
れ
て
き
た
が
、
少
な
く
と
も
発
掘
デ
i
タ
に
従
う

眼
り
、
そ
の
見
解
を
絶
対
視
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
（
「
都
市
遺
跡
兵
庫
津
の
復
元
的
研
究
」
）
0

今
後
と
も
、
発
掘
調
査
は
続
く
で
あ
ろ
う
。
造
物
の
研
究
に
よ
り
、
供
給
さ
れ
、
流
通
し
た
モ
ノ
自
体
（
現
物
）
に
よ
る
分

析
が
考
古
学
の
強
み
で
あ
り
、
産
地
が
判
明
す
る
可
能
性
に
期
待
し
た
い
。
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「
入
船
納
帳
」

と
瀬
戸
内
流
通

こ
こ
で
主
な
史
料
と
し
た
「
入
船
納
帳
」
は
、
兵
庫
南
関
と
と
も
に
北
関
で
の
強
制
着
岸
が
命
じ
ら
れ
て

い
た
が
た
め
に
、
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
拒
み
、
脱
税
を
試
み
る
も
の
も
い
た
。
と

は
い
え
、
「
入
船
納
鰻
」
を
見
る
限
り
多
く
の
船
が
支
払
い
に
応
じ
て
お
り
、
脱
税
は
特
殊
な
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
支
払
う
側
に
と
っ
て
も
、
関
料
を
出
し
て
ま
で
着
岸
す
る
こ
と
自
体
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
事
情
を
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
長
時
間
を
海
上
で
暮
ら
し
、
遭
難
や
難
破
・
海
賊
の
来
襲
な
ど
、
絶
え
ず
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
船
乗
り
に

と
っ
て
そ
の
メ
リ
ッ
ト
と
は
、
荷
の
謡
み
替
え
を
含
む
、
都
市
で
供
給
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
や
商
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
魅
力
自
体
を
文
献
か
ら
押
さ
え
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
。
「
入
船
納
帳
」
自
体
の
よ
う
な
、
新
た
な
史
料
が
発
見
さ

れ
る
こ
と
に
も
大
き
な
期
待
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、
発
掘
調
査
は
、
流
、
前
駆
し
た
モ
ノ
自
体
が
遺
構
か
ら
発
見
さ
れ
る
わ
け

で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
も
今
後
の
発
掘
調
査
と
研
究
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。

主
な
史
料
と
し
た
「
入
船
納
際
」
の
特
徴
は
、
畿
内
に
向
か
っ
て
瀬
戸
内
海
を
航
行
す
る
流
通
に
つ
い
て
、
文
安
一
一
年
（
一

兵庫津の発展と兵路北関
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四
五

年
閣
の
全
容
を
茂
映
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
点
に
あ
る
。
「
入
船
納
帳
」
に
一
不
さ
れ
た
地
名
は
単
に
船
の
所
属

地
に
過
ぎ
ず
、
銘
柄
名
で
登
録
さ
れ
て
い
る
塩
を
除
け
ば
、
生
産
地
が
不
明
な
の
は
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
程
度
の
堆

察
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
、
瀬
戸
内
流
通
路
の
特
徴
に
つ
い
て
、

日
本
全
国
に
位
置
づ
け
る
と
、
次
の
間
点
が
指
捕
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
重
要
な
流
通
路
と
し
て
の
醗
史
の
古
さ
、

一
に
流
通
の
活
発
さ
に
加
え
、
第
一
一
一
に
兵
庫
な
ど
で
積
み
替
え
る
こ
と
で
、

A-A• _,,., 

労3一一民ll

淀
川
と
い
う
内
陸
水
運
で
京
に
繋
が
る
点
か
ら
、
強
い
求
心
性
を
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
海
を
通
じ
て
、

そ
の

ま
ま
大
陸
や
朝
鮮
半
島
と
も
連
な
る
点
を
特
筆
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
が
第
四
点
自
で
あ
る
。
兵
庫
は
、
本
節
1
現
で
も
説
明

i'tf~·LjJfll上庁長史編H6ラI



し
た
通
り
、

日
明
貿
易
の
拠
点
と
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
重
要
性
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
海
外
へ
の
進
出
は
、
本
節
2

項
以
降
で
そ
の

端
を
跡
づ
け
た
国
内
向
け
の
流
通
が
基
盤
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
兵
庫
津
に
お
け
る

都
市
発
展
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
っ
た
。

応
仁
・
文
明
の
乱
以
後
の
兵
距
津

兵
庫
経
由
の

年
実
米
輸
送

文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
十
月
、

兵
庫
津
の
南
北
南
関
を
は

お
う
に
ん

応
仁
・
文
明
の
乱
に
と
も
な
う
合
戦
に
よ
り
、

じ
め
、
寺
院
、
在
家
が
こ
と
ご
と
く
焼
亡
し
た
こ
と
は
先
に
書
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
年
八
月
、
帰
朝

途
上
の
遺
明
船
は
瀬
戸
内
を
航
行
で
き
ず
、

四
国
の
出
を
遡
っ
て
堺
に
着
岸
し
た
。
以
後
、
堺
が
遣
明
船
の
発
着
地
と
な
り
、

兵
庫
津
は
海
外
交
易
港
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
兵
庫
津
そ
の
も
の
が
完
全
に
衰
退
し
て
し
ま
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。

応
仁
・
文
明
の
乱
以
前
、
兵
庫
津
は
西
国
の
荘
関
か
ら
京
都
、
奈
良
の
荘
慰
領
主
に
送
ら
れ
る
年
賀
の
中
継
基
地
で
あ
っ
た
。

む
ろ
ん
、
大
乱
以
後
荘
園
領
主
に
よ
る
支
配
そ
の
も
の
が
い
ち
だ
ん
と
後
退
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、

そ
れ
で
も
十
五
陸
紀
末
期

に
兵
庫
津
経
由
で
年
震
が
送
ら
れ
る
例
が
み
ら
れ
る
。

え

ん

と

く

ひ

が

し

に

い

た
と
え
ば
、
延
徳
（
一
間
八
九
1
九
二
）
の
頃
、
東
大
寺
学
問
館
周
防
国
東
仁
井
令
（
山
口
県
防
府
市
）
地
顕
方
の
年
賀
は
、

代
官
側
の
責
任
で
兵
庫
津
ま
で
輸
送
さ
れ
、
そ
こ
で
東
大
寺
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
兵
庫
関
一
一
一
二
三
）
。

山
内
じ
罵
防
閣
の
宇
佐
木
保
（
山
口
県
平
生
町
）
や
得
地
保
（
山
口
市
）
の
年
貢
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
以
前
、
丘
（
産
経
由
で
京

6ラ2
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め
い
お
っ

都
に
輸
送
さ
れ
て
い
た
が
、
明
応
（
一
一
間
九
二
i

五
O
一
）
頃
に
も
同
様
で
あ
っ
た
。
宮
務
家
領
宇
佐
木
保
の
場
合
、
兵
庫
に

は
「
兵
路
役
人
」
と
呼
ば
れ
る
担
当
者
が
お
り
、
周
防
か
ら
兵
庫
ま
で
の
船
賃
な
ど
の
輸
送
経
費
と
、
そ
れ
を
差
し
引
い
た
年

貢
残
高
を
書
上
．
け
た
送
り
状
を
作
成
し
て
壬
生
家
に
報
告
し
て
い
る
（
吋
県
史
』
八
「
壬
生
家
文
没
巴
七
四
）
。

明
芯
九
年
四
月
に
兵
庫
に
着
い
た
東
福
寺
領
得
地
保
の
年
寅
米
一
五
五
は
、

い
っ
た
ん
関
丸
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
保
管
料
三
斗
を
差
し
引
い
た

石
あ
た
り
一
貫
五

O
文
で
売
却
さ
れ
、
銭
一
五
覧
四
三
五
文
に
な
っ
た
。

四
石
七
斗
が

大
三
り
に
、

一O
O文
が
東
一
福
寺
に
送
ら
れ
て
い
る
。
開
丸
は
、
米
の
保
管
だ
け
で
な
く

そ
こ
か
ら
諸
経
費
が
引
か
れ
、

売
却
も
引
き
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
『
県
史
』
八
「
東
福
寺
文
護
」
二
八
）
。
わ
ざ
わ
ざ
兵
療
ま
で
米
を
運
ぶ
の
は
、
現
地
よ

り
も
兵
庫
で
換
金
す
る
ほ
う
が
有
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
銭
は
為
替
に
し
て
領
主
の
も
と
に
届
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
六
条
八

部
が
兵
庫
か
ら
割
符
（
為
簿
）
で
京
都
に

幡
宮
韻
摂
津
留
山
悶
荘
（
北
区
）
の
明
応

年
分
の

少
な
く
と
も
そ
の

送
ら
れ
た
（
神
戸
市
J

以
降
物
館
蔵
「
原
野
村
文
書
」
）
0

応
仁
・
文
明
の
乱
以
後
に
お
い
て
も
、
兵
庫
が
為
替
取
引
の
信
用
ネ
ッ
ト

兵庫俸の発展と兵庫；ltl潟

ワ
ー
ク
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
善
法
寺
領
九
州
五
カ
所
の
明
応
一
ニ
年
分
の
年
貢
も
、
丘
（
障
を
経
由
し
て
寺
ま
で
送
ら
れ
た
（
「
八
幡
善
法
寺
文
書
」
）
。

て
ん
ぷ
ん

少
し
後
に
な
る
が
、
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
の
東
大
寺
領
大
部
荘
の
年
貢
も
兵
隊
経
由
で
堺
に
運
ば
れ
て
い
る
（
吋
県
出
入
』
五

「
東
大
寺
文
書
」
〔
播
際
回
大
部
荘
〕
一
一

八）。

兵
庫
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
旅
の
記
録
に
も
現
わ
れ
る
。
十
五
由
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
中
日
明
ま
で
の
い
く
つ
か
の

旅
の
事
例

,.,,. -
郊…日［J

例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

文
明
十
九
年
（
一
回
八
七
）
二
月

湯
山
（
有
馬
）
に
向
か
う
輿
摺
寺
大
乗
読
の
僧
尋
尊
は
、
尼
崎
で
船
に
乗
り
兵
庫

[l]f~ .仁！Jilt震史編目6ラ3



津
に
着
い
た
。

日
は
和
田
抑
や
八
棟
寺
の
清
盛
画
像
な
ど
を
見
物
し
、

二
十
二
日
に
湯
山
に
着
い
た
（
『
大
染
院
寺
社
維
事
記
』
二
月
二
十
1
二十一

『摂津名所区l会Jに見える手IJIIJ1l1ljl

日
条
）
0

同
じ
年
、
小
早
川
弘
平
の
命
を
う
け
、
将
軍
へ
の
あ
い
さ
つ
の

た
め
に
上
洛
す
る
使
者
は
、
兵
障
で
借
銭
な
ど
の
形
で
礼
銭
に
あ
て
る
資

の
調
達
を
し
て
い
る
（
吋
県
史
』
九
「
小
早
川
家
文
書
」
一
一
）
。

い

か

る

が

ま

ん

ど

こ

ろ

延
徳
ニ
年
（
一
四
九
O
）
、
播
磨
間
鰯
荘
（
太
子
町
）
の
政
所
と
し
て

現
地
に
赴
任
す
る
法
降
寺
僧
快
訓
の

イ丁
は、

~ ~ 
日主
J二号 ゴモ
J車寸
の＋

舷語
円i手」 f日

で
一
泊
し
、
二
日
目
は
船
で
西
宮
に
着
き
昼
食
、

宿
泊
し
た
。
翌
日
は
大
蔵
谷
（
明
石
市
）
で
昼
食
、
加
古
川
泊
。

四
日
目

写真108

は
国
府
（
姫
路
市
）
で
昼
食
を
と
り
、
鵠
荘
に
着
い
た
。
宿
泊
料
は
天
王

兵
庫
・
加
古
川
は
八

O
O文
だ
が
、

兵
庫
・
加
古
川
は

寺
が
七

O
O文、

一冗七

O
O文
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
庭
敷
銭
と
い
う
付
加
料
金
が
必
要
で
、

」
れ
は

律

0
0文
で
あ
る
（
吋
太
子
町
史
』
第
三
巻
「
法
隆
寺
文
書
」

庫
も
そ
の
一
員
、
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
石
閃
義
人
「
吋
鰯
御
庄
当
時
日
記
い
に
つ
い
て
b
。
な
お
、
快
訓
一
行
は
、
帰
路
も
兵
庫
で
宿

一一八三

つ
ま
り
、
主
要
な
宿
場
開
で
料
金
協
定
が
結
ば
れ
て
お
り
、
兵

泊
し
て
い
る
。

釦
献
笛
約
宮
（
惰
附
市
）
の
神
輿
が
兵
庫
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
明
応
一
一

（
一
四
九
問
）
一

神
興
が
石
清
水
八

6ラ4
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踊
｛
自
を
出
発
し
、
橋
本
か
ら
船
に
乗
っ
て
淀
川
を
下
り
、
尼
崎
を
続
出
し
て
兵
庫
津
に
到
着
し
た
。
神
輿
は
八
日
間
兵
隊
に
留

ま
り
、
再
び
船
に
乗
せ
ら
れ
て
室
（
た
つ
の
市
）
へ
向
か
っ
た
（
「
大
日
本
古
文
公
立
「
石
清
水
文
書
」
〔
問
中
家
文
設
〕
四
六
O
附
絞
）
。

え
い
し
よ
う

連
歌
師
の
来
訪
も
あ
る
。
永
正
十
三
年
（
一
五
二
ハ
）
、
宗
揺
は
、
九
州
に
向
か
う
旅
の
初
め
に
兵
庫
津
に
立
ち
寄
り
、
悶

か
ず
ヲ
へ
の
J
け

守
主
計
助
な
る
も
の
の
主
催
す
る
連
歌
会
に
参
加
し
た
（
余
諮
敏
男

2
5似
と
地
方
述
歌
』
）
。
そ
の
前
年
、
天
王
寺
領
賀
古
荘

（
加
市
川
市
）
を
め
ぐ
る
訴
訟
担
当
者
は
、
播
磨
に
向
か
う
途
中
兵
庫
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
、
関
係
方
面
と
の
連
絡
調
整
を
行
つ

て
い
る
（
『
県
出
入
』
七
「
弱
川
明
王
続
文
書
」

天
文
十
九
年
九
月
、

は
い
り
ん
し
ゅ
り
ゅ
う

周
防
闘
に
下
向
す
る
東
福
寺
の
僧
梅
森
守
龍
は
、

し
わ
く

堺
で
塩
飽
船
（
現
香
川
県
の
場
飽
諸
島
を
拠
点
と
す
る

船
）
に
乗
り
、

0
時
間
ほ
ど
で
兵
庫
津
に
着
い
た
。
一
一
一

O
O人
以
上
の
乗
船
者
で
、
船
中
は
た
い
へ
ん
な
混
み
よ
う
で
あ
っ

た
と
い
う
。
翌
年
四
月
、
部
に
帰
る
守
龍
は
、
再
び
兵
庫
涼
に
寄
港
し
、
二
日
後
に
出
船
し
て
堺
に
上
陸
し
た

Q
山
口
県
史
』

史
料
編
山
中
段
i

「
梅
市
林
守
詰
周
紡
下
向
日
記
」
）
。

兵庫主Ii:の発展と兵隊；！と閲

こ
の
よ
う
に
、
兵
庫
は
京
都
・
奈

L

誌
と
西
国
を
行
き
来
す
る
旅
行
者
の
経
由
地
で
も
あ
っ
た
。
文
明
十
八
年

内
海
航
路
の

婆
港
兵
庫
津

（
一
回
八
六
）
九
月
、
室
を
出
航
し
た
数
般
の
船
が
大
風
の
た
め
に
遭
難
し
、
一
二
苛
余
人
の
死
者
が
で
た
。
そ

の
と
き
、
備
中
と
九
州
か
ら
来
て
い
た
巡
礼
者
二
人
だ
け
が
助
か
っ
た
と
い
う

Q
庶
粁
日
銭
』
九
月
十
一

日
条
）
。
遠
方
か
ら
の

旅
行
者
を
含
め
、
瀬
戸
内
海
を
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
が
行
き
交
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
船
も
年
貢
輸
送
に
だ
け
従
事
し

て
い
た
の
で
は
な
く
、
塩
飽
船
な
ど
の
態
船
が
物
資
と
人
の
輸
送
に
活
躍
し
て
い
た
。
「
近
年
姐
船
等
こ
れ
無
」
し
と
記
す
当

第一白iii

時
の
史
料
も
あ
る
が
（
兵
庫
関
一
一
三
二
）
、
未
進
を
常
と
す
る
武
家
代
官
の

で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

間
七
一
年
に
朝
鮮
で
徳
一
進
さ
れ
た
『
海
東
諸
国
紀
』
の
地
図
に
は
、
淀
川
か
ら
兵
庫
を
経
て
持
多
へ
向
か
う
海
路
だ
け
で
な
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く
、
九
州
南
東
部
か
ら
さ
ら
に
南
の
島
々
と
兵
庫
を
結
ぶ
海
路
や
四
国
か
ら
淡
路
島
の
両
岸
を
経
て
兵
庫
に
向
か
う
海
路
が
描

か
れ
て
い
る
。
兵
産
に
寄
港
せ
ず
堺
に
直
行
す
る
船
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
の
内
海
ル
l
ト
が
、
大
乱
以
後
、

二
一
丸
に

消
滅
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
十
五
世
紀
後
期
以
降
の
兵
庫
に
も
、
問
丸
が
あ
り
、
物
資
を
保
管
す
る
倉
が
あ
り
、
米
を
換

金
で
き
る
市
が
あ
り
、
為
替
取
引
が
行
わ
れ
、
旅
宿
が
あ
っ
た
。
永
正
十
七
年
（
一
五
一
一

O
）
、
近
江
の
六
角
定
頼
が
岡
山
城

（
近
江
八
幡
市
）
攻
め
に
用
い
た
兵
庫
の
船
は
大
船
で
あ
っ
た
と
い
う
有
一
一
水
記
』
八
月
十
一
日
条
）
。
こ
れ
は
、
兵
庫
擦
の
流
通

規
模
と
港
湾
機
能
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
以
後
、
交
通
量
が
減
少
し
、
年
賀
・
商
品
・

人
の
流
れ
が
兵
庫
か
ら
堺
へ
と
移
動
し
た
と
さ
れ
て
き
た
（
新
城
常
三
吋
中
世
水
運
史
の
研
究
b
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
に
よ
っ
て

堺
な
ど
と
の
相
対
的
な
比
重
に
変
化
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
兵
庫
津
が
意
嬰
な
港
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
近
年
の
発
掘
調
査
で
も
、
応
仁
・
文
明
の
乱
以
降
の
衰
退
と
い
う
通
説
的
理
解
に
み
な
お
し
を
せ
ま
る
成
果
が
え
ら
れ

て
い
る
（
大
手
前
大
学
史
学
研
究
所
吋
兵
庫
津
の
総
合
的
研
究
」
）
。
今
後
は
考
古
学
に
よ
る
実
態
の
解
明
に
も
期
待
し
た
い
。

南
関
の
復
活
と

庄
主
藤
春
一
房
高
隆

で
は
、
文
明
元
年
（

四
六
九
）
に
焼
失
し
た
兵
庫
両
関
は
、

そ
の
後
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か

（
以
下
、
新
城
前
掲
議
参
加
…
）
。
興
福
寺
の
南
関
で
は
、
文
明
十
年
初
め
頃
ま
で
関
料
の
収
入
が
な
く
、

名
無
実
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
回
復
の
た
め
に
尽
力
し
た
の
が
、
唐
院
坊
主
本
源
一
騎
と
そ
の
侍
者
で
南
関
庄
主
（
代
官
）
の

藤
春
一
居
高
隆
で
あ
る
。
麿
院
と
は
、
室
町
期
以
来
南
関
を
所
管
し
て
い
た
興
福
寺
の
寺
内
組
織
で
あ
る
。

唐
院
坊
主
の
本
源
一
関
は
、
「
細
川
方
有
縁
」
の
者
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
幕
府
の
実
力
者
で
あ
る
細
川
政
元
と
コ
ネ
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
本
源
房
は
そ
れ
を
利
用
し
て
、
塩
飽
船
に
認
め
ら
れ
て
い
た
関
料
免
除
の
特
権
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
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た。

一
方
藤
春
一
時
は
、
安
富
氏
の
足
軽
な
ど
を
仲
間
に
つ
け
、
関
料
を
払
わ
ず
に
通
過
す
る
船

O
帥
慨
を
奪
い
取
っ
た
。
ま
た
、

藤
春
一
揖
は
、
塩
飽
の
住
人
が
関
料
免
除
の
復
活
を
求
め
て
政
元
の
も
と
へ
参
上
し
た
と
き
、
自
ら
上
洛
し
て
政
元
に
訴
え
、
境

飽
側
の
要
求
実
現
を
阻
止
し
た
（
吋
多
間
院
日
記
』
文
明
十
年
二
月
二
十
七
日
条
）
。
安
富
氏
は
細
川
氏
の
有
力
内
衆
（
当
主
に
近
侍

す
る
被
官
）
で
あ
り
、
藤
春
一
閣
は
そ
の
親
類
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
「
県
史
』
九
「
古
川
家
文
書
」
五
一

こ
の
よ
う
な
、
縁
故
関
係

O
質
文
の
関
料
収
入

を
利
用
し
た
本
源
一
屍
や
藤
春
一
時
の
働
き
に
よ
っ
て
南
関
は
と
も
か
く
も
復
活
し
、
文
明
十
年
二
月
に
は

こ
く
じ
ん

が
あ
っ
た
（
吋
多
聞
院
戸
記
』
二
月
二
十
七
日
条
）
。
さ
ら
に
藤
春
一
関
は
、
安
富
氏
と
結
託
し
、
国
人
の
支
配
下
に
あ
っ
た
摂
津
国

内
の
春
日
社
領
の
閥
復
を
は
か
つ
て
い
る
（
向
上
文
明
十
年
十
月
十
七
日
条
ほ
か
）
。

藤
春
一
房
と

赤
松
氏

藤
春
一
関
は
、
赤
松
分
間
内
に
あ
る
興
福
寺
領
の
回
復
に
も
貢
献
し
た
。
播
磨
で
は
、
文
明
十
五
年
（
一
間
八
一
二
）

末
に
守
護
赤
松
政
則
が
山
名
軍
に
大
敗
し
、

そ
れ
以
来
、
赤
松
軍
と
山
名
療
の
戦
い
が
続
い
て
い
た
。
藤
春
一
胃

は
、
没
落
し
て
兵
庫
に
逃
れ
た
赤
松
牢
人
を
扶
持
し
、
さ
ら
に
関
所
か
ら
船
を
仕
立
て
て
反
撃
を
援
助
し
た
。
こ
れ
は
、
藤
春

兵庫津の発展と兵庫北関

一
関
が
赤
松
方
と
知
音
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
私
的
な
措
置
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
政
問
は
春
日
大
明
神
に
祈
念
し
、

そ
の
冥
助
に

よ
り
文
明
十
七
年
間
一
一
一
月
の
大
き
な
戦
闘
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
政
則
は
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
礼
と
し
て
、

分
間
（
播
磨
、
備
前
、

内
で
不
知
行
と
な
っ
て
い
る
興
福
寺
領
を
還
付
し
、
あ
わ
せ
て
備
前
国
内
の

所
を
寄
進
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
院
坊
主
本
源
一
時
が
赤
松
氏
と
由
緒
の
あ
る
家
筋
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
結
院
を
と
お
し
て
興
福

に
披
露
さ
れ
た
（
「
多
間
院
日
記
』
文
明
十
七
年
間
月
十
日
条
）
0

第一節

こ
の
よ
う
に
、
興
揺
寺
に
対
し
多
大
な
貢
献
を
し
た
藤
春
爵
で
あ
っ
た
が
、
問
じ
年
の
七
月
、
藤
春
一
局
の
追
放
が
寺
内
評
定

に
か
け
ら
れ
た
。
藤
春
一
買
が
赤
松
方
と
し
て
出
陣
し
た
た
め
、
興
福
寺
と
の
関
係
を
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
今
後
間
部
な
こ
と
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に
な
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た

Q
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
七
月
十
五
日
条
）
0

時
期
は
不
明
確
だ
が
藤
春
一
関
の
参
戦

は
事
実
で
あ
り
、
明
石
城
を
こ
と
ご
と
く
破
却
し
た
と
自
ら
証
一
一
一
目
し
て
い
る
（
「
熊
史
』
九
「
浅
川
家
文
書
」
五
一
）
0

藤
春
一
聞
は
ま
た
、
古
川
氏
の
播
磨
出
陣
に
も
関
与
し
て
い
た
。
吉
川
氏
の
惣
領
経
基
に
あ
て
て
参
陣
を
う
な
が
す
書
状
を
送

り
（
同
上
）
、
あ
る
い
は
安
芸
（
広
島
燥
）
に
下
向
し
て
古
川
氏
と
交
渉
し
、

そ
の
結
果
を
浦
上
則
宗
に
報
告
し
て
い
る
の
で
あ

る
（
向
上
五
O
）
。
浦
上
別
宗
は
赤
松
氏
の
宿
老
で
あ
る
。
幕
府
中
抱
の
信
任
も
浮
く
、
安
富
氏
と
も
親
し
い
。
お
そ
ら
く
、
藤

空
間
は
以
前
よ
り
安
富
氏
を
介
し
て
郎
宗
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
赤
松
方
知
音
」
と
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

古
川
氏
は
、
鎌
倉
時
代
に
播
磨
国
福
井
荘
（
姫
路
市
）
の
地
頭
職
を
え
て

族
が
来
往
し
た
が
、

南
北
朝
期
に
は
支
配
権
を

喪
失
し
て
い
た
。
則
宗
や
藤
整
問
の
古
川
氏
あ
て
書
状
で
は
福
井
荘
が
話
題
に
な
っ
て
お
り
、
赤
松
側
は
福
井
荘
の
回
復
を
も

ち
か
け
た
ら
し
い
。
こ
う
し
て
、
文
明
十
八
年
の
末
日
明
、
古
川
氏
の
播
磨
出
陣
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
（
向
上
一
一
一
二
）

0

月
俸
銭
を
め

ぐ
る
訴
訟

結
局
、
文
明
十
七
年
（

四
八
五
）
に
は
藤
春
一
局
は
追
放
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
ニ
年
後
の

元
年
（
一
岡
山
八
七
）
十
月
、
興
福
寺
に
よ
る
処
罰
が
下
さ
れ
た
（
吋
大
衆
続
寺
社
雑
事
記
』
十
月
二
十
九
日

条
）
。
し
か
し
、
藤
春
一
聞
は
、
衆
議
に
従
わ
ず
勝
手
な
ふ
る
ま
い
を
続
け
た
。
そ
こ
で
、
興
福
寺
が
幕
府
サ
イ
ド
に
訴
え
出
る

い
守
九
ひ
で

こ
と
を
検
討
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
越
智
家
栄
が
介
入
し
て
き
た
。
越
智
家
栄
は
、
南
大
和
を
勢
力
下
に
お
く
回
取
有
力
国
人
で
あ

る
家
栄
は
、
も
し
藤
春
一
聞
が
関
料
を
無
沙
汰
し
た
な
ら
ば
越
智
方
が
弁
済
す
る
と
申
し
入
れ
て
興
福
寺
に
圧
力
を
か
け
、
処
罰

を
取
り
消
さ
せ
た
（
同
上
長
享
元
年
十
二
月
二
十
六
日
条
）
。
家
栄
に
よ
る
弁
済
保
証
は
、
逆
に
藤
春
一
買
に
よ
る
関
料
未
進
を
示
唆
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し
て
い
る
。
事
実
、
文
明
十
六
年
以
持
、
興
福
寺
の
関
料
収
入
は
激
減
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
藤
春
一
関
は
関
料
納
入
に
関
し

て
不
正
を
は
た
ら
き
、
そ
の
た
め
に
処
罰
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
藤
春
房
は
、
越
智
氏
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ

て
そ
の
地
位
を
守
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
兵
庫
両
関
は
、
室
町
期
か
ら
等
持
寺
、
栢
国
寺
、
北
野
社
に
月
俸
銭
と
呼
ば
れ
る
銭
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
（
以
下
、
永
お
初
太
郎
「
兵
疎
開
を
絞
る
寺
社
の
札
機
」
、
話
内
戸
市
史
』
第
二
輯
参
照
）
。
し
か
し
、
興
福
寺
は
将
軍
か
ら
寄
付
を

受
け
た
と
し
て
納
入
を
停
止
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
寺
社
が
幕
府
に
訴
え
、
文
明
十
七
年
、
二
一
寺
社
の
取
得
権
を
認
め
る

裁
定
が
く
だ
っ
た
（
同
上
七
月
一
日
条
）

0

そ
の
後
、
幕
府
か
ら
興
一
福
寺
に
有
利
な
裁
定
が
出
た
が
、

－
相
国
寺
は
承
服

せ
ず
、

月
六
日
条
）
。
こ
れ
は
東
大
寺

一
月
、
こ
ん
ど
は
両
寺
の
権
利
を
認
め
る
裁
定
が
く
だ
っ
た
（
吋
鹿
苑
日
録
」

の
北
関
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
両
ヰ
マ
は
国
の
郡
代
を
語
ら
い
北
関
を
は
げ
し
く
責
め
た
て
た
と
い
う
（
兵
庫
関
一
一
…

」J。

兵隊~！J:の発展と兵庫；｜七関

さ
J

し
ょ
っ

そ
の
推
挙
に
よ
り
雑
掌
（
訴
訟
担
当
者
）
と
し
て
藤
春
房
が
上
洛
し
た
。

そ
こ
で
興
福
寺
は
、
越
智
家
栄
に
助
け
を
求
め
、

家
栄
が
幕
府
要
路
に
対
す
る
計
略
を
め
ぐ
ら
し
、
藤
春
一
聞
が
使
者
と
し
て
活
動
し
た
。
そ
の
結
果
、
月
俸
銭
は
興
福
寺
に
与
え

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
蹴
戸
山
間
中
古
リ
大
一
衆
院
の
尋
尊
は
、
「
以
前
は
何
か
と
問
題
の
あ
っ
た
者
だ
が
、
今
は
忠
節
者
か
」
と
藤
春

一
房
を
評
価
し
て
い
る
（
「
大
梁
院
寺
社
維
事
記
』
長
享
二
年
十

月
二
日
条
）
。
し
か
し
、
藤
春
一
関
に
と
っ
て
、
興
福
寺
の
利
益
を
守

る
こ
と
は
自
分
の
利
益
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
年
の
経
過
を
み
て
も
、
藤
春
房
が
ほ
ん
と
う
に
忠
節
者
で
あ
っ
た
か
ど
う

即時

局3一一民ll

か
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。
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南
北
河
関

の
終
駕

藤
春
一
聞
は
、
明
応
九
年
（

五
O
O）
四
月
、
兵
庫
で
入
滅
し
た
（
吋
大
衆
院
寺
社
雑
事
記
』
四
月
十
四
日
条
）
。
藤

春
一
関
は
、
最
後
ま
で
南
関
の
代
官
で
あ
っ
た
。
藤
春
房
は
時
の
有
力
者
に
人
脈
を
も
ち
、
自
力
で
動
員
で
き
る

兵
力
を
も
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
局
面
を
打
開
で
き
る
行
動
力
と
交
渉
力
も
備
え
て
い
た
。
当
然
、

そ
れ
ら
を
支
え
る
経
済
力

も
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
藤
春
一
関
と
か
か
わ
り
を
も
っ
た
あ
る
人
物
は
、
「
法
量
な
き
仁
（
と
ん
で
も
な
い
や
つ
こ
と
彼
を

非
難
し
て
い
る
（
『
県
史
』
七
「
興
福
寺
文
書
〔
春
日
大
社
文
醤
〕

四一）
0

こ
れ
は
、
彼
の
し
た
た
か
さ
を
伝
え
る
こ
と
ば
で
あ
ろ

ぅ
。
応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
時
代
、
こ
こ
に
あ
げ
た
す
べ
て
を
兼
ね
備
え
て
い
な
け
れ
ば
、
兵
庫
関
の
代
官
を
つ
と
め
続
け
る

こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ふ

く

や

ひ

ょ

う

ぶ

藤
春
躍
の
没
後
、
兄
で
あ
る
福
家
兵
部
な
る
も
の
が
兵
庫
南
関
を
違
乱
し
た
（
「
県
史
』
七
「
興
情
寺
文
書
〔
大
乗
続
文
京
劇
〕
」

ぷ
ん
さ

一
五
）
。
臨
関
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
武
家
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
翌
文
亀
元
年
（
一
五
O
一
）
六
月
、
興
一
福
寺
は
、

と
も
が
ら

兵
庫
関
に
武
家
の
輩
が
入
部
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
幕
府
の
裁
定
を
獲
得
し
た
（
『
県
史
』
七
「
興
福
寺
文
書
〔
春
日
大
社
文
書
〕
」

四
一
一
一
な
ど
）
。
し
か
し
、
幕
府
が
い
く
ら
裁
定
を
く
だ
し
て
も
、
守
護
に
よ
る
執
行
命
令
の
下
達
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
裁
定
が
有

名
無
実
に
お
わ
る
こ
と
は
興
福
寺
側
も
承
知
し
て
い
た

q
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
亀
元
年
五
月
二
十
六
日
条
）
。
も
は
や
、
幕
府

に
頼
っ
て
関
を
維
持
で
き
る
段
階
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
南
関
は
、
こ
の
後
ほ
ど
な
く
興
福
寺
の
手
を
離
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る

五
O
一
）
に
か
け
て
関
銭
の
納
入
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ぷ
に
ん

東
大
寺
で
は
、
興
福
寺
と
異
な
り
、
長
埴
氏
や
薬
師
寺
長
盛
ら
細
川
氏
の
内
衆
を
代
官
に
補
任
し
て
関
務
に
あ
た
ら
せ
て
い
た

一
方
、
東
大
寺
の
北
関
で
は
、
延
徳
か
ら
明
応
年
間
（

n
H
I
、Lv
｝

nvト，，，
e
叶，ノ

（
「
県
史
』
五
「
策
大
寺
文
議
」
〔
摂
津
田
兵
庫
関
〕
一
一
一
二
八
な
ど
）
。
薬
師
寺
長
盛
は
摂
津
守
護
代
で
、
こ
の
後
、
兵
庫
関
が
あ
る
福
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何
原
荘
宇
佐
押
領
し
て
い
る
（
2
双
山
総
卿
記
』
永
正
四
年
七
月
一
一
百
条
）
。
細
川
氏
被
官
の
勢
力
は
関
閤
辺
に
も
確
実
に
浸
透
し
て
お
り
、

も
は
や
彼
ら
に
依
存
し
な
け
れ
ば
、
関
銭
徴
収
を
維
持
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
開
卵
、
福
寺
が
南
関
を
閉
復

で
き
た
の
も
、
鹿
院
の
本
源
房
や
藤
泰
一
院
が
縮
川
氏
と
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

般
の
荘
園
同
様
、
武
家
に
よ
る
代
官
請
負
は
、
未
進
の
繰
り
返
し
か
ら
領
主
側
の
支
記
の
後
退
を
ま
ね
く
の
が

常
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
南
北
両
関
の
関
銭
を
支
払
わ
な
い
船
も
増
え
て
い
た
（
向
上
一
一
三
七
）
。
こ
う
し
て
、
東
大
寺
で
も
北

額
は
年

摂
津
の
国
人
で
あ
る
原
田
氏
を
代
官
に
補
任
し
た
と
き
、
契
約
寺
納

一
）
。
こ
れ
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の
直
前
、
寛
正
四
年
（

関
か
ら
の
関
銭
収
入
が
滞
る
こ
と
に
な
る
。
文
亀

0
0貰
文
で
あ
っ
た
（
向
上
三
一
一

四
六
一
一
一
）
の
契
約
額

五
六

O
貫
文
に
く
ら
べ
て
大
幅
な
減
少
で
あ
る
（
向
上
二
八
四
万
こ
う
し
て
、
北
関
も
永
正
初
年
（

五
O
四
）
頃
を
最
後
に

東
大
寺
の
史
料
か
ら
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
経
緯
は
、
阻
（
揺
寺
や
東
大
寺
に
よ
る
関
支
配
が
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
兵
庫
津
そ
の
も
の

兵庫津の発展と兵庫北罷

が
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
兵
庫
津
に
は
、
問
丸
が
あ
り
、
邸
（
福
寺
か
ら
関
所
沙
汰
人
に
補
託
さ
れ
る
よ
う
な
在
地
の
有
力
者

た
る
い

五
二
三

1
五
五
）
に
な
る
と
、
彼
ら
の
な
か
か
ら
極
井

も
い
た
（
森
田
竜
雄
司
関
屋
町
』
と
中
世
の
港
湾
管
理
」
）
。
天
文
年
間
（

家
の
よ
う
な
豪
商
が
現
わ
れ
、
兵
庫
津
の
繁
栄
を
担
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

戦
国
時
代
、
兵
庫
津
に
は
寺
社
の
造
営
に
従
事
す
る
番
一
段
集
団
が
い
た
。
番
授
と
は
、
木
造
建
築
の
職
人
、

兵
庫
津
の

白
髭
番
匠

ま
で
い
う
大
工
で
あ
る
。
兵
隊
津
の
番
置
は
お
も
に
播
磨
で
活
動
し
て
お
り
、
回
附
与
し
た
寺
社
の
墨
書
銘
や
文

9i＇￥一節

献
史
料
に
そ
の
足
跡
を
留
め
て
い
る
（
以
下
、
若
林
泰
「
よ
そ
の
市
町
村
史
な
ど
に
み
え
る
神
戸
（
一
ご
、
問
屋
真

「
中
位
兵
関
陣
袖
悼
の

議
夜
」
、
づ
い
品
（
庫
県
史
』
第
一
一
一
巻
参
照
）
。

<'111:: ・ゅi丘E主史ti言E
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現
在
知
ら
れ
て
い
る
兵
障
津
の
番
匠
に
よ
る
最
も
古
い
作
例
は
、
中
央
区
葺
合

同
の
徳
光
院
多
宝
塔
で
あ
る
。
こ
の
塔
は
本
来
、
文
明
五
年
（
一
四
七
一
号
、
兵
庫

あ
か
し

大
工
左
衛
門
光
早
に
よ
っ
て
播
磨
国
明
石
郡
の
明
王
寺
（
垂
水
区
名
谷
町
）
に
建

て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
多
安
塔
木
部
銘

Q
娯
史
』
閉
「
造
像
銘
・
棟
札
等
」
（
摂
津

国
）
ヱ
ハ
〕
）
。

制
の
棟
梁
が
建
て
て
お
り
、
宗
衛
門
尉
、
藤
次
郎
、
光
章
一
（
五
十
歳
）
、
原
四
郎
の
四
人
の
名
が
み
え
る
（
「
岡
山
県
古
文
書
集
』
第

永
正
八
年
（
一
疋

く
う
で
ん

）
に
は
、
備
前
回
安
養
寺
（
岡
山
県
）
の
宮
殿
を
兵
庫
津

兵
庫
津
の
番
匠
は
、
書
写
山
内
教
寺
（
姫
路
市
）
の
修
造
事
業
に
も
関
与
し
て
お
り
、
天
文
十
一
一
一
年
（
一
双
四
回
）
、
金
剛
堂

被
札
付
一
さ
（
姶
隣
国
）

の
造
営
に
「
摂
州
兵
庫
津
自
髭
番
匠
新
少
衛
門
尉
光
重
兄
弟
」
以
下
が
参
加
し
て
い
る
（
金
剛
笠
木
部
銘
同
県
史
』
閉
「
造
像
銘
・

二
〕
）
。
安
養
寺
の
光
重
の
年
齢
か
ら
み
て
、
こ
の
光
重
は
後
嗣
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
兵
庫
津
の

番
匠
は
自
髭
を
称
し
（
「
白
髪
」
と
表
記
す
る
史
料
も
あ
る
が
「
白
髭
」
に
統
一
す
る
）
、
白
髭
番
匠
、
あ
る
い
は
白
髭
大
工
と
呼
ば

れ
た
。
ま
た
、
本
姓
は
藤
原
を
名
乗
っ
て
い
た
。

光
重
は
、
閉
じ
頃
播
磨
国
揖
束
郡
香
山
荘
（
た
つ
の
市
）
に
あ
る
天
満
神
社
本
殿
の
修
造
に
も
従
事
し
て
い
た
。
こ
の

に
は
光
重
の
ほ
か

の
大
工
衆
が
参
加
し
て
お
り
、

い
ず
れ
も
兵
庫
住
人
で
あ
っ
た
（
本
殿
木
部
銘
〔
向
上
七
七
）
）
O

同
社
の

墨
書
銘
に
よ
れ
ば
、
光
重
は
書
写
山
大
塔
（
五
重
培
）
の
棟
梁
で
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
頃
書
写
山
で
五
重
塔
が
造
営
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
ほ
か
に
な
い
の
だ
が
、
あ
る
い
は
再
建
に
着
手
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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円
教
寺
で
は
、
永
禄
二
年
（

こ
の
と
き
も
、
地
元
書
写
坂

五
五
九
）
に
護
法
堂
乙
天
社
・
若
天
社
の
造
醤
が
行
わ
れ
た
。

ひ
だ
の
か
み

本
や
鴎
荘
（
太
子
町
）
の
大
工
と
と
も
に
、
棟
梁
飛
騨
守
藤
原
光
重
や
そ
の
子
息
清
左
衛
門
尉
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
白
髭

番
涯
が
参
加
し
て
い
る
（
護
法
設
乙
ヱ
八
社
機
札
〔
関
上

八
〕
な
ど
）
。

こ
の
頃
、
鵠
荘
で
は
、
天
文
十
年
に
堂
舎
を
焼
失
し
た
斑
鳩
寺
の
再
建
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
調
鳩
寺
の
記
録
に
よ
れ

ば
、
諸
堂
の
多
く
は
兵
庫
の
自
髭
大
工
が
建
て
た
と
い
う
（
吋
太
子
町
史
」
第
一
一
一
巻
「
斑
川
崎
寺
文
書
」

六
）
。
こ
の
記
述
に
も
と
づ

（
永
禄
五
年
）
は
、
光
重
の
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
も
つ
け
の
か
み

と
こ
ろ
で
、
斑
鳩
寺
の
再
建
事
業
で
は
、
龍
野
城
主
赤
松
下
野
守
家
の
庇
設
の
も
と
、
同
家
と
関
認
の
深
い
湯
浅
氏
、
内

う
と
く
に
ん

海
氏
と
い
っ
た
有
徳
人
が
多
額
の
奉
加
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
円
教
寺
護
法
堂
の
造
替
で
も
両
氏
が
大
檀
那
で
あ
っ
た
。

き
、
当
時
建
造
の
堂
本
一
口
と
し
て
唯

現
存
す
る
一
一

西
播
療
に
お
け
る
自
髭
番
匠
の
活
動
に
は
、
湯
浅
・
内
海
ら
下
野
守
家
周
辺
と
の
関
係
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
大
村
拓
生

「
仙
川
荘
に
お
け
る
造
営
築
業
の
展
開
と
番
匠
火
工
」
）

0

兵隊旅の発展と兵庫北関

こ
の
ほ
か
、
白
髭
番
匠
の
活
動
と
し
て
は
、
白
髭
飛
騨
守
満
重
と
清
左
衛
門
が
、
弘
治
二
年
（

て
ん
し
ょ
っ

七
年
に
上
棟
し
た
播
磨
間
加
東
郡
の
佐
保
神
社
（
加
東
市
）
を
建
て
（
『
兵
隊
県
神
社
誌
い
）
、
天
正
五
年
（

伊
賀
守
満
震
が
問
自
多
可
郡
の
春
日
神
社
（
羽
脇
市
）
を
造
営
し
て
い
る
（
同
上
）
。
お
そ
ら
く
、
佐
保
神
社
の
飛
騨
守
満
軍
と

五
五
六
）
に
立
柱
し
永
禄

五
七
七
）
に
は
白
髭

円
教
寺
護
法
堂
の
飛
騨
守
藤
原
光
重
は
同

人
物
で
あ
ろ
う
。
清
左
衛
門
の
名
も
護
法
堂
に
光
重
の
子
と
し
て
み
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
春
日
神
社
の
満
重
は
、
飛
騨
守
満
重
の
受
領
名
が
伊
貿
守
に
変
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
斑
鳩
寺
再
建
の
大
工
名

A鳴－

510一一凶j

が
白
髭
伊
賀
守
京
阿
弥
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
光
重
ひ
き
い
る
番
置
集
団
は
、
永
禄
か
ら
天
正
年
間
（
一
五
五
八
1
九
一
一
）
に
か
け
て
、
東
西
播
躍
で
問
時
並

古代・中tit！援51:編E663 



津
を
拠
点
と
す
る
番
匠
集
団
が
な
ぜ
播
磨
を
主
た
る
活
動
の
捧
台
と
し
た
の
か
、

行
的
に
複
数
の
寺
社
造
営
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
。
白
髭
番
匿
に
よ
る
寺
社
造
営
の
一
奈
川
内
は
ほ
と
ん
ど
が
播
磨
で
あ
り
、
兵
庫

そ
の
疑
問
に
対
す
る
明
確
な
答
え
は
ま
だ
え

ら
れ
て
い
な
い
。
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第

一節

荘
園
＠
村
＠
町

赤
松
七
条
家
と
摂
津
輪
田
荘
・
梅
原
荘

領
家
職
栢
論
以

後
の
翰
毘
荘

せ

っ

つ

げ

ん

こ

つ

摂
津
輪
悶
荘
で
は
、
元
一
宇
田
年
（

り
ん
じ

一
一
二
四
）
、
九
条
家
の
支
配
を
認
め
る
後
醍
醐
天
皇
論
旨
が
出
さ
れ
、

円
真
と
九
条
家
と
の
閤
で
争
わ
れ
た
長
い
相
論
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
（
第
七
章
第
二
節
2
項
。
な
お
、
輸

出
荘
は
聞
方
・
東
方
に
分
か
れ
て
い
た
。
と
も
に
九
条
家
領
で
は
あ
る
が
、
西
方
は
地
頭
請
、
十
双
方
は
下
地
中
分
と
、
支
配
の
夜
り
方
が
異
な
っ

て
い
た
。
本
項
で
主
に
話
題
と
な
る
の
は
西
方
で
あ
り
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
以
下
、
本
項
で
た
だ
総
回
荘
と
記
す
場
合
は
、
四
万
の
こ
と

荘鴎・村・ IHJ

を
指
す
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。
東
方
に
つ
い
て
は
別
述
す
る
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
九
条
家
は
円
真
を
排
除
し
、
よ
う
や
く
輪
田
荘

お
－
つ
え
い

に
お
け
る
支
配
の
実
権
を
回
復
し
た
。
や
や
時
代
は
下
る
が
、
応
永
一
一
一
一
九
六
）
に
記
さ
れ
た
九
条
経
教
遺
誠
（
吋
九
条

家
文
議
己
二
八
）
に
は
、
経
教
が
譜
代
の
「
政
所
」
（
下
家
司
）
で
あ
る
捕
監
（
親
賢
）
を
輪
田
荘
の
奉
行
と
し
、
祐
賢
は
年
費
八

0
0
0疋
（
八
O
箆
）
の
う
ち
二
八

O
O疋
（
二
八
資
）
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
見
え
る
。
円
真
排
除
後
、
九
条
家
は
信
頼
で
き

る
家
人
を
奉
行
に
任
じ
、
輪
田
荘
の
支
配
を
行
わ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第二［！］

し
か
し
、
九
条
家
に
よ
る
輪
田
荘
支
配
は
そ
の
後
も
一
向
に
安
定
し
な
か
っ
た
。
時
代
も
内
乱
期
に
入
り
、
九
条
家
の
支
配

古代・仁わ1立歴史編H
66ラ



し
さ

権
は
地
頭
と
し
て
入
部
し
た
武
士
た
ち
に
よ
り
次
第
に
奪
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
輪
凹
粧
の
地
頭
織
を
持
っ
て
い

た
の
は
佐
久
間
氏
（
長
感
）
で
、

そ
の
後
、
娘
婿
と
な
っ
た
薬
師
寺
氏
（
義
清
・
貞
義
）
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
（
向
上
三
一
一
一
五
i

五
）
。
第
七
章
第
二
節
2
項
で
見
た
よ
う
に
、
輪
田
荘
で
は
、
地
頭
と
の
相
論
を
経
て
、
地
頭
、
が
毎
年
七

O
貴
文
の
年
貢
銭
を

納
め
る
こ
と
で
現
地
支
配
を
請
け
負
う
地
頭
請
の
契
約
が
結
ば
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
元
弘
一
一
（
疋
慶
…

7

一ニ一二一一一）五月、

後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
活
動
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
し
、
建
武
新
政
権
が
誕
生
す
る
と
、
薬
師
寺
氏
に
代
わ
り
、
突
如
新
た

な
地
頭
と
し
て
赤
松
範
資
が
入
部
し
て
く
る
。
第
八
章
第
一
節
1
項
で
見
た
よ
う
に
、
赤
松
氏
は
後
醍
醐
の
挙
兵
後
、
い
ち
早

け

ん

む

ざ

っ

し

よ

う

く
こ
れ
に
呼
応
し
挙
兵
し
た
功
臣
で
、
播
磨
国
を
本
拠
と
し
て
い
た
が
、
建
武
元
年
（
一
三
一
一
一
四
）
四
月
の
輪
田
荘
雑
掌
重
申

）
に
よ
れ
ば
、
範
資
は
「
薬
師
寺
左
衛
門
三
郎
貞
義
の
跡
」
を
拝
領
し
た
と
い
う
。
後
醍
醐
は
元
弘
三

む
よ
》
て
さ

年
六
月
、
京
都
に
帰
還
す
る
と
幕
府
方
の
人
物
の
所
領
を
朝
敵
領
と
し
て
没
収
し
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
薬
師
寺
氏
は
幕

状
案
（
向
上
一
一
一
四

府
方
と
見
な
さ
れ
所
職
を
失
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
範
資
は
こ
の
薬
師
寺
氏
の
跡
を
恩
賞
と
し
て
拝
領
し
、
輪
出
荘
に
進
出

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
輪
田
荘
は
兵
庫
津
に
接
し
、
中
央
と
西
国
を
結
ぶ
交
通
・
流
通
の
要
衝
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
地
域
の

地
頭
職
を
範
資
が
拝
領
し
た
こ
と
は
、
た
だ
恩
賞
を
得
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
軍
事
的
な
意
味
も
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
よ
り
後
の
こ
と
だ
が
、
建
武
三
年
五
丹
の
湊
川
合
戦
の
後
、
湊
川
に
は
範
資
に
よ
っ
て
嬰
申
告
が
築
か
れ
、
建
武
五

年
に
は
南
朝
方
と
の
交
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
「
県
史
』
一

）
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
地
域
は
赤
松
氏

「余回文世…日」

の
強
力
な
支
配
の
下
に
置
か
れ
た
よ
う
で
、
九
条
家
の
荘
園
支
配
は
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
在
に
見
た
よ
う
に
、
後
醍
醐

が
敵
方
所
領
の
没
収
命
令
を
出
し
た
の
は
元
弘
三
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
明
く
も
そ
の
翌
月
、
後
醍
醐
は
九
条
家
の
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訴
え
を
受
け
て
、
赤
松
範
資
の
輪
田
荘
で
の
濫
妨
停
止
を
命
じ
る
論
旨
を
下
し
て
い
る
。
範
資
は
地
頭
職
獲
得
と
と
も
に
、

れ
ま
で
薬
師
寺
氏
の
も
っ
て
い
た
権
益
だ
け
で
な
く
、
荘
闘
領
主
で
あ
る
九
条
家
の
権
益
ま
で
侵
害
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
与
の
ぴ
ん
こ
の
か
み

」
の
前
備
後
守
安
倍
親
勝
と
の
間
に
地
頭
請
の
契
約
を
結
ぶ

翌
建
武
元
年
二
月
九
日
、

よ
う
や
く
範
資
は

（
吋
九
条
家
文
書
い
三
四
二
付
）
。
こ
の

が
ど
の
よ
う
な
職
務
だ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
前
に
見
た
「
奉
行
」
と
同
様
、

九
条
家
の
下
で
荘
閣
支
配
の
実
務
を
執
り
行
っ
た
も
の
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
赤
松
氏
は
薬
師
寺
氏
の
先
例
に
な
ら
っ
て
年
九

O
貰
文
の
年
貢
銭
を
支
払
う
こ
と
で
、
薬
師
寺
氏
と
問
機
、
輸
出
荘
の
支
配
を
委
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
輸
出
荘
を
め
ぐ
る
赤
松
氏
と
九
条
家
の
対
立
は
こ
れ
以
後
も
つ
づ
い
た
。
地
頭
請
契
約
か
ら
わ
ず
か
二
カ
月
後
、

た
ど
こ
ろ

九
条
家
は
輪
田
荘
の
出
所
職
・
預
所
給
問
に
つ
い
て
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
（
向
上
三
四
一
ie

一）
0

田
所
職
・
預
所
給
問
と

し
よ
う
か
ん

は
、
九
条
家
か
ら
荘
官
に
給
付
さ
れ
た
所
領
の
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
所
領
は
地
頭
請
以
後
も
、
薬
師
寺
氏
の
時
期
ま
で
は
、

地
頭
の
支
記
地
域
と
は
区
別
さ
れ
、
年
貢
が
荘
官
に
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
範
資
は
こ
れ
ら

の
所
領
に
つ
い
て
も
地
頭
の
支
配
下
に
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
押
領
し
、
荘
宮
へ
の
年
賀
を
抑
留
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
相

論
の
結
末
は
定
か
で
な
い
が
、
泊
所
職
や
積
一
昨
給
自
の
存
在
は
こ
れ
以
後
史
料
に
見
え
な
く
な
る
か
ら
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
九

荘陵！・村・日汀

条
家
の
支
配
権
は
回
復
し
な
か
っ
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
契
約
さ
れ
た
は
ず
の
年
貢
銭
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
以
後
、
滞
納
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
後
、
南
北
朝
期
の
状
況
は
史
料
が
な
い
た
め
全
く
不
明
だ
が
、
こ
れ
よ
り
六

O
年
後
の
応
永
五
年
（

一
九
八
）
、
九
条
家

第二宮?i

雑
掌
は
輪
田
荘
の
年
震
が
年
々
滞
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
幕
府
に
訴
え
て
い
る
（
同
上
三
四
八
百
契
約
さ
れ
た
年
貢
銭
さ
え

確
保
で
き
ず
、
輸
回
荘
に
お
け
る
荘
菌
領
主
と
し
て
の
九
条
家
の
地
位
は
ま
す
ま
す
有
名
無
実
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
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港
の
荘
箇
・
福

原
義
と
赤
松
氏

輪
田
荘
と
境
を
接
す
る
荘
園
に
、
一
福
原
荘
や
兵
庫
荘
（
上
荘
・
中
粧
・
下
荘
）
が
あ
る
。
第
七
章
第
一
一
節
2

項
で
見
た
よ
う
に
、
平
安
末
期
に
は
、
輸
田
駐
の
荘
域
内
に
兵
庫
荘
の
加
納
が
あ
っ
た
り
、
輪
回
荘
の
一

部
は
福
原
荘
に
押
領
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
こ
れ
ら
の
荘
園
の
支
配
は
入
り
組
み
、
相
互
に
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
、
赤

松
氏
の
支
配
も
輪
田
荘
だ
け
で
な
く
、
兵
庫
津
周
辺
の
地
域
全
体
に
及
ん
で
い
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
う
ち
比
較
的
史
料
の
残
つ

て
い
る
福
原
荘
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

福
原
荘
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
特
質
と
し
て
自
を
引
く
の
は
年
貢
額
の
多
さ
で
あ
る
。
輪
田
荘
の
年
賀
は
七

0
1九
O
貫
程

ぷ
ん
め
い

条
家
が
文
明
十
一

度
で
あ
っ
た
が
、
福
原
荘
の
年
貢
は
結
盟
領
主
の

四
八

O
）
に
作
成
し
た
「
桃
禁
譲
葉
」
（
『
詳
議
類

従
』
）
に
四
五

O
貴
文
と
あ
る
。
福
原
荘
の
年
貢
は
輸
回
荘
の
五

1
六
倍
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、

な
ぜ
揺
原
荘
の

は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
こ
こ
で
へ
在
日
し
た
い
の
は
、
福
原
荘
と
兵
庫
嶋
と
の
関
係
で

あ
る
。
兵
隊
嶋
が
鎌
倉
時
代
以
来
、
港
湾
都
市
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
は
第
七
章
第
五
節
1
項
で
み
た
通
り
だ
が
、

「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
八
年
七
月

日
条
に
よ
れ
ば
、
福
原
荘
は
陸
方
と
嶋
中
に
わ
か
れ
、
嶋
中
か
ら
は
「
地
子
・

入
船
諸
公
事
銭
」
が
年
貢
と
し
て
納
入
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
嶋
中
と
は
兵
庫
嶋
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
（
今
井
林
太
郎
「
妓
津
田

総
間
荘
の
一
考
察
」
）

0

こ
の
時
期
、
兵
庫
津
で
は
南
北
の
関
が
、
入
港
し
て
く
る
船
舶
か
ら
の
関
銭
の
徴
校
権
を
も
っ
て
い
た
。

そ
れ
と
の
関
係
は
不
明
だ
が
、
福
原
誌
も
兵
庫
嶋
の
地
子
ゃ
、
船
舶
か
ら
公
事
銭
を
徴
収
す
る
な
ど
、
都
市
と
し
て
の
兵
庫
嶋

や
港
湾
の
支
配
に
関
す
る

定
の
権
限
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
右
の
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
文

明
十
六
年
分
の
年
賀
は
、
陸
方
が
五
九
貫

四
O
文
で
あ
る
の
に
対
し
、
嶋
中
は

六
O
文
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ

か
ら
考
え
れ
ば
、
福
原
荘
の
年
貢
額
が
輪
田
荘
に
比
べ
は
る
か
に
多
か
っ
た
の
は
、
兵
庫
嶋
か
ら
の
収
益
が
多
か
っ
た
か
ら
で
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あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
福
原
荘
は
兵
庫
津
と
い
う
港
に
関
わ
っ
た
特
別
な
荘
闘
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
福
田
町
荘
の
支
配
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
一
福
原
荘
で
最
上
級
の
領
主
と
し
て
確
認
さ
れ

こ
せ
つ
け

る
の
は
、
五
摂
家
の
一
つ
で
あ
る
そ
の
所
職
は
史
料
上
、
領
家
と
し
て
見
え
る
（
「
桃
翠
耕
地
葉
」
）
。
も
と
も
と
福

よ
し
や
す

条
能
保
（
摂
関

条
家
で
、

条
家
と
は
別
）
の
所
領
と
な
っ
て
い

開
荘
は
平
氏
領
で
あ
っ
た
が
、
平
氏
滅
亡
後
、
源
頼
朝
の
妹
婿
で
あ
る

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
『
否
姿
鏡
』
抽
出
久
一
一
一
年
〔
二
九
一
一
〕
十
二
月
十
四
臼
条
）
。
こ
の
後
の
伝
領
過
患
は
不
明
だ
が
、
摂
関

さ
ね
つ
ね

条
実
経
の
祖
母
（
父
九
条
道
家
の
母
）
が
一
条
能
保
の
娘
で
、
彼
女
を
通
し
て

条
家
の
植
で
あ
る

条
家
に
伝
領
し
た
も
の
ら

し

。輪
田
荘
で
は
、
九
条
家
が
家
人
を
奉
行
に
任
じ
て
い
た
が
、
福
原
荘
で
は
外
記
清
原
氏
が

て
下
高
職
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
吋
康
富
記
』
嘉
吉
二
年
（
一
回
間
二
）
九
月
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
、
清
原
氏
で
は
大

さ
ぬ
き

外
記
頼
尚
が
一
条
実
経
よ
り
讃
岐
国
に
所
領
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
五
代
の
問
、
こ
れ
を
相
伝
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
南

条
家
か
ら
「
御
患
の
地
」
と
し

北
朝
の
内
乱
以
後
、
讃
岐
の
年
賀
収
入
が
途
絶
え
た
た
め
、

一
条
家
は
そ
の
替
地
と
し
て
、
福
原
荘
の
下
一
時
職
を
給
付
し
た
と

荘悶・村 ・BIT

い
う
。
外
記
は
朝
廷
に
お
い
て
文
書
を
作
成
し
た
り
、
先
例
を
調
査
す
る
な
ど
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
実
務
官
人
で
あ
り
、
基

名
な
ど
、

本
的
に
在
京
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
下
一
日
報
と
は
、
本
来
の
荘
官
と
し
て
の
役
職
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、

下
司
に
関
す
る
得
分
（
収
入
）
を
与
え
ら
れ
た
と
考
え
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

方
、
梅
原
荘
に
赤
松
氏
が
入
っ
て
き
た
時
期
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
地
頭
と
し
て
赤
松
氏
の
存
在
が
確
認
さ
れ

一一ι山

弟－Ril

m
間
一
一
一
一
一
）
の
椙
論
に
つ
い
て
記
し
た
室
町
幕
府
裁
許
状

え

ん

ぶ

ん

し

よ

う

へ

い

（
吋
娯
史
』
九
「
御
前
落
問
記
録
所
収
文
書
」
一
一
一
）
が
最
初
で
あ
る
。
だ
が
、
延
文
五
年
（
正
平
十
五
・
一
三
六
O
）
十
一
丹
ニ
日
、

る
の
は
輪
田
荘
と
比
べ
て
か
な
り
下
り
、
後
で
見

四
年
（
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こ

ん

ど

う

（

ぷ

浪

）

盟
（
福
寺
別
当
は
同
寺
東
西
両
金
堂
律
学
衆
の
訴
え
を
受
け
、
「
赤
松
信
の
大
夫
判
官
」
（
光
範
）
に
宛
て
、
福
原
荘
の
中
に
あ
っ

て
春
日
社
神
供
や
律
学
の
料
所
に
設
定
さ
れ
て
い
た
正
元
・
清
友
名
の
こ
と
に
つ
い
て
中
状
を
送
っ
て
お
り
（
『
県
史
』
七

「
大
梁
院
文
書
」
七
三
光
範
が
こ
れ
ら
の
所
領
に
つ
い
て
何
ら
か
の
問
題
を
起
こ
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
右
の
幕

く
も
ん

t
と

く

げ

ん

ら

ゆ

づ

府
裁
許
状
に
よ
れ
ば
、
赤
松
氏
は
福
原
荘
の
公
文
職
な
ど
を
進
止
す
る
根
拠
と
し
て
、
至
徳
元
年
（
元
中
一
千

八
限
）
九

月
四
日
の
「
地
頭
請
所
御
判
」
を
あ
げ
て
い
る
か
ら
、
赤
松
氏
の
地
頭
請
は
福
原
荘
で
は
十
四
位
紀
後
半
に
は
成
立
し
て
い
た

ょ
う
で
あ
る
。

輪
悶
荘
と
同
じ
く
、
福
原
荘
で
も
赤
松
氏
と
荘
闘
領
主
は
は
げ
し
く
対
立
し
た
。
前
述
し
た
室
町
幕
府
裁
許
状
は
、
永
享
四

年
、
一
条
家
と
地
頭
の
赤
松
阿
波
入
道
性
宗
が
、
福
原
荘
の
支
配
権
を
め
ぐ
り
争
っ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ

う

お

う

り

ゃ

く

お

っ

え

ん

げ

ん

ば
、
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
と
腎
応
二
年
（
延
元
凶
・
二
一
一
一
一
一
九
）
に
も
悶
様
の
相
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
永
享
四
年
の
相
論
で
具
体
的
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
福
原
荘
の
公
文
職
や
「
検
断
人
夫
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち

公
文
織
に
つ
い
て
は
、
建
武
元
年
の
輪
田
荘
相
論
と
同
様
、
公
文
職
に
附
属
す
る
給
田
な
ど
の
所
領
の
支
配
を
め
ぐ
る
問
題
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
も
う
一
つ
の
「
検
断
人
夫
」
（
幕
府
裁
許
状
に
は
「
人
足
」
と
も
阜
え
る
）
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
不

明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
右
に
見
た
福
原
荘
の
特
質
か
ら
考
え
れ
ば
、
兵
庫
嶋
の
支
配
に
関
わ
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し

い
ず
れ
に
し
ろ
十
五
世
紀
後
半
の
摂
津
田
寺
社
本
所
領
井
奉
公
方
知
行
等
注
文
（
吋
県
史
』
九
「
路
川
家
文
書
」
九
）
に

ー、
4

、，。

4
4
φ
j
p
L
V
 

も
、
年
貢
と
な
ら
び
「
検
断
人
足
」
が
見
え
る
か
ら
、

一
条
家
の
支
配
に
と
っ
て
は
か
な
り
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

さ
て
、
永
享
閉
年
の
相
論
で
は
、

条
家
雑
掌
は
、
こ
の
「
検
断
人
夫
」
に
つ
い
て
地
頭
性
宗
が
領
家
人
足
を
支
配
し
、
所

職
を
押
領
し
て
検
断
に
干
渉
す
る
の
は
い
わ
れ
が
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
赤
松
側
は
、
近
年
で
は
地
頭
と
一
条
家
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が
そ
れ
ぞ
れ
に
支
配
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
来
は
す
べ
て
地
頭
の
支
配
下
に
あ
る
と
主
張
し
、
証
拠
と
し
て
右
に
あ
げ
た
至
徳

元
年
の
「
地
頭
議
所
御
判
」
を
提
出
し
た
。
だ
が
、
結
局
、
赤
松
氏
の
主
張
は
退
け
ら
れ
、

一
条
家
に
よ
る
「
検
断
人
夫
」
支

配
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
輪
自
荘
で
も
、
田
所
職
な
ど
の
所
職
を
め
ぐ
り
赤
松
氏
と
の
相
論
は
あ
っ
た
も
の
の
、
前

述
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
所
職
は
早
々
に
実
質
を
失
ぃ
、
九
条
家
は

の
年
貿
易
｝
受
け
取
る
だ
け
の
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
福
原
荘
で
は
、
こ
う
し
て
幕
府
に
よ
っ
て
現
地
支
配
に
連
接
関
認
す
る
所
職
が
認
め
ら
れ
、
十
五
世
紀
後
半
に
い

た
っ
て
も
、

一
条
家
が
「
検
断
人
夫
」
な
ど
現
地
を
直
接
支
配
す
る
所
職
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
福
原
荘
で
は
、

ノヤ
壬fミ

家
当
主
が
福
原
荘
に
下
向
し
、
直
接
支
配
に
当
た
る
な
ど
、
戦
闘
期
以
緯
も
一
条
家
の
支
配
が
続
い
て
い
く
が
、

条
家
が

の
現
地
支
配
権
を
確
保
で
き
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
支
配
の
素
地
と
し
て
大
き
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
南
北
拐
か
ら
室
町
前
期
に
か
け
て
、
輸
田
荘
や
福
原
荘
で
は
地
頭
と
し
て
入
部
し

湯
起
請
裁
判

た
赤
松
氏
が
勢
力
を
拡
張
し
、
荘
園
領
主
で
あ
る
公
家
は
そ
の
権
益
を
維
持
す
る
の
に
汲
々
と
し
て
い
た
。

赤
松
氏
は
荘
園
領
主
と
地
頭
誌
の
契
約
を
結
ん
で
代
官
と
な
り
、
年
貢
納
入
を
請
け
負
う
が
、
十
五
位
紀
に
入
る
と
年
貢
納
入

自
体
、
滞
り
が
ち
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

荘鴎・村・ mr 

そ
こ
で
、
話
を
再
び
室
町
時
代
の
輸
出
荘
へ
と
一
段
す
こ
と
に
し
よ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
、
九
条
家

は
輸
出
荘
の
年
設
無
沙
汰
を
幕
府
に
訴
え
た
が
、
こ
れ
に
対
し
幕
府
は
摂
津
守
護
細
川
満
元
に
地
頭
請
の
停
止
を
命
じ
て
い
る
。

ぷ
ん
あ
ん

だ
が
、
赤
松
氏
の
地
頭
請
は
い
つ
し
か
復
活
し
、
年
寅
無
沙
汰
は
こ
の
後
も
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
っ
た
。
文
安
ニ
年
（

h’A -A-.'.-

第一UIJ

四
五
）
八
月
の
九
条
前
関
自
家
雑
掌
中
状
（
『
間
以
史
』
九
「
九
条
家
文
書
〈
統
）
」
一
1
3
3

八
）
に
よ
れ
ば
、
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

六
代
将
軍
義
教
の
時
代
、
ま
た
し
て
も
輸
出
荘
の
年
寅
納
入
が
と
ま
り
、
九
条
家
は
範
資
の
請
文
を
根
拠
に
し
て
、
代
官
の
解

古代・ LjJ[i[！波史編H
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任
を
幕
府
に
訴
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
す
る
赤
松
阿
波
入
道
の
反
論
は
、
輪
自
荘
は
九
条
家
領
で
は
な
く
、
地
頭
の
一

円
領
だ
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
は
や
赤
松
氏
は
上
級
領
主
と
し
て
の
九
条
家
の
存
在
を
認
め
な
く
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
九
条
家
は
こ
れ
に
対
し
、
後
醍
醗
天
皇
総
旨
を
は
じ
め
と
す
る
代
々
の
証
拠
文
書
一
を
提
出
し
、
支
配
の
正
統
性
を

主
張
し
た
。
通
常
、
文
書
を
重
視
す
る
中
世
の
裁
判
で
は
証
拠
と
な
る
文
書
を
持
つ
方
が
絶
対
的
に
有
利
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

こ
で
将
叢
義
教
の
法
廷
は
文
書
に
よ
る
審
査
で
は
な
く
、
湯
起
請
と
い
う
変
わ
っ
た
方
法
で
こ
の
相
論
に
決
着
を
付
け
よ
う

と
し
た
。
湯
起
請
と
は
、

し
ん
は
ん

を
判
断
す
る
と
い
う
神
判
の
一
つ
で
、
義
教
は
こ
の
方
法
を
好
ん
で
幕
府
法
廷
で
も
府
い
た
の
で
あ
る
。
裁
判
が
湯
起
請
に
な
っ

ゆ

せ

い

も

ん

さ

し

よ

う

も

ん

た
こ
と
で
赤
松
側
は
不
利
な
状
況
を
打
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
湯
起
請
で
は
湯
誓
文
と
い
う
起
議
文
を
書
い
て

－
被
告
の
双
方
が
熱
湯
の
中
に
手
を
入
れ
て
小
石
を
拾
い
、
火
傷
の

に
よ
っ
て
事
の
実
否

自
分
の
主
張
が
偽
り
が
な
い
こ
と
を
誓
う
の
だ
が
、
湯
起
請
直
前
に
な
っ
て
赤
松
側
は
こ
の
湯
誓
文
を
書
き
換
え
た
り
、
湯
起

詰
に
立
ち
会
う
神
子
や
百
姓
と
は
か
り
、
不
利
な
結
果
が
出
な
い
秘
事
を
伝
授
し
た
り
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
結
果
、
証
拠

文
書
が
明
確
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
条
家
は
裁
判
に
完
敗
し
、
輪
田
荘
は
不
知
行
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

嘉
吉
の
乱
と

七
条
赤
松
氏

将
軍
義
教
期
、
こ
う
し
て
輸
出
荘
で
は
事
実
上
、
赤
松
氏
に
よ
る

年
（

円
支
配
が
確
立
し
た
。
だ
が
、

間
四
一
）
、
赤
松
氏
に
と
っ
て
は
大
事
件
が
発
生
す
る
。
播
磨
守
護
で
あ
っ
た
赤
松
満
祐
が
将
軍
義
教

を
殺
害
し
て
播
磨
に
下
向
、
幕
府
の
追
討
軍
と
激
戦
の
末
、
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

の
乱
は
能
来
、
兵
庫
の
赤
松
氏

に
と
っ
て
も
嚢
退
の
き
っ
か
け
と
な
る
事
件
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

の
乱
前
後
の
彼
ら
の
動
向
を
見
て
み

る
と
、
実
際
に
は
嘉
吉
の
乱
が
彼
ら
の
衰
退
へ
と
直
接
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
兵
庫
の
赤
松
氏
は
揺
磨
守
護
の
赤
松
氏
と
は
異
な
る
系
統
の

族
で
あ
っ
た
。
前
に
輪
田
荘
の
地
頭
に
任
じ
ら
れ
た
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あ
る。

じ条赤松氏系図

の
は
赤
松
範
資
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
確
か
に
範
資
は

え

ん

し

ん

そ

う

り

ょ

う

円
心
の
長
男
で
、
赤
松
氏
の
惣
領
で
あ
っ
た
が
、

か
ん
の
う

観
応
一

（
正
平
六
・
一
一
一
一
五
O
）
に
急
死
し
た
た
め
、

惣
領
の
地
位
は
弟
則
祐
に
移
り
、
赤
松
氏
の
惣
領
は
以

図73

後
、
則
祐
の
子
孫
に
継
承
さ
れ
た
。

一
方
で
、
範
資
子

孫
の
系
統
を
七
条
赤
松
氏
と
い
う
が
、
実
は
兵
庫
の
地

ち
ょ
、
ょ
っ
ど
、

頭
職
は
惣
領
家
で
は
な
く
、
こ
の
七
条
赤
松
氏
に
継
承
さ
れ
て
い
た
。
長
禄
四
年
（
一
四
六
O
）

案
（
吋
九
条
家
文
す
…
日
』
三
五
八
）
は
、
輸
出
荘
に
つ
い
て
「
七
条
赤
松
代
々

一
月
の
九
条
家
雑
掌
申
状

年
八
月
十
六
日
条
は
、
福
原
荘
・
兵
庫
荘
に
つ
い
て
「
赤
松
延
尉
伽
誠
一
ザ
知
行
分
」
と
記
す
が
、
七
条
赤
松
氏
の
教
弘
に
つ
い
て

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
出
版
富
記
』
文
安
五

「
赤
松
系
園
」
（
『
続
群
書
類
従
』
）
に
は
「
孫
次
部
治
部
少
輔
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
赤
松
廷
尉
」
は
教
弘
と
み
ら
れ
る
。

原
荘
の
永
享
侶
年
裁
判
、
総
回
荘
の
湯
起
請
裁
判
で
は
、
栢
識
の
相
手
と
し
て
赤
松
阿
波
入
道
（
性
宗
）
と
い
う
人
物
が
登
場

荘闘・村.lllJ 

そ
し
て
、

し
た
が
、
こ
の
人
物
も
時
期
か
ら
み
て
教
弘
の
父
満
弘
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

側
に
立
っ
て
い
た
。

の
乱
に
お
い
て
七
条
赤
絵
氏
は
、
惣
傾
家
で
は
な
く
、
む
し
ろ
幕
府
軍
の
一
員
と
し
て
惣
領
家
を
追
認
す
る

一
日
条
（
「
上
郡
町
史
い
第
一
一
一
巻
）
に
は
、
追
討
軍
参
加
者
と
し
て

「
（
赤
松
）
治
部
少
輔
七
条
」
の
名
前
が
見
え
、
治
部
少
輔
教
弘
が
赤
松
満
祐
追
討
に
出
陣
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

第二節

間
年
七
月
二
十
五
日
条
は
、
「
赤
松
廷
尉
い
の
軍
勢
が
兵
樺
で
満
祐
箪
と
衝
突
し
、
戦
果
を
あ
げ
た
こ
と
を
伝
え
て
い

の
記
事
か
ら
、
教
弘
の
こ
と
と
分
か
る
。
教
弘
が
兵
障
に
入
っ
た
の
は
、

る
。
こ
の
「
赤
松
廷
尉
」
も
、
十
七
に
見
た
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お
そ
ら
く
こ
こ
が
彼
の
支
配
下
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
七
条
赤
松
氏
は
、
赤
松
一
族
な
が
ら
惣
領
家
と
は
距
離
を
置
い
た
存
在
で
あ
り
、

の
乱
に
お
い
て
も
赤
松

側
で
は
な
く
、
幕
府
軍
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果
と
し
て
、
兵
庫
で
は
赤
松
氏
の
勢
力
は
乱
以
後
も
衰
退

す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
強
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
事
態
と
し
て
、
輪
回
荘
を
め
ぐ
る
裁
判
の
展

関
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

将
軍
義
教
の
時
期
、
輪
田
荘
に
関
し
、
正
当
な
裁
判
を
受
け
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
九
条
家
で
は
、
文
安
二
年
（
一
四
閉
五
）
、

将
軍
の
代
替
わ
り
を
好
機
と
と
ら
え
、
ま
た
福
原
荘
の
裁
判
で
一
条
家
が
赤
松
氏
に
勝
利
し
た
こ
と
に
も
後
押
し
さ
れ
て
、
幕

府
法
廷
に
赤
松
氏
に
よ
る
輸
回
荘
抑
領
問
題
を
訴
え
た
。
こ
の
と
き
は
、
九
条
家
当
主
の
前
関
白
九
条
満
家
本
人
が
、
幕
府
の

も
む
か
た

実
権
を
も
っ
細
川
持
賢
（
管
餓
細
川
勝
元
の
後
見
人
）
に
害
状
を
送
っ
て
、
前
回
の
湯
起
請
裁
判
の
不
当
性
を
訴
え
る
な
ど
、
幕

府
中
拡
へ
の
働
き
か
け
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
（
「
際
史
』
九
「
九
条
家
文
議
（
統
）
」

。
な
ど
）
。
こ
れ
に
加
え
、
摂

津
守
護
代
長
境
宗
永
を
代
官
に
任
じ
る
な
ど
（
『
九
条
家
文
書
』
三
五
七
）
、
守
護
方
（
こ
の
と
き
の
守
護
は
細
川
勝
一
苅
）
を
通
し
て

も
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
裁
判
は
不
調
に
終
わ
り
、
守
護
方
を
介
し
た
赤
松
氏
の
排

除
も
失
敗
し
た
ら
し
い
。
幕
府
中
取
や
守
設
を
介
し
て
も
赤
松
氏
の
押
韻
を
押
さ
え
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

永
享
四
年
（
一
四
一
一
一
二
）
の
裁
判
で

条
家
が
勝
利
し
た
一
梅
原
荘
で
も
、

の
乱
の
後

年再
九び
月禿

1".L; 

大氏
外の
記端
清額
原開
業5題
忠2が
は生

じ
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
一
福
原
荘
で
は
清
原
氏
が
下
可
職
を
伝
領
し
て
い
た
が
、

一
条
家
に
参
上
し
、
下
司
職
に
関
す
る
得
分
が
地
頭
赤
松
廷
尉
（
教
弘
）
に
よ
っ
て
「
混
領
」
さ
れ
、
代
官
年
貢
と
し
て
押
領

さ
れ
て
い
る
た
め
、
泰
書
を
下
さ
れ
る
よ
う
に
願
い
出
て
い
る
（
「
康
箆
記
』
九
月
九
日
条
）
。
ま
た
、
文
安
五
年
（

間
凹
八
）
、
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赤
松
教
弘
は
興
一
福
寺
の
兵
庫
関
に
つ
い
て
も
、
自
ら
の
料
所
と
称
し
、
違
乱
を
行
っ
た
と
い
う
（
「
県
史
』
七
「
春
日
大
社
文
書
」

の
乱
後
、
七
条
赤
松
氏
は
乱
で
の
戦
功
に
よ
っ
て
政
治
的
地
位
を
上
昇
さ
せ
る
と
と
も
に
、
兵
隊
湾
周
辺
地
域

で
の
支
配
を
拡
大
・
強
化
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

七
条
赤
松
氏

の
知
行
没
収

七
条
赤
松
氏
の
支
配
地
域
は
、

文
安
五
年
（

四
四
八
）
八
月
十
六
日
条
に
「
福
原
庄
・
上
庄
巳

二
小
庄
」
と
み
え
、
輪
自
荘
の
ほ
か
、
一
梅
原
荘
と
兵
庫
上
荘
・
中
荘
・
下
荘
ま
で
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
赤
松
氏
に
よ
る
こ
れ
ら
の
支
配
は
、
絶
国
期
に
あ
っ
て
突
然
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
文
安
五
年
八
月
、
赤
松

か
ん
れ
い

教
弘
の
知
行
し
て
い
た
荘
罷
は
突
如
幕
府
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
、
管
領
細
川
勝
元
の
下
に
預
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
右
の
『
康

ふ
与
や

に
よ
れ
ば
、
こ
の
掠
因
は
兵
庫
荘
と
東
に
隣
接
す
る
伏
見
大
光
明
寺
領
葺
屋
荘
と
の
境
界
相
論
で
あ
っ
た
と
い
う
。
相

論
の
発
端
は
葺
崖
荘
が
兵
庫
荘
に
押
し
寄
せ
、
放
火
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
だ
が
、
兵
庫
艇
も
報
復
と
し
て
葺
屋
荘
に

討
ち
入
り
、
こ
と
ご
と
く
を
焼
き
払
っ
た
。
そ
こ
で
、
領
主
の
大
光
明
寺
は
こ
の
こ
と
を
幕
府
に
訴
え
た
の
だ
が
、
幕
府
で
は
、

七
月
に
弓
矢
停
止
を
命
じ
る
管
領
奉
書
が
出
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兵
庫
荘
が
こ
れ
を
守
ら
な
か
っ
た
と
し
て
、
兵
隊
荘

を
厳
し
い
罪
科
に
処
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
一
五
年
に
わ
た
り
続
い
た
赤
松
氏
に
よ
る
こ
の
地
域
の
支
配
は
あ
っ

荘関・村• R町

十
ノ
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荘
園
領
主
は
赤
松
氏
に
よ
っ
て
長
年
、

そ
の
権
読
を
器
犯
さ
れ
、
支
配
の
実
質
を
奪
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
赤
松
氏
の
知
行

没
収
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
支
配
回
復
の
た
め
の
絶
好
の
機
会
と
は
な
ら
ず
、

む
し
ろ

層
悪
い
結
果
を
招
い
た
。
文
明
五
年

第二節

（一

mm
七一一一）

一
月
、
九
条
家
雑
掌
申
状
案
（
吋
九
条
家
文
書
』
三
六
一
）
に
よ
れ
ば
、
赤
松
氏
の
知
行
没
収
に
際
し
、
輪
出
荘

緒
に
さ
れ
、
と
も
に
公
方
御
料
所
と
さ
れ
た
と
い
う
。
幕
府
は
赤
松
氏
の
知
行
を
没
収
す
る
際
、
地

の
領
家
職
は
地
一
政
職
と
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頭
職
だ
け
で
な
く
、
九
条
家
の
権
益
ま
で

括
り
に
し
て
没
収
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
九
条
家
は
輪
田
荘
の
支
配
回
復
の

た
め
奔
走
し
た
よ
う
で
、
文
安
五
年
十
月
、
九
条
満
家
は
輸
出
荘
の

に
つ
い
て
、
将
軍
義
政
生
母
大
方
殿
（
袋
松
愛
子
）

よ
り
仰
せ
付
け
て
も
ら
う
よ
う
、

の
実
家
で
あ
る
日
野
家
に
依
頼
す
る
害
状
を
送
っ
て
い
る
（
『
県
史
い
八
「
九
条
家
文
書
」

〔
摂
津
悶
一
所
領
関
係
〕
九
二
）
o

し
か
し
、

そ
の
後
も
一
向
に
そ
の
支
配
回
復
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
年
未
詳
の
九
条
家
雑
掌
市
中
状
で

は
、
返
付
が
無
理
な
ら
替
地
を
仰
せ
付
け
る
よ
う
願
い
出
て
い
る
（
『
九
条
家
文
香
』
一
一
一
六
八
）
。
ま
た
、
代
官
に
任
じ
て
支
配
を

請
け
負
わ
せ
て
い
た
守
護
代
長
境
宗
永
も
、
公
方
御
料
所
で
あ
り
、
「
私
の
儀
を
以
て
、
沙
汰
致
し
難
し
」
と
い
っ
て
年
黄
納

入
を
行
わ
な
か
っ
た
（
同
上
三
五
八
）
。
同
じ
く
公
方
御
料
所
と
さ
れ
た
ほ
か
の

荘
も
状
況
は
同
じ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
文
安

六
年
四
月
に
は
、
兵
庫
上
荘
内
徳
珍
名
・
福
原
諮
問
方
散
在
田
地
が
、
荘
園
領
主
と
は
関
係
な
く
、
御
料
所
と
し
て
石
清
水
八

幡
宮
に
寄
進
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

Q
県
史
』
七
「
石
清
水
文
書
」
四
九
・
五
O
）
。
赤
松
氏
が
去
っ
た
後
も
、
公
方
御
料
所
化
と

い
う
事
態
の
前
に
、
荘
関
領
主
は
な
す
術
を
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

文
明
元
年
、
室
町
幕
府
は
よ
う
や
く
九
条
家
に
輪
田
荘
東
西
の
直
接
支
配
を
認
め
る
奉
行
人
連
署
奉
書
（
吋
九
条
家
文
書
』
一
一
一

六
O
）
を
発
給
し
た
。
文
明
六
年
に
は
細
川
氏
被
官
で
あ
る
斎
藤
元
右
が
代
官
と
な
り
、
詩
文
を
九
条
家
に
提
出
し
て
い
る

（
向
上
一
一
一
六
二
）
。
し
か
し
、
応
仁
元
年
（

四
六
七
）
に
始
ま
っ
た
応
仁
の
乱
以
降
、
戦
乱
は
各
地
に
拡
大
し
、
こ
の
頃
、
都
市

に
よ
る
荘
園
支
配
は
た
だ
で
さ
え
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
、
輸
旧
荘
で
も
九
条
家
の
支
配
は
実
際
に
は
全
く
回
復
さ

れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
、
文
明
五
年
十
二
月
に
出
さ
れ
た
九
条
家
雑
掌
申
状
案
（
前
出
）
に
は
、
輸
田
荘
に
つ
い

て
細
川
氏
に
度
々
申
し
入
れ
た
が
、
「
上
意
号
っ
か
L

い
申
門

U
の
よ
し
申
さ
れ
、

い
ま
に
返
へ
し
わ
た
さ
す
候
」
と
あ
る
。

ま
た
、

こ
の
時
期
、
九
条
家
か
ら
細
川
被
官
の
安
富
元
家
に
宛
て
た
奉
書
（
問
上
一
一
一
六
一
二
）
も
、
輸
出
荘
に
つ
い
て
「
御
押
領
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の
地
に
候
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
も
、
文
明
元
年
十
一
月
に
は
山
名
是
豊
が
兵
庫
五
カ
荘
の
地
頭
職
を
拝
領
し
た
と
い
う

（
『
大
乗
続
寺
社
級
事
記
』
十
八
日
条
、
悶
文
明
四
年
九
月
十
日
条
）
。
こ
の
兵
庫
五
カ
荘
と
は
、
赤
松
知
行
の
没
収
に
よ
り
幕
府
御
料

所
と
な
っ
て
い
た
兵
庫
上
荘
・
間
中
荘
・
同
下
荘
お
よ
び
語
原
荘
・
輪
田
荘
を
さ
す
も
の
だ
ろ
う
。
輪
限
荘
の
現
地
の
支
配
権

は
細
川
氏
か
ら
さ
ら
に
山
名
氏
に
移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
な
お
是
豊
は
山
名
宗
全
の
子
だ
が
、
父
の
宗
会
と
は
不
仲
で
細
川
勝
一
冗
に

近
い
人
物
で
あ
っ
た
）
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
文
明
十
四
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
摂
津
国
寺
社
本
所
領
井
奉
公
方
知
行
等
住
文
（
前
出
）

に
は
、
輪
回
荘
は
「
不
知
行
」
と
見
え
る
。
こ
れ
以
後
、
九
条
家
の
輪
回
荘
支
配
を
示
す
史
料
は
見
ら
れ
な
い
。
九
条
家
領
輪

回
荘
は
文
明
年
間
に
は
名
実
と
も
に
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

論
回
荘
東
方

の
代
世
間
請
負

こ
こ
ま
で
赤
松
氏
が
地
頭
職
と
な
っ
た
西
方
を
中
心
に
南
北
朝
期
以
降
の
輪
回
荘
支
配
の
展
開
に
つ
い
て
見

て
き
た
が
、

方
、
東
方
の
支
配
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
。
東
方
で
は
、
鎌
倉
末
期
、
地
頭
薬

師
寺
氏
と
の
聞
で
下
地
中
分
の
契
約
が
成
立
し
、
こ
の
体
制
が
室
町
期
に
も
続
い
て
い
た
。
地
頭
や
守
護
の
請
所
と
な
ら
ず
、

じ
さ
む

荘
園
領
主
が
荘
園
内
の
土
地
と
人
に
対
し
直
接
支
配
を
行
う
こ
と
を
直
務
と
い
う
が
、
東
方
の
半
分
は
九
条
家
の
産
務
が
つ
づ

い
た
の
で
あ
る
。
応
永

三
九
六
）
の
九
条
経
教
遺
誠
（
前
出
）
に
よ
れ
ば
、
経
教
は
奉
公
へ
の
「
御
恩
」
と
し
て
、
東

荘園・村.lllJ 

方
の
知
行
権
を
「
一
品
禅
門
」
（
土
御
門
保
家
）
に
与
え
、
子
患
資
家
へ
の
相
続
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
資
家
が
応
永
三
十
一

輪
田
荘
東
方
の
段
銭
に
つ
い
て
記
し
た
書
状

Q
九
条
家
文
護
』

一
河
川
八
｜
九
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
東
方
の
間
数
五
町
五

段
余
に
対
し
、
段
銭
は
五
六

O
疋
（
五
貿
六
O
O文
）
を
宛
て
た
が
、
代
官
が
「
公
私
寄
進
」
し
た
田
地
を
除
い
た
た
め
、

第二節

六
O
疋
（
一
一
貫
六
O
O文
）
し
か
進
上
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
回
数
に
つ
い
て
も
、
父
保
家
が
裏
判
を
し
た
腎
応
年
間
（
一
一
一
一

一一一八
1
四
ニ
）
の
「
古
帳
」
に
比
べ
一
一
一
段
不
足
し
て
い
る
。
こ
れ
は
畠
が
川
（
淡
川
か
）
に
な
っ
た
た
め
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
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は
、
東
方
で
も
年
貢
徴
収
な
ど
は
代
官
に
委
ね
て
い
る
も
の
の
、

一
方
で
資
家
や
九
条
家
側
で
も
、
回
数
帳
を
作
成
す
る
な
ど
、

現
地
の
状
況
の
把
握
に
努
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
あ
と
東
方
で
も
、
九
条
家
の
領
主
と
し
て
の
支
配
は
形
骸
化
の
度
合
い
を
強
め
て
い
っ
た
。
南
北
朝
期
以
降

’ I"': 
弓み，，

も
主
主

Y
T
わ
か
s

ム
F
Z
M
Y議す
l
J

一党、制

作
す
路
島
章
宏
丸
町
苦
手
附

ウ
w
l
Z
P？
悲
喜
て
川

静
Tb移
t
f
a
f

乏
F

一
室
長
対

i

事

4113ゑ
信
教
会
脅
蛾

時
鳥
青
山
車
侮
ゅ
う
ケ
拘
叶
V
t
d
p
務
会
lu

t

品
ゑ
？
と
f
A
i説
。
‘
匁
枕

z
i‘y
寄付
F
め
議
録
均
鵬

会
意
主
8
マ

の
荘
閣
で
は
、

一
定
の
給
与
や
年
限
を
条
件
と
し
て
契
約
し
た
代
官
に
年
貢

納
入
を
詰
け
負
わ
せ
る
代
官
請
負
制
が
一
般
化
し
た
が
、
東
方
に
お
い
て
も
、

代
官
が
契
約
内
容
を
記
し
、
九
条
家
に
提
出
し
た
代
官
請
文
が
数
多
く
残
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
か
ら

翌
二
年
に
か
け
て
東
方
の
代
官
語
文
が
七
点
も
残
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（同上一一一五
0
1一
一
一
五
六
）
。
本
来
的
に
は
代
官
と
は
、
現
地
支
配
や
年
貢
徴
収

を
請
け
負
わ
せ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
問
時
に
複
数
の
代
官
が
存
在
す
る
の

は
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
て
七
点
も
の
代
官
請

文
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
解
答
を
探
る
手
が
か
り
と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
、
こ
う
し
た
代
官

請
文
の
一
つ
、

一
年
十
二
月
二
日
の
朝
間
請
文
（
向
上
三
五
六
）
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
東
方
代
官
職
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
、
借
銭
一

O
貴
文
の
う

ち
、
五
貰
文
を
五
日
中
に
進
上
す
る
。
残
り
の
五
箆
文
は
現
地
を
受
け
取
っ

て
か
ら
進
上
す
る
、
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
実
は
九
条
家
は
朝
一
関
か
ち
り
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一
O
貫
文
の
借
銭
を
し
、

そ
の
か
わ
り
に
朝
院
を
代
官
に
任
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
荘
闘
領
主
が
借
金
を
す
る
場
合
、

貸
し
主
を
所
領
の
代
官
’
械
に
任
じ
て
年
寅
徴
収
権
を
与
え
、
徴
収
し

よ
っ
て
借
金
を
返
済
す
る
と
い
う
方
法
が
一
般

的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
朝
擦
が
代
官
に
任
じ
ら
れ
た
の
も
同
様
の
事
例
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

事
例
で
は
、
朝
一
関
の
よ
う
に
代
官
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
の
多
く
は
、
金
融
業
者
に
近
い

で
あ
っ
た
ら
し
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
複
数
の
代
官
請
文
が
残
っ
て
い
る
の
も
、
九
条
家
が
そ
の
分
東
方
の
年
買
を
質
に
し
て
借
銭
を
重
ね

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

年
、
神
栄
寺
一
冗
秀
は
五

0
0
0疋
（
五

O
貰
文
）
の
銭
貨
を
進
上

し
、
九
条
家
か
ら
東
方
代
官
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
元
秀
が
出
し
た
書
状
（
珂
上
一
一
ヱ
ハ
ム
ハ
）
に
は
、
五

O
O
O疋
を
用
立

で
て
く
れ
た
な
ら
、
中
尾
方
か
ら
の
指
銭
を
返
済
し
、
現
地
の
支
配
権
を
引
き
渡
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
見
え
る
。

「
九
条
家
文
書
」
に
は
、
前
年
九
月
、
中
尾
次
郎
主
衛
門
樹
末
俊
と
い
う
人
物
の
請
文
も
あ
る
（
向
上
…

こ
の
未
俊
こ

そ
、
こ
こ
に
見
え
る
中
尾
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
九
条
家
は
中
尾
か
ち
り
借
銭
し
、
中
尾
を
輪
閏
荘
の
代
官
に
任
じ
た
が
、

そ
の

後
、
元
秀
か
ら
の
借
銭
に
よ
っ
て
中
定
か
ら
の
措
銭
を
清
算
し
、
一
花
秀
を
代
官
に
任
じ
た
。
九
条
家
は
東
方
の
代
官
職
を
担
保

に
し
て
次
か
ら
次
へ
と
借
銭
を
重
ね
、
借
銭
を
借
銭
で
返
す
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て
九
条

荘園・村・町

家
は
困
窮
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
九
条
家
は
元
秀
に
現
地
に
違
乱
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
元
秀
が
不

満
を
申
し
立
て
る
と
、
こ
こ
の
代
官
は
方
々
に
所
望
す
る
者
が
い
る
、
借
銭
を
用
立
て
な
い
の
な
ら
、
別
人
を
代
官
に
任
じ
る
、

と
い
っ
て
脅
し
て
い
る
。
東
方
の
代
官
を
希
望
す
る
者
は
引
く
手
あ
ま
た
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
九
条
家
は
代
官
に
対
し
、

!H _fifi 

圧
的
な
態
度
で
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
九
条
家
は
結
局
こ
う
し
た
借
銭
に
よ
っ
て
足
を
す
く
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

び
つ

年
十
月
、
九
条
家
は
、
家
領
備

[fj｛＼；・ 1:111せ日主！と編H679 



ち

ゅ

う

う

ま

や

び

ぜ

ん

中
国
駅
盟
荘
に
関
す
る
何
ら
か
の
借
物
の
質
物
と
し
て
、
東
方
の
永
代
売
券
を
備
前
隈
の
細
川
氏
有
力
被
宮
で
あ
る
庄
信
元

に
渡
し
た
（
向
上
一
一
一
五
五
）
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
後
、
東
方
の
知
行
権
は
駅
思
荘
の
契
約
が
果
た
せ
な
か
っ
た
た
め
か
、

よ
っ
て
借
物
の
か
た
と
し
て
と
ら
れ
て
し
ま
う
。
文
明
元
年
（
一
間
六
九
）
十
一
月
の
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（
向
上
一
一
一

六
O
）
に
は
「
借
銭
に
入
れ
置
か
る
と
い
え
ど
も
落
問
」
と
あ
り
、
借
銭
の
問
題
は
解
決
し
た
か
に
見
え
る
が
、
同
五
年
十
二

月
の
九
条
家
雑
掌
申
状
案
（
向
上
一
ニ
六
一
）
で
は
、

い
ま
だ
返
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
九
条
家
は
借
銭
が
原
盟
で
東
方
の
支

配
権
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

応
仁
の
乱
後
の
福

原
殺
と
一
条
家

応
仁
の
乱
後
、
戦
乱
が
中
央
か
ら
地
方
へ
と
拡
大
す
る
の
に
伴
い
、
荘
園
領
主
の
年
買
収
取
は
ま
す
ま

す
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
輪
回
荘
が
公
方
御
料
所
に
な
っ
た
ま
ま
、
文
明
年
間
に
は
不
知
行
化

し
た
の
に
対
し
、
福
原
荘
で
は
こ
の
時
期
以
後
も

条
家
に
よ
る
最
後
の
再
建
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
梅
原
荘
は
公
方
御
料
所
と
な
っ
た
後
、
文
安
六
年
（
一
四
四
九
）
に
は
散
在
田
地
が
石
清
水
八
幡
宮
に
寄

か
ん
し
ょ
う

そ
の
後
、
寛
正

進
さ
れ
た
。
し
か
し
、

四
六
一
）
に
は
一
条
家
の
直
務
を
認
め
、
守
護
の
押
妨
を
停
止
す
る
よ
う
後

花
園
天
皇
の
総
旨
（
『
県
史
』
七
「
春
日
大
社
文
金
百
」
一
ニ
五
参
考
）
が
下
さ
れ
て
お
り
、

一
応
は
こ
の
時
期
に
は

条
家
の
領
主
権

が
回
復
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
輪
田
荘
と
大
き
く
異
な
る
の
が
、
こ
の
後
の
一
条
家
の
動
き
で
あ
る
。
輪
田
荘
で
は
、
九
条
家
が
問
題
と
す
る
の

は
年
貢
納
入
の
有
無
の
み
で
、
実
擦
の
支
配
は
現
地
の
代
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
福
原
荘
で
は
こ
の
時
期
、

家
の
家
督
が
現
地
に
下
向
し
、
守
護
方
の
押
妨
を
排
除
し
、
直
接
年
貢
を
収
納
し
よ
う
と
い
う
行
動
に
出
る
の
で
あ
る
。

条
家
で
最
初
に
植
原
荘
に
下
向
し
た
家
督
は
大
納
言
政
一
関
で
、
応
仁
一
一
年
（
一
四
六
八
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
吋
大
梁
続
寺

680 
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社
雑
事
記
』
十

月
十
九
日
条
）
。
だ
が
、
前
年
に
始
ま
っ
た
応
仁
の
乱
に
伴
う
戦
乱
は
兵
庫
ま
で
広
が
っ
て
お
り
、
政
房
の
下

向
は
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
。
政
一
貯
は

の
大
内
箪

年
ほ
ど
揺
原
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
翌
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
、

ふ
く
ご
ん

と
東
軍
の
山
名
（
日
琵
且
）
・
赤
松
軍
が
兵
庫
津
で
衝
突
し
た
際
、
東
軍
側
の
福
厳
寺
乱
入
に
巻
き
込
ま
れ
、
討
た
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
（
第
八
章
第
二
節
4
項
参
照
。
吋
大
梁
院
中
守
社
維
古
明
記
』
十
一
月
十
限
臼
条

な
お
悶
十
二
月
十
七
日
条
袋
書
に
よ
れ
ば
、
政

一
民
が
討
た
れ
た
の
は
西
軍
の
足
利
義
視
に
間
違
わ
れ
た
た
め
と
い
う
）
。
し
か
も
、
こ
の
後
、
福
原
荘
は
将
軍
家
御
台
所
で
あ
る
日
野

の
弟
勝
光
に
与
え
ら
れ
る
と
の
風
間
関
も
出
て
お
り
（
同
上
）
、

条
家
の
描
原
荘
支
配
は
か
え
っ
て
危
機
に
直
顕
す
る
こ

L

二
」
、
ム
コ
こ
。

」」
v
t
J
J
J
L
7

こ
う
し
た
危
機
的
状
況
か
ら
の
立
て
直
し
を
は
か
っ
た
の
が
、
政
一
聞
の
祖
父
で
、
当
代
一
流
の
文
化
人
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ

か
ね
よ
し

条
兼
良
で
あ
る
。
文
明
一

た
前
関
白

兼
良
は
福
原
荘
領
家
職
及
び
「
検
断
人
足
」
を
、
氏
寺
で
あ
る
興
福
寺
に
造
営
料

所
と
し
て
寄
進
し
た

Q
県
史
』
七
「
春
日
大
社
文
常
一
日
」
一
一
一
四
）
0

こ
れ
に
よ
っ
て
揺
原
荘
の
年
寅
は
代
宮
よ
り
興
福
寺
に
納
入
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

一
方
で

条
家
も
興
椙
寺
か
ら
礼
銭
を
受
け
取
る
こ
と
、
こ
れ
に
相
違
し
た
場
合
、
知
行
を
在
し
放

つ
こ
と
が
契
約
さ
れ
て
い
た
。
戦
乱
に
よ
り
年
貢
収
入
の
滞
る
中
、

条
家
は
寄
進
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
で
、
年
貢
を
少
し

荘閤・4寸・ ffiJ

で
も
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
あ
と
結
局
い
つ
の
間
に
か
一
条
家
は
代
官
を
協
任
す
る
な
ど
領
主
権
を
回
復
し
て

いる）
0

だ
が
、
こ
の
後
も
福
原
荘
を
め
ぐ
る
混
乱
は
続
き
、
年
買
は
滞
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
御
料
所

第二節

で
あ
っ
た
兵
膝
五
カ
荘
の
地
頭
職
は
文
明
ニ
年
、
山
名
是
豊
に
よ
っ
て
拝
領
さ
れ
た
が
、
兵
庫
津
を
め
ぐ
る
東
軍
・
西
軍
の

奪
と
と
も
に
福
原
荘
の
代
官
職
は
次
々
と
交
替
し
た
。
文
明
四
年
に
は
将
軍
義
政
に
よ
っ
て
是
豊
の
地
頭
職
は
没
収
さ
れ
、
そ

主主代・ tjJ[!J:歴史編E
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の
後
、
大
内
氏
が
代
官
房
｝
置
い
た
が
、
大
内
氏
の
撤
退
と
と
も
に
、
兵
庫
津
周
辺
は
細
川
氏
の
支
配
下
に
入
り
、
福
原
寝
の
代

官
に
は
細
川
氏
の
被
官
・
香
川
氏
が
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
第
八
章
第
二
節
4
項
）
。
し
か
し
、

一
条
兼
良
の

で
興
福
寺
大

乗
院
内
主
で
あ
っ
た
尋
尊
の
『
大
一
衆
院
寺
社
雑
事
記
」
文
明
十
六
年
正
月
ニ
日
条
に
よ
れ
ば
、
香
川
誌
は
一
向
に
年
買
を
弁
済

し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
輪
悶
荘
と
同
様
、
福
原
荘
で
も
代
官
は
年
貢
の
上
納
を
渋
り
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ

が

条
家
は
こ
れ
に
対
し
、
香
川
氏
の
主
家
で
あ
る
翻
川
氏
に
申
し
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
家
可
の
松
殿
忠
顕
を
現
地
に
派

遣
し
、
小
守
護
代
薬
師
寺
備
後
守
兄
第
な
ど
と
の
交
渉
を
頻
繁
に
行
わ
せ
た
（
向
上
）
。
そ
し
て
、
文
明
十
五
年
十
二
月
に
は
、

兼
良
の
子
冬
良
が
福
原
荘
に
下
向
す
る
。
『
大
衆
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
六
年
二
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
冬
良
が
下
向
す

る
と
嶋
中
・
陸
方
の
百
姓
は
冬
良
の
も
と
に
参
上
し
て
御
礼
を
申
し
入
れ
、
香
川
氏
の
代
官
は
「
引
退
・
上
洛
」
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
二
月
八
日
か
ら
年
貢
の
納
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
冬
良
が
在
荘
し
た
文
明
十
六

1
十
七
年
の
問
、

ノ廿
升ミミ
仁ム・
考え

は
よ
う
や
く
安
定
し
た
年
貢
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
戦
乱
の
中
、
冬
良
が
長
く
梅
原
に
在
荘
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
文
明
十
七
年
、
冬
良
が
上
浴
す
る
と
、

え
い
し
ょ
J

一
条
家
の
福
原
荘
支
配
が
確
認
で
き
る
の
は
、
永
正
四
年

以
後
、
福
原
荘
の
詳
し
い
状
況
を
記
す
史
料
は
少
な
く
な
る
。

（
一
五
O
七
）
、
摂
津
守
護
代
薬
師
寺
三
郎
左
衛
門
尉
の
抑
領
を
伝
え
る
ヨ
臼
一
胤
卿
記
』
同
年
七
月
三
日
条
が
最
後
で
あ
る
。

条
家
領
福
原
荘
も
十
六
世
紀
に
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

682 
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伊
川
荘
と
明
石
光
長

こ

く

じ

ん

み

か

し

播
磨
の
代
表
的
な
閤
人
の
一
つ
に
、
明
石
郡
に
拠
点
を
お
い
て
活
動
し
た
明
石
氏
が
い
る
（
以
下
、
石
凶
器

国
人
明
石
氏

人
「
明
石
と
明
石
氏
に
つ
い
て
」
参
照
）
。
国
人
と
し
て
の
明
石
氏
が
史
料
上
に
現
わ
れ
る
の
は
、

！句三

四一一一
O
文
明
石
部
の
如
意
寺
（
四
区
機
谷
）
に
問
地
を
寄
進
し
た
明
石
性
会
が
最
初
の
よ
う
で
あ
る
（
「
県
史
』
一
「
如
意
寺

し
ゆ
り
の

4
け

ち

ょ

J

ろ

く

し

ん

文
書
」
一
二
）

0

そ
の
後
、
十
五
世
紀
後
半
に
入
っ
て
明
石
修
関
亮
が
現
れ
、
長
禄
二
年
（
一
間
平
八
）
の
赤
松
牢
人
に
よ
る
神

じ

ぎ

っ

し

よ

う

翠
回
復
に
い
た
る
活
動
で
、
京
都
雑
掌
を
担
当
し
て
い
る
（
吋
県
史
』
九
「
上
月
文
書
い
四
六
）
。
さ
ら
に
、
赤
松
惣
領
家
再
随
一
直

後
に
は
、
明
石
氏
が
堀
氏
と
と
も
に
当
主
赤
松
政
則
の
雑
掌
を
つ
と
め
て
お
り
（
「
蔭
涼
粁
日
録
』
長
禄
三
年
五
月
六
日
条
文

人
衆
の
な
か
で
も
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

む

つ

に

ん

ぶ

ん

め

い

え

ち

ぜ

ん

の

か

み

ひ

3
ゆ
主

そ
の
後
、
応
仁
・
文
明
の
乱
で
は
、
明
石
越
前
守
尚
行
の
活
躍
が

「
応
仁
別
記
」
（
蒜
叶
書
類
従
』
）

に
み
え
る
。

与
四
f!ll 
祐；1
き5赤
主松

2要。VJ 

播
磨
回
復
後
、

尚
行
は
守
護
の
も
と
で
明
石
郡
を
管
轄
し
て
い
た
（
本
節
5
項
参
照
）
。
尚
行
の
次
代
は
、

：±悶・村.lflJ 

祐
実
は
、

赤
松
政
加
の
追
放
承
認
を
幕
府
に
求
め
る
害
状
に
浦
上
山
宗
ら
問
名
と
と
も
に
署
名
し

え

ん

こ

く

お

と

も

一
）
。
さ
ら
に
、
延
徳
三
年
（
一
間
九
一
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
政
別
の
御
伴
衆
に
祐

文
明
十
六
年
（
一
間
八
四
）
、

て
い
る

Q
個
別
史
』
九
「
熔
川
家
文
書
」

の
名
が
み
え
る
（
吋
怒
涼
粁
日
録
』
延
徳
三
年
九
月
二
十
三
日
条
な
ど
な
こ
の
尚
行
・
祐
実
が
明
石
氏
の
嫡
流
で
あ
り
、
赤
松
氏

被
官
中
の
宿
老
的
存
在
で
あ
っ
た
。

M<  -A" 
51~~日H

祐
実
と
何
時
期
の
明
石
氏
庶
流
に
、
印
伊
川
荘
の
又
代
官
（
代
官
の
代
官
）
で
あ
っ
た
開
防
守
光
長
が
い
る
。
光
長
と
祐
実
の

,1，代.tjiJlt ！法！と＊ji,jII 
683 



系
譜
上
の
関
係
は
、
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
光
長
の
活
動
は
、
荘
園
代
宮
職
を
重
要
な
経
済
基
盤
と
し
た
当
時
の

悶
人
と
、
荘
園
領
主
、
守
護
、
幕
府
中
拡
な
ど
と
の
関
係
を
詳
し
く
伝
え
て
く
れ
る
。
戦
国
期
に
お
け
る
嫡
流
の
活
動
に
つ
い

て
は
本
節
5
項
な
ど
で
述
べ
る
こ
と
と
し
、
こ
の
項
で
は
光
長
と
伊
川
荘
の
関
係
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

末
期
に

伊
川
荘
（
西
区
伊
川
谷
町
）
は
、
明
石
川
の
支
流
伊
川
の
流
域
に
あ
っ
た
荘
闘
で
あ
る
（
以
下
、
郊
米
一
志

さ

い

お

ん

じ

り

ょ

う

け

し

さ

設
仏
閣
社
会
に
お
け
る
宗
教
機
造
』
参
照
）
。
鎌
倉
後
期
に
は
西
闘
寺
家
が
領
家
職
を
保
持
し
て
お
り
、
鎌
倉

さ
ん
ひ
ら

族
の
女
性
に
譲
ら
れ
た
の
ち
、
西
国
寺
公
衡
の
娘
広
義
門
院
寧
子
（
後
伏
見
天
皇
女
御
、
磁
刻
一
一
年
〔

大
光
明
寺
領
伊

川
荘
の
成
立

一
一
一
五
七
〕
没
）

が
領
家
と
な
り
、

そ
の
後
広
義
門
読
の
御
願
寺
で
あ
る
大
光
明
寺
の
所
領
と
な
っ
た
。
大
光
明
寺
は
京
都
伏
見
に
あ
っ
た
臨
済

の
寺
院
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
閥
、
商
応
四
年
（

）
、
西
閤
寺
家
の
女
性
と
思
わ
れ
る
深
草
姫
君
が
伊
川
荘
内
布

か
ん
の
う

施
畑
村
の
領
家
職
を
太
山
寺
に
譲
り
（
『
県
史
』
二
「
太
山
寺
文
書
」
二
九
）
、
観
応
一

rg 

（
一
三
五

）
に
は
藤
原
範
仲
が
陪
村
地

頭
職
を
寄
進
し
た
（
同
上
一
二
六
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
布
施
畑
村
は
太
山
寺
領
と
な
り
、
太
山
中
守
は
西
国
寺
家
の
祈
祷
寺
と
し
て
の

性
格
も
あ
わ
せ
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

伊
川
荘
と
赤

松
春
臼
部
家

一
方
、
伊
川
荘
は
赤
松
春
日
部
家
の
所
鎮
で
も
あ
っ
た
（
『
県
史
』
九
「
赤
松
（
春
日
部
）
文
書
」
〔
友
淵
楠
磨
氏た

ん

旧
戯
〕
七
）
。
赤
松
春
日
部
家
は
、
赤
松
内
心
（
則
村
）
の
子
息
貞
範
に
始
ま
る
赤
松
庶
流
家
の
一
つ
で
、
丹

波
国
春
日
部
荘
（
兵
庫
県
氷
上
市
）
を
所
領
と
し
た
こ
と
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
る
。

じ
よ
う
じ

春
日
・
部
家
と
伊
川
荘
の
関
係
を
不
す
最
初
の
史
料
は
、
貞
治
一
一
一
年
（

法
）
で
あ
る
（
吋
県
史
』

三
六
四
）
に
貞
範
が
太
山
寺
に
下
し
た
禁
制
（
寺
内

一
「
太
山
寺
文
議
」
問
O
）
。
太
山
寺
の
寺
内
法
と
し
て
は
、
こ
れ
よ
り
先
に
藤
原
範
仲
が
貞
和
一
一
年

一
四
六
）
に
承
認
し
た
太
山
寺
規
式
が
あ
っ
た
（
附
上

）
。
範
仲
は
地
顕
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
述
べ

684 兵庫~ll と 411麹第九主主



別
村

l
貞
範

i
額
則
｜
門
M
M
l良

村

i
円
け
い
ハ
刊
行
一
語

罰74 赤松泰日

部家系図

た
観
応
一
一
年
の
寄
進
を
最
後
に
伊
川
荘
の
史
料
か

ら
姿
を
消
す
。
貞
範
の
禁
制
は
貞
和
の
規
式
に
代

わ
る
も
の
で
あ
り
、
春
日
部
家
が
伊
川
荘
で
保
持

し
た
の
は
地
頭
職
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

ぅ
。
春
日
部
家
は
太
山
寺
を
保
護
し
、
貞
範
、
貞
村
、
教
貞
な
ど
春
日
部
家
の
当
主
が
与
え
た
文
書
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。

十
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
春
日
部
家
は
、
貞
村
の
子
息
教
貞
と
そ
の
弟
貞
祐
の

系
統
に
分
裂
し
て
争
う
こ
と
に
な
っ
た

（
以
下
、
波
法
大
門
「
赤
総
春
日
部
家
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
、
依
藤
保
「
明
石
周
紡
守
光
長
の
伊
河
荘
代
官
職
翁
文
」
参
照
）
。
教
貞
の

子
患
と
思
わ
れ
る
千
代
寿
丸
が
上
意
に
背
い
て
逐
電
し
、
教
貞
の
跡
を
貞
祐
（
貞
一
長
）
が
継
い
だ
た
め
で
あ
る
（
吋
県
史
』
九

「
赤
松
（
森
臼
部
）
文
沼
田
」
（
友
制
楠
燦
氏
出
蔵
〕

な
ど
）
。
文
明
二
年
三
四
七
O
）
に
貞
祐
が
没
す
る
と
、

そ
の
遺
跡
は
子
患

苅
祐
に
譲
ら
れ
た
（
問
上

五
ほ
か
）
。
逐
電
し
た
千
代
寿
丸
は
方
々
で
狼
籍
を
働
き
、
応
仁
・
文
明
の
乱
で
は
西
軍
に
開
附
し
た

（
「
県
史
』
九
「
赤
松
（
春
日
部
）
文
書
い
〔
阿
山
県
立
待
物
館
所
蔵
）
八
ほ
か
）
。
貞
祐
・
一
兆
祐
父
子
は
も
ち
ろ
ん
東
軍
で
あ
る
。

こ
う
し
た
対
立
は
伊
川
荘
に
も
波
及
し
た
。
文
明
六
年
に
は
千
代
寿
丸
が
伊
川
荘
に
乱
入
し
、
一
克
祐
が
逐
電
し
た
。
翌
年
、

~＇El玄I. 村・問I

今
度
は
一
冗
祐
が
伊
川
荘
に
出
張
し
合
戦
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
文
明
十
一
年
に
も
元
祐
が
乱
入
し
た
。
こ
の
と
き
の
合
戦
は

「
蜂
之
巣
合
戦
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
以
上
、
「
県
史
』
一
一
「
太
山
寺
文
書
」
七
一

伊
川
荘
代
官
職

を
め
ぐ
る
争
い

春
日
部
家
は
、
代
々
大
光
明
寺
領
伊
川
川
荘
の
代
官
で
も
あ
っ
た
。
貞
範
が
伊
川
荘
を
獲
得
し
た
の
ち
、
大

叶＿，，，. .,,_ 
河合~民fl

光
明
寺
は
春
日
部
家
に
現
地
支
配
を
委
ね
た
の
で
あ
る
。

文
明
末
年
頃
、
代
官
は
赤
松
伊
立
次
郎
範
行
で
あ
っ
た
。
範
行
は
教
貞
の
子
息
千
代
寿
丸
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
千
代
寿
丸

お代・ tj:1限[fil'史綴II68ラ



は
結
局
伊
川
荘
を
一
兆
祐
の
攻
撃
か
ら
守
り
通
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
範
行
の
も
と
で
又
代
官
を
務
め
て
い
た
の
が
、

明
石
光
長
で
あ
っ
た
。
正
代
官
の
範
行
は
伊
川
荘
に
在
荘
せ
ず
、

そ
の
代
官
と
し
て
光
長
が
現
地
支
配
を
担
当
し
て
い
た
の
で

あ
る
。文

明
十
八
年
（
一
関
八
六
三
大
光
明
寺
住
持
が
、
細
川
政
元
の
被
官
で
あ
る
細
川
（
上
野
）
一
兆
治
を
代
官
に
補
任
し
、
一
苅
治

の
議
勢
が
伊
川
荘
に
打
入
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
住
持
は
、
春
臼
部
家
と
伊
川
荘
代
官
職
の
由
緒
を
知
ら
な
か
っ

た
と
い
う
。
範
行
は
、
播
磨
守
護
の
赤
松
政
則
に
助
力
を
願
い
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
政
問
は
、
浦
上
則
宗
の
書
状
を
も
っ
て
拙

川
氏
の
有
力
被
官
で
あ
る
安
富
氏
に
申
し
入
れ
た
。
浦
上
則
宗
は
赤
松
氏
被
官
中
の
最
有
力
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
将
軍
足

山
し
ひ
ぷ

利
義
尚
や
大
御
所
足
利
義
政
の
信
任
も
厚
く
、
ま
た
安
富
氏
と
も
親
し
か
っ
た
。
政
問
は
、
別
宗

i
安
富
ル

i
ト
に
よ
る
元
治

へ
の
働
き
か
け
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
治
は
未
知
し
な
か
っ
た
（
「
議
涼
軒
目
録
』
七
月
三
日
条
。
以
下
、
小
林
基
伸

「
十
五
佐
紀
後
期
の
播
磨
に
お
け
る
守
護
・
国
人
・
地
下
」
参
照
）
。

同
年
七
月
、
範
行
は
蔭
涼
軒
主
亀
泉
集
証
の
も
と
に
使
い
を
送
り
、
将
軍
へ
の
上
申
を
依
頼
し
た
。
蔭
涼
軒
は
五
山
系
寺
院

の
寺
領
や
僧
職
を
統
轄
す
る
職
務
に
関
わ
り
、
将
軍
に
直
接
事
案
を
呉
申
で
き
る
立
場
に
い
た
。
集
証
は
、
ま
ず
大
光
明
寺
の

新
住
持
を
説
得
し
、
範
行
の
補
任
を
認
め
る
守
家
の
文
書
を
獲
得
し
た
。
集
証
は
そ
れ
を
義
政
に
被
諾
し
、
幕
府
の
奉
行
人
奉

蓄
が
く
だ
さ
れ
た
が
、
元
治
は
伊
川
荘
の
引
き
渡
し
を
拒
否
し
、
代
官
が
現
地
の
占
拠
を
続
け
た
（
同
上
文
明
十
八
年
七
月
十
日

条
、
何
年
卜
一
月
七
日
条
な
ど
）

0

明
石
光
長
の
代

官
職
回
復
運
動

こ
の
後
、
明
石
光
長
の
活
動
が
表
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
光
長
は
範
行
の
代
官
で
あ
る
か
ら
、
範
行

が
代
官
職
を
回
復
で
き
な
け
れ
ば
自
ら
も
権
請
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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光
長
も
ま
た
、
浦
上
則
宗
に
協
力
を
求
め
た
。

元
年
三
郎
八
七
）
十
二
月
、
則
宗
は
近
江
在
陣
中
の
将
軍
義
尚
に

働
き
か
け
、
守
護
赤
松
政
則
に
対
し
、
細
川
元
治
の
代
官
を
退
け
現
地
を
範
行
方
の
代
官
（
光
長
）
に
引
き
渡
す
よ
う
命
じ
る

奉
行
人
奉
書
を
獲
得
し
た
。

一
一
月
、
政
則
が
東
播
磨
守
護
代
別
所
則
治
あ
て
に
将
軍
の
命
令
を
執
行
す
る
よ
う
命
じ
る
文

書
を
く
だ
し
、
そ
れ
を
受
け
て
別
治
が
、
守
護
認
に
あ
て
て
伊
川
荘
引
き
渡
し
の
実
施
を
命
じ
る
内
容
の
文
書
を
出
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
将
軍
の
命
令
は
守
護
、
守
護
代
、
守
護
使
へ
と
伝
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
代
、
そ
れ
ぞ
れ

の
文
書
を
獲
得
す
る
の

つ
ま
り
、
幕
府
の
奉
行
人
奉
書
を
え
た
光
長
は
、
ま
ず
政
則
の
泰
行
人

の
役
割
で
あ
っ
た
。

に
交
渉
し
、

そ
こ
で
文
書
を
獲
得
す
る
と
、
今
度
は
則
治
の
も
と
へ
赴
く
の
で
あ
る
。
当
時
、
文
書
を
出
し
て
も
ら
う
に
は
か

な
り
の
礼
銭
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
手
続
き
は
こ
れ
で
終
了
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
大
光
明
寺
住
持
に
、
範

行
の
補
任
を
認
め
る
文
書
を
書
い
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
四
月
九
日
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

四
月

日
、
亀
泉
集
証
が
大
伽
御
所
足
利
義
政
に
こ
れ
ら
四
通
の
文
書
を
披
露
し
、
義
政
の
裁
可
が
く
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、

範
行
補
任
・
元
治
排
除
に
関
わ
る
関
係
者
す
べ
て
の
同
意
を
確
認
し
た
う
え
で
、
よ
う
や
く
最
終
的
な
決
定
が
な
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
集
証
は
、
大
光
明
寺
住
持
に
あ
て
て
裁
可
の
結
果
を
知
ら
せ
る
書
状
を
書
き
、

日
、
集
証
の
も
と
を
訪
れ
た
光
長
に

>i':E医卜村・ lllT

渡
し
た
。
同
時
に
、
奉
行
人
奉
書
、
守
護
、
守
護
代
の
文
書
も
光
長
に
返
還
さ
れ
た
（
以
上
、
吋
務
保
粁
日
銀
』
塁
間
予
二
年
間
月
九

日
・
二
十
五
日
・

一
十
六
日
条
）
。
こ
う
し
て
、
光
長
の
地
位
は
無
事
国
後
さ
れ
た
か
に
み
え
た
が
、

は
眼
調
に
は
進
ま
な

、A
〉

ψ
E
O

AHH
一
み
れ

M,  ~M 

511~.1!11 

在
国
小
二
郎
の

ニ
カ
村
押
領

じ
つ
は
、
範
行
が
、
在
田
小
二
郎
・
明
石
祐
実
と
伊
川
荘
に
関
わ
る
何
ら
か
の
契
約
を
か
わ
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
祐
実
が
明
石
氏
嫡
流
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
在
田
氏
は
赤
松
氏
庶
流
で
、
北
播
磨
を
中
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心
に
勢
力
を
も
っ
た
一
族
で
あ
る
が
、
小
ニ
郎
は
伊
川
荘
内
に
何
ら
か
の
所
領
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
、
範
行
は

元
治
と
対
立
す
る
な
か
で
、
伊
川
荘
を
回
復
し
た
ら
何
ら
か
の
権
益
を
あ
た
え
る
約
束
を
し
て
、
小
二
郎
や
祐
実
の
協
力
を
求

め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、

一
年
分
の
年
買
が
大
光
明
寺
に
納
入
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
光
長
に
と
っ
て
は
又
代
官
と
し
て
の
権
益
を
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
光
長
は
、
大
光
明
寺
か
ら
、
補
任
し
た

以
上
は
他
人
の
妨
害
が
あ
っ
て
も
年
賀
未
納
は
認
め
な
い
と
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
光
長
は
、
長
率
二
年
分
の
年
震
を
自

ら
負
担
し
、
以
後
は
自
分
が
直
接
納
入
す
る
こ
と
を
大
光
明
寺
に
誓
約
し
た
。
光
長
に
よ
る
地
位
保
全
運
動
で
あ
る
（
「
県
史
』

九
「
大
光
明
寺
文
護
」
一
四
）
0

代
官
職
回
復
運
動
と
い
い
、
年
貢
の
肩
代
わ
り
と
い
い
、
光
長
は
相
当
の
財
力
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

か
い
ほ
つ

し
か
し
、
在
田
小
ニ
郎
は
そ
の
後
も
伊
川
荘
内
の
畑
村
（
布
施
畑
村
）
・
開
発
村
一

カ
村
の
支
配
を
続
け
た
。
こ
れ
は
、
大
光

明
寺
か
ら
み
れ
ば
押
領
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
延
掠
二
年
（
一
回
九
O
）
一
一
一
月
、
大
光
明
ヰ
す
か
ら
亀
泉
集
証
に
知
ら
さ
れ
、

集
証
か
ら
別
所
則
治
と
光
長
の
も
と
に
害
状
が
送
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
実
状
を
知
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
光
長

は
入
選
し
、
周
防
人
道
良
観
と
称
し
て
い
た
（
「
縫
涼
軒
臼
録
』
延
徳
二
年
三
月
十
六
日
条
・
四
月
七
日
条
）
。

こ
の
間
題
に
つ
い
て
、
小
二
郎
の
父
在
田
忠
長
が
浦
上
則
宗
に
あ
て
て
釈
明
し
た
害
状
が
残
っ
て
い
る
（
吋
探
史
』
九
「
赤
松

ち
く
ぜ
ん

二
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
小
二
郎
が
筑
前
殿
と
い
う
者
の
養
子
と
な
り
、
畑
・
開

（
春
日
部
）
文
護
」
（
岡
山
県
立
博
物
館
所
蔵
〕

発
両
村
も
筑
前
殿
と
の
契
約
に
も
と
ず
つ
い
て
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
ら
不
当
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
筑
前
殿

は
春
日
部
家
の
人
物
と
推
定
さ
れ
る
が
、
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。
養
子
と
な
り
所
領
を
継
承
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
し
か

る
べ
き
手
続
き
を
へ
て
お
り
、
赤
松
政
則
も
承
知
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
忠
長
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
赤
松
元
祐
に
伝
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え
て
納
得
さ
せ
て
ほ
し
い
と
則
宗
に
依
頼
し
て
い
る
の
で
、
在
田
氏
を
訴
え
た
の
が
元
祐
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
範
行
が

小
二
郎
と
契
約
し
て
い
る
よ
う
に
、
在
田
氏
は
範
行
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
。
問
題
の
背
後
に
は
、
赤
松
春
日
部
家
内
部
の
対

立
が
か
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
間
題
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
赤
松
範
行
は
延
徳
ニ
年
十
二
月
に
地
界
し
た
（
吋
蔭
涼
軒
目
録
』
十
二

月
五
日
条
）
。
後
闘
は
元
範
で
あ
る
。
良
観
（
光
長
）
は
範
行
没
後
も
又
代
宮
を
務
め
て
い
る
。

延
徳
四
年
九
丹
、
赤
松
元
祐
が
伊
川
荘
を
諸
侍
の
兵
線
料
所
に
あ
て
た
。
喪
観
は
集
証
を
訪
ね
て
こ
の
こ
と
を
伝
え
た
が
、

又
代
官
職
は
す
で
に
子
患
に
任
せ
て
い
た
ら
し
い

Q
蔭
涼
軒
目
録
』
九
月
二
日
条
）
。
と
も
か
く
、
良
観
の
子
患
が
又
代
官
織
を

保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
元
祐
が
伊
川
荘
を
間
復
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
伊
川
荘
の
奪
回
を
目
的
と
し

て
兵
娘
料
所
に
指
定
し
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
範
行
の
地
界
後
、
伊
川
荘
に
は
ま
た
元
祐
の
力
が
及
ん
で
き
た
。

め
い
お
う

し
か
し
、
明
応
八
年
（

泊
九
九
）
に
は
、
元
範
が
太
山
寺
の
護
摩
料
を
年
貢
銭
か
ら
寄
進
し
て
お
り
（
「
県
史
』

一
「
太
山
寺
文

議
」
五
六
）
、
元
祐
に
よ
る
伊
川
荘
奪
匝
計
画
は
失
敢
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
伊
川
荘
と
春
日
部
家
の
関
係
が
ど

て
ん
ぷ
ん

の
よ
う
に
な
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
光
長
お
よ
び
そ
の
子
孫
の
動
向
も
篠
認
で
き
な
い
が
、
近
伎
の
史
料
に
天
文
年
間
（

荘函・村・附

？な三一一

i
五
五
）
頃
の
高
知
城
（
四
区
伊
川
谷
町
前
開
）
城
主
と
伝
え
ら
れ
る
明
石
周
防
守
宗
安
は
、
光
長
の
流
れ
で
は
な
い
か

と
考
え
事
り
れ
て
い
る
。

~ e一一第一一民j
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赤
松
有
馬
氏
と
有
馬
郡
内
の
荘
園

懇
醐
寺
領

野
鞍
務

室
町
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
、
各
国
の
守
護
や
有
力
国
人
は
、
代
官
職
な
ど
の
形
で
荘
閣
の
支
配
権
を
獲
得

し
て
い
く
。
守
護
を
は
じ
め
と
す
る
武
家
勢
力
や
荘
園
住
人
と
の
緊
張
関
係
に
よ
り
、
直
接
的
支
配
に
行
き
づ

ま
っ
た
荘
園
領
主
が
、
現
地
に
影
響
力
を
も
っ
武
家
に
支
配
を
委
ね
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
荘
園
領
主
の
支
配
権
は
し
だ

あ
り
ま

い
に
縮
小
し
、
荘
閣
は
守
護
や
有
力
国
人
の
勢
力
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
有
馬
郡
守
護
で
あ
る
赤
松
有
馬
氏

は
市
域
の
荘
園
を
中
心
に
、

も
、
守
護
と
し
て
有
馬
郡
を
支
配
す
る
だ
け
で
な
く
、
郡
内
の
荘
園
諸
職
を
集
積
し
、

そ
の
経
済
基
盤
と
し
て
い
た
。
こ
こ
で

そ
れ
ら
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
（
以
下
、
「
一
一
一
出
市
史
』
第
…
一
一
巻
参
照
）
。

関75 有馬11.[l内の荘悶
（『国史大古HUU「J只iiltl京IJ羽を参考に作成）

の
り
ざ
ね

一
（
一
四
回
二
）
一
一
一
月
、
有
馬
教
実
は
、
醍
醐
寺

の

の

く

ら

け

し

一
一
一
宝
院
領
野
鞍
荘
（
一
一
面
市
）
の
下
司
職
と
同
荘
内
本
庄
村

の
下
司
分
代
官
職
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

う
け
ぷ
み

請
文
（
誓
約
書
）
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
な
ぜ
か
請
文
を
返

却
さ
れ
就
狂
を
拒
否
さ
れ
た
（
『
県
山
叫
ん
』
七
「
醍
醐
寺
文
書
」

O
八
・
一

O
九
）
。
本
庄
村
下
司
分
代
官
職
に
つ
い
て
は
、
十

月
に
も
請
文
が
提
出
さ
れ
た
が
、
「
文
案
不
快
」
と
し
て
再

度
拒
否
さ
れ
た
（
『
一
一
一
田
市
山
叫
ん
』
第
三
巻
「
税
制
守
文
書
」
六
一
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ゃん
L

し

ょ

結
局
、
本
圧
村
下
司
分
代
官
織
に
は
、
悶
じ
月
に
黒
田
但
馬
坊
一
…
…
阿
弥
な
る
者
が
補
任
さ
れ
た
（
「
県
史
』
七
「
醍
繭
寺
文
書
」

。
）
。
荘
閣
の
支
配
権
は
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
競
合
が
生

じ
、
補
任
権
を
も
っ
荘
園
館
主
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
か
け
が
行
わ
れ
た
。
一

に
よ
る
教
実
就
任
拒
否
の
背
後
に
も
、

そ
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
野
鞍
荘
と
赤
松
有
馬
氏
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

同
じ
頃
教
実
は
、
有
馬
郡
内
所
々
の
下
鴨
社
領
荘
閣
の
預
職
を
保
持
し
て
い
た
。
同
社
領
小
野
荘
（
一
一
一
閃

士
山
口
山
口
こ
六
月
以
来
、
地
下
人
（
小
野
荘
の

郡
内
在
留
の

…
括
請
負

般
構
成
員
）
が
各
所
で
蜂
起
し
た
た

市
）
で
は
、

め
、
教
実
が
鎮
圧
に
つ
と
め
て
い
る
。
嘉
吉
元
年
六
月
は
嘉
吉
の
乱
が
起
こ
っ
た
月
で
あ
る
。
地
下
人
は
「
御
敵
」
に
与
力
し

て
蜂
起
し
た
と
い
う
か
ら
、
乱
に
よ
る
混
乱
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
（
第
百
二
年
十
月
赤
松
教
実
一
言
上
状
「
段
富
記
』
）

O

心
ん
め
い

赤
松
有
馬
氏
は
、
郡
内
の
防
天
王
寺
領
荘
閣
の
支
配
に
も
関
与
し
て
い
た
。
文
明
十
六
年
（

四
八
四
）
、
有
馬
別
秀
は
、
近

「
有
馬
郡
内
天
王
寺
領
所
々
」
の
年
賀
が
無
沙
汰
（
来
約
）
で
あ
る
と
し
て
、
幕
府
か
ら
年
設
の
納
入
を
命
じ
ら
れ
て
い
る

（
吋
大
日
本
史
料
』
八
i
十
六
、
五

通
常
、
荘
園
の
請
負
は
所
領
単
位
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
赤
松
有
馬
氏
は
都
内

~I鴎・村. UIJ 

の
下
鴨
社
領
や
四
天
王
寺
領
を

明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
八
月
、
有
馬
則
秀
・
澄
則
父
子
が
、
臨
御
所
領
上
津
焔
（
北
区
長
尾
町
上
津
）
の
代

括
で
請
負
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

南
御
所
領
よ

津
熔
代
官
職

宮
職
に
補
任
さ
れ
た
（
吋
県
史
』
八
「
宝
仙
制
寺
文
書
」

一
八
）
。
南
御
所
と
は
、
後
光
厳
天
皇
の
皇
居
崇
賢
門
院

藤
原
仲
子
が
創
建
し
た
と
さ
れ
る
大
怒
院
の
別
称
で
あ
る
。
則
秀
・
澄
刑
の
代
官
職
補
任
を
う
け
て
、
被
官
で
あ
る
松
原
則
的
貞
、

あ

お

み

の

青
海
野
信
重
が
又
代
官
（
代
官
の
代
官
）
に
就
任
し
た
（
向
上

k~«~A•/, 

!!H-UIJ 

九
）
。
守
護
ク
ラ
ス
の
代
官
の
場
合
、
本
人
が
直
接
現
地
支
配

に
関
わ
る
こ
と
は
な
く
、
年
貢
徴
収
等
の
実
務
は
又
代
官
と
し
て
被
官
が
担
当
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
代
官
職
の
獲
得
に

i"if＼：・ rjij明ll'lisl：編II
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は
、
被
官
関
係
を
強
化
す
る
意
義
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

又
代
宮
職
の
請
文
に
よ
る
と
、
契
約
期
陪
は

で
、
年
賀
銭
は
年
一

O
O貫
文
、

水申告、

風
損
の
い
か
ん
に
か
か

わ
ら
ず
十
月
中
に
皆
済
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
長
夫
銭
と
し
て
毎
月
一

0
0文
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
長
夫
銭
は
、
お
そ
ら
く
上
津
畑
の
住
人
が
夫
役
と
し
て
大
慈
院
ま
で
行
っ
て
い
た
も
の
が
、
銭
納
化
し
た
の
で
あ
ろ

，っ。
こ
の
よ
う
に
、
作
柄
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
毎
年
定
額
の
年
貢
納
入
を
請
負
う
契
約
を
請
切
と
い
う
。
荘
園
領
主
は
た
だ

定
額
の
年
実
収
入
だ
け
を
期
待
す
る
存
在
と
な
り
、
現
地
の
経
営
は
代
官
に
す
べ
て
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
明
十
七
年

四
八
五
）
に
実
相
坊
慶
祐
な
る
も
の
が
請
負
っ
た
と
き
の
年
貢
額
は
一

五
O
質
文
で
あ
っ
た
か
ら
（
悶
上
一

一
）
、
十
年
余
り

で
著
し
い
減
少
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、
南
御
所
に
と
っ
て
上
津
知
か
ら
の
年
寅
確
保
が
閤
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

上
津
畑
の
又
代
官
は
、
そ
の
後
松
原
秀
貞
と
堀
江
秀
清
が
つ
と
め
た
が
、
彼
ら
は
文
亀
一
一
一
年
（
一
五
O
一
一
一
）
分
の
年
貢
銭
を

え
い
し
よ
う

未
進
し
た
（
向
上
二
四
〉
。
そ
の
せ
い
か
、
永
正
二
年
（
一
五
O
五
）
に
は
斎
藤
元
高
な
る
も
の
が
代
官
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る

（
向
上
二
五
）
。
元
高
は
、
請
人
と
し
て
京
都
六
角
町
の
水
谷
定
吉
を
た
て
た
（
向
上
二
六
）
。
請
人
と
は
保
証
人
の
こ
と
で
、
代

宮
が
年
貢
な
ど
を
無
沙
汰
し
た
場
合
、
肩
代
わ
り
を
す
る
の
で
あ
る
。
水
谷
定
吉
は
「
ち
き
り
屋
」
と
い
う
屋
号
を
称
し
て
お

り
、
六
角
町
の
商
人
と
考
え
ら
れ
る
。
荘
園
領
主
は
、
年
貢
を
よ
り
確
実
に
獲
得
す
る
た
め
、
立
替
能
力
を
も
っ
臨
業
資
本
な

ど
を
保
証
人
と
し
て
求
め
る
の
で
あ
る
。

上
津
焔
代
官

識
の
そ
の
後

永
正
七
年
（
一
五
一

0
1
有
馬
村
則
が
代
官
職
に
補
任
さ
れ
た
（
「
県
史
』
八
「
宏
銭
寺
文
書
」
一
一
…
二
）
。
と
こ

か

い

え

き

よ

し

た

ね

ろ
が
、
村
則
は
年
賀
を
無
沙
汰
し
、
代
官
職
を
改
易
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
村
則
は
、
将
軍
足
利
義
稲
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に
口
添
え
を
依
頼
し
た
ら
し
い
。
そ
の
結
果
、
永
正
十
五
年
六
月
、
再
度
代
官
職
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
向
上
一
一

南
御
所
と
し
て
も
、
年
賀
収
納
を
期
待
す
る
に
は
結
局
村
別
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
と
き
、
契
約
年

貢
額
は

一
O
襲
文
に
増
額
さ
れ
て
い
る
（
向
上
一
一
一
四
）

0

他
の
代
官
請
の
例
で
も
、
代
官
の
米
進
が
く
り
か
え
さ
れ
、

や
が
て
荘
関
領
主
の
収
入
が
完
全
に
と
だ
え
る
と
い
う
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
上
津
畑
で
も
十
六
世
紀
半
、
ば
、
村
秀
の
代
に
は
数
年
に
わ
た
っ
て
年
設
が
上
納
さ
れ
な
い
と
い
う
状
慌
で
あ
っ

た
。
南
御
所
は
、
こ
の
頃
畿
内
で
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
一
一
一
好
長
慶
に
上
津
憾
の
回
復
を
要
請
し
た
。
村
秀
は
、
長
慶
か
ら
の

書
状
に
対
し
、
未
納
は
戦
乱
の
せ
い
だ
と
弁
明
し
て
い
る
（
同
上
五
一
）
。
次
代
の
国
秀
も
上
津
畑
の
代
宮
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

国
秀
も
ま
た
、

（
一
五
七
四
）
、
南
御
所
の
意
を
ゆ
つ
け
た
織
田
信
長
サ
イ
ド
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
を
う
け
、
「
い
さ
さ

か
も
お
ろ
そ
か
に
は
し
な
い

と
回
答
し
て
い
る
（
向
上
衣
六
）
。

し
で
は
、
上
津
畑
は
赤
松
有
馬
氏
が
実
力
で
支
配
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

内
上
荘
と

有
馬
閉
山
郎

内
上
荘
（
一
一
面
市
）
は
、
大
慈
慌
の
上
臓
寺
院
で
あ
る
窓
盟
院
の
荘
園
で
あ
る
。
内
上
荘
で
も
永
正
五
年
（
一

え
い
ろ
く

五
O
八
）
に
は
詰
切
代
官
が
成
立
し
て
い
た
が
（
吋
県
史
』
八
「
宝
鋭
寺
文
書
」
二
九
）
、
永
禄
三
年
か
ら
五
年
（
一

荘淫I・ 村・ HIJ

五
六
0
1六
一
一
）
段
階
で
は
、
有
馬
四
郎
な
る
も
の
が
代
官
で
あ
っ
た
（
同
上
五
一
一
一
・
五
四
）

0

有
馬
問
郎
が
、
村
則
村
秀

i
閤
秀
と
つ
な
が
る
嫡
流
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
四
郎
は
、
永
禄

四
年
十
一
月
に
初
め
て
幕
府
に
出
仕
し
、
代
始
め
の
礼
物
と
し
て
太
刀
と
馬
を
献
呈
し
て
い
る
（
吋
後
鏡
』
、
水
禄
四
年
十
一
月
二
十

第二郎

八
日
条
所
収
「
伊
勢
貞
助
記
」
）
。
ま
た
、

四
郎
は
湯
山
阿
弥
陀
堂
に
諸
役
免
許
を
保
証
す
る
書
状
を
送
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

代
替
わ
り
と
称
し
て
馬
廻
衆
が
礼
物
な
ど
を
阿
弥
陀
堂
に
強
要
し
た
こ
と
に
た
い
す
る
措
置
で
あ
っ
た
（
『
県
史
』
一

、｝ノ。
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O

一
方
、
村
秀
は
、
永
禄
二
年
五
月
以
降
史
料
か
ら
み
え
な
く
な
る
。
燐
流
の
嫡
子
は
通
称
が
又
次
郎
で
あ
る
か

ら
村
秀
の
嫡
子
で
な
い
こ
と
は
確
実
な
の
だ
が
、

川
口
郎
が
一
時
期
嫡
流
当
主
に
代
わ
る
地
位
に
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、

凹
郎
の
名
も
、
永
禄
五
年
を
最
後
に
姿
を
治
す
。

そ
の
後
、
内
上
荘
で
は
国
秀
が
代
官
と
な
っ
た
ら
し
い
。
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
、
国
秀
は
恩
盟
院
か
ら
の
害
状
に
対
し
、

少
し
も
疎
略
な
き
旨
を
申
し
送
っ
て
い
る

4 

山
田
荘
と
淡
河
荘

山
田
＠
淡
河
両

容
の
山
境
相
論

鎌
倉
時
代
、
山
田
荘
（
北
区
）
と
淡
河
荘
（
北
区
）
が
、
境
界
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
こ
と
は
第
七
章
第
二

節
1
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
両
荘
の
対
立
は
室
町
時
代
に
も
発
生
し
た
。
そ
の
過
程
を
た
ど
る
と
、
当

時
の
人
び
と
の
行
動
や
地
域
社
会
の
ル
l
ル
な
ど
が
み
え
て
く
る
。

応
永
三
年
（
士
一
一
九
六
）
、
播
磨
守
護
赤
松
義
則
の
被
官
人
た
ち
が
、
押
部
・
淡
河
両
荘
か
ら
山
田
荘
の
四
北
山
境
を
越
境
し

て
艦
妨
を
は
た
ら
い
て
い
る
と
、
ム
ハ
条
八
幡
宮
か
ち
り
幕
府
に
訴
え
が
あ
っ
た
。
淡
河
荘
は
現
在
の
北
区
淡
河
町
か
ら
一
二
木
市
一
一
…

と

ん

と

さ

か

え

津
田
に
か
け
て
の
地
域
、
押
部
保
（
科
）
は
呑
吐
、
ダ
ム
西
端
か
ら
南
に
山
を
越
え
た
栄
（
閉
区
抑
部
谷
町
）
周
辺
の
地
域
で
あ

る
。
淡
河
荘
は
美
嚢
郡
、
押
部
保
は
明
石
郡
で
い
ず
れ
も
播
磨
回
、
山
田
荘
は
摂
津
国
八
部
郡
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
境
を
接
す

る
播
賠
関
側
か
ら
同
国
守
護
の
被
官
人
た
ち
が
越
境
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
訴
え
に
対
し
、
幕
府
は
、
境
界
を
確
定
し
被
官
人
の
脆
妨
を
停
止
す
る
よ
う
摂
津
守
護
制
川
頼
元
に
命
じ
た
（
「
保
山
ぜ
ん
い
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は
か
な
り
広
大
な
荘
顕
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
お
を
J
3

争
い
は
そ
の
後
も
続
き
、
押
部
・
淡
河
の
地
下
人
に
八
多
荘
隣
風
村
（
北
区
八
多
町
際
風
）
も
加
わ
っ
て
、
山
田
荘
内
の
大
柏

山
を
押
領
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
応
永
一
一

',,>, G 令似 μ 心 。 入ふこぐ潔3' Jll 

ま手J'Ull 福原lELIJIElll；仁jJ-fil1J1粉論裁許絵

図'1iJ.（山田出張所｜日磁文書）に見える

「おつのきiJ i」

）
。
そ
し
て
、
応
永
五
年
、
幕
府
の
裁
定
が
く
だ
り
、

七
「
醍
醐
寺
文
書
」
七

山
田
荘
の
四
一
会
（
東
西
南
北
問
方
の
境
界
）
が
定
め
ら
れ
た
（
「
山
由
出
張
所
間
放

の
司
」
〉

文
引
…
悶
」
な
ど
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
は
野
香
、
聞
は
柱
上
、
北
は
奈
呉
町
、
南

は
大
津
野
木
を
限
る
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
東
の
野
番
が
ど
こ
に
あ
た
る
か
は

っ
く
は
ら

は
山
田
町
衝
原
の
小

不
明
だ
が
、
北
の
奈
川
口
（
町
は
現
在
の
投
町
山
、
西
の

字
柱
上
に
比
定
さ
れ
る
。
小
字
柱
上
は
、
呑
吐
ダ
ム
の
南
西
角
付
近
で
あ
る
。

荷
の
大
津
野
木
は
、
慶
長
十
年
（
一
六
O
五
）
の
福
原
荘
山
間
荘
中

里
山
本日

論
裁
許
絵
園
ヰ
（
「
山
田
出
張
所
旧
蔵
文
書
」
）
に
「
お
つ
の
き
山
」
と
記
さ
れ
る

山
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
菊
水
山
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
山
田
荘

年
、
幕
府
は
臨
永
五
年
の
裁
定
を
再
確
認
し
、
押
領
を
排
除
し
て
現

地
を
ふ
ハ
条
八
幡
宮
側
に
引
き
渡
す
よ
う
摂
津
守
護
に
命
じ
て
い
る
（
吋
県
史
』
七
「
醗
制
限
寺
X
氾巴

荘l設・村・ n!J

。二）。

問
題
の
大
柏
山
が
ど
こ
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
仙
と
は
主
と
し
て
建
築
用
材
を
切
り
出
す
山
の
こ
と
で
あ
る
。
侵
入
者

は
、
材
木
の
段
採
な
ど
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
の
境
界
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
境
界
の
両
側
に
暮
ら
す
人
び
と
に
よ
る
資

M,・-
!fl ,J:!(J 

源
の
利
用
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。
応
永
J

例
年
の
相
論
も
、
淡
河
・
押
部
の
地
下
人
に
よ
る
境
界
器
犯
に
赤
松
氏
被
官
が
加
担

し
た
、
あ
る
い
は
両
地
域
の
上
層
住
人
が
赤
松
氏
の
被
官
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
実
相
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
場
合
、
さ
ら
に

お代・仁Ji111: 応を史説話耳69ラ



八
多
結
解
風
村
と
い
う
押
部
と
は
か
な
り
離
れ
た
村
の
住
人
も
加
わ
っ
て
い
る
。
山
の
用
益
に
つ
い
て
利
害
を
等
し
く
す
る
地

下
人
た
ち
が
、
荘
園
の
わ
く
を
こ
え
、
連
合
し
て
行
動
し
て
い
る
よ
う
す
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

き
ょ
う
と
く

享
穂
四
年
（
一
四
五
五
、
七
月
、
康
正
に
改
一
冗
）
春
、
淡
河
荘
と
山
田
荘
と
の
あ
い
だ
で
、
作
和
谷
を
め
ぐ
る

作
和
谷
を
め

ぐ
る
相
論

相
諭
が
発
生
し
た
（
以
下
、
稲
葉
継
陽
「
自
立
す
る
村
の
光
と
彩
」
参
照
）
0

作
和
谷
の
正
確
な
位
置
は
不
明
だ

た
ん
じ
ょ
っ

が
、
丹
生
山
頂
上
よ
り
西
北
の
ほ
う
に
あ
た
る
ら
し
い
。
両
荘
の
住
人
に
と
っ
て
、
こ
こ
は
木
の
採
取
地
で
あ
っ
た
。
山
田

荘
の
住
人
は
、
窯
を
設
置
し
て
炭
焼
き
も
行
い
、
丹
生
山
王
社
か
六
条
八
幡
宮
に
納
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
紛
争
は
、
作
和

谷
で
山
田
荘
の
住
人
が
山
木
を
切
り
取
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
さ
い
わ
い
、
裁
判
に
提
出
さ
れ
た
双
方
の
主
張
を
伝
え
る

文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
（
『
県
史
』
七
「
醍
醐
寺
文
書
」
一

~－ 
ノ＼

七）。淡
河
荘
側
は
、
ま
ず
、
作
和
谷
は
向
荘
内
一
一
一
津
田
村
（
三
木
市
）
に
あ
り
、
同
村
が
昔
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
相
違
な
く
知

行
し
て
き
た
と
主
張
し
て
い
る
。
中
世
で
は
、
境
界
地
帯
の
舟
益
権
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
単
に
自
分
の
荘
圏
内
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
紛
争
相
手
の
用
益
を
実
力
で
排
除
し
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
現
実
に
支
配
を
続
け
て
い
る
と

L、

（
当
知
行
）
が
必
要
で
あ
っ
た
。

せ
い
も
つ

山
田
荘
側
の
山
木
伐
採
を
権
利
控
室
口
と
と
ら
え
た
三
津
田
村
は
、
山
田
荘
側
か
ら
済
物
を
と
っ
た
。
済
物
と
は
本
来
上
納
品

と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
山
田
荘
側
が
一
一
一
津
田
村
側
に
本
来
支
払
う
べ
き
も
の
、

つ
ま
り
一
一
一
津
田
村
が
受
け
た
損

官
官
に
相
当
す
る
物
品
を
実
力
で
奪
い
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
一
一
津
田
村
側
は
、
そ
れ
を

に
ま
か
せ
」
た
、

つ
ま
り

関
習
法
に
し
た
が
っ
た
正
当
な
行
為
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
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山
間
殺
の

反
攻
行
動

山
田
荘
艇
は
、
む
ろ
ん

田
村
側
が
主
張
す
る
境
界
を

認
め
て
は
い
な
い
。
済
物
を
奪
わ
れ
た
山
田

荘
側
は
、
路
次
で
…
一
一
津
間
村
の
住
人
を
待
ち

ぶ
せ
、
米
二
荷
と
腰
刀
を
奪
っ
た
。
山
田
荘

側
は
こ
れ
を
「
取
り
返
し
と
号
し
て
」
行
つ

た。

つ
ま
り
、
正
当
な
損
害
出
復
行
為
で
あ

る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
た
だ
し
、
無
制
限

に
物
品
を
奪
つ
て
は
な
ら
ず
、
受
け
た
損
害

に
椙
応
す
る
程
度
に
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
れ
が
、
「
相
当
の

な
ど
と
呼
ば

れ
る
当
時
の
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ

経闘・村・ RIJ

の
場
合
、
物
品
を
奪
う
相
手
は
済
物
を
奪
つ

た
当
人
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
一
一
一
津
田
村
の

構
成
員
で
あ
れ
ば
だ
れ
で
も
よ
か
っ
た
。
そ

第二郎

れ
も
、
中
世
の
社
会
で
一
般
に
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
中
世
で
は
傭
人
と
集
団

j
 

j
 

j
 ｝

 
｝
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は
分
離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
事
者
相
互
の
紛
争
は
、

そ
の
ま
ま
彼
ら
が
所
属
す
る
集
団
相
互
の
紛
争
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
三
津
田
村
や
山
間
荘
側
の
行
為
は
、
無
法
な
報
復
行
為
で
は
な
か
っ
た
。
損
な
わ
れ
た
権
利
は
自
力
で
回
復
す

る
こ
と
（
自
力
救
済
）
が
中
佐
社
会
の
基
本
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
慣
習
法
と
し
て
認
知
さ
れ
た
ル

i
ル
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

山
田
荘
側
は
、
さ
ら
に
三
津
田
村
に
押
し
寄
せ
た
。
一
一
一
津
田
村
側
の
主
張
に
よ
る
と
、
家
を
残
ら
ず
焼
き
払
わ
れ
た
と
い
う
。

そ
れ
に
対
し
、
山
田
荘
側
は
、
一
一
一
津
田
村
住
人
が
数
年
来
作
和
谷
で
山
木
を
盗
み
取
っ
た
だ
け
で
な
く
、
神
役
の
炭
を
焼
く
窯

を
こ
と
ご
と
く
破
壊
し
た
た
め
、
一
一
一
津
田
村
に
押
し
寄
せ
て
所
存
を
申
し
た
の
だ
と
反
論
し
た
。
二
一
律
問
村
は
す
ぐ
に
寄
せ
返

し
て
無
念
を
は
ら
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
播
磨
が
「
乱
世
」
で
あ
っ
た
た
め
見
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
乱
世
と
は
、

の
り
ひ
さ

月
か
ら
続
く
赤
松
則
尚
の
乱
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
（
第
八
章
第
二
節
3
項
参
照
）
。
山
田
荘
側
は
、
乱
に
よ
る
播
磨
の

年
混
乱
に
乗
じ
て
作
和
脊
の
木
を
切
り
、

一
津
町
村
を
襲
撃
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
と
き
は
延
期
さ
れ
た
が
、
一
一
一
禅
問
村
の

反
撃
も
「
相
当
の
儀
」
に
沿
っ
た
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
在
地
に
お
け
る
知
行
紛
争
は
実
力
行
使
の
応
酬
に
発
展
す
る

」
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

同
年
秋
に
な
っ
て
、
こ
の
対
立
は
幕
府
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
翌
康
正
二
年
（

四
五
六
）
、
幕
府
は
双
方
に
」
審
問
し
た
う

え
で
、
両
者
が
と
も
に
境
界
と
し
て
認
め
る
柱
上
を
境
と
す
る
こ
と
を
命
じ
る
裁
定
を
く
だ
し
た
Q
県
史
』
七
「
醍
醐
寺
文
書
」

八
三

し
か
し
、
も
と
も
と
柱
上
が
境
界
で
あ
る
こ
と
は
双
方
が
認
め
た
う
え
で
の
紛
争
で
あ
っ
て
、
こ
の
裁
定
が
ど
れ

だ
け
の
効
果
を
も
っ
た
の
か
は
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

山
田
荘
の

村
々

作
和
谷
を
め
ぐ
る
相
論
で
は
、
淡
河
荘
側
の
実
際
の
当
事
者
は
三
津
田
村
で
あ
っ
た
。
淡
河
荘
の
名
に
よ
る
主

眼
も
、
実
質
は
一
一
一
津
悶
村
の
主
張
で
あ
る
。
淡
河
荘
で
は
、
こ
の
頃
に
は
一
一
一
津
田
村
の
よ
う
な
政
治
的
主
体
性
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荘隠・村・ i町

を
も
っ
た
村
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
山
田
荘
側
が

主
張
を
述
べ
た
文
書
に
は
村
の
名
が
出
て
こ
な
い
。

で
は
、
山
田
荘
に
は

」
の
よ
う
な
村
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

山
田
荘
に
も
む
ろ
ん
村
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
、
個
々
の
荘

闘
を
こ
え
た
争
い
は
、
幕
府
に
お
け
る
裁
判
な
ど
の
場
で
は
荘
園
対
荘
園

の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
（
健
保
利
治
「
日
本
中
山
地

減
社
会
の
情
造
』
）

0

一
一
津
田
村
の
主
張
に
し
て
も
、
正
式
に
は
「
淡
河
荘

百
姓
等
」
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
山
旧
荘

側
で
は
、
実
際
に
三
津
田
村
と
争
っ
た
の
が
荘
園
全
体
な
の
か
、
街
際
な

ど
直
接
境
を
按
す
る
村
だ
け
だ
っ
た
の
か
は
明
雄
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

山
田
荘
の
村
と
し
て
は
、
十
五
世
紀
中
頃
の
史
料
に
小
八
口
上
村
や
関
野
村

い
例
で
あ
る
。
明
応
三
年
三
凹
九
割
）
の
山
田
荘
年

が
み
え
る
の
が

前
（
米
銭
算
用
状
（
神
戸
市
立
侍
物
館
総
「
原
野
村
文
書
」
）
に
は
、
谷
上
村
、

村
は
一
括
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

ふ
れ
引
。
っ

原
野
村
、
小
部
村
、
山
中
村
、
下
村
、
街
路
村
、
福
地
村
、
藍
部
村
が
あ
げ
ら
れ
、
村
ご
と
に
年
買
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。
谷
上

分
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
ま
で

と
注
記
が
あ
り
、
す
で
に

に
実
質
九
つ
の
村
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
村
は
単
な
る
地
域
医
分
で
は
な
く
、
荘
園
住
人
の
生
活
の
単
位

第一節

で
あ
っ
た
。
十
五
世
紀
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
「
村
人
」
の
活
動
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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村
の
神
社

村
の
お
堂

荘
閣
に
は
、
荘
園
全
体
を
守
護
す
る
惣
荘
鎮
守
が
あ
っ
た
。
山
田
荘
で
は
、
山
田
町
中
の
六
条
八
幡
神
社
が

つ
は
ざ
ね

そ
れ
に
あ
た
る
。
現
符
す
る
一
二
重
塔
は
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
、
平
盛
俊
、
鷲
罵
綱
真
ら
を
願
主
と
し

て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
三
重
塔
棟
札
笥
県
史
』
凶
「
造
像
銘
・
線
札
等
」
（
摂
津
国
）
二
三
〕
）

O

平
盛
俊
ら
は
お
そ
ら
く
山
田

荘
の
指
導
層
で
あ
ろ
う
。
室
町
期
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
惣
荘
鎮
守
と
は
別
に
、
村
ご
と
に
村
人
の
生
活
と
信
仰
の
よ
り
ど

'-

Ll-1 ろ
田と
町 な
福る
地神
の社
若三や

王L村
う今＂＇

子じ 'f;
神／－／＇

社 70
成

はさ

氷示全

長j
A斗ー 0 

そ
の
後
朽
損
が
進
み
、
芯
永
十
五
年
（

二
九
七
）
に
橘
長
綱
が
大
瀬
主
と
な
っ
て
建
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

問
。
八
）
に
再
造
さ
れ
た
（
本
殿
棟
札
銘
〔
向
上
二
一
〕
）
。
こ
の
と
き
の
願
主
に
は
、
橘

光
綱
ら
と
と
も
に
「
村
人
」
と
し
て
道
阿
弥
陀
仏
、
彦
三
郎
太
夫
、
源
太
夫
が
名
を
連
ね
、
再
興
の
意
趣
と
し
て
「
当
村
繁
昌
」

こ

う

あ

ん

し

き

ぷ

に

ん

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
橘
長
縮
は
、
弘
安
六
年
（
一
二
八
一
一
一
）
に
若
宮
（
六
条
八
橋
神
社
）
の
神
主
職
に
補
任
さ
れ
て
お
り
、
山

荘
内
の
有
力
な

回
荘
の
有
力
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
「
県
史
』

「
林
文
書
」

）
。
光
綱
は
、

そ
の
子
孫
で
あ
ろ
う
。
若
王
子
神
社
は
、

で
あ
る
。

族
の
神
社
と
い
う
性
格
を
残
し
つ
つ
、
福
地
村
の
鎮
守
社
と
し
て
の
性
格
を
あ
わ
せ
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の

福祥寺党銭

（須磨区）

ま
た
、
弘
治
一
一
年
（
一
五
五
六
）
に
は
、
太
郎
兵
衛
ら
年
寄
一
一
一
名
が
中
心
と
な
っ

て
同
社
境
内
に
福
地
村
大
日
如
来
堂
が
造
立
さ
れ
た
（
『
兵
隊
県
神
社
誌
』
）

0

大
白
如

来
堂
は
福
地
村
の
村
堂
で
あ
っ
た
。
こ
の
堂
は
明
治
に
な
っ
て
廃
寺
と
な
り
、
本
尊

写真113

の
大
日
如
来
像
は
堂
の
跡
地
に
移
転
し
て
き
た
無
動
寺
に
杷
ら
れ
て
い
る
。

長
禄
四
年
（
一
間
六
O
）
、
原
野
村
安
養
寺
の
鎧
が
鋳
造
さ
れ
た
。
そ
の
銘
文
の

700 
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最
後
に
は
「
綱
真
・
村
人
等
敬
白
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、
原
野
村
の
村
人
の
発
搬
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
（
福
枠
守
党
鐙
銘
〔
「
県
巾
叫
ん
』
閤
「
金
石
文
・
金
工
口
問
」
（
摂
津
凶
）

四
）
）
。
綱
真
は
先
の
三
重
塔
棟
札
に
み
え
る
鷲
尾
綱
真
で

あ
り
、
村
人
と
は
別
扱
い
で
あ
る
。
橘
氏
や
鷲
尾
氏
（
悶

の
可
能
性
も
あ
る
）
は
、
お
そ
ら
く
倒
別
の
村
を
こ
え
た
勢
力
を
も

つ
存
在
で
あ
り
、
村
の
寺
社
造
営
を
援
助
す
る
こ
と
で
村
落
に
対
す
る
影
響
力
を
保
と
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の

党
錨
は
現
在
揺
祥
寺
（
須
磨
寺
）
に
伝
来
し
て
い
る
。

て
ん
ぷ
ん

天
文
十
四
年
（
一
五
凹
万
三
山
田
荘
の
下
谷
上
村
と
上
谷
上
村
で
山
の
用
益
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
っ
た

年
寄
・
若
衆

・
村
有
田

（「同開史』

「
板
間
文
書
」
二
）
。
従
来
立
会
出
と
し
て
両
村
が
共
同
制
利
用
し
て
き
た
山
に
関
し
て
、
下
谷
上

村
の
若
衆
が
問
題
を
起
こ
し
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
、
下
谷
上
村
の
年
寄
衆
が
上
谷
上
村
の
年
寄
衆
に
、
問
題
の
山
が
立
会
山
で

あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
文
書
を
送
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
下
谷
上
村
に
は
若
衆
と
年
寄
衆
と
い
う
年
齢
階
梯
集
閉
が
あ
り
、

年
寄
衆
が
村
落
を
代
表
し
て
対
外
的
な
意
思
表
示
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
、
構
成
や
役
割
は
上
谷
上
村
で

も
時
様
で
あ
ろ
う
。
荘
内
の
山
の
用
議
は
、
こ
う
し
た
村
ど
う
し
で
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

原
野
村
で
は
、
永
禄
十
一
年
（

五
六
八
）
、
同
村
の
年
寄
衆
と
思
わ
れ
る
四
名
が
連
署
し
、
村
有
の
閏
地
を
露
次
郎
左
衛
門

荘悶・村・ llJJ

尉
に
売
り
渡
し
て
い
る
（
吋
県
出
入
』

一
限
）
。
原
野
村
は
、
村
有
財
産
と
し
て
田
地
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が

「
菜
花
務
文
書
」

わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
、

い
さ
さ
か
断
片
的
で
時
間
闘
も
広
い
事
例
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
年
齢
階
梯
集
屈
に
編
成
さ
れ
、
年
寄

第二節

衆
が
主
導
し
、
村
有
田
を
も
ち
、
村
鎮
守
や
村
堂
を
信
仰
の
中
心
と
す
る
村
の
存
在
が
み
え
て
く
る
。
上
・
下
谷
上
村
の
相
論

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
村
が
地
域
に
お
け
る
社
会
集
団
の
単
位
で
あ
っ
た
。
中
肢
の
こ
の
よ
う
な
村
は
、

一
般
に
惣
村
と
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呼
ば
れ
る
。
で
は
、

そ
れ
は
い
つ
頃
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

山
田
荘
に
近
い
兵
庫
下
荘
白
河
川
川
（
須
磨
区
白
川
）
で
は
、
応
永
二
十
六
年
（

九
）
に
「
白
川
畑
惣
村
中
」

の
田
地
が

i国

惣
中
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
て
い
る
（
『
県
史
』
一

「
藤
間
文
書
」
ム
ハ
）
。
白
河
川
刷
で
は
、
こ
の
当
時
す
で
に
惣
有
田
地
を
も
っ
惣
村

が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
田
荘
で
は
、
福
地
の
若
王
子
神
社
が
得
興
さ
れ
た
頃
で
あ
る
。
近
接
す
る
地
域
で
大
き
な
時

間
差
が
あ
る
と
は
考
え
が
た
く
、
摂
津
の
西
端
地
域
で
は
、
十
五
世
紀
初
頭
に
は
す
で
に
惣
村
が
成
立
し
て
い
た
と
み
て
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

山
悶
荘
一
三

力
村
の
成
立

山
田
荘
に
明
応

（
一
四
九
四
）
当
時
九
つ
の
村
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

そ
の
後
、
慶

長
十
年
三
六
O
五
）
の
摂
津
田
絵
図
で
は
、
山
田
帯
域
に
坂
本
村
と
小
河
村
も
み
え
る
。
坂
本
の
地
名
は
、

天
文
二
年
（
一
五
一
二

）
の
文
書
に
「
下
村
坂
本
字
尾
屋
敷
」
と
み
え
て
い
る
（
吋
県
史
』

「
奴
田
文
書
」
一
）
。
坂
本
村
は
下
村

内
の
小
集
落
か
ら
発
展
し
、
近
世
初
頭
ま
で
に
独
立
し
た
村
落
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
下
村
、
小
部
村
は

十
七
世
紀
前
半
に
そ
れ
ぞ
れ
東
西
に
分
村
し
た
。
こ
う
し
て
近
目
の
丹
生
山
間
荘
一
一
一
一
カ
村
が
成
立
し
、

そ
れ
ら
は
近
代
の
大

｛
子
に
続
い
て
ゆ
く
。

小
河
村
は
成
立
の
由
来
を
お
さ
え
が
た
い
が
、

そ
れ
以
外
の
村
は
、
上
記
の
と
お
り
十
五
世
紀
末
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
村

を
何
ら
か
の
形
で
引
き
つ
い
で
近
世
か
ら
近
代
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
六
条
八
精
神
社
は
、
現
在
も
山
田
荘
域
の
惣
鎮
守

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
旧
山
田
荘
地
域
に
お
け
る
こ
の
枠
組
み
は
、
中
世
の
惣
村
に
ま
で
そ
の
源
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
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細
田
村
と
性
海
寺
の
山
相
論

文
明
二
年

の
相
論

前
項
で
述
べ
た
山
相
論
は
隣
接
す
る
荘
留
相
互
の
対
立
で
あ
っ
た
が
、
同
様
の
問
題
が
同
じ
荘
園
内
の
村
落
問

た
に
が
み

で
も
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
上
下
谷
上
両
村
の
例
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
山
の
用
益
を
め
ぐ
る

い
は
、
村
落
と
寺
院
の
間
で
も
発
生
し
た
。
中
世
の
有
力
寺
院
は
山
林
を
含
む
広
大
な
寺
領
を
も
っ
て
お
り
、
生
活
や
生
産

上
の
必
要
か
ら
山
林
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
間
辺
住
人
と
の
砲
で
、
し
ば
し
ば
利
害
の
衝
突
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら

さ

い

た

し

k
う
か
い

述
べ
る
細
田
村
と
性
海
寺
の
対
立
は
、
村
落
と
寺
院
と
の
山
相
論
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
と
お
し
て
時
代
の
変
化
の

方
向
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
（
以
下
、
小
林
法
的
「
十
五
山
紀
後
期
の
矯
時
四
に
お
け
る
守
護
・
国
人
・
地
下
」

参
照
）
。

細
部
村
（
西
区
抑
部
谷
町
納
凶
）
は
明
石
川
の
両
岸
に
広
が
る
村
で
あ
る
。
明
石
川
東
岸
で
は
村
の
南
に
東
か
ら
西
に
伸
び
る

尾
根
が
あ
り
、

そ
の
南
に
性
海
寺
（
同
町
商
和
）
が
あ
る
。
性
海
寺
は
東
大
寺
に
つ
な
が
る
華
厳
修
学
の
地
で
あ
り
（
吋
県
山
と

＞±［五I・ 村・ lllJ

「
性
海
寺
文
書
」
一
一

室
町
時
代
に
は
将
軍
家
、
守
護
家
の
祈
時
所
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
初
期
の
文
書
に
よ
る
と
、
寺
領

東
西
二

O
町
、
南
北
一

O
町
は
殺
生
禁
断
で
あ
っ
た
と
い
う
（
同
上
一
）

0

し
か
し
、
鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に
、
近
隣
の
住
人
ら

が
寺
領
内
で
薪
を
切
り
、
山
氏
を
焼
き
、
材
木
を
取
り
、
さ
ら
に
は
狩
猟
を
行
う
な
ど
し
た
た
め
に
、
性
海
寺
と
の
間
に
深
刻
な

第二rm

対
立
が
起
こ
っ
て
い
た
。

A

ん

め

い

じ

げ

に

ん

文
明
二
年
（
一
則
七
O
）
に
も
、
縮
田
村
と
性
海
寺
の
聞
で
山
争
い
が
起
こ
っ
た
。
組
町
村
の
地
下
人
が
山
中
で
薪
を
採
る
な
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ど
の
活
動
を
行
い
、
そ
れ
が
性
海
寺
と
の
間
で
問
題
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
地
下
人
と
は
一
椴
に
は
庶
民
を
さ

、、，ノ
科

υんj
r
p
 

cト
B

F
！
 

ム」惑
もを日

同
M

図
訪

地
叶
報
告
さ
れ
た
が
、
守
護
は
尚
行
に
裁
定
を
く
だ
す
よ
う

係

部

お

う

に

ん

制
抑
申
し
付
け
た
（
震
出
入
』
一
一
「
大
西
文
書
」
一
）
。
応
仁
－

M
怨
文
明
の
乱
の
始
ま
り
を
き
っ
か
け
と
し
て
赤
松
氏
が
播

J
Z
T
一
五
凡

一
弘
沙
品
出

町
イ
磨
を
回
復
し
て
ま
だ
一
一
一
年
で
あ
る
。
守
護
赤
松
政
則
は

も
村

m
京
都
に
お
り
、
尚
仔
へ
の
命
令
も
京
都
で
下
さ
れ
て
い

回
二

加
は
る
。
京
都
の
守
護
に
は
ま
だ
自
ら
審
理
し
裁
決
を
下
す

川
根
だ
け
の
条
件
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

2
メ
E
イ蹴

守
護
か
ら
の
裁
定
委
任
を
ゆ
つ
け
た
明
石
尚
行
は
、
細

糊
田
村
が
提
出
し
た
「
応
永
年
中
御
成
敗
」
の
文
書
を
証

注一
肝
拠
と
し
て
係
争
地
を
立
会
山
（
共
同
府
議
地
）
と
認
定

r
’t
、

で
、
こ
こ
で
は
細
田
村
の
措
成
員
の
こ
と
で
あ

る。

ひ
さ
ゆ
き

い
は
明
石
尚
行
か
ら
播
磨
守
護
赤
松
氏
の
も
と
に

し
、
細
田
村
地
下
人
が
薪
を
と
る
こ
と
を
認
め
た
。
あ

わ
せ
て
尚
行
は
、
「
小
林
造
道
」
か
ら
寺
側
へ
の
立
ち
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入
り
を
禁
じ
、
破
っ
た
も
の
は
処
罰
す
る
と
細
田
村
住
人
に
命
じ
て
い
る
（
向
上
一

尚
行
は
、
住
人
が
利
用
で
き
る
範
盟
を

限
定
し
な
が
ら
も
、
細
田
村
側
に
有
利
な
裁
定
を
下
し
た
わ
け
で
あ
る
。

悲鼠・村.Bl} 

江戸時代の高和村・性海守地所街i改絵i玄i写（性j海寺蔵）

第二節

し
か
し
、
争
い
は
こ
れ
で
決
着
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
明

文
明
年
間

の
展
開

七
年
（

四
七
五
）
に
は
、
逆
に
細
田
村
地
下
人
に
不
利
な

裁
定
が
守
護
か
ら
下
さ
れ
た
（
吋
県
史
』

一
「
性
海
寺
文
書
」
一
一
七
）
。
地
下
人

が
寺
辺
境
内
で
狼
籍
を
行
っ
て
い
る
と
性
海
寺
が
守
護
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。

守
護
は
、
明
石
道
祖
鶴
に
対
し
、
山
林
の
利
用
に
つ
い
て
は
と
く
に
厳
し
く

禁
圧
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
文
明
二
年
の
尚
行
の
裁
定
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
道
祖
鶴
は
尚
行
の
後
嗣
で
、
後
の
与
四
郎
祐
実
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
石
出
義
人
「
明
石
と
明
石
氏
に
つ
い
て
」
）
。

そ
の
後
も
相
論
は
続
き
、
文
明
十
年
に
は
性
海
寺
の
僧
侶
が
離
山
す
る
と

い
う
事
態
に
い
た
っ
て
い
る
（
向
上
二
八
）
。
文
明
七
年
の
守
護
裁
定
に
よ
っ

て
も
、
地
下
人
の
山
利
用
（
性
海
寺
に
と
っ
て
は
狼
籍
）
は
止
ま
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
離
山
と
は
文
字
通
り
寺
を
退
去
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

写真114

二
度
と
喪
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
。
祈
鴎
な
ど
祈
願
寺
と
し
て
の
勤
め
を

放
棄
し
て
寺
を
離
れ
、
自
分
た
ち
の
要
求
実
現
を
迫
る
示
威
行
為
で
あ
る
。

こ
の
事
態
に
対
し
守
護
は
、
糾
明
の
た
め
性
海
寺
、
細
田
村
双
方
に
守
護

i1!f＼＇：・ 11111±経st：編E70ラ



法
廷
へ
の
出
廷
を
命
じ
る
文
書
を
送
っ
た
。
し
か
し
、
細
目
村
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
細
田
村
に
と
っ
て
、
守
護
は
絶
対

的
な
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
守
護
は
、
細
閉
村
に
つ
い
て
は
追
っ
て
事
情
を
調
べ
る
と
し
た
う
え
で
、
性
海

寺
の
借
侶
に
対
し
、
す
み
や
か
に
還
住
し
祈
願
所
と
し
て
析
結
に
励
む
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
ら
、
文
明
十
一
年
八
月
に
再
度
守
護
の
裁
定
が
下
っ
た
。
守
護
は
、
文
明
二
年
に
尚
行
が
裁

定
の
根
拠
と
し
た
応
永
年
中
の
文
書
を
退
け
、
立
会
山
で
あ
る
と
す
る
細
田
村
の
主
張
を
認
め
ず
、
性
海
士
寸
の
勝
訴
と
し
た
。

守
護
は
、
こ
の
裁
定
を
性
海
寺
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
明
石
与
問
郎
（
祐
実
）
に
対
し
て
も
こ
の
決
定
を
遵
守
す
る
よ
う
命
じ

て
い
る
（
同
上
一
一
…
0
）
。
こ
う
し
て
、
細
町
村
は
ふ
た
た
び
敗
訴
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
国
期
に
は
村
が
訴
訟
の
当
事
者
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
村
が
法
的
な
主
体
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ

み
k

っ
し
ゅ

て
い
た
の
で
あ
る
。
性
海
寺
と
と
も
に
こ
の
相
論
関
係
の
文
書
を
伝
え
る
大
西
家
は
、
中
世
の
納
悶
村
に
お
け
る
強
豪
名
主

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
明
石
藩
領
押
部
谷
組
の
大
庄
屋
を
務
め
た
家
で
あ
っ
た
。
村
が
裁
判
の
当
事

者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
村
に
文
書
が
蓄
積
し
、

そ
れ
が
村
の
指
導
層
の
家
に
伝
来
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

明
石
氏
と

守
護

と
こ
ろ
で
、
こ
の
棺
論
に
一
貫
し
て
関
与
し
て
い
る
明
石
氏
の
立
場
は
、
守
護
に
よ
る
播
磨
国
支
配
の
な
か
で

ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
支
配
の
し
く
み
は
、
守
護
の
下
に
守
護
代
、
守
護
代
の
下
に
郡
代
が
い
て
、
守
護
の
命
令
は
こ
の
順

に
上
か
ら
下
へ
と
伝
達
さ
れ
る
。
こ
の
頃
、
播
磨
守
護
代
は
赤
松
政
秀
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
明
年
間
（

間
六
九

1
八
七
）

の
相
論
を
通
じ
て
政
秀
は
こ
の
相
論
に
関
与
し
て
お
ら
ず
、
明
石
氏
は
直
接
守
護
の
命
令
を
’
つ
け
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
文
明
ニ
年
（
一
四
七
O
）
に
は
、
尚
行
が
相
論
を
守
護
に
取
り
次
ぎ
、

さ
ら
に
守
護
か
ら
の
委
任
を
噌
つ
け
て
裁
定
を
下
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し
た
。
文
明
七
年
、
同
十

つ
ま
り
、
明
石
氏
は
、
守
護

の
と
き
も
、
守
護
の
命
令
は
直
接
明
石
氏
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

代
1

郡
代
の
ラ
イ
ン
と
は
別
に
守
護
と
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
任
国
内
の
相
論
に
裁
定
を
下
す
の
は
公
的
支
配
者
と
し
て

の

の
役
割
で
あ
る
か
ら
、
守
護
の
委
任
を
受
け
て
裁
定
を
下
し
た
明
石
氏
は
、
守
護
の
支
配
機
構
の

端
を
構
成
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
存
在
は
い
ま
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、

そ
の
立
場
を
何
と
呼
ぶ
か
は

定
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
は
明
石
氏
を
郡
代
と
す
る
例
も
あ
る
が
、
郡
代
は
守
護
代
配
下
の
役
職
な
の
で

議
切
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
仮
に
「
郡
泰
行
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

で
は
、
「
郡
奉
行
」
の
権
限
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
細
田
村
と
性
海
寺
の
栢
論
を
通
じ
て
想
定
さ

れ
る
の
は
、
相
論
の
受
理
と
守
護
へ
の
進
達
、
守
護
裁
定
の
現
地
に
お
け
る
実
現
、
違
反
者
の
取
り
締
り
な
ど
で
あ
る
。
守
護

代
が
主
と
し
て
寺
社
本
所
領
に
関
す
る
幕
府
・
守
護
の
命
令
を
郡
代
に
取
り
次
ぎ
執
行
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
守
護
役
の
徴

収
・
免
除
な
ど
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
郡
奉
行
」
は
管
轄
内
寺
社
の
所
領
や
地
域
内
秩
序
の
椎
持
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
問
る
氏
は
、
守
護
に
践
属
し
て
明
石
部
を
担
当
す
る
地
方
行
政
官
的
存
在
で
あ
っ
た
。

~＇£ 1~！1 ・ 1；す・ mr

永
正
十
二
年
明

石
制
約
行
の
裁
定

さ
て
、
相
論
は
文
明
十
一
年
（

え
い
し
よ
う

四
七
九
）
の
守
護
裁
定
の
の
ち
し
ば
ら
く
史
料
が
途
訪
れ
、
永
正

年
（
一
五

五
）
に
な
っ
て
新
た
な
事
態
を
む
か
え
る
。
こ
の
年
、
祐
実
の
後
続
と
思
わ
れ
る
明
石
川
出
行

一
「
大
阪
文
書
」
四
）
。

が
、
網
開
村
の
訴
え
に
こ
た
え
、
再
び
細
出
村
に
有
利
な
裁
定
を
下
し
た
の
で
あ
る
（
『
制
限
史
い

L
J
ん
こ
J

と
こ
ろ
で
、
こ
の
裁
定
を
伝
え
る
文
書
の
宛
先
は
細
田
村
で
も
性
海
寺
で
も
な
く
「
近
江
寺
衆
徒
御
中
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

《抗ー

引J，口il

内
容
か
ら
み
て
細
田
村
の
主
張
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
文
書
は
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
え

る
者
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
原
則
ど
お
り
、
こ
の
文
書
も
細
出
村
の
大
西
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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近
江
寺
は
明
石
川
の
東
岸
、
細
田
村
の
東
の
谷
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
谷
の
南
の
尾
根
を
越
え
る
と
性
海

の
あ
る
谷
で
あ
る
。
近
距
に
は
近
江
寺
は
性
海
寺
と
境
内
の
範
閤
を
争
っ
て
お
り
（
『
旧
押
部
村
古
文
書
集
』
「
性
海
寺
文
者
」
四

O
）
、
中
世
で
も
師
寺
陪
に
山
を
め
ぐ
る
対
立
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
細
田
村
は
、
地
盤
的
に
連
続
す
る
位
置
に

あ
り
、
性
海
寺
に
対
し
て
共
通
の
利
害
関
係
を
有
す
る
近
江
寺
に
助
力
を
求
め
、
近
江
寺
の
提
訴
を
受
け
て
則
行
が
同
寺
あ
て

に
裁
決
を
下
し
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
則
行
の
裁
定
は
、
明
石
氏
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
出
行
は
、
文
明
一

の
明
石
尚
行
の

裁
定
を
再
確
認
す
る
か
た
ち
で
地
下
人
の
主
張
を
認
め
て
い
る
が
、
尚
行
が
守
護
か
ら
の
委
任
を
受
け
て
裁
定
を
下
し
た
の
に

対
し
、
知
行
は
守
護
と
関
係
な
く
、
独
自
に
こ
の
裁
定
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
則
行
は
自
立
し
た
権
力
と
し
て

」
の
相
論
を
裁
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
、
相
論
の

連
の
経
緯
に
は
、
地
下
人
の
要
求
を
認
め
よ
う
と
す
る
明
石
氏
と
、

そ
れ
を
否
定
す
る
守
護
権
力

と
の
矛
盾
が
み
て
と
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
明
石
氏
が
、
守
護
の
支
配
機
構
に
属
し
て
権
限
を
行
使
す
る
立
場
か
ら
、
自
立

し
た
権
力
へ
と
成
長
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
時
期
、
山
野
河
海
の
用
益
を
め
ぐ
る
地
下
人
と
寺
院
の
争
い
は
こ
の
事
例
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
文
明
十
二
年
に
は
、

き
よ
み
ず

山
林
の
用
益
を
め
ぐ
り
清
水
寺
と
麓
の
鴨
川
百
姓
と
の
間
で
武
力
衝
突
が
発
生
し
、
守
護
が
百
姓
の
用
益
を
禁
じ
る
命
令
を
下

や
や
後
に
な
る
が
、
永
正
十
七
年
三
五
二
O
）
に
は
、
報
思

ゃ
な
り
ょ
フ

中
古
川
d

館
内
に
お
け
る
殺
生
禁
断
を
侵
害
す
る
と
し
て
加
古
川
で
の
築
漁
が
守
護
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
勾
県
史
』
ニ
「
報

し
て
い
る
（
『
県
史
』
二
「
清
水
寺
文
書
」
一
一
一
七
な
ど
）
。
ま
た
、

恩
寺
文
書
」

六
）
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
守
護
は
地
下
人
で
は
な
く
寺
院
の
既
得
権
を
保
護
し
た
。
地
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下
人
に
と
っ
て
、
守
護
は
自
ら
の
生
産
活
動
に
対
す
る
保
護
を
期
待
で
き
る
権
力
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
地
下
人
は
す
で

に
守
護
の
権
力
を
相
対
化
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
守
護
法
廷
か
ら
の
呼
び
出
し
に
出
頭
拒
一
小
口
で
答
え
た
細
田
村
地
下
人
の

行
動
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
地
下
人
は
自
ら
の
要
求
の
実
現
を
地
域
の
有
力
者
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

明
石
氏
は
、
地
下
人
の
要
求
に
よ
っ
て
地
域
権
力
と
し
て
の
自
立
を
促
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

の
別
所
氏
、
龍
野
の
赤
松
下
野
守
家
、
御
着
の
小
寺
氏
な
ど
の
有
力
諸
家
が
、

指
磨
で
は
、
十
六
世
紀
前
期
頃
か
ら
、

し
だ
い
に
守
護
赤
松
氏
の
支
配
を
離
脱
し
、
地
域
権
力
と
し
て
自
立
し
は
じ
め
る
。
こ
う
し
た
動
向
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
考

え
る
う
え
で
も
、
組
問
村
と
性
海
寺
の
山
相
論
は
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
細
田
村
と
性
海
寺
の
争
い
は
そ
の
後
も
続
い
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
間
題
に
最
終
的

げ
ん
ろ
く

な
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
元
禄
四
年
（

六
九
一
）
の
江
戸
幕
府
に
よ
る
裁
許
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
（
「
旧
押
部
村
古
文
書
集
』

「
性
海
寺
文
書
」
問

ミ妥ほ

JJ¥.いふ、

禄？ 〈こ二

五
五
;¥ 

戸七。
頃

性
海
寺

て
ん
ぷ
ん

帯
は
衣
笠
氏
の
勢
力
下
に
入
っ
て
い
た
。
天
文
九
年
（
一
五
四

衣
笠
氏
と
射
庭

谷
池
の
築
造

O
）
に
は
明
在
祐
行
が
性
海
寺
に
田
地
を
寄
進
し
て
い
る
の
で
（
吋
然
史
』

）
、
衣

荘閤・村・ i町

一
「
性
海
寺
文
書
」

笠
氏
の
進
出
は
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
衣
笠
氏
の
本
拠
地
は
寺
小
八
悶
（
西
区
櫨
谷
町
寺
谷
）
に
あ
る
端
谷
城
で
あ
る
。

衣
笠
氏
の
勢
力
が
山
を
越
え
て
性
海
寺
に
も
及
ん
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
祐
行
は
明
石
氏
の
嫡
流
で
、
則
行
の
後
嗣
と

考
え
ら
れ
る
。

第二節

永
禄
七
年
、
衣
笠
氏
は
性
海
寺
領
内
の
射
庭
谷
と
い
う
と
こ
ろ
に
新
し
く
池
を
造
る
こ
と
に
し
た
（
同
上
一
一
一
四
）
。
残
念
な
が

ら
、
「
射
庭
谷
」
を
ど
う
読
む
の
か
も
不
明
だ
し
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
性
海
中
市
リ
領
の
内
と
い
う
が
、
必
ず
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し
も
性
海
寺
が
あ
る
谷
の
中
と
は
隈
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、

新
し
く
油
を
造
る
と

四
町
四
反
余
り
に
水
が
行
き
渡
る
の
だ
が
、

そ
の
た

め
に
性
海
寺
本
尊
の
燈
明
料
に
当
て
る
凹
二
反
が
拍
数
と
な
っ
て
治
滅
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ニ
反
分
の
年
貫
一
石
六
斗
を
池
の
恩
恵
を
受
け
る

水
田
に
割
り
当
て
て
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

問
町
四
反
余
と
い
え
ば
、
そ
れ
な
り
に
大
き
な
池
で
あ
る
。
こ

け

し

く

も

ん

の
新
地
造
成
に
は
下
司
と
公
文
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
。
下
司
・
公

受
益
地

文
は
本
来
荘
閣
の
役
職
名
だ
が
、
こ
の
時
期
に
は
村
落
や
地
域
の
指
導
層
と

写真115

し
て
の
性
格
が
強
い
。
下
司
・
八
ム
文
は
性
海
寺
に
納
め
る
年
貢
の
半
分
以
上

を
負
担
し
、
さ
ら
に
他
に
割
り
当
て
た
水
田
か
ら
の
納
入
が
滞
っ
た
場
合
は
、

両
者
が
米
を
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
池
の
維
持
管
理
や
池
水
の
運

府
は
下
司
・
公
文
の

で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
に

つ
ま
り
、
こ
の
新
地
造
成
は
、
村
落
や
地
域
の
指
導
届

彼
ら
が
性
海
寺
へ
の
年
貢
納
入
に
も
責
任
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

に
よ
る
運
営
と
性
海
寺
へ
の
年
貢
納
入
保
証
を
前
提
と
し
て
計
画
さ
れ
、

そ
の
う
え
で
衣
笠
氏
は
性
海
寺
と
の
調
整
を
行
っ
て

そ
の
実
現
を
は
か
る
こ
と
が
地
域
権
力

の
役
割
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
る
の
で
あ
る
。
新
池
造
成
の
根
底
に
は
地
域
住
民
の
用
水
源
確
保
の
要
求
が
あ
り
、
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6 

都
賀
荘
と
山
路
荘
＠
本
庄

「
天
城
文
欝
」

と
都
賀
荘

と

が
都
賀
荘
は
、
現
在
の
離
区
の
う
ち
、
徳
井
地
区
を
除
い
た
地
域
を
荘
域
と
す
る
と
推
定
さ
れ
る
荘
閣
で
あ
る
。

み

と

ろ

ひ

え

た

・
昧
泥
・
大
石
・
稗
田
・
原
田
・
上
野
＠

江

戸

時

代

の

村

で

い

え

ば

、

－

鍛

冶

鹿

・

森

・

符

原

・

た

こ

う

き

ょ

っ

ほ

う

小
・
八
幡
・
高
羽
・
新
在
家
・
篠
原
・
畑
原
の
村
々
を
含
む
領
域
に
わ
た
っ
て
い
る
（
な
お
、
こ
れ
ら
の
村
々
は
、
李
保
十
九
年

〔
…
七
三
四
〕
成
立
の
地
誌
吋
摂
津
志
」
で
も
「
都
賀
荘
」
と
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
の
都
賀
荘
に
つ
い
て
は
、
「
天
城
文
書
」
か
ら
、

町
tJ戦
国
時
代
の
動
向
を
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
天
城
文
書
」
は
、
も
と
も
と
篠
原
村
の
旧
家
若
林
家
に
伝
来
し

た
と
推
定
さ
れ
る
文
書
群
で
、
明
治
以
降
、
河
原
村
出
身
の
天
城
佐
兵
衛
が
譲
り
受
け
、
以
後
し
ば
ら
く
天
城
家
に
伝
え
ら
れ

た
。
「
天
城
文
書
」
の
名
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。
し
か
し
、
昭
和
十
年
代
に
同
家
よ
り
西
宮
神
社
宮
司
の
吉
井
家
（
二

お
む
と
し

瀧
区
水
車
新
聞
の
旧
家
大
利
家
（
一
一
点
）
に
譲
ら
れ
て
現
在
は
両
家
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
明
治
ニ
十
一
年
（
一

八
八
八
）
に
内
閣
修
史
局
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
前
身
）
の
重
野
安
線
が
兵
庫
県
下
の
古
文
書
調
査
を
行
っ
た
際
、
佐
兵
衛
の

点
）
と

荘um・村・ l!IJ

所
蔵
文
書
を
収
集
採
録
し
た
影
写
本
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
祭
政
）
の
う
ち
に
は
、
現
在
両
家
と
も
所
蔵
せ
ず
、
所
在
不
明
と

な
っ
て
い
る
文
書
が
四
点
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
上
二
八
点
の
佐
兵
衛
の
も
と
に
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
文
書
の
う
ち
、
地
と
性

格
の
異
な
る

点
を
除
く
二
七
点
は
吋
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
…
に
躍
如
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
全
貌
を
参
照
可
能
で
あ

叶 一昨

51古…~－ 111J

る
（
残
る
一
点
、
摂
津
一
一
回
附
改
帳
弁
鎖
主
村
名
附
は
向
上
近
山

こ
則
的
判
匂
袋
J
o

l
t…
f
司、

「
天
城
文
書
」
中
の
文
書
群
に
詳
し
く
触
れ
る
前
に
、
戦
器
時
代
ま
で
の
都
賀
荘
の
支
配
・
領
有
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に

ぜiii:・tjJj¥t歴史編H
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な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
。
都
賀
荘
は
、
「
猪
熊
関
白
記
』
正
治
二
年
（
一
二

O
O）
正
丹
十
日
条
に
、
春
日
社

寺
告
つ
ナ
リ
ろ
J

（
奈
良
市
）
の
大
祭
で
あ
る
春
日
祭
の
雑
事
の
う
ち
問
日
夕
の
「
株
萄
」
（
ま
ぐ
さ
）
を
負
担
し
た
荘
園
と
し
て
、
摂
津
杭
全
荘

（
大
阪
市
）
と
と
も
に
見
え
る
の
が
史
料
上
で
の
初
見
で
、
こ
こ
か
ら
、
も
と
は
藤
開
摂
関
家
が
領
主
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
摂
関
家
領
と
し
て
の
徴
証
は
見
え
ず
、
大
き
く
降
っ
て
「
天
城
文
書
」
中
の
文
書
か
ら
、
戦
国
時
代

に
は
、
京
都
妙
観
院
領
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
吋
県
史
』

、、ミ
A

、

tuw
ふ
川
村

73
一
間
）
。
こ
の
妙
観
院
は
現
存
し
な

て
ん
ぷ
ん

に
散
見
さ
れ
、
住
持
と
思
わ
れ
る
周
降
（
道
号
寅
叔
）
が
、
天
文

「
天
城
文
盟
問
」

そ
の
名
が
相
国
寺
鹿
苑
院
主
の
日
記
『
鹿
苑

五
三
七
）
に
は
天
龍
寺
別
院
臨
川
寺
（
京
都
市
）
の
住
持
と
し
て
見
え
（
「
鹿
苑
臼
録
』
九
月
晦
日
条
文
同
八
年
に
は
天

龍
寺
雲
居
庵
の
塔
主
と
な
っ
て
い
る
（
向
上
四
月
十
日
条
）
こ
と
よ
り
、
相
国
寺
跨
辺
の
臨
済
系
禅
続
（
同
寺
の
塔
頭
か
）
と
考

/¥ 

年
r『＼

え
ら
れ
る
。け

ん
む

一
方
、
建
武
一

あ
て
が

荘
を
宛
行
わ
れ
て
お
り
（
吋
県
史
』
九
「
宇
都
営
文
書
」

緯
は
不
明
な
が
ら
赤
松
円
心
の
長
男
範
資
の
子
赤
松
則
春
に
帰
し
（
「
赤
松
系
図
（
浅
羽
本
）
」
「
有
馬
系
図
」
。
と
も
に
「
続
税
書
類

ぷ
ん
め
い

そ
の
子
孫
（
赤
松
氏
，
庶
流
葉
山
氏
）
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ

さ

が

み

み

年
（
一
一
二
三
五
）
九
月
、
相
棋
閤
三
浦
郡
の
在
庁
官
人
三
浦
高
継
が
足
利
尊
氏
か
ら
勲
功
の
賞
と
し
て
都
賀

）
、
こ
れ
は
地
顕
職
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
地
頭
職
は
、
経

従
』
）
、
以
後
、

る
摂
津
田
社
領
井
人
給
分
等
注
文
（
『
県
史
』
九
「
路
川
家
文
書
」
一

O
）
に
よ
る
と
、
赤
松
葉
山
一
二
郎
の
都
賀
荘
の
所
領
が
「
不

知
行
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
地
頭
職
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
地
頭
赤
松
葉
山
氏
が
、
「
不
知
行
」
と
な
る
以
前
、

都
理
荘
現
地
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
支
配
を
行
っ
て
い
た
の
か
は
、
史
料
が
な
く
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

加
え
て
、

や
は
り
文
明
十
四
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
摂
津
閣
寺
社
本
所
領
井
奉
公
方
知
行
等
注
文
（
向
上
九
）
に
よ
る
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げ

し

み

よ

3

く
も
ん
み
よ
う

と
、
都
賀
荘
の
う
ち
、
下
司
名
と
公
文
名
に
つ
い
て
は
、
摩
耶
山
別
当
職
・
宝
泉
寺
飯
田
自
国
散
在
と
と
も
に
京
都
栢
国
寺
護

国
院
富
春
軒
領
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
「
不
知
行
」
と
な
っ
て
い
る
。
車
部
山
は
切
利
天
上
寺
、
宝
泉
寺
は
原
田
村
に
あ
っ

た
法
泉
寺
（
廃
品
寸
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
と
も
に
都
賀
荘
内
に
含
ま
れ
た
（
後
述
）
。
下
司
名
・
公
文
名
と
は
、
荘
園
を
管
理

す
る
役
人
（
荘
官
）
で
あ
る
下
可
・
公
文
に
支
給
さ
れ
る
名
（
名
は
、
荘
園
の
年
寅
・
公
事
徴
収
の
単
位
と
な
る
耕
地
静
）
を
い
い
、

く

じ

年
貢
は
領
主
に
納
め
る
が
、
公
一
挙
（
犬
役
や
綿
・
絹
・
酒
な
ど
の
雑
公
事
H
雑
税
）
に
つ
い
て
は
免
除
さ
れ
、
下
司
・
公
文
の
職
務

に
対
す
る
報
酬
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
雲
頂
院
富
春
軒
は
そ
の
免
除
さ
れ
る
公
事
を
得
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
「
天
城
文
書
」
に
は
、
こ
の
下
帯
名
・
公
文
名
に
関
わ
る
文
書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
両
者
が
不

知
行
と
な
っ
た
こ
と
は
、
当
期
に
お
け
る
都
賀
荘
あ
る
い
は
現
地
支
記
の
中
心
に
あ
っ
た
若
林
氏
の
動
向
と
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
。以

下
、
「
天
城
文
書
」
中
の
文
書
鮮
か
ら
う
か
が
え
る
室
町

1
戦
闘
時
代
の
都
賀
荘
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。
な
お
、
「
天
城
文
書
」
に
関
わ
っ
て
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
も
の
が
中
心
で
あ
る
が
、
本
来
そ
こ
に
含
ま
れ
る
文

世
一
回
群
と
と
も
に
若
林
氏
の
も
と
に
伝
わ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
文
書
が
、
神
戸
大
学
社
会
科
学
系
関
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

荘園・村・ IHJ

（
「
篠
原
村
関
係
文
書
、
吋
篠
原
の
禁
と
今

ぢ
文
書
と
古
写
爽
』
に
紹
介
）
。
加
え
て
、

や
は
り
若
林
家
に
伝
わ
っ
た
ら
し
い
文
書
が

一
点
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
影
写
本
の
中
に
「
若
林
家
文
書
」
と
し
て
収
録
さ
れ
、
『
兵
庫
県
史
』
史
料
縞
中
世

に
翻
刻
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
参
照
し
つ
つ
、
話
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

第二節

話
国
と
番

・名

「
天
城
文
書
」
に
は
、
都
袈
荘
内
の
岡
地
や
年
賀
・
公
事
の
収
納
に
関
わ
る
師
帳
簿
類
が
複
数
含
ま
れ
て
い
る
が
、

ほ
と
ん
ど
が
下
司
名
・
公
文
名
の
よ
う
な
特
定
の
名
を
対
象
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

古代• cjJfil 際史編E713 



三
年
（

四
八
九
）
五
月
付
の
都
賀
荘
夏
麦
指
出
（
吋
県
史
』

「
天
城
文
4
A
W

」
限
。
以
下
、
「
天
城
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
同
織
に

「
兵
隊
県
史
』
史
料
編
中
世
一
か
ら
引
用
す
る
が
、
原
本
の
鍛
認
に
よ
り
史
料
の
文
字
の
読
み
に
変
更
を
加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）
は
、
唯
一

荘
園
全
体
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
夏
麦
年
買
を
出
す
耕
地
ご
と
に
、
年
貫
一
時
と
負
間
者
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
所

ふ
仕
地
や
面
積
な
ど
、
耕
地
そ
の
も
の
の
情
報
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
の
史
料
か
ら
見
て
い
こ
う
。
耕
地
は
、

来
友
名

五
升
五
合

ノ＼

升

大；彦控

夫語
大大

郎夫

!¥ 

与緊西

i涜

工，
F
I
d

－ぃ
t
司
『
い
l
l
a

ォ
f
J
J

一γ
ナ

w
b’
 

点
目

チト

目、

ーと

の
よ
う
に
原
間
と
し
て
名
別
に
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
名
が
集
ま
っ
て
一
番

1
一
一
一
番
の
「
番
」
と
い
う
、
グ
ル
ー
プ

に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
名
は
、
先
に
挙
げ
た
下
司
名
・
公
文
名
と
は
奥
な
り
、

－
公
事
を
と
も
に
負
担
す

る
百
姓
名
と
い
わ
れ
る
一
般
の
名
で
あ
る
。
百
姓
名
は
、
通
常
こ
の
末
友
名
の
よ
う
に
年
貢
・
八
ム
事
徴
収
の
責
任
者
で
あ
る
名

の
名
前
を
つ
け
て

O
O名
と
呼
ば
れ
る
（
前
代
の
名
主
の
名
前
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
、
実
際
の
名
主
の
名
前
と
は
異
な
っ
て
い
る

場
合
も
あ
る
）
。
ま
た
、
番
は
、
基
本
的
に
は
、
荘
間
領
主
に
対
し
て
月
ご
と
に
納
め
る
公
古
学
を
務
め
る
単
位
と
し
て
、
荘
内
の

耕
地
を
名
別
あ
る
い
は
地
域
的
区
聞
に
よ
り
編
成
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
一
方
で
、
中
世
後
期
、
荘
内
の
耕
地
の
流
動

化
が
進
み
、
結
果
、
名
の
み
に
依
存
で
き
な
く
な
っ
た
年
買
収
取
を
確
実
に
す
る
た
め
、
年
買
の
番
別
収
寂
を
主
目
的
と
し
て

番
が
編
成
さ
れ
る
事
例
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
二
番
・
一
一

の
各
末
曜
に
「

O
番
之
内
」
と
し
て
、
名
に
含
ま
れ

な
い
耕
地
の
記
事
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
者
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
、
荘
内
が
需
に
編
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成
さ
れ
た
荘
盟
を
番
制
荘
闘
、
あ
る
い
は
番
の
責
任
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で
あ
る
番
頭
か
ら
番
頭
制
荘
鴎
と
呼
び
、
畿
内
周

区:]78 部資荘周辺の村落

（陸軍陵地測虫剤Wr二製正式二万分一地形図 f話I！；与をもとに｛＇f＇.／戎）

辺
部
に
は
比
較
的
事
例
が
多
い
（
渡
辺
滋
夫
吋
噌
訂
版

！援！と編iII 

機
内
庄
協
の
基
礎
檎
波
い

さ
て
、
都
賀
荘
夏
変
指
出
（
以
下
「
指
出
」
と
略
す
）

に
同
け
ん
え
る
番
と
名
を
挙
げ
て
み
る
と
、

一
番
が
末
友

名

二
番
が
貞
松
名
・
浄
蓮
名
・
光
貞
名

光
弘
名
・

－
包
任
名
・
新
行
名
・
安
国
名

安
次
名
・
清
武
名
・

一
一
番
が
光
一
冗
名
・
教

意
名
・
依
行
名
・
専
光
名
・
安
光
名
・
半
名
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、

を
負
担
す
る
耕
地
が
存
在
す
る
名
の
み
で
、

ヰ
4

日
目
’
ザ
」

l
1
l
 

も
名
は
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

」
こ
で
は

｛也

子番
"-' l_  

名 門

ぞ員
f；す

る
た
オ名

品主
性エ
カ~ ~ 
あ と

売っ
ふえで
7.Kぃセ

正~ 6 
二が

一＇（
一
五
O
ム
ハ
）
の
部
資
荘

番
段
銭
注
文
（
『
県
史
』
一

「
天
城
文
書
」
六
）
は
、
「
都
賀
在
一
番
段
銭
事
」
と

71ラ



仏
」
「
清
成
」

と
付
記
さ
れ
た
人
物
一
人
に
加
え
て
、

た
ん
ゼ
ん

に
持
つ
人
物
二
人
ず
つ
の
所
有
地
に
賦
課
さ
れ
た
段
銭
（
凶
地

つ
民
安
」

ω 「

新

し
て
、
「
末
友
」
を
肩
書
に
持
つ
人
物
二
人
、

段
別
に
銭
で
紙
羽
却
附
さ
れ
た
公
準
）
の
額
を

書
き
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
一
問
書
等
は
み
な
所
有
地
が
属
す
る
名
の
名
前
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
一
番
段
銭
」
の

番
も
、

「
指
出
」
の
一
番
と
悶
じ
組
織
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

番
に
は
、
未
友
名
・
岩
盟
名
以
外
に
、
安
景
名
・
貞
安
名

－
新
仏
名
・
清
成
名
の
各
名
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
同
様
に
、
ニ
番
・
一
一
一
番
に
属
す
る
名
も
ほ
か
に
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
「
指
出
」
に
は
、
各
名
の
年
貢
負
担
者
の
一
部
に
、
居
住
地
を
示
す
地
名
が
一
局
審
と
し
て
付
さ
れ
て
い
て
、
「
八
幡
林
」

ヒ
エ
タ
（
稗
田
）
」
「
コ
マ
ウ
（
五
毛
ご
「
ミ
ト
ロ
（
昧
泥
）
」
「
畑
原
」
「
シ
ノ
開
（
篠
原
）
」
「
上
ノ
（
上
野
）
」
「
山
田
」
「
に
し
も

り
」
「
原
田
」
「
ト
チ
林
」
「
ハ
マ
」
と
い
っ
た
も
の
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
、

ほ
と
ん
ど
が
江
戸
時
代
の
村
の
名
前
と
一
致
し

て
お
り
、
こ
う
し
た
村
が
荘
内
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
名
・
番
に
含
ま
れ
る
耕
地
の
分
布
状
況
を
知
る

一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
（
た
だ
し
、
居
住
地
と
所
有
す
る
耕
地
の
所
在
地
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
）
。
事
例

が
さ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
（
特
に
一
番
）
、
断
定
的
な
こ
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
も
の
の
、
次
の
よ
う
な
こ
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
岩
盟
名
の
年
貢
負
担
者
の

に
「
コ
マ
ウ
」
「
畑
原
」
「
ミ
ト
ロ
」

シ
ノ
原
」
が
見
え
、
こ
こ
か

ら
岩
盟
名
の
耕
地
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
う
し
た
名
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
番
を
単
位
と
し
て
見

る
と
、
「
八
幡
林
」
は
一
番
に
し
か
見
え
ず
、

コ
マ
ウ
（
五
毛
）
」
と
「
上
ノ
（
上
野
）
」
が
目
立
ち
、
「
原
田
」
は

番
に
は

番
に
見
え
ず
、

ニ
番
に
も

カ
所
し
か
な
い
の
に
対
し
て
、
一
一
一
番
に
は
数
多
く
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
番
の
耕
地

が
あ
る
程
度
地
域
的
に
集
め
ら
れ
て
い
た
、

）
換
え
る
と
、
番
が
地
域
的
に
編
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
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れ
を
先
述
し
た
都
賀
荘
の
番
は
中
世
後
期
に
新
た
に
縞
成
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
番
編
成
が
荘
内

の
村
の
成
立
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
村
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、

も
う

度
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

次
に
、
「
指
出
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
下
司
名
・
公
文
名
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

ほ
ぼ
そ
の

耕
地
の
全
容
を
示
す
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
文
明

四
七
O
）
に
名
内
の
耕
地
一
筆
ご
と
の
面
積
・
斗
代
（
耕
地
一
段

あ
た
り
の
空
間
以
高
）
・
年
貢
負
担
者
を
書
き
上
げ
た
都
賀
荘
公
文
名
地
帳
（
吋
県
史
』

「
天
城
文
書
」
一
一
一
）
に
よ
れ
ば
、
公
文
名
は

耕
地
総
数
六

・
閥
横
六
町
六
段
二
七

O
歩
（
本
帳
に
は
表
紙
・
表
紙
袋
、
及
び
帳
米
に
「
純
夏
変
日
記
」
と
題
し
た
追
策
が
あ
る

が
、
こ
の
部
分
は
記
事
の
内
等
に
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
省
い
た
）
で
あ
る
。
ま
た
、
永
正
十
七
年
の

の
収
納
簿
で
、
間
じ
く

耕
地

筆
ご
と
の
面
積
・
年
貢
高
・
年
貢
負
担
者
を
記
し
た
部
費
荘
下
両
名
年
貢
納
帳
（
「
同
県
出
叫
ん
』
一

「
天
城
文
書
」
九
）
に
よ
れ

ば
、
下
帯
名
の
耕
地
は
総
数
間
五
筆
・
面
積
一
一
一
町
七
段
凹

O
歩
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
、
百
姓
名
で
あ
る
岩

盟
名
が
二
町
余
、
米
吉
名
が

町
一
段
余
で
あ
る
の
に
比
べ
て
規
模
が
大
き
い
。

加
え
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
耕
地
の
一
部
に
字
名
が
肩
書
き
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
所
の
現
地
比
定
が
で
き
る
も
の
を
見

荘医I・ 村・ lllJ

る
と
、
江
戸
時
代
の
畑
原
・
篠
原
・
五
毛
・
鍛
冶
屋
・
原
田
・
八
幡
・
河
原
村
に
わ
た
っ
て
い
て
、
公
文
名
の
耕
地
は
荘
内
に

広
く
散
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
今
井
林
太
郎
吋
問
天
城
文
書
と
都
賀
庄
』
）
。

方
、
後
者
の
耕
地
に
は
字
名
は
な
い
が
、

年
実
負
担
者
の
間
住
地
を
示
す
肩
書
き
と
し
て
「
た
か
う

く
い
（
仰
向
位
・
徳
井
）
」
「
ト
ヲ
メ
（
東
明
）
」

ム
ノ
の

日＿，＿，
5\'l~firi 

（
平
野
こ
「
ミ
カ
ケ
（
御
影
）
」
「
ヤ
ハ
タ
（
八
幡
）
」
が
見
え
、
耕
地
の
所
在
の
手
が
か
り
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
指
出
い
で
年

資
負
担
者
の
居
住
地
と
し
て
見
え
た
地
名
と
向
棟
、
江
戸
時
代
、
村
の
名
と
し
て
見
え
る
地
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
得
位
（
徳

古代・中｜丘日を51::編立717 



井
）
、
東
明
、
平
野
、
御
影
は
、
部
資
荘
内
で
は
な
く
、

ぐ
ん
げ

そ
の
東
方
に
あ
っ
た
得
位
荘
、
今
南
荘
、
郡
家
荘
等
に
含
ま
れ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
、
下
司
名
の
耕
地
の
主
要
部
分
は
都
賀
荘
の
東
部
に
存
在
し
、
多
く
近
隣
の
荘
民
の
出
作
に
よ
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
、
当
時
、
こ
う
し
た
荘
関
内
に
も
村
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な

ぉ
、
前
者
に
も
、
年
貢
負
担
者
の
一
部
に
問
、
住
地
を
示
す
肩
書
と
し
て
「
こ
ま
う
（
五
毛
）
」
「
畑
原
」
「
ト
チ
ハ
ヤ
シ

「
山
凹
」

「
木
山
林
」

田
」
「
小
村
」
と
い
っ
た
地
名
が
見
え
、
そ
の
多
く
は
や
は
り
江
戸
時
代
の
村
名
と
一
致
し
て
い
る
。

以
上
、
史
料
の
限
界
か
ら
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
室
町
i
戦
由
時
代
の
都
賀
荘
は
、
最
低
二

O
以
上

の
百
姓
名
と
公
文
名
・
下
司
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
百
姓
名
に
つ
い
て
は
三
番
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
見

え
る
番
は
、
中
出
後
期
に
お
け
る
荘
内
の
耕
地
の
流
動
化
や
村
の
成
立
と
い
っ
た
社
会
変
動
に
伴
っ
て
編
成
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
こ
の
番
や
名
を
通
じ
て
、
当
期
に
お
い
て
も
年
貢
・
公
事
が
領
主
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
、
続
い
て
は
、
番
や
名
の
番
頭
・
名
主
と
し
て
、

・
公
事
の
収
納
を
支
え
て
い
た
存
在
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

若
林
氏
と
都

震
設
の
土
豪

「
指
出
」
に
見
え
た
各
名
の
う
ち
、
山
積
型
名
に
は
「
若
林
方
」
、
浄
蓮
名
に
は
「
坂
本
方
」
、
包
任
名
・
新
行

名
に
は
「
安
田
方
」
、
安
次
名
・
依
行
名
に
は
「
善
興
寺
方
」
、
清
武
名
に
は
「
風
平
方
」
、
教
意
名
に
は

に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
各
名
の
名
主
の
名
前
と
考
え
ら

「
士
口
閏
方
」
、
半
名
に
は
「
藤
二
郎
方
」
と
名
の
名
前
の

れ
る
が
、

見
し
で
わ
か
る
よ
う
に
、
「
若
林
方
」

H
若
林
氏
を
始
め
、

ほ
と
ん
ど
が
萄
字
十
敬
称
を
表
す

で
呼
ば
れ

て
い
る
（
な
お
、
「
慈
興
寺
方
」
の
「
善
郎
（
オ
ザ
」
は
寺
院
の
名
前
と
も
取
れ
る
が
、
付
門
木
公
開
状
〔
吋
県
史
』
中
山
一

「若林文品川悶」

一
〕
の
宛
名

に
、
若
林
氏
や
風
平
氏
、
安
田
氏
、
坂
本
氏
の
人
物
と
な
ら
ん
で
「
義
興
寺
新
介
」
な
る
人
物
の
名
前
が
見
え
る
の
で
、
こ
れ
も
人
名
ら
し
い
）
。

こ
う
し
た
人
名
表
記
は
、
各
名
の
年
貢
負
担
者
に
も
見
え
、
浄
蓮
名
に
「
大
利
方
、
宗
清
名
に
沼
市
刀
方
」
「
中
方
、
安
沢
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名

ニ
方
、
光
一
沌
名
に
「
松
本
方
」
、
教
意
名
に
「
西
林
方
」
「
原
田
方
」
「
認
衛
門
方
」
と
い
っ
た
名
前
が
確
認
で
き
る
。

彼
ら
は
、

に
も
、
年
貢

椴
に
土
豪
・
地
侍
と
時
ば
れ
る
階
腐
の
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
の
名
前
は
、
「
指
出
」
以
外
の

負
担
者
や
土
地
所
有
者
と
し
て
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
、
中
に
は
「
松
本
殿
」
「
や
す
だ
殿
」
の
よ
う
に
、

の
代
わ
り

に
「
殿
」
と
い
う
敬
称
を
付
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
般
原
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
「
原
」
は
中
位
、
複
数
を
表

す
語
）
。
後
ら
は
、
帯
刀
し
、

文
字
か
ら
な
る
名

宇
佐
名
乗
り
（
た
と
え
ば
、
若
林
氏
の
人
物
は
、
満
章
一
・
満
秋

正
秀
・
満
秀
と
い
う
実
名
を
持
つ
。
後
述
）
、
武
士
の
よ
う
な
花
押
（
手
書
き
の
サ
イ
ン
）
を
持
つ
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

と
べ」

れ
る
が
、
中
世
前
期
以
来
公
武
に
仕
え
た
侍
層
と
異
な
り
、
中
世
後
期
、
名
主
を
務
め
る
よ
う
な
有
力
百
姓
層
の
中
か
ら
成
長

し
て
き
た
新
た
な
侍
身
分
で
あ
る
。
都
賀
荘
内
の
耕
地
の
多
く
を
所
有
し
、
ま
た
、
名
主
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
土

－
地
比
付
属
（
以
下
土
豪
と
す
る
）
で
あ
っ
た
。

加
え
て
、

番
」
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
「
天
城
文
書
」

で
は
、
若
林
氏
が
名
主
を
務
め
る
岩
思
名
は
番
編
成
の

に
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
部
資
荘
一
番
段
銭
注
文
、

八
年
三
五
八
O
）
の
二
郎
名

番
惣
抱
田
地
注
文
（
吋
県
史
』

「夫

城
文
書
」

八
）
と
、
「

五

一
〕
の
都
賀
荘
山
石
問
中
名
指

に
関
わ
る
文
書
が
複
数
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
永
正
八
年
〔

4'fl豆I・ 村・ mr

出〔吋悶…小山叫ん』

一
革
命
之
分
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
）
、
若
林
氏
が
、
都
賀
荘
の
一
番
に
含
ま
れ
る
各
名
の

「
天
城
文
書
」
八
〕
に
も
、

年
貢
・
公
事
収
納
の
責
任
者
で
あ
る
番
顕
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
同
様
に
、
一

－
一
一
一
番
の
番
顕
も
、

各
番
に
属
す
る
い
ず
れ
か
の
名
の

に
あ
た
る
士
一
致
が
務
め
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
、
各
番
の
年
貢
・
公
事
の
収
納
と
、

第二日m

れ
に
伴
う
文
書
を
管
理
し
、
若
林
氏
を
含
む
こ
の
番
頭
た
ち
が
、
名
主
を
束
ね
て
、
荘
隠
の
現
地
経
営
の
中
核
を
担
っ
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

占f¥• clIJIJ: 際交：~~f,j II 
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な
お
、
右
の
点
に
関
連
し
て
、
「
天
城
文
書
」
に
は
、
下
司
名
・
公
文
名
に
関
す
る
文
寄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
若

林
氏
が
下
司
あ
る
い
は
公
文
で
も
あ
っ
た
可
能
性
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
都
賀
荘
公
文
名
地
帳
に
は
、

後
筆
で
あ
る
が
（
者
林
）
満
点
閥
均
に
よ
る
書
き
込
み
と
署
名
・
花
押
が
あ
り
、
都
賀
荘
下
司
名
年
貢
納
帳
は
（
若
林
）
正
秀
の
問
中
背

た
い
え
い

名
・
花
押
の
あ
る
大
永
元
年
（
一
五
二

）
の
都
賀
荘
末
吉
名
田
数
注
文
（
「
県
史
』
一

「
天
域
文
書
い

。
）
と
陪
筆
と
見
ら
れ
、

正
秀
の
作
成
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
作
成
時
期
か
そ
れ
に
近
い
時
期
に
は
、
公
文
名
・
下
司
名
を
若
林
氏

が
管
掌
し
て
い
た
の
は
路
実
で
あ
る
。
若
林
氏
の
よ
う
な
土
豪
が
こ
う
し
た
役
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
例
は
珍
し
く
な
く
、
同

ま
ん
ど
こ
ろ

氏
が
荘
闘
の
現
地
役
所
で
あ
る
政
所
の
屋
敷
地
を
所
有
、
す
な
わ
ち
政
所
を
預
り
（
天
文
十
五
年
〔

五
回
六
〕
公
文
名
納
帳

〔『県出入』一

「
天
域
文
書
」

ム
ハ
〕
）
、
荘
内
の
段
銭
の
免
除
や
催
徴
に
関
し
て
領
主
妙
観
院
か
ら
荘
闘
現
地
に
送
付
さ
れ
た
文
書

（
後
述
）
が
「
天
城
文
書
」
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

に
は
、
若
林
氏
が
下
司
な
り
公
文
で
あ
っ
た
と
い
う
明
白
な
史
料
｜
｜
た
と
え
ば
下
司
若
林
某
・

公
文
若
林
某
の
名
が
見
え
る
よ
う
な

i
i
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
本
項
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
下
司
名
・
公
文
名
は
、

あ
る
時
期
よ
り
京
都
相
国
寺
裳
現
院
富
春
軒
領
と
な
り
、
文
明
十
四
年
（
一
回
八
二
）
頃
に
は
、
「
不
知
行
」
と
な
っ
て
い
た
。

お

う

に

ん

お

つ

り

ょ

っ

こ
れ
は
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
勃
発
し
た
応
仁
・
文
明
の
乱
を
契
機
に
、
何
者
か
に
よ
っ
て
押
領
さ
れ
た
た
め
と
推
定

で
き
る
が
、
本
文
書
中
の
両
名
の
関
係
文
書
は
、
ち
ょ
う
ど
符
合
す
る
よ
う
に
、
文
明
一

の
都
賀
荘
八
ム
文
名
地
根
以
降
の
も

の
と
な
っ
て
い
て
、
若
林
氏
が
ま
さ
に
そ
の
押
領
者
で
あ
る
か
、
何
者
か
が
押
領
し
た
も
の
を
引
き
継
い
だ
可
能
性
を
示
唆
す

る。
以
上
か
ち
り
、
こ
こ
で
は
、
若
林
氏
が
下
司
あ
る
い
は
公
文
で
あ
っ
た
か
否
に
つ
い
て
は
、
判
断
を
保
留
し
て
お
く
。
こ
の
時
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い

ず

み

い

り

ゃ

ま

だ

期
、
荘
園
に
必
ず
し
も
下
司
や
公
文
が
い
た
訳
で
は
な
く
、
川
内
え
ば
、
九
条
家
領
和
泉
国
呂
根
野
荘
入
山
関
村
（
大
阪
府
泉
佐

野
市
）
で
は
、
番
頭
層
が
年
貢
公
事
の
徴
収
と
送
進
を
担
う
唯
一
の
現
地
支
配
機
関
と
な
っ
て
い
て
、
政
所
も
番
頭
の
宅

か
れ
て
い
た
（
凶
沼
健
「
都
市
貴
族
の
下
向
夜
務
と
中
位
村
落
」
）
。
こ
れ
よ
り
類
推
す
れ
ば
、
若
林
氏
も
、

一
番
の
番
頭
と
し
て
政

所
を
管
轄
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
領
主
妙
観
院
が
荘
闘
現
地
に
送
付
し
た
文
書
を
保
管
し
て
い
た
の
も
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
、

そ
の
立
場
が
い
ず
れ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
若
林
誌
が
都
賀
荘
内
の
土
豪
の
中
心
に
あ
っ
て
、

荘
園
の
現
地
支
配
を
支
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

い
ま
、
都
賀
荘
の
番
頭
・
名
主
の
多
く
が
土
豪
で
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
こ
で
、
若
林
氏
を
事
例
と
し
て
、
名

土
議
の
実
態

－
経
営
を
中
心
に
、
彼
ら
の
実
態
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

や
土
地
の

先
に
詣
擁
し
た
よ
う
に
、
若
林
氏
は
本
来
岩
盟
名
の
名
主
で
、

一
番
の
番
頭
と
推
定
さ
れ
、
若
林
満
重
の
時
ま
で
に
公
文
名

を
、
正
秀
の
代
ま
で
に
は
下
司
名
を
管
掌
し
た
。
加
え
て
、
正
秀
は
大
永
一
克
年
に
都
賀
荘
末
吉
名
出
数
注
文
を
作
成
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
彼
の
代
に
は
末
吉
名
の
名
主
と
も
な
っ
た
ら
し
い
（
こ
れ
に
先
立
つ
「
指
出
」
で
は
、
米
吉
名
に
「
若
林
孫
三
郎
方
」

「
若
林
孫
大
郎
方
」
が
年
貢
負
担
者
と
し
て
見
え
る
が
、
活
林
氏
は
名
主
と
さ
れ
て
い
な
い
）
。
こ
の
正
秀
は
、
右
の
部
名
に
つ
い
て
の

荘悶・村・田I

帳
簿
で
あ
る
都
賀
荘
下
司
名
年
賀
納
帳
・
都
賀
荘
末
吉
名
回
数
注
文
の
ほ
か
、
公
文
名
納
帳
を
作
製
し
て
お
り
（
料
紙
の
継
ぎ

百
の
裏
側
に
正
秀
の
花
押
が
押
さ
れ
て
い
る
）
、
本
帳
に
は
、
公
文
名
以
外
に
、
岩
壁
名
や
「
他
名
分
」
（
後
述
）
の
耕
地
等
に
関
す

る
記
事
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

つ
の
帳
簿
の
う
ち
に
、
正
秀
の
代
に
若
林
氏
が
管
掌
あ
る
い
は
所
有
し
た
荘
内
の
耕

第二節

地
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
若
林
氏
の
土
豪
と
し
て
の
姿
を
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。
た

だ
し
、
都
賀
荘
下
司
名
年
貢
納
帳
か
ら
読
み
寂
れ
る
下
一
司
名
の
概
要
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
返
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さ
な
い
。

ま
ず
、
若
林
氏
と
最
も
関
係
の
深
い
岩
里
名
に
つ
い
て
見
ょ
う
。
本
名
に
つ
い
て
は
、
若
林
氏
の
系
図
で
は
正
秀
の
父
と
さ

れ
る
（
今
井
前
掲
書
）
太
郎
左
衛
門
（
満
秋
）
の
代
、
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
の
都
賀
荘
岩
盟
名
指
出
が
あ
る
の
で
、
先
に
当

時
の
状
況
を
確
認
し
て
お
く
。
こ
れ
は
、
満
秋
分
の
岩
盟
名
の
田
地
に
つ
い
て
、

田
地
の
種
別
に
聞
積
や
分
米
（
年
車
両
）
を

記
し
た
も
の
で
、
田
地

段

筆
ご
と
の
情
報
は
な
い
。
田
地
の
総
面
詰
は
一
町
二
段
一
二

O
歩
で
あ
る
が
、
そ
の
約
一

や
ま
な
り

五
O
歩
は
「
不
ヘ
す
な
わ
ち
耕
作
不
能
と
な
っ
て
い
て
、
特
に
七
段
は
山
成
（
地
震
・
洪
水
な
ど
で
山
稜
が
崩
れ
て
土
砂
が

の
九

旧
畑
を
荒
ら
し
耕
作
不
能
に
な
る
こ
と
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
山
石
型
名
の
田
地
は
山
に
近
い
場
所
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か

る。
そ
し
て
、
耕
作
可
能
の
田
地
に
は
、
公
団
・
斗
代
・
後
・
却
の
種
別
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
公
回
は
定
出
す
な
わ
ち
本
来
年
貰
・

公
事
の
賦
課
対
象
と
さ
れ
た
沼
地
を
い
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
本
役
（
年
貢
）

－
諸
公
事
と
も
に
「
孫
四
郎
方
」
が

出
す
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
孫
四
郎
方
」
は
一
族
と
推
定
さ
れ
、
ど
う
や
ら
、
公
回
の
一
部
は
「
孫
四
郎
方
」
に
譲
渡

さ
れ
、

そ
の
際
に
、
本
来
公
団
全
体
に
か
か
る
べ
き
年
貢
・
公
事
の
す
べ
て
が
「
孫
四
郎
方
」
へ
の
譲
渡
分
に
転
嫁
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
名
が
若
林
氏

族
の
聞
で
分
割
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
八
ム
回
以
外
の
、
斗
代
・

後
・
拙
の
う
ち
、
船
は
本
来
荘
問
領
主
の
践
営
地
で
、
鎌
倉
時
代
以
降
各
名
主
に
割
り
当
て
ら
れ
た
問
地
で
あ
る
。
斗
代
・
後

に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
「
不
」
の
困
地
に
は
、
斗
代
と
後
の
聞
に
「
聞
い
引
新
聞
出
と
い
う
種
別
が
あ
り
、
ま
た

両
者
と
も
公
出
よ
り
分
米
が
低
く
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
新
開
発
田
の
一
種
と
推
秘
し
て
お
く
。

さ
て
、
公
文
名
納
帳
に
併
記
さ
れ
た
岩
盟
名
の
記
事
で
は
、
正
秀
分
の
岩
壁
名
の
田
地
の
出
積
は

ll!J 

段

八
O
歩
で
、
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都
賀
荘
岩
盟
名
指
出
の
田
地
面
積
に
近
い
。
あ
る
い
は

と
な
っ
て
い
た
耕
地
が
こ
の
間
に
再
開
発
さ
れ
た
も
の
か
。
な

ぉ
、
こ
の
正
秀
分
と
別
に
、
部
資
荘
岩
壁
名
指
出
の
「
孫
四
郎
方
」
分
の
公
開
に
つ
な
が
る
と
推
定
さ
れ
る
「
孫
大
郎
分
」
の

岩
壁
名
の
田
地
が
あ
り
（
七
段
）
、

よ
っ
て
こ
の
時
点
で
の
宕
思
名
全
体
の
白
地
の
面
積
は
二
町
一
八

O
歩
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
本
帳
で
は
田
地

と
の
面
積
や
年
賀
・
公
古
学
銭
（
銭
約
化
さ
れ
た
公
事
）
の
額
、
年
貢
負
担
者
等
が
記
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
（
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
公
団
」
の
表
記
が

部
に
開
比
え
る
以
外
、
都
賀
荘
山
万
里
名
指
山
山
に
あ
っ
た
斗
代
・
後
－

mm
－
関
の

綴
別
は
記
さ
れ
な
い
て

一一
O
O歩
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
「

色

そ
の
う
ち
に
、
ご
色
」
と
記
さ
れ
る
岡
地
が
一

の
田
地
に
つ
い
て
は
、
負
担
す
る
年
貢
・
公
事
銭
額
が
記
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
若
林
誌
が
年
貢
・
公
事
銭
を
取
得
す
る
こ

と
の
で
き
る
出
地
に
あ
た
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
出
地
の
面
積
は
、
間
様
の
性
格
を
指
描
し
た
都
賀
荘
岩
盟
名
指
出
の
公

田
の
面
積
（
二
段

五
歩
）
と
近
似
し
て
お
り
、
若
林
氏
が
土
地
に
対
す
る
権
利
を
強
め
る
の
に
従
い
、
こ
う
し
た
名
称
で
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
加
え
て
、

国
地
の
中
に
は
若
林
氏
の
「
自
作
」
、
す
な
わ
ち
岡
氏
が
誼
接
経
営
し

て
い
る
田
地
（
一
一
一
段
）
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
負
担
す
る
年
賀
・
公
事
銭
の
額
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
間
様
に
若

林
氏
の
取
得
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
さ
ら
に
、
「
孫
大
郎
分
」
の
田
地
も
、
う
ち
「
一

な
ど
一
一
一
段
に
年
貢

荘倒・村・ l!IJ

公
事
銭
額
の
記
載
が
な
く
、
か
く
し
て
、
こ
の
時
期
ま
で
に
は
、

の
岡
地
の
半
分
近
く
が
、

－
公
事
銭
を
若
林
氏

が
取
得
で
き
る
田
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
間
氏
の
強
い
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

次
に
、
都
賀
荘
米
吉
名
悶
数
注
文
に
よ
れ
ば
、
末
吉
名
は
、
出
地
計

町
一
段
一
一
一

O
O歩
の
う
ち
、
自
作
分
が
三
段
半
あ
っ

長！cl一一日｜］

て
、
「
山
田
左
衛
門
五
郎
大
夫
」
と
追
記
さ
れ
て
い
る
一
筆
（
後
に
譲
渡
し
た
分
か
）
を
除
き
年
貢
・
公
事
の
翻
が
記
さ
れ
な
い

の
で
、
岩
盟
名
の
自
作
分
間
様
、
若
林
氏
の
取
得
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
加
え
て
こ
こ
に
は
、
ほ
か
に
「
島
分
」

1t;{¥: • ,,, !It 歴史編723 



七
カ
所
が
挙
げ
ら
れ
（
一
一
一
カ
所
は
屋
敷
。
荷
積
の
記
載
は
な
く
、
支
の
収
納
額
と
負
問
者
の
み
）
、

そ
の
う
ち
六
カ
所
か
ら
納
め
ら
れ

る
麦
は
「
内
納
」
と
さ
れ
て
い
て
、
別
に
「
公
方
へ
入
方
夏
変
分
」
（
領
主
へ
の
納
入
分
）
が
特
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の

分
は
す
べ
て
若
林
氏
の
も
の
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
、
末
吉
名
に
も
若
林
氏
が
年
賀
を
取
得
で
き
る
耕
地
が
存

在
し
た
。

最
後
に
、
再
び
公
文
名
納
帳
に
一
民
っ
て
公
文
名
の
田
地
に
つ
い
て
見
る
と
、
岩
盟
名
同
様
、
正
秀
分
（
間
町
一
一
一
段
六
O
歩）

の
ほ
か
に
「
孫
大
部
分
」
（
二
町
一
一
一
O
O歩
）
が
あ
っ
て
、
両
者
の
和
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
都
賀
荘
公
文
名
地
帳
の
田
地
総
計
六

町
六
段
二
七

O
歩
に
近
似
し
て
い
る
。
年
貢
負
担
者
が
変
わ
っ
て
い
る
た
め
、
両
帳
の
旧
地
一

一
筆
を
う
ま
く
対
中
応
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
間
に
や
は
り
名
の
田
地
が
若
林
氏

族
内
で
分
割
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
う
ち
、
「
孫
大

郎
分
」
に
は
、
「
一
色
」
二
段
一
一
一

O
歩
と
自
作
分
一
一
段
が
見
え
、

や
は
り
年
貢
・
公
事
銭
の
記
載
が
な
い
。
加
え
て
、
本
帳

に
は
、
「
他
名
分
」
と
し
て
計
八
段
半
の
田
地
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
公
文
名
・
下
司
名
・
岩
型
名
・
末
吉
名
以

外
の
名
に
散
在
す
る
若
林
誌
の
所
有
地
と
推
定
さ
れ
る
が
（
「
指
出
」
で
は
光
弘
名
や
浴
武
名
に
若
林
氏
の
所
有
地
が
早
え
る
）
、
ぅ

ち
一
一
一
段
が

一
色
」
、
四
段
が
自
作
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
に
先
述
の
「
ま
ん
所
麗
敷
」
が
含
ま
れ
、

そ
の
年
賀
米
の
一
部
と

夏
変
が
政
所
に
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
以
外
、
こ
れ
ら
に
も
年
貫
・
公
事
銭
の
記
載
が
な
く
、
若
林
氏
の
取
得
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
若
林
氏
一
族
は
、
別
に
触
れ
た
下
司
名
分
も
あ
わ
せ
、
荘
内
で
総
計

四
町
を
超
え
る
耕
地
を
名
あ
る
い

は
散
在
の
耕
地
と
し
て
管
掌
あ
る
い
は
所
有
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
名
に
属
す
る
耕
地
は
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
が
若
林
氏
の
所
有

地
で
は
な
い
が
、
年
賀
・
公
事
を
取
得
で
き
る
耕
地
を
所
有
す
る
な
ど
し
て
、
名
に
対
す
る
支
配
力
を
強
め
、

族
で
分
割
す
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る
な
ど
、
事
実
上
所
領
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
正
秀
の
父
満
秋
は
、
永
正
六
年
に
今
南
荘
内
か
と
推
定
さ
れ
る
平

野
マ
エ
の
土
地
一
段

「
天
城
文
書
」
七
）
、

一O
歩
を
、
問
荘
内
の
土
豪
一
平
野
二
郎
五
郎
方
に
売
却
し
て
お
り
（
吋
県
出
入
』
一

林
氏
は
荘
外
に
も
多
く
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
史
料
の
限
界
か
ら
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
、
自
身
が
名
主
を
務
め
る
名
を
事
実
上
所
領
化
し
、
他
名
や
他
荘
に
も
土
地
を
所
有
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
若
林

氏
以
外
の
土
豪
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
「
指
出
」
で
わ
か
る
範
聞
で
も
、
安
田
氏
は
包
任
名
・
新
行
名
と
ニ
つ
の
名
の
名
主
で
あ
る
と
と
も
に
、
光
貞

名
や
宗
清
名
に
も
耕
地
を
持
ち
（
部
変
説
公
文
名
地
帳
・
公
文
名
納
総
に
よ
れ
ば
、
公
文
名
に
も
耕
地
を
所
有
す
る
）
、
浄
蓮
名
の

で
あ
る
坂
本
氏
は
光
弘
名
・
包
任
名
・
依
行
名
に
も
耕
地
を
持
っ
て
い
る
。
こ
と
に
、
土
豪
が
名
を
事
実
上
所
領
化
計
財
産
化

し
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
「
指
出
」
で
教
意
名
の
名
主
が
吉
田
氏
で
あ
っ
た
こ
と
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る

や
ま
じ

か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
古
閏
氏
は
、
都
賀
荘
内
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
山
路
荘
内
住
吉
村
に
本
拠
を
お
く
土
豪
と
推
定
さ
れ
て

い
る
（
今
井
前
掲
議
）
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
吉
田
氏
は
も
と
か
ら
教
意
名
の
名
主
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
、

な
り
譲
渡
な
り
で
入
手
し
た
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
か
く
し
て
土
豪
た
ち
は
、
務
内
外
の
土
地
に
対
す
る

荘園・村・ UIJ

支
配
を
強
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
向
け
ん
た
よ
う
に
、
部
資
荘
で
は
、
若
林
氏
を
は
じ
め
、
番
頭
を
務
め
る
土
豪
た
ち
が
中
心
と
な
り
、

都
賀
荘
の

惣
諜

（
こ
れ
も
多
く
は
土
豪
）
を
束
ね

－
公
事
の
収
納
を
行
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
彼
ら
や
そ
の
も
と

第二節

に
あ
っ
た
荘
内
の
百
姓
た
ち
と
領
主
妙
観
院
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

「
天
城
文
書
」
の
中
に
は
、
摂
津
守
護
細
川
晴
元
か
ら
部
資
荘
に
段
銭
が
賦
課
さ
れ
た
際
、
領
主
妙
観
院
の
関
係
者
が
荘
園

古代・ i:jJ仕｛自主史品i話E72ラ



一
「
一
大
城
文
書
」

ー
一
五
）
o
w
っ
ち
二
週
は
、
天
文
十
年

現
地
に
宛
て
て
発
給
し
た
文
書
が
由
通
含
ま
れ
て
い
る
（
吋
県
史
』

と
平
井
新
左
衛
門
尉
（
段
銭
泰
行
か
）
に
対
し
、

（
一
万
四
一
）
六
月
二
十
九
日
付
で
晴
元
が
発
給
し
た
、
一
一
一
好
孫
次
郎

「
妙
制
限
院
領
摂
州
下
郡
御
料
一
山
中
郷
井
都
賀
庄
」
の
段
銭
を
免
除
す
る
の
で
、
段
践
の
催
徴
を
と
ど
め
る
よ
う
命
じ
る
文
書
を

込2¥! 
1 ~ ¥' 
·~. t E 

妙矧院周i怒）L{'1丈（天城見cPn

d
h
d党
M
W

噂

Z
Aワ
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命
令

e

L3
4品ぷ

受
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

」
は
摂
津
国
の
凶
部
一
械
を
指
す
地
域
呼
称
。
第
十
章
第
一

節
1
取
参
照
。
な
お
こ
こ
で
「
御
料
所
」
が
「
都
賀
茂
」
ま
で
か
か
る
な
ら
、
都
賀
荘
は
幕
府
な
い
し
守
謎

の
直
結
倣
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
）

0

通
は
、
妙
観
院
の
住
持
か
と
思
わ
れ
る
周
降
が
そ
の
案
文

（
写
し
。
『
県
史
い
一
「
天
峨
文
書
」
一

一
）
を
現
地
に
送
付
す
る
旨
を
伝
え
た
害
状
で
あ
り
（
①
、
日
々
北
円
以
内

山
）
、
も
う

通
は
、
妙
観
院
の
上
使
永
躍
が
案
文
及
び
周
隆
の
書
状
に
添
え
た
害
状
で
あ
る

（①）
0
 

通
は
、
年
不
詳
で
あ
る
が
、
天
文
十
年
代
前
半
と
推
定
さ
れ
る
七
月
十
八
日
付
の
も
の

で
、
前
年
の
ド
郡
の
段
銭
が
段
銭
奉
行
で
あ
る
三
好
長
慶
と
塀
和
道
祐
の
両
方
か
ら
催
促
さ
れ
る

残
る

「
二
重
段
銭
」
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
も
の
ら
し
い
（
天
野
忠
幸
「
戦
国
期
摂
津
に

立証’よ芝i16 

お
け
る
三
好
氏
の
地
域
文
況
と
都
市
」
）
。
妙
観
院
馬
路
（
①
に
同
）
が
、
道
祐
に
段
銭
（
こ
こ
で
は

「
巡
上
人
と
と
さ
れ
て
い
る
）

一
O
貰
文
を
渡
し
た
こ
と
、
及
び
山
路
荘
・
本
庄
・
今
南
荘
は
一
一
一
好

氏
に
渡
し
た
ら
し
い
旨
を
聞
い
た
こ
と
を
伝
え
る
書
状
（
①
）
と
、
同
じ
く
妙
観
院
の
人
物
と
思

わ
れ
る
悶
光
が
、
先
に
段
銭
を
道
祐
へ
渡
し
た
が
、
も
う
一
回
分
が
米
納
で
言
語
道
断
で
あ
る
と

の
旨
返
答
が
あ
っ
た
と
し
て
、

々
に
あ
と
一

0
0
0疋
（
銭
一

omzX）
を
送
付
す
る
よ
う
求
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め
る
督
促
状
（
①
）
か
ら
な
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
＠
②
④
は
「
都
賀
圧
名
主
百
姓
中
」
に
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
「
都
賀
庄
名
主
百
姓
中
」
が
、
段
銭
納
入
を

請
け
負
う
主
体
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
部
資
庄
名
主
百
姓
中
」
と
は
、
陵
接
的
に
は
都
賀
結
の
番
頭
・

つ
ま
り
は
土
豪
た
ち
を
指
し
、

ひ
い
て
は
彼
等
を
中
心
と
す
る
都
賀
荘
の
百
件
一
結
合
を
い
う
と
み
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、

都
賀
荘
で
は
、
土
一
殺
を
中
心
と
し
た
百
姓
の
結
合
体
が
存
在
し
、
領
主
か
ら
自
立
し
た
こ
聞
の
責
任
主
体
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
、
荘
園
を
単
位
と
す
る
百
姓
の
自
立
的
な
結
合
体
を
惣
荘
と
呼
ぶ
。

と
は
、
中
肢
の
自
治
的
な
組
織
体
の
総

称
で
あ
る
。

方
、
③
に
つ
い
て
は
、
宛
先
は
若
林
惣
左
衛
門
尉
と
大
利
喜
二
郎
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
若
林
氏
の
系
図
で
若
林
正

秀
を
「
也
市
（
惣
と
立
臼
が
通
じ
る
）
左
衛
門
」
と
も
称
し
て
お
り
、
時
期
的
に
も
矛
躍
が
な
い
の
で
、
正
秀
で
あ
ろ
う
。
大
利
氏
も

「
指
出
」
に
見
え

で
あ
る
。
若
林
氏
の
立
場
に
つ
い
て
先
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
両
者
は
番
頭
、
特
に

若
林
氏
は
政
所
を
強
か
る
番
頭
と
し
て
設
銭
徴
収
・
納
入
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
書
状
の
宛
先
と
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
②
③
は
組
織
と
し
て
の
部
費
荘
惣
芯
に
、
③
は
そ
の
代
表
格
の
個
人
に
宛
て
ら
れ
た
と

Oi'.ElぷI・ 村・ lllT

ょ
う
か
。
な
お
、
こ
の
時
期
、
守
護
方
の
段
銭
催
徴
に
あ
た
っ
て
は
、
納
入
を
命
じ
る
文
書
（
配
符
と
い
う
）
が
直
譲
現

地
に
送
付
さ
れ
（
都
箆
荘
で
は
納
入
主
体
と
し
て
の
「
都
銀
庄
名
主
治
性
中
」
に
宛
て
ら
れ
た
だ
ろ
う
）
、
催
促
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
領
主
妙
観
院
か
ら
段
銭
免
除
が
伝
え
ら
れ
た
り
、
領
主
を
通
じ
て
京
都
に
段
銭
が
納
入
さ
れ
る
形

長l'lー今HJJ

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
部
資
荘
惣
荘
が
妙
観
院
に
、
在
京
の
摂
津
守
護
細
川
晴
元
と
段
銭
の
免
除
あ
る
い
は
京

済
を
交
渉
す
る
よ
う
求
め
た
結
果
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
京
済
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
換
え
れ
ば
、

守
護
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方
の
催
促
の
使
い
が
荘
内
に
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

惣
荘
の
組

織
と
機
能

を
示
唆
す
る
他
の
史
料
と
し
て
、

中
出
の
都
賀
荘
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
領
主
か
ら
自
立
し
た
組
織
体
と
し
て
の
惣
荘
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と

…
年
（
一
五
七
二
四
月
二
十
九
日
付
の
大
土
ヶ
平
山
捉
（
「
県
史
』
一

お

お

ど

が

ひ

り

「
天
城
文
書
」
一
七
）
を
挙
げ
よ
う
。
こ
れ
は
、
荘
内
の
大
土
ヶ
平
山
（
灘
区
水
車
新
田
付
近
）
を
共
同
で
利
用
す
る
篠
原
村
、
山

田
村
、
八
幡
村
、
高
羽
村
、
川
原
村
、
太
田
村
が
植
林
の
た
め
二
一
年
間
下
車
に

至
る
ま
で
伐
採
停
止
を
申
し
合
わ
せ
た
提
書
で
、
違
反
し
た
場
合
に
は
、
罰
金

を
課
し
、
異
儀
に
及
ん
だ
ら
「
惣
中
と
し
て
」
処
罰
す
る
と
定
め
て
い
る
。

署
名
者
は
山
田
の
主
衛
門
二
郎
大
夫
、
八
幡
村
の
林
頼
霊
ほ
か
三
名
、
河
原

村
の
公
文
大
夫
ほ
か
一
二
名
、
高
現
村
の
弥
三
郎
大
夫
ほ
か
ニ
名
と
、
若
林
満
秀

（
「
若
満
秀
」
）
及
び
風
平
氏
と
思
わ
れ
る
「
嵐
佐
家
長
」
で
あ
る
。
若
林
氏
は
も

ち
ろ
ん
、
風
早
氏
も
「
指
出
」
に
見
え
た
土
豪
で
あ
る
。
加
え
て
、
八
幡
村
の

林
氏
は
、
「
描
出
」
に
は
見
え
な
い
が
、
苗
字
を
名
乗
り
、

そ
の
子
孫
は
江
戸

時
代
に
は
領
主
の
地
方
代
官
を
務
め
て
お
り
、
河
原
村
の
公
文
大
夫
も
、
こ
こ

で
は
苗
字
を
名
乗
っ
て
い
な
い
が
、
衣
笠
の
苗
字
を
持
ち
、
江
戸
時
代
に
は
や

は
り
子
孫
が
河
原
村
の
庄
屋
と
船
寺
八
幡
神
社
（
現
船
寺
神
社
。
灘
区
船
寺
通
）

の
神
主
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
若
林
泰
『
灘
・
神
戸
地
方
史

の
研
究
』
）
。
両
者
と
も
に
若
林
氏
・
風
早
氏
悶
様
の
花
押
を
し
た
た
め
て
い
る

728 
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こ
と
か
ら
も
彼
ら
も
土
豪
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
間
人
以
外
で
は
、
川
原
村
の
大
郎
三
郎
が

応
花
押
で

あ
る
ほ
か
は
、
簡
略
な
略
押
か
、
無
筆
の
者
が
毛
筆
の
軸
頭
に
間
援
を
塗
っ
て
押
し
た
筆
軸
印
で
あ
る
。

こ
の
提
書
は
、
都
賀
荘
全
域
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
土
豪
を
中
心
に
広
い
範
聞
の
人
々
が
か
か
わ
っ
て
山
林
の
管
理

を
自
主
的
に
行
う
枠
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
強
装
結
合
の
あ
り
方
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、

の
う
ち
、
若
林
氏
と
風
平
氏
は
お
の
お
の
篠
原
村
・
太
田
村
の
代
表
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
え
て
村
名
を
名
乗
ら
ず
、

ま
た
単
独
で
署
名
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
、
彼
ら
が
高
内
で
特
に
有
力
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

方

で
、
山
田
の
在
衛
門
大
夫
以
下
の
人
々
は
、
村
名
を
肩
書
き
と
し
て
、
明
ら
か
に
村
の
代
表
と
い
う
形
で
署
名
し
て
お
り
、
こ

こ
か
ら
惣
荘
の
下
で
の
自
立
し
た
村
の
存
在
が
窺
え
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
（
後
述
）
0

そ
し
て
、
降
っ
て
江
戸
時
代
初
頭
の
慶
長
九
年
（

六
O
m）
、
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
都
賀
荘
が
六
甲
山
系
の
山
を
は
さ

ん
で
接
す
る
山
田
荘
谷
上
一
村
（
北
区
山
悶
町
上
谷
上
・
下
谷
上
）
と
山
の
用
益
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
際
、
そ
の
暖
人
（
仲
裁
者
）

が
提
供
し
た
和
解
措
農
を
ふ
ま
え
、
都
賀
荘
側
が
暖
人
へ
の
返
答
を
申
し
合
わ
せ
た
も
の
の
控
と
考
え
ら
れ
る
文
書
が
残
さ
れ

て
い
る
（
部
資
桜
惣
中
申
合
状
案
「
篠
原
村
関
係
文
努
い
）
。
そ
の
差
出
人
す
な
わ
ち
申
し
合
わ
せ
の
主
体
は
「
都
袈
庄
惣
中
」
で
あ

荘闘・村・田I

る
。
こ
の
「
都
賀
茂
惣
山
中
い
と
は
、
都
費
荘
惣
荘
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
執
行
部
の
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
に
、
自
治
組
織

と
し
て
の
惣
荘
の
姿
を
は
っ
き
り
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
都
賀
荘
で
は
、
番
頭
・
名
主
で
あ
る
土
豪
が
中
心
と
な
っ
て
、
自
治
組
織
H
惣
荘
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

第二iff'j

い
ま
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
紹
介
し
て
き
た
諸
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
自
治
組
織
と
し
て
の
都
賀
荘
惣
荘
の
役
割
・
機
能
を

ま
と
め
て
み
る
と
、
対
外
的
に
は
支
配
権
力
や
他
荘
な
ど
の
外
部
の
集
団
と
の
交
渉
の
主
体
と
な
る
こ
と
、
対
内
的
に
は
山
野
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あ
る
つ
番
惣
抱
岡
地
」
は
、

を
共
有
し
て
そ
の
用
益
を
管
理
す
る
こ
と
、
荘
民
が
守
る
べ
き
提
を
制
定
し
、

春日神社（灘区）

秩
序
を
守
る
た
め
に
場
合
に
よ
っ
て
は
強
制
力
を
行
使
す
る
こ
と
な
ど
に
な
ろ

ぅ
。
加
え
て
、
段
銭
の
徴
収
・
納
入
を
惣
荘
が
請
け
負
っ
て
い
た
と
い
う
事
実

に
、
若
林
氏
の
よ
う
な
番
頭
が
年
貢
・
公
事
の
収
納
と
そ
れ
に
関
わ
る
文
書
を

管
理
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
惣
荘
が
領
主
に
定
額
の
年
貢
・
公

'.fij＇.’呉118

古
学
を
請
け
負
う
、
「
地
下
請
」
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
多
く

の
場
合
、
惣
は
、
山
野
の
ほ
か
に
、
問
地
を
共
有
財
産
（
惣
有
旧
）
と
し
て
保

そ
の
名
称
か
ラ
り
し
て
惣
有
聞
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
荘
園
に
は
一
般
に
荘
園
鎮
守
が
あ
り
、

有
し
て
い
た
が
、
天
正
八
年
（
一
五
八
O
）
の
二
郎
名
一
番
惣
抱
岡
地
注
文
に

信
仰
を
通
じ
て
荘
民
を
結
び
つ
け
る
惣
荘
結
合
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
が
、
都
賀
荘
に
つ
い
て
は
、
審
日
神
社
（
滋
区
神
前
町
）

に
若
林
誌
が
奈
良
か
ら
鎮
守
と
し
て
分
霊
し
た
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
る
（
『
神
戸
の
附
包

改
訂
版
』
）
。
平
安
期
、
摂
関
家

領
で
あ
っ
た
こ
と
か
ち
り
も
、
同
社
が
都
賀
荘
の
鎮
守
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
と
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
創
設

に
若
林
氏
が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
伝
承
は
、
同
氏
の
荘
内
で
の
立
場
を
よ
く
一
一
小
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

土
豪
た
ち
は
、
惣
荘
の
指
導
者
と
し
て
は
一
般
に
お
と
な
（
乙
名
了
年
寄
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
番
頭
・
名
主
と
し
て
一
般

百
姓
に
対
し
て
優
位
な
立
場
に
あ
っ
た
の
に
加
え
、
惣
荘
の
お
と
な
＠
年
寄
で
も
あ
っ
た
都
賀
荘
の
土
豪
た
ち
は
、
荘
内
で
特

に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
烹
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
大
土
ヶ
平
山
提
の
署
名
者
に
見
え
た
若
林
氏
・
風
平
氏
・
林

氏
に
、
「
指
出
」
に
登
場
し
た
大
利
氏
＠
松
本
氏
・
安
悶
氏
を
加
え
た
六
氏
が
、
江
戸
時
代
以
降
に
お
い
て
も
、
「
都
賀
荘
の
六
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可
」
と
呼
ば
れ
、
特
別
な
地
位
に
置
か
れ
続
け
た
と
い
う
こ
と
に
よ
く
表
れ
て
い
る
（
今
井
前
掲
訂
）
0

都
賀
荘
の

寺
庵

い
ま
、
部
資
荘
の
土
豪
と
彼
ら
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
惣
荘
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
土
豪
層
と
密
接
に
関
わ
り

な
が
ら
荘
内
に
京
く
罷
閲
し
て
い
た
存
在
と
し
て
、
寺
熔
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
指
出
」
に
は
、
夏

麦
年
貢
の
負
担
者
と
し
て
、
鴎
幸
院
、
き
こ
庵
、
海
蔵
寺
、
報
恩
寺
、
端
出
席
、
専
称
焼
、
仏
限
院
、
瑞
泉
崎
、
ミ
ト
ロ
め
う

泉
（
味
泥
妙
泉
）
、
清
浄
光
焼
、
観
音
寺
、
求
蔵
坊
、
中
浜
路
、

太
平
寺
、
阿
弥
陀
寺
、
大
慈
路
、
道
場
、
吉
伴
席
、

地
福
路
、
京
泉
寺
と
、
数
多
く
の
寺
院
や
庵
＠
坊
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
、
文
明
元
年
（

間
六
九
）
の
都
賀
荘
寺
庵
帳
（
吋
県

史い

「
天
城
文
品
川
向
い

じ
に
は
、
荘
内
の
寺
庵
と
し
て
、
摩
耶
山
（
的
利
天
上
寺
）
を
始
め
、

部
右
に
挙
げ
た
寺
埼
と
震
な
る

合
計

の
寺
庵
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
（
表
門
参
照
。
な
お
、
こ
こ
に
は
神
社
も
含
む
）
。

こ
れ
ら
の
史
料
に
挙
が
っ
て
い
る
寺
庵
は
、

ほ
と
ん
ど
が
中
世
で
廃
絶
し
て
お
り
、
当
時
の

に
つ
い
て
は
不
明
糠
で
、

宗
派
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
う
し
た
点
の

さ
し
お
い
て
、
寺
庵
に
は
共
通
す
る
部
分
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
「
指
出
」
か
ら
、
問
中
平
院
、
専
称
説
、
仏
限
院
、
瑞
泉
超
、
瑞
m
山
崎
、
大
善
庵
、
市
口
洋
庵
は
、
複
数
の
名
に

わ
た
っ
て
耕
地
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
指
出
」
と
作
成
時
期
が
近
い
都
賀
荘
公
文
名
地
帳
に
よ
る
と
、

荘i認・ 1寸・ lllT

専
称
院
、
西
京
十
院
、
仏
間
収
錠
＼
宝
泉
寺
は
公
文
名
に
も
耕
地
を
所
有
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
時
代
が
少
し
降
る
が
、
都
賀
荘
末
吉

名
回
数
注
文
に
よ
れ
ば
、
西
幸
焼
、

に
、
八
ム
文
名
納
帳
に
よ
れ
ば
、
吉
祥
府
は
公
文
名
に
も
耕
地
を
所
有
し

て
い
る
（
後
者
で
は
、
都
銀
荘
公
文
名
地
帳
に
見
え
た
回
来
説
、
仏
限
院
、
支
泉
寺
は
見
え
ず
、
当
時
吋
の
土
地
所
有
が
流
動
的
で
あ
っ
た
こ

!'H …~·Uil 

と
が
わ
か
る
）
。
こ
の
よ
う
に
、
各
寺
庵
は
、
荘
内
に
散
在
す
る
形
で
多
く
の
耕
地
を
所
有
し
て
い
た
。
都
賀
荘
寺
宿
帳
に
は
、

各
寺
庵
の
所
有
地
の
面
穣
ら
し
い
も
の
が
記
さ
れ
て
お
り
、
仰
利
天
上
寺
の

町
四
段
半
余
を
最
大
に
、
お
お
む
ね

、
一
ニ
段
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表19 者G賀荘ミ刊副長に見えるr:jJ1せ都資荘の寺賂（合、神社）

名称 現状

摩川報巾M循尾耶功昭日二山陵尾育鐙也J奇i守 一麗廃信手絶土色（〈天寺J 上寺 （灘区陣耶山町、 実呂宗）
！日所在地： i難区臼尾町付近）

十善寺（灘区一王山l!IJ、臨済宗）のf]IJ身か

（灘区篠原中町、浄土宗）

不詳）

答興対与減福寺 廃絶（不詳。義興守はr:jJ［；日鍛冶農村にあったとされる寺院）

u；胤妙法泉 廃絶（不詳）

111111正福寺 廃絶（！日所在地：灘区篠原本町付近）

上野観資ミ子 廃絶（旧所在地：灘区上野通付近）

UJLII海蔵守 廃絶（！日所在地：灘区篠原本町付近）

削11'.:E泉寺ー 路絶（法泉寺、 IE！所在地： i灘区！康問通付近、浄土宗）

こまうベ〉の木 廃絶（不詳）

i:':i~＇ 廃絶（不詳）

n;!IEI王子免 王子神社（灘区原田通）

開Lii松本寺 廃絶（！日所夜地：灘区城内通付近、浄土宗）

カチャ大日堂 廃絶（不詳）

民社11水資常楽寺 廃絶（不詳）

カチヤ米友天王 索｛左男神社（灘区岸地通）

菩海寺 廃絶（不詳）

塔 不詳

！刺l春日免 廃絶（I臼所在地・離！玄原町通付近か）

ililThNi金悶寺 一王111十議寺（機区一王山町）の前身か

Jj日間阿弥陀蛍 廃絶（不詳）

¥1Vet'1P持智恩寺 廃絶（不詳）

地蔵堂 不詳

こまう火事lj天神 河内国魂神社（灘区間玉通）か

科1閃大平ミ子 廃絶（不詳。江戸時代、稗旧村手：大王jZ寺に薬師堂あり）

羽観音寺 廃絶（不詳）

ル悶沢免 廃絶（不詳）

湯谷宝福寺 廃絶（不詳）

1Lirnt-1°龍寺 祥龍寺（灘区篠原北町、臨済宗）

こまう仏眼院 廃絶 Cl日五毛村に「イムフcJの小字あり〈灘区両尾通付近〉）

担当光天王 廃絶（不詳）

岩展免 敏〈馬iffeffi神iz:社岩屋か中（町j日校付庭近村〉）に間社に隣接して「当免」の小字あり

光明寺 廃絶（絵馬主主。 IE！所在地：灘区両足通付近）

Ill応｛船ミ5・ 廃絶（！日所在地：灘区船寺巡付近）

Jill！忠告し寺 廃絶（！日所在地：灘区岸地通付近）

－文明元年11月都賀荘寺庵帳（『県史』－ r天城文書」二）より作成。
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町
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
寄
進
や
買
得
に
よ
り
集
積
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
寺
庵
が
、
荘
内
で
土
地
に
対
す
る
支
配
を
強
め
て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
土
豪
の

実
態
と
共
通
し
て
い
る
。
実
際
、
中
世
、
荘
園
内
に
展
開
し
て
い
た
寺
庵
に
つ
い
て
は
、

（
地
侍
）
の
準
聖
職
者
的

な
生
活
形
態
（
生
き
方
）
で
あ
っ
た
」
（
林
文
理
「
戦
間
前
期
荘
闘
村
認
の
宗
教
構
造
」
）
と
も
評
価
さ
れ
、
土
地
所
有
者
・

の
閣
の
み
な
ら
ず
、
惣
荘
の
指
導
的
役
割
を
担
う
と
い
う
面
に
お
い
て
も
土
豪
と
共
通
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
（
林
文
理
前
掲
論
文
・
坂
下
俊
彦
「
中
波
米
期
の
寺
賂
」
）

0

お
そ
ら
く
、
都
賀
荘
の
寺
路
も
同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

応
仁
年
間
（

さ
ら
に
、
寺
庵
は
土
豪
と
性
格
的
に
共
通
す
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
土
豪
と
の
関
係
が
窺
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
慶
隆
寺
は

開
店
ハ
七

1
六
九
）
若
林
秀
勝
（
持
代
が
あ
わ
な
い
が
、
者
林
氏
の
系
拐
に
よ
れ
ば
満
蜜
の
的
関
祖
父
。
今
井
前
掲
書
）
の

だ
ん
お
っ

建
、
祥
龍
寺
も
若
林
氏
が
大
檀
越
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
（
吋
閉
祭
大
綴
』
）
、
松
本
寺
は
松
本
氏
に
よ
る
建
立
で
、
そ
の
墓
も
同
寺

の
墓
地
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る

Q
神
戸
の
町
名

荘関・村・羽I第二節

改
訂
版
い
）
。
こ
の
ほ
か
、
「
指
出
」
に
よ
れ
ば
、
西
素
焼
は
、
光
弘
名
の
若
林
氏

摩耶山の町石（灘区）

の
所
有
地
が
同
氏
に
よ
り
「
西
幸
慌
抱
之
分
（
所
有
分
ご
と
主
張
さ
れ
て

い
た
り
、
ま
た
後
に
若
林
氏
が
名
主
と
な
る
末
吉
名
に
耕
地
を
持
つ
な
ど
、

土
地
の
所
有
に
隠
し
て
若
林
氏
と
の
関
係
が
読
み
と
れ
る
。
こ
れ
以
外
の

寺
庵
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
多
く
は
や
は
り
土
豪
層
と

師
檀
関
係
を
持
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
子
弟
を
受
け
入
れ
る
な
ど
、

写真119

密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
名
前
を
挙
げ
た
寺
庵
の
ほ
と
ん
ど
は
中
世
で
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廃
絶
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
ま
で
存
続
し
た
の
は
、
中
世
よ
り
名
を
知
ら
れ
た
切
利
天
上
寺
は
別
格
と
し
て
、
祥
龍
寺
、
鹿
隆

〈法）

寺
、
宝
泉
寺
、
松
本
寺
な
ど
、
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
寺
庵
が
、
先
に
挙
げ
た
土
豪
と
共
通
す
る
世
俗
的
な
側
面

に
活
動
の
意
き
を
置
い
て
い
て
、

一
般
の
百
姓
層
の
中
に
数
多
く
の
栂
那
を
獲
得
す
る
と
い
う
性
格
を
持
た
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、

若
林
氏
や
松
本
氏
の
よ
う
な
特
に
有
力
な
檀
那
を
持
つ
寺
席
以
外
、
江
戸
時
代
の
憤
家
制
度
の
も
と
で
は
存
続
で
き
な
か
っ
た

た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
江
戸
時
代
、
旧
都
賀
荘
の
村
々
の
寺
院
の
多
数
を
占
め
、
多
く
の
村
人
の
檀
那
寺
と
な
っ
た
の

は
、
浄
土
真
宗
の
寺
院
で
あ
っ
た
。

そ
の
進
出
の
様
子
を
こ
こ
で
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
指
出
」
に
年
貢
負
担
者
と

し
て
見
え
る
「
道
場
」
は
真
宗
の
道
場
か
と
思
わ
れ
、
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
真
宗
の
麗
聞
の
最
も
早
い
時
期
の
姿
を
示
す
も
の

と
い
え
よ
う
。

都
賀
荘
の

惣
村

す
で
に
見
た
よ
う
に
都
賀
荘
で
は
、
土
豪
た
ち
が
惣
荘
の
お
と
な
・
年
寄
と
し
て
指
導
的
立
場
を
占
め
て
い
た
。

そ
の
一
方
で
、
た
と
え
ば
若
林
氏
が
篠
原
村
、
坂
本
氏
が
上
野
村
、
大
利
氏
が
五
毛
利
、
安
田
氏
が
畑
原
村
、

風
間
十
氏
が
太
田
村
（
江
戸
時
代
の
鍛
冶
原
村
の
一
部
。
な
お
、
岡
山
平
氏
自
’
労
は
江
戸
時
代
に
篠
原
村
へ
移
転
）
、
松
本
氏
・
原
田
氏
が
隠

田
村
に
お
の
お
の
拠
点
を
持
ち
、
坂
本
・
大
利
・
松
本
氏
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
庄
屋
を
勤
め
て
い
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
台
頭
は
、
村
の
成
立
＠
成
長
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
村
の
お
と
な
・
年
寄
で

も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
都
賀
荘
内
の
村
の
成
立
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

ぷ
ん
あ
ん

「
浪
人
域
文
書
」
中
で
は
最
古
の
文
書
と
な
る
文
安
田
年
（
一
間
四
七
）
五
月
五
日
の
日
付
を
持
つ
夏
麦
山
手
注
文
（
吋
県
史
』

）
に
は
、
篠
原
村
の
山
に
入
り
会
っ
て
山
手
（
山
野
の
制
作
用
料
）
を
納
め
る
主
体
と
し
て
、
高
羽
村
、
や
わ

〈

L
A）

た
（
八
幡
）
村
、
大
道
村
、
河
原
、
き
よ
め
村
、
大
田
村
、
山
田
、
森
、
ミ
ト
ロ
（
昧
泥
）
、
ヒ
エ
タ
（
稗
川
文
部
大
石
、
新
在

つエ八域文滑…日」
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家
が
挙
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
村
々
が
遅
く
と
も
十
五
世
紀
初
め
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
、
十

五
世
紀
後
半
の
作
成
に
な
る

の
居
住
地
と
し
て
克
え
る
地
名
、
閉
じ
く
都
賀

や
都
賀
荘
公
文
名
地
帳

荘
寺
庵
帳
に
寺
庵
や
神
社
の
所
在
地
と
し
て
見
え
る
地
名
を
あ
わ
せ
る
と
、

時
代
、
旧
都
賀
荘
域
に
成
立
し
て
い
た
村
々

の
名
す
べ
て
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

い
ま
挙
げ
た
諸
史
料
に
見
え
る
村
名
・
地
名
の
う
ち
、
大
道
村
、

方
で
、

き
よ
め
村
、
太
田
村
、
山
田
村
、
八
回
、

ハ
マ
な
ど
は
、
江
戸
時
代
に
は
独
立
し
た
村
と
は
な
っ
て
い

ト
チ
林
、
に
し
も
り
、

な
い
（
こ
の
う
ち
、
き
よ
め
村
・
山
田
村
は
篠
原
村
、
大
送
付
は
八
幡
村
、
太
旧
H
W
は
鍛
冶
原
村
の
得
々

部
と
な
っ
て
い
る
。
今
井
前
崎

さ
）
。
以
上
よ
り
、
当
時
存
在
し
た
村
あ
る
い
は
集
落
す
べ
て
が
そ
の
ま
ま
江
戸
時
代
の
村
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ

の
時
期
に
は
、
江
戸
時
代
以
時
に
つ
な
が
る
村
々
の
枠
組
み
が
ほ
ぼ
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
夏
変
山
手
注
文
に
挙
が
っ
て
い
る
村
々
は
、
村
と
し
て
山
手
を
納
め
て
お
り
、
時
期
は
降
る
が
、
篠
原
、
山
田
、

八
幡
、
高
羽
、
河
原
、
太
田
村
は
お
の
お
の
代
表
を
出
す
形
で
大
土
ヶ
平
山
憶
を
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
村
々
が

村
と
し
て
山
の
用
益
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
都
賀
荘
末
吉
名
田
数
注
文
に
よ
れ
ば
、
篠
顕
村
は
末
吉
名
内

に
共
有
財
産
と
し
て
の
畠
（
惣
有
烏
）
を
持
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
都
賀
荘
寺
庵
帳
に
は
、
江
戸
時
代
原
閉
村
の
鎮
守
で
あ
っ

ゃ
、
問
じ
く
鍛
冶
罷
村
の

で
あ
っ
た

荘！みl・村・日IT

た
王
子
権
現
（
現
王
子
神
社
、
灘
区
王
子
町
）
の
前
身
と
思
わ
れ
る

牛
頭
天
王
社
（
現
一
一
佐
闘
力
神
社
、
灘
区
緑
地
通
）
の
前
身
ら
し
い
「
カ
チ
ヤ
末
友
天
王
」
を
総
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
村
の
信
仰

の
核
が
成
立
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
原
田
村
の
王
子
権
現
に
つ
い
て
は
、
松
本
氏
が
そ
の

~｝二ifr1

創
設
に
関
わ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
残
さ
れ
て
お
り
勾
神
戸
の
町
名

改
訂
版
』
）
、
村
の
お
と
な
で
も
あ
る
土
豪
が
村
の
鎮
守
の

成
立
に
関
与
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

,Ii{＼；・ 111111.桁
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と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
村
は
、
本
節
4
項
の
山
田
荘
で
紹
介
し
た
よ
う
な
、
地
域
に
お
け
る
人
々
の
生
活
の
単
位
で
あ
り
、

ま
た
、
政
治
的
な
主
体
性
を
持
っ
た
村
落
共
同
体
と
し
て
の
惣
村
の
実
態
を
持
っ
て
い
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
惣
村
は
、
大
土
ヶ
平
山
按
に
見
え
る
よ
う
に
、
自
立
し
た
存
在
と
し
て
惣
荘
の
下
で
自
治
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
天
城
文
書
」
中
の

－
公
事
徴
収
に
関
す
る
帳
簿
で
は
、
村
は
直
接
徴
収
の
単
位
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
都
賀
荘

の
番
・
名
に
一
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
番
の
編
成
に
地
域
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
惣
村
の
成
立
が
都
翼
荘
の
年

－
公
事
の
徴
収
シ
ス
テ
ム
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
都
賀
荘
で
は
、
中
世
後
期
に
成
長
を
遂
げ
て
き
た
土
豪
と
村
に
よ
り
、
惣
荘
l
惣
村
と
い
う
重
層
的
な
形

で
自
治
的
な
地
域
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
域
住
民
に
よ
る
自
律
的
な
秩
序
が
、
地
域
社
会

に
お
い
て
時
の
権
力
者
か
ら
も
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
も
の
と
し
て
、
次
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
大
土
ヶ
平

山
誌
の
袖
（
文
書
の
右
端
部
分
）
に
は
、
「
坂
大
季
頼
」
と
い
う
署
名
と
花
押
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
坂
大
季
頼
」
と
は
、

こ
の
提
が
定
め
ら
れ
た
当
時
、
都
袈
荘
を
含
む
西
摂
で
い
ま
だ
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
い
た
一
二
好
一
一
一
人
衆
の
一
人
一
一
一
好
長
逸
の

っ

ち

し

ゅ

お

お

い

の

す

け

す

え

よ

り

内
衆
（
家
百
）
坂
東
大
炊
助
季
頼
で
あ
る
（
天
野
忠
幸
「
戦
闘
時
代
の
芦
屋
庄
・
本
庄
・
西
宮
の
山
を
め
ぐ
る
相
論
」
）
。
文
書
の
差
出

人
の
上
位
者
が
、
文
書
の
袖
に
署
判
す
る
こ
と
は
、

そ
の
文
書
の
内
容
を
確
認
・
保
証
・
権
威
付
け
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か

ら
、
長
逸
が
こ
の
提
と
そ
れ
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
秩
序
に
対
し
て
保
証
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
室
町
・
戦

国
時
代
に
は
、
惣
村
や
惣
荘
が
、
地
域
社
会
の
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

山
路
荘
に
つ
い
て
は
、
南
北
朝
時
代
ま
で
の
動
向
と
し
て
、
正
和
五
年
（
一
一
二
二
ハ
）
に
「
春
日
社
大
般
若
経

か
ん
の
う
こ
つ
あ
ん

井
神
供
料
所
」
と
し
て
寄
進
さ
れ
て
春
日
社
兼
興
福
寺
領
と
な
り
、
観
応

1
康
安
（
一

蒙
町
時
代

の
山
路
荘

五
0
1六
二
）
頃
に
は

736 よ王日I/jftと荘応it!1九'f,1:



摂
津
守
護
の
兵
根
人
夫
役
賦
課
や
半
済
設
定
を

P

つ
け
て
、
興
福
寺
が
守
護
や
室
町
幕
府
に
抗
議
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
（
本
章

第

節

1
項
）
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、

そ
の
後
の
山
路
荘
の
領
主
支
配
の
動
向
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
（
吋
本
庄
村
史

歴
史
編
』
）
。

室
町
時
代
中
期
成
立
の
興
揺
寺
大
乗
院
内
跡
の
運
営
台
帳
と
も
い
う
べ
き
づ
一
一
簡
院
家
抄
』
に
よ
れ
ば
、
山
路
荘
は
、
同
門

だ
い
は
ん
に
や
さ
ょ
っ
え

跡
領
荘
園
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
春
日
社
の
勅
願
コ
一
十
講
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
る
大
般
若
経
会
の
供
料
を
ま
か
な
う
料
所

（
こ
れ
が
「
春
日
社
大
般
若
経
芥
神
供
料
所
」
に
あ
た
る
）
で
、
検
校
は
大
乗
院
門
跡
、
給
主
・
泰
行
は
興
一
碕
寺
の
院
家
で
あ
る
松

林
践
と
さ
れ
て
い
る
。
検
校
と
は
、
法
会
の
執
行
・
管
轄
に
あ
た
り
、
そ
れ
と

体
と
な
る
料
所
荘
園
の
支
配
ま
で
を
行
う
職
、

給
主
は
検
校
の
下
で
実
際
に
荘
務
を
行
う
役
職
、
奉
行
は
検
校
の
命
令
を
給
主
に
叡
次
ぐ
役
職
で
あ
る
。

そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
正
長

元
年
（
一
凶
二
八
）
十
月
、
摂
津
守
護
細
川
持
元
が
、
一
一
一
議
院
満
済
に
「
若
月
人
道
を
も
っ
て
摂
州
今
南
荘
な
ら
び
に
山
地
加

た
だ
し
、
大
乗
院
門
跡
あ
る
い
は
松
林
続
が
直
接
荘
園
を
支
記
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
、

納
庄
等
預
所
職
の

を
申
し
入
れ
て
い
る
（
「
満
潟
准
后
日
記
』
十
月
四
日
条
）
。
こ
の
史
料
を
、
持
元
が
、
将
軍
義
教
（
正
式
な

あ
サ
か
り
と
こ
ろ

将
箪
宣
下
は
翌
正
長
二
年
一
一
一
月
）
の
側
近
で
あ
る
満
済
を
通
じ
て
、
義
教
に
今
南
荘
お
よ
び
山
路
荘
の
預
所
職
（
こ
の
場
合
は

代
官
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
）
と
し
て

を
起
用
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
て
き
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
な
ら
、
こ

荘溺・村・ mr 

れ
は
山
路
駐
の
代
官
請
の
成
立
を
示
唆
す
る
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
時
代
は
跨
る
が
、
こ
れ
に
関
わ
る
史
料
と
し
て
、
「
山
道
庄
年
貢
の

勢
州
方
に
納
む
べ
し
と
う
ん
ぬ
ん
、

日
を
若
槻
方
と
申
し
定
む
と
う
ん
ぬ
ん
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
（
「
大
衆
院
寺
社
雑
事
記
い
切
応
一
一
年
〔
一
四
九
一
一
一
〕
十
二
月
二
十
四

日
条
）
。
勢
州
と
は
室
町
幕
府
政
所
執
事
の
伊
勢
貞
陸
の
こ
と
だ
が
、
な
ぜ
貞
践
に
山
路
荘
の
年
貢
を
約
め
る
か
は
後
述
す
る

NA·~A-J.-
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と
し
て
、
こ
こ
で
は
請
口
（
請
け
負
う
年
資
額
）
を
「
若
槻
」
と
申
し
定
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
若
槻
」
は
、
年
代
的
に
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右
の
「
若
月
入
選
」
と
同
一
人
物
で
は
あ
り
え
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
そ
の
系
譜
を
ひ
く
者
で
あ
ろ
う
。
若
月
（
槻
）
氏
は
、

守
護
細
川
氏
の
内
衆
の

族
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
詳
細
は
明
ら
か
に
は
出
来
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
こ
の
間
に
お
い
て

は
、
同
氏
が
山
路
荘
の
代
官
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
守
護
の
推
挙
に
よ
っ
て
代
官
と
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
、
事
実
上
守
護
詰
（
守
護
が
荘
閣
の
年
資
を
請
け
負
っ
た
制
度
）
が
成
立
し
て
い
た

っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

つ
い
で
、
山
路
荘
の
領
主
春
日
社
・
興
福
寺
と
武
家
勢
力
の
関
係
を
め
ぐ
る
在
日
す
べ
き
出
来
事
と
し
て
、
文
安
田
年
（

凶
四
七
）
九
月
、
摂
津
守
護
代
の
長
塩
宗
永
が
、
同
荘
の
公
文
中
嶋
人
道
良
川
口
を
罪
科
あ
り
と
称
し
て
荘
内
に
使
者
を
入
れ
て

検
断
（
mweh小
惚
・
刑
事
裁
判
権
の
行
使
）
を
加
え
、

そ
の
資
財
等
を
没
収
し
た
の
に
対
し
、

日
社
－

m（
福
寺
側
が
山
路
荘
は

「
守
護
不
入
の
地
」
で
あ
る
と
し
て
、
資
財
等
の
返
還
を
幕
府
に
訴
え
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
（
「
建
内
記
』
九
月
二
十

か
主
つ

H
バ
十
六
日
条
）
。
将
軍
不
在
の
当
時
（
七
代
将
軍
義
勝
は
嘉
吉
…
一
一
年
三
四
四
三
〕
七
月
役
。
八
代
将
箪
義
政
の
一
克
服
・
将
軍

カ
メ
オ
L

の
ト
ッ
プ
は
摂
津
守
護
で
も
あ
る
管
領
細
川
勝
元
で
あ
っ
た
。
十
脊
日
社
－

m（
福
寺
側

川コヨ，‘、
o

’
er

m
r
i

一

就
任
は
文
安
J

八
年
四
月
）
、
幕
府
の

が
主
張
す
る
守
護
不
入
と
は
、
正
確
に
は
守
護
使
不
入
と
い
い
、
守
護
が
検
断
や
公
的
賦
課
の
徴
収
の
た
め
の
使
者
を
現
地
に

は
ん
せ
い

入
部
さ
せ
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
を
い
う
。
あ
る
い
は
南
北
朝
時
代
、
興
福
寺
が
摂
津
守
護
の
半
済
設
定
を
幕
府
に
訴
え
た
時

に
幕
且
肘
か
ら
こ
れ
を
認
め
る
裁
決
を
受
け
た
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
際
、

も
わ
か
た

日
社
・
興
一
福
寺
側
の
主
張
に
対
し
、
幕
閣
の
最
有
力
者
で
あ
っ
た
細
川
持
賢
（
摂
津
凶
成
郡
の
分
郡
守
護
で
、
叶
rね

領
細
川
勝
一
兆
の
後
見
人
）
の
内
衆
佐
藤
性
通
は
、
守
護
不
入
と
い
う
の
は
昔
の
こ
と
で
、
今
は
守
護
請
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
若
槻
氏
が
守
護
の
推
挙
に
よ
っ
て
代
官
と
な
っ
て
い
る
こ

っ
て
い
る
ら
し
い
。
検
断
や
公
的
賦
課
の
徴
収
に

関
わ
る
守
護
使
不
入
と
、
年
貢
・
公
事
の
収
納
に
関
わ
る
守
護
請
は
別
の
範
鴫
に
属
し
、
両
立
し
う
る
の
で
、
両
者
の
主
張
は
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必
ず
し
も
か
み
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
佐
藤
の
態
疫
は
守
護
勢
力
が
年
貢
の
請
負
を
通
じ
て
守
護
不
入
と
さ

れ
る
よ
う
な
荘
盟
内
に
も
介
入
し
て
い
く
様
相
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
興
福
寺
側
が
、

要
求
が
通
ら
な
い
場
合
、
後
花
園
天
皇
に
奏
聞
し
て
こ
の
年
十
一
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
春
日
社
の
式
年
選
宮
を
抑
止
す
る
と

い
う
強
硬
な
姿
勢
を
見
せ
、
後
花
悶
天
皇
が
細
川
勝
一
冗
に
事
態
の
認
便
な
収
拾
を
促
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
結
局
勝
元
は
中
嶋

人
道
良
円
の
資
財
等
を
蹴
（
福
寺
側
に
引
き
渡
す
よ
う
守
護
代
長
塩
に
命
じ
て
お
り
、
武
家
勢
力
の
山
路
荘
へ
の
浸
透
は

応
止

め
ら
れ
た
。

武
家
勢
力

の
浸
透

し
か
し
、
応
仁

間
六
七
）
五
月
に
勃
発
し
た
応
仁
・
文
明
の
乱
で
は
、
山
路
荘
閥
辺
も
武
家
勢
力
に

よ
っ
て
席
捲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
か
で
も
、
時
年
七
月
に
兵
庫
津
に
上
陸
し
て
以
降
摂
津
国
の
攻
略
を
進

め
、
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
な
か
ば
ま
で
に
は
ほ
ぼ
そ
の
領
国
化
を
達
成
し
た
と
さ
れ
る
剖
箪
の
大
内
政
弘
（
周
紡
・
長
門
・

－
筑
前
日
開
z

一
寸
謎
）
の
軍
勢
の
た
め
に
、
事
実
上
軍
事
占
領
下
に
誼
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
文
明
七
年
に
は
、
「
供

ドi
の

大
内
押
領
」
に
よ
り
「
山
道
講
」
（
大
般
若
経
会
の
こ
と
か
）
が
と
り
や
め
と
な
り
（
『
大
衆
続
寺
社
級
事
記
』
二
月
十
一

条
）
、
文
明
九
年
六
月
二
日
頃
に
は
、
東
軍
の
領
袖
総
川
政
元
（
勝
元
の
子
）
の
内
衆
薬
師
寺
与
次
が
一
一
…

0
0人
ほ
ど
の
軍
勢
を

ね：FM・ 村・出］

い
て
山
路
荘
内
に
打
ち
入
り
、
大
内
方
と
合
戦
に
及
ん
で
い
る
（
向
上
六
月
六
日
条
）

0

月
に
大
内
政
弘

そ
し
て
、
同
年
十

を
含
む
西
軍
の
諸
将
が

に
帰
国
し
乱
が
一
応
の
終
結
を
見
た
あ
と
も
、

そ
の
余
波
で
山
路
荘
も
何
者
か
の
押
領
下
に
あ
り

（
あ
る
い
は
代
官
の
刊
行
倣
氏
か
）
、
本
項
冒
頭
で
紹
介
し
た
文
明
十
四
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
摂
津
田
社
領
井
人
給
分
等
注
文

第二日Ti

で
は
「
不
知
行
」
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
応
仁
・
文
明
の
乱
勃
発
後
の
応
仁
二
年
、

－
奉
行
と
し
て
山
路
荘
の
年
賀
収
納
・
背
理
と
供
料
配
分
の
実
務
に

山fl:・ljJ!lt！絞:J：話in 
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当
た
っ
て
い
た
松
林
院
の
院
主
兼
雅
と
興
福
寺
の
学
僧
で
あ
る
学
侶
（
春
日
社
勅
願
一
一
一
十
議
・
大
般
若
綬
会
の
供
僧
と
し
て
供
料
を

受
け
る
立
場
に
あ
っ
た
）
の
開
で
、
山
路
荘
を
含
む
同
院
領
の
管
轄
を
め
ぐ
る
対
立
が
顕
在
化
す
る
（
吋
大
衆
院
寺
社
雑
事
記
』
十

月
二
十
七
日
条
）
。
松
林
慌
の
経
営
が
悪
化
し
、
大
般
若
経
会
の
供
料
を
始
め
、
同
院
領
荘
園
の
年
貴
か
ら
充
当
さ
れ
る
諸
法
会

の
供
料
が
滞
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
明
十
三
年
五
月
に
兼
雅
が
亡
く
な
り
、
弟
子
の
兼
親
が
院
主
を

継
ぐ
と
、
兼
親
の
実
家
で
あ
る
室
町
幕
府
政
所
執
事
の
伊
勢
氏
（
貞
宗
・
貞
陸
）
が
こ
の
問
題
に
介
入
し
、
事
態
は
長
期
化
・

複
雑
化
す
る
。
そ
の
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
間
、
「
不
知
行
」
と
な
っ
て
い
た
山
路
荘
の
年
貢
納
入
が
再
開
さ
れ
る
も
の

の
、
伊
勢
氏
が
松
林
読
の
管
轄
を
任
せ
た
者
に
よ
っ
て
、
た
び
た
び
年
貢
の
未
納
・
遅
延
の
開
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
確
執
は
、
明
応
一

四
九
一
一
一
）
、
結
局
伊
勢
氏
が
手
を
引
き
、
松
林
院
と
そ
の
院
領
を
事
実
上
学
侶
の

轄
下
に
置
く
こ
と
で
解
決
を
み
た
（
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
十
一
月
二
十
九
日
条
）
。
な
お
、
先
に
紹
介
し
た
、
伊
勢
貞
陸
に
納
め

る
山
路
荘
の
年
貢
額
を
若
槻
氏
と
申
し
定
め
た
と
い
う
史
料
（
向
上
十
二
月
二
十
四
日
条
）
は
こ
の
時
の
も
の
で
、

い
さ
さ
か
情

報
が
混
乱
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
以
後
、
史
料
上
で
は
永
探
十
二
年
（
一
五
六
九
）
ま
で
、
山
路
荘
か
ら
春
日
社
・
興
一
泊

ヰ
寸
に
年
貢
・
公
事
が
納
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
（
春
日
社
御
神
供
料
摂
州
山
路
庄
公
事
銭
取
納
帳
「
今
回
家
文
書
」
）
0

に「
つ本
い庄
で」

山
路
荘
に
隣
接
し
て
、

と
呼
ば
れ
た
地
域
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
の
東
灘
区
の
東
部

1
芦
屋
市
の

西
部
に
及
ぶ
、
江
戸
時
代
の
森
村
・
北
畑
村
・
田
辺
村
・
少
路
村
・
中
野
村
・
深
江
村
・
青
木
村
・
一
一
一
条
村
・

津
知
村
（
こ
れ
ら
の
村
々
を
本
庄
九
カ
村
と
い
う
）
を
含
む
地
域
で
、
都
費
荘
の
惣
荘
に
つ
い
て
述
べ
る
際
言
及
し
た
つ
天
城
文

世
一
回
」
中
の
天
文
十
年
代
前
半
と
推
定
さ
れ
る
妙
観
院
賂
降
の
書
状
に
、
山
路
荘
・
本
庄
・
今
南
荘
が
一
一
一
野
氏
に
段
銭
を
渡
し
た

旨
が
見
え
、
本
項
最
後
で
紹
介
す
る

一
年
（
一
五
二
九
）
の
所
領
記
録
（
篠
原
村
関
係
文
書
）
に
も
「
本
庄
」
の
名
が
あ
る
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か
ら
、
戦
国
期
ま
で
に
は
「
本
庄
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
地
域
的

ま
と
ま
り
が
存
在
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
地

域
的
ま
と
ま
り
が
い
つ
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
正
和
四
年
（

一
一
五
）
十

月
付
の
寵
置
悪
党
交
名

注
進
状
案
（
吋
料
収
史
い
五
「
東
大
寺
文
書
」
〔
摂
津
陸
兵
隊
関
）
一
一
豆
）

に
、
東
大
寺
領
兵
庫
北
関
に
や
っ
て
き
た
守
護
使
を
襲
撃
し
た

111路荘周辺の村洛（［盗策路地iJliJ:r武部作製
そもとにff.I.&:)

悪
党
と
し
て
、

の
住
人
等
と
と
も
に
「
本
庄
人
道
五
郎
」

と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
こ
の

の
本
庄
が
こ
こ
で
い
う

な
ら
ば
、

「
本
庄
」
と
悶

」
の
ま
と
ま
り
は
鎌
倉
時
代
末
に

さ
か
の
ぼ
る
。

一
方
、
こ
の

の
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
二
つ
の

力
な
説
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
本
庄
九
カ
村
に
芦
屋
村
・
打

出
村
（
と
も
に
芦
屋
市
内
）
を
加
え
た
領
域
を
も
っ
た
広
義
の

屋
荘
が
、
中
世
後
期
に
分
裂
し
て
本
庄
と
芦
屋
荘
に
な
っ
た
と

い
う
説
（
吋
新
修
芦
原
市
史
い
本
穏
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
近

民79

年
、
中
世
の
荘
閣
は
在
地
領
主
や
貴
族
か
ら
寄
進
さ
れ
た
中
核
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と
な
る
所
領
（
こ
れ
を
「
本
庄
」
「
本
免
」
と
い
う
）
と
、

そ
の
周
辺
に
あ
る
国
街
領
や
寺
社
領
（
こ
れ
そ
「
加
納
」
と
呼
ぶ
）
を
包

摂
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
史
料
上
に
、
た
び
た
び
「
山
路
加
納
（
荘
こ
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る

こ
と
か
ら
（
た
と
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
吋
満
済
准
后
臼
記
』
正
長
二
年
〔

間
二
八
〕
十
万
四
日
条
参
照
）
、

は
「
山
路
加
納
」

に
対
す
る
「
山
路
本
庄
」
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
出
さ
れ
て
い
る
（
『
本
庄
村
史
』
歴
史
編
）
。
特
に
後
者
は
説

得
力
の
あ
る
説
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
「
本
庄
」
を
「
山
路
本
庄
」
と
す
る
明
確
な
史
料
が
な
い
な
ど
、
問
題
も
残
る
。

が
山
中
世
前
期
の
荘
園
制
の
枠
組
み
が
も
と
に
な
っ
て
で
き
た
地
域
的
ま
と
ま
り
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
が
、
そ
の
成

り
立
ち
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

山
路
荘
・
本

庄
の
土
豪

都
賀
荘
で
は
、
土
豪
を
中
心
と
す
る
惣
荘
惣
村
と
い
う
重
層
的
な
自
治
の
枠
組
み
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
た
が
、
山
路
荘
や
本
正
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
先
述
し
た
文
安
四
年

（
一
間
四
七
）
の
摂
津
守
護
代
に
よ
る
荘
内
へ
の
検
断
を
め
ぐ
る
争
い
の
際
、
検
断
の
対
象
と
な
っ
た
同
荘
の
公
文
中
嶋
入
道
良

円
と
い
う
人
物
に
注
目
し
よ
う
。
大
き
く
時
代
は
障
る
が
、
永
禄
十
二
年
（

五
六
九
）
の
春
日
社
御
神
供
料
摂
州
山
路
荘
公

一
帯
銭
取
納
帳
（
以
下
「
取
納
帳
」
と
略
）
に
は
、
こ
の
人
物
に
関
わ
る
記
事
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
史
料
は
、
山
路
荘
内
の
百
姓

や
寺
庵
の
所
有
地
単
位
に
賦
課
さ
れ
た
公
事
銭
の
徴
収
に
関
わ
っ
て
、
原
則
と
し
て
村
別
に
、
賦
課
さ
れ
た
土
地
の
所
在
地

（
ん
子
名
）
、
面
積
、
公
事
銭
の
内
容
、
負
担
者
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
住
吉
村
分
」
の
後
に
、
手
口
問
方
分
」

「
横
田
方
分
」
な
ど
と
並
ん
で
「
中
嶋
方
分
」
の
項
が
見
え
、

山
筆
八
反
半
の
一
的
有
地
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「

O
O方

分
」
の
項
に
挙
げ
ら
れ
る
土
地
の
字
名
は
、
「
住
吉
村
分
」
に
見
え
る
そ
れ
と
一
致
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
に
続
い
て
再
び
「
野

容
村
分
」
以
下
村
山
川
の
記
述
と
な
る
の
で
、
「
中
鴨
方
」
等
は
、
住
吉
村
の
百
姓
の
う
ち
、
特
に
ほ
か
と
区
別
さ
れ
て
記
さ
れ
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る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
前
字
を
持
ち
、

の
敬
称
を
付
さ
れ
る
彼
ら
が
、
村
の
有
力
百
姓
層
か
ら
台
頭

し
た
土
豪
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
説
明
不
要
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
山
路
荘
の
公
文
中
嶋
人
道
良
時
は
、
こ
の
「
中
嶋
方
」
の
先
祖
に
あ
た
る
人
物
で
あ
ろ
う
。

旧
住
吉
村
に
は

と
い
う
小
字
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
嶋
氏
は
こ
の
地
に
屈
を
構
え
る
有
力
百
姓
と
し
て
、
室
町
時
代
ま
で
に
は
窟
住

地
の
字
名
を
韻
字
と
す
る
土
豪
と
な
り
、
そ
れ
に
前
後
し
て
山
路
荘
の
公
文
職
に
任
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
か
つ
て
小

字
中
島
の
近
傍
の
小
学
坊
ヶ
塚
に
春
日
神
社
が
存
在
し
、
明
治
に
小
字
中
自
一
同
の
中
島
氏
（
中
川
町
氏
の
米
商
で
あ
ろ
う
）
邸
裏
に
移

転
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
の
ち
住
浅
神
社
に
合
紀
。
吋
住
吉
村
一
一
宮
）
0

「
取
納
帳
」
の
「
中
嶋
方
」
の
所
持
地
に
、
「
坊
ヵ

か
ん
じ
ょ
っ

日
社
領
山
路
荘
の
荘
官
た
る
中
崎
氏
に
よ
り
こ
こ
に
勧
請
さ
れ
た
可
能
性
が
強

の
侶

反
が
見
え
る
の
で
、
こ
の
社
は
、

ぃ
。
明
治
期
の
移
転
は
、
両
者
の
深
い
関
誌
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
山
路
荘
に
お
い
て
も
、
室
町
時
代
中
期
に
は
、
有
力
百
姓
閣
の
中
か
ら
土
豪
の
成
長
が
見
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
で
き
る
。
こ
の
時
期
、
山
路
荘
関
係
の
史
料
で
確
認
で
き
る
の
は
中
鴎
氏
だ
け
な
の
だ
が
、
「
寂
納
根
」
に
見
え

村
の

す
な
わ
ち
土
豪
吉
田
氏
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
指
出
」
の
教
意
名
の
名
主

に
あ
た
る
と
考
え

荘園・村.RlJ 

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
土
豪
と
し
て
の
台
頭
、
は
や
は
り
室
町
時
代
に
は
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
両

氏
と
並
ん
で
「
取
約
帳
」
に
見
え
た
住
吉
村
の
横
田
氏
も
同
様
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
横
田
氏
の
名
は
本
項
最
後
に
紹
介
す
る
事
禄
ニ

年
〔

五
二
九
〕
の
一
的
担
記
録
に
見
出
せ
る
）
。
こ
の
ほ
か
、
中
世
の
史
料
に
は
見
え
な
い
が
、
出
野
寄
村
の
旧
家
高
井
宗
宮
家
も
問

第二長~

荘
の
荘
官
か
ら
土
豪
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
、
「
間
以
納
帳
」
の
写
本
を
伝
え
て
い
る
（
『
県
史
』
一

）
。
現

「
高
井
文
認
」

在
「
取
納
輯
」
の
原
本
は
、
中
限
、

日
社
社
家
で
社
領
摂
津
田
垂
水
間
牧
（
大
阪
府
山
一
邸
中
市
）
の
目
代
を
務
め
、
盛
時
に
は
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山
路
荘
を
含
む
潤
辺
一
帯
の
郷
村
域
を
支
配
す
る
惣
目
代
と
な
っ
た
と
い
う
今
西
氏
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
が
（
吋
務
日
大
社
南

wmwy
コイ
J
b
l

、

I
：
干

hw刻
γ
r
t
，4
，

今
回
家
文
書
』
本
文
編
）
、
も
と
も
と
は
、
荘
官
た
る
高
井
氏
が
作
製
し
、
控
え
（
右
の
写
本
そ
の
も
の
か
そ
の
原
本
）
を

と
っ
て
今
西
氏
に
提
出
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
本
庄
で
は
、
旧
深
江
村
の
永
井
氏
に
つ
い
て
、
深
江
村
の
前
身
の

つ
は
同
氏
の
屋
敷
を
中
心
と
す
る
「
永
井
毘
敷
」

と
い
う
集
落
で
あ
る
と
の
伝
承
が
あ
り

Q
武
庫
郡
誌
』
『
本
庄
村
史

地
狸
編
・
民
俗
編
』
）
、
旧
小
路
村
の
出
家
臼
井
氏
の
居
住
地

鹿
辺
は
「
臼
井
内
」
と
い
う
字
と
な
っ
て
い
る
。
先
の
中
嶋
氏
同
様
、
居
住
地
の
名
を
苗
字
と
す
る
こ
の
両
氏
に
つ
い
て
も
、

や
は
り
中
出
土
豪
の
系
譜
を
ひ
く
と
児
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
小
路
村
の
名
は
荘
官
を
意
味
す
る
「
荘
司
」
に
由
来
す
る
と

い
う
説
が
あ
っ
て
（
「
本
山
村
一
一
一
位
）
、
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
臼
井
氏
の
こ
と
を
言
う
可
能
性
が
高
い
。
加
え
て
、
本
庄
九
カ
村
に

改
正
一
コ
侍
充
、

l
i－
－

d
l
 

の
儀
」
を
勤
め
る
「
庄
老
」
と
い
う
特
権
的
な
家
筋
が
あ
り
、
臼
井
氏
の
ほ
か
、
深
江
村
の
磯
野
氏
や
中

野
村
の
高
橋
氏
、
田
辺
村
の
松
田
氏
・
末
吉
氏
な
ど
の
名
が
見
え
る
（
庄
老
取
極
定
連
判
証
文
「
新
修
芦
屋
市
史
』
資
料
篇
二
）
。
先

に
見
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
「
都
賀
荘
の
六
司
」
が
、
か
つ
て
都
賀
荘
の
中
核
に
あ
っ
た
土
豪
の
後
育
で
あ
る
こ
と
か
ら
類

推
す
れ
ば
、
彼
ら
も
同
様
に
土
豪
に
出
自
を
持
つ
人
々
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
「
取
納
帳
」
に
よ
れ
ば
、
山
路
荘
に
お
い
て
も
「
神
明
寺
之
中
之
坊
」
「
南
之
坊
」
「
慶
法
庵
」

「
宝
善
庵
」

「
妙
楽
寺
」
「
蔵
主
庵
」
な
ど
、

や
は
り
、
数
多
く
の
寺
賂
が
土
地
の
所
有
者
と
し
て
徹
認
で
き
る
こ
と
を
付
け
加

え
て
お
こ
う
。
そ
の
実
態
は
、
都
賀
荘
の
場
合
と
同
じ
く
、
土
豪
に
共
通
す
る
性
格
を
も
っ
た
存
在
で
あ
ろ
う
。

山
路
在
・
本
庄

の
惣
村
・
惣
荘

そ
し
て
、
都
賀
荘
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
土
豪
の
台
頭
は
、
居
住
す
る
村
の
成
立
・
成
長
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
る
。
山
路
荘
あ
る
い
は
本
庄
に
つ
い
て
は
、
都
賀
荘
の
よ
う
に
、
室
町
時
代
前
後
の
ま
と
ま
っ
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た
i
f
、i
i
、
こ
よ
り
、

E

日
メ
卑
小
ム
以
ふ
J
I
u
w
ナ
J
V
N
t

え
い
と
く

し
か
し
、
永
徳

八
二
）
の
長
蔵
寺
宗
算
跡

当
時
の
様
子
は
充
分
に
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

諸
方
出
挙
方
証
文
目
録
（
吋
政
史
』
七
「
大
徳
寺
文
浅
間
」

一
九
五
）
に
、
魚
崎
村
（
山
路
荘
内
）
の
名
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
、
隣
接
す
る
地
域
間
で
大
き
な
差
違
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
当
地
の
他
の
村
々
の
多
く
も
室
町
時
代
ま
で
に
は

成
立
し
、
こ
の
頃
、
江
戸
時
代
以
降
に
つ
な
が
る
村
々
の
枠
組
み
が
生
ま
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
と
恩
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
大
き
く
時
代
は
降
る
が
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
永
禄
十
二

五
六
九
）
の
「
取
納
帳
」
は
、
土
豪
た
ち

が
別
扱
い
に
な
っ
て
い
る
の
を
除
き
、
原
則
と
し
て
村
別
に
公
事
銭
の
収
納
を
記
録
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
村
が
収
納
の
単
位

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
「
魚
崎
村
分
」
の
ほ
か
、
「
住
吉
村
分
」
「
野
寄
村
分
」
「
関
本
村
分
」
「
横
屋
村

分
」
「
青
木
村
分
」
「
庄
戸
村
分
い
が
見
え
る
が
、
こ
の
う
ち
、
「
青
木
村
分
」
に
つ
い
て
は
、
帳
末
に
加
に
「
西
青
木
村
分
」

が
あ
っ
て
、
両
者
に
含
ま
れ
る
田
地
の
字
名
や
公
事
銭
負
担
者
の
名
が
ほ
ぼ

は
江
戸
時
代

致
す
る
の
で
、
こ
の

の
酉
青
木
村
に
あ
た
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
庄
一
戸
村
分
」
に
つ
い
て
は
、
公
事
銭
負
担
者
に
「
旧
中
ノ
」
の

を
持
つ
者
が
い
る
こ
と
と
、
田
地
に
付
さ
れ
た
字
名
か
ら
、
こ
の
「
庄
一
戸
村
」
は
同
じ
く
回
中
村
に
あ
た
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
本
轄
の
時
点
に
至
れ
ば
、
江
戸
時
代
限
山
路
荘
域
に
存
在
し
た
す
べ
て
の
村
が
揃
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

荘園・村・ lllJ

さ
ら
に
、
「
取
納
帳
」
に
は
、
「
本
庄
村
出
作
」
と
し
て
、
山
路
荘
内
に
土
地
を
持
つ
「
中
ノ
（
野
）
村
」
な
へ
（
悶
辺
こ

の
住
人
の
名
が
確
認
で
き
る
ほ
か
、
「
魚
崎
村
分
」
の
項
に
は
、
「
東
あ
ふ
き
（
海
水
）
ノ
源
一
一
一
郎
衛
門
さ
ば
起
」
と
あ
る
耕
地

も
見
え
る
。
「
東
青
木
」
は
江
戸
時
代
の
青
木
村
に
あ
た
る
と
み
て
よ
く
、
こ
れ
よ
り
、
お
そ
ら
く
本
庄
に
つ
い
て
も
、
山
路

第二節

荘
と
同
様
に
、
本
帳
の
時
点
で
「
本
庄
九
カ
村
」
す
べ
て
が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
史
料
の
限
界
か
ら
、
こ

れ
ら
の
村
に
つ
い
て
多
く
を
諮
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
本
帳
の
「
間
本
村
分
」
に
は
、
村
の
共
有
田
（
惣
有
国
）
を
意
味
す
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と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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る
「
村
田
」
が
見
え
る
の
で
、
こ
こ
に
見
え
る
村
々
も
、

や
は
り
惣
村
と
し

て
の
実
態
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
惣
村
か
ら
構
成
さ
れ
る
山
路
荘
や
本
庄
が
、
土
豪
を
中
核
と
す

る
自
治
組
織
と
し
て
の
惣
荘
の
実
態
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第

日即

i
項
で
「
離
五
郷
」
の
動
向
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

す
で
に
紹
介
し
た
「
天
城
文
書
」
中
の
天
文
十
年
代
前
半
と
推
定
さ
れ
る
妙

観
院
閤
降
の
害
状
に
、
山
路
荘
・
本
庄
・
今
南
荘
が
三
好
氏
に
段
銭
を
渡
し

た
旨
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
山
路
荘
や
本
庄
が
守
護
方
か
ら
段
銭
の
納
入
主

体
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
、
加
え
て
、
文
明
十
六
年
（

[Jg 
;¥ 

問
）
に
、
山
路
荘
と
福
原
荘
（
本
節
l
項
参
照
）
と
の
間
で
公
事
（
訴
訟
）
が

発
生
し
、
合
戦
に
及
、
は
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

（
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
二
月
二
十
日
条
）
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
は
、

山
路
荘
や
本
庄
が
、
政
治
的
主
体
性
を
持
っ
た
住
民
組
織
と
な
っ
て
い
た
こ

本
項
の
結
び
に
、
部
資
荘
や
山
路
荘
、
本
庄
の
土
豪
や
惣
荘
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、

年

丘
二
九
）
の
年
紀
を

持
つ
、
仮
に
「
所
領
記
録
」
と
名
付
け
ら
れ
た
文
書
を
紹
介
し
て
お
こ
う
（
「
篠
原
村
関
係
文
敢
闘
」
）
0

本
文
書
は
冒
頭
部
分
が
欠

議
し
て
い
る
が
、
「
安
弘
」
と
い
う
部
誼
荘
内
の
名
の
名
前
ら
し
い
も
の
に
始
ま
り
（
「
指
出
」
の
年
武
良
知
省
の
中
に
「
安
弘
」
を

746 
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確
認
で
き
る
）
、
上
野
・
稗
出
・
味
泥
・
河
開
村
等
の
都
賀
荘
内
の
村
、
今
南
荘
・
山
路
荘
・

－
福
原
荘
・
山
田
荘
、
御

影
・
魚
崎
・
火
口
上
村
等
、
部
資
荘
近
隣
の
荘
園
と
村
、
西
宮
・
尼
崎
・
兵
庫
嶋
等
の
町
場
、
摩
耶
山
・
駕
林
寺
・
瀧
勝
寺
等
の

か
わ
ら
ば
や
し

ち
、
伊
丹
殿
・
池
田
殿
・
河
原
林
殿
・

寺
院
、
風
早
殿
・
鵠
悶
殿
・
中
嶋
殿
等
の
本
項
で
紹
介
し
た
都
賀
荘
周
辺
の

こ
く
じ
ん

高
槻
殿
等
の
摂
津
の
有
力
国
人
、
さ
ら
に
は
一
一
一
木
部
・
明
石
灘
・
押
部
村
、
堺
浜
、
別
所
殿
・
一
一
一
好
等
、
詳
細
不
明
な
も
の
も

あ
る
が
、
主
と
し
て
摂
津
陸
、
特
に
下
部
に
属
す
る
も
の
を
中
心
に
、

－
明
石
郡
、
和
泉
国
に

部
播
磨
国
一
一
一
木
郡

わ
た
る
地
名
と
、
そ
こ
で
活
動
し
て
い
た
諸
勢
力
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
御
本
所
・
御
代
官
・
妙
観
院
と
い
っ

た
領
主
と
そ
の
関
係
者
の
名
称
や
、
「
灘
中
」
「
郷
与
（
組
）

な
ど
、
灘
地
域
の
惣
荘
uu
郷
に
よ
る
地
域
結
合
を
指
す
ら
し
い

一
語
も
見
え
る
。
な
お
「
灘
中
」
は
、
第
十
家
第
一
節
i
項
に
見
え
る
「
離
五
郷
」
に
あ
た
る
と
見
ら
れ
る
。
欠
落
部
分
も
あ
っ

て
、
こ
の
文
書
の
性
格
は
容
易
に
見
極
め
が
た
い
が
、
あ
る
い
は
都
賀
荘
の

で
あ
る
若
林
誌
が
、
自
身
の
活
動
の
中

で
、
持
ら
か
の
関
婦
を
持
っ
た
人
名
や
地
名
、
用
語
等
を
書
き
記
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
推
測
が
正
し
け

れ
ば
、
戦
国
期
の
土
豪
が
認
識
し
て
い
た
政
治
・
社
会
空
間
を
示
す
、
興
味
深
い
史
料
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

荘係！・村・日IJ
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有
馬
温
泉
の
賑
わ
いは

ん
り
し
ゅ
う

3
ゆ
っ

十
五
世
紀
後
期
の
禅
僧
万
里
集
九
は
、

日
本
の
三
重
湯
と
し
て
、

（
辞
潟
県
）
、
湯
島
（
岐
鼠
県
下
呂

湯
山
を
訪
れ

た
人
び
と

温
泉
）
と
と
も
に
有
馬
嵐
泉
を
あ
げ
て
い
る
（
「
梅
花
熊
尽
蔵
」
『
続
，
前
書
類
従
』
）
。
有
馬
温
泉
は
湯
山
と
呼
ば

第二；自＇fi

れ
（
以
下
「
湯
山
」
と
す
る
）
、
中
世
で
も
も
っ
と
も
著
名
な
温
泉
の
一
つ
で
あ
り
、
多
く
の
人
び
と
が
訪
れ
た
。

そ
の
こ
と
を

ぜ「代・ LjJ［り際史記長ill747 



表20 南北村l～戦!Jil期lのiJhll米日／j-'i'If

凶！箆 ヰミ訪者 身分.t¥!J{j't：等 史料

成永 3:1手 1344 雪村次総 裕j{i;!J ’吉村大和尚行道記
i部II元年 1345 虎決Jf,Hi練 担j!{'ifl 虎関紀'.i:fミ録
矧応 2'.i:［二 1351 議3設周｛言 裕行問 空当~i長
応ヨえ： 41!0 1371 型R詮 恥〔間社執行 iii氏i潤執行日記

赤松l11J祐 ？話機・似j前守護 紙法！？執行日記
紀良子 将軍足利義iilli／ヨ 最L~図執行日記

応雪之 6:'if 1373 n主淑！湾沢 持｛目 I幼｛{f}.~長
永平D2主！二 1376 古会lj~少快 :fJM問 了幻築
永徳元年 1381 義主主周信 N1f曽 空w~ 日m工夫略集

j折波義積 管領j折波義将前 宗務日前工夫略築
嘉J!Q2£ド 1388 義笠岡｛言 :)iii僧 ~~~El 問工夫Ill品集
llf:JjI＆＼元年 1390 太白真三； 禅僧 i司（~鼠脱臭立；
永寺［ 4主12 1432 雲楽党輿 ドM自 宥｜苦！日記

お1L1消i家 ；五j管領 満済if~ ］百日記
永毛主 8年 1436 東御fj" 伏見宮｛士一久 肴防臼記
嘉吉 3主，， 1443 悦林cjヨ↑台 神僧 建内記
文安元年 1444 悦林c!J↑ 禅僧 建内記
文安 4'.i:JO 1447 飯尾為穏 幕府泰行人 建内記
李徳元£fc:: 1452 消厳正徹・小笠原持長 禅僧・信濃守護 車中1H長

f指渓｝湾総 :)ij'!僧 温泉行記
長禄元年 1458 俊悶 民i福寺僧 大乗llJt"'f:fcJ：雑事記
長禄 2'.i:F‘ 1458 季磁呉基表 禅僧 蔭涼！｜汗El録

俊円 興福寺僧 大乗院ミ守
長禄 3年 1459 玉蕗受潔 禅僧 臥雲日件録抜尤
寛正元年 1460 季後真薬 禅僧 蔭涼粁日録
克正 4£ド 1463 季後主主華道 持｛訟 if~i)J\1！年日録
文正元'.i:f: 1466 季耳立真塁走 J単位1 fl支涼粁臼録

多賀商法： 待日！？所司代 際j京iJ汗日銀
浦上則宗 赤松氏被官 i径j京1好El録
m本首座 機熔伺光寺僧 際j京軒目録
2主渚庵塔；L J番磨宝林寺僧 際J京科目録
天隠龍沢 禅僧 ~）！＼雲議

文明11年 1479 俊円 興？語学主｛曽 大乗｜涜守主i：雑事記
文明12年 1480 l:f露ミ手続長 公家 1見；長時JI記
：文［リ]13年 1481 飛鳥井雅康・高倉永継 公家 級長距Jlf;己
文明14:1手 1482 宗紙・宗仔｝ 連歌師 湯山雨Iii＼百日ill
文明日年 1483 蓮如 真宗僧 有潟道の記

東i湯英朝 丹波能興寺住持 小林Jilli干し笛
；長李元年 1487 尋尊・政党 興福寺僧 大手提院寺社雑事記

北島政恕fl 伊勢閤可 大手提｜災寺セl：級事記
松殿法！顕 ノ:L＇－、4君5、・ 大乗！涜寺社級事記

長享 2年 1488 黙堂美子111':1 禅僧 蔭涼ljff日録
有馬某 紀伊熊野の人 大衆院寺社級事記
飛鳥井雅康 公家 経涼llfl:Iミi録

延徳元年 1489 治資 興福寺｛·~，＇ 大乗院守主i：維事記
宗祇 連歌仰 実｜絞公記

延i恋、 3年 1491 宗紙・尚柏・宗長 連歌fj市 実隆公記

百3)U';i：兵隊律と税関 748 



第二fill 荘i丞l・村・ IHJ

i珂LG2fド 1493 長徐周産寿 tll何回
長域又閉虫II 細川氏内衆

明応 4fド 1495 宗紙 j選歌’Hifi
ti"露三手元長 ノ.，＿，，、"fョ2、
安禅ミ子殿 主：Eζ
鴻上則系 赤松氏被官
禁f余！湾麟 1単｛~き

明応 5をF 1496 富小路俊通 公家
明応 7年 1498 梅叔法移 禅僧
時間応 9£ド 1500 景子容妙永・景徐！な麟 禅僧
文色 2'.tfo 1502 近衛政家 前関白
永正元年 1504 尋尊 興福寺｛皆

長徐閥麟 禅｛的
永正 2王手 1505 云rミj<l}¥( 興協寺｛曽

景徐周麟 禅僧
永正 4年 1507 rtlr!J澄！自L 大和国人
永正13年 1516 市長 述歌日前
;kiEW手 1517 足手lj義稿 将]f'i'.

赤松則実 赤松氏庶流
大永 5£1:: 1525 若槻潤定 細川氏被官か
大永 6年 1526 示」一氷、 阪糊もや｛自
三三禄元年 1528 付l余国縦 上杉氏被cg
天文 6±ド 1537 京永 醍測ミ子｛泣

EIJ渓問森・光岳党11111 禅｛怒
潟！百小路帝王／ljl f!:J)ill院坊r§

朽水綴締！ 近江開人
佐子局 将軍足利義時女房

天文 7年 1538 印渓周森・光岳党II翠 禅｛説
下関呉慶 本願寺~習;ljg 

天文 8年 1539 宗永・厳助 脱糊寺
光岳f生日記 禅僧
大原己主i保 六角高頼子店、

天文 9fド 1540 能伯築総 者＼＼偽
長チI＞じ郎 美総司人

天文lOiJ:O 1541 印i渓周森・光岳党If記 禅僧
天文13iド 1544 義発・減、す1t 醗隣l寺僧・東寺僧
天文18年 1549 ！滋助.i底｛雅 醍醐ミH合・束三千僧
天文19iJ:O 1550 設づ立／注い 院自~j寺僧
弘治 2ff 1556 北島情呉 前伊勢悶司

山科言綱後釜 公家
:ikt求 7年 1564 足手lj義査察 将室経
永禄 8年 1565 ｛二如袋発 禅僧
永禄10年 1567 長矯局 宮中女官
永禄11年 1568 日野輝資 公家
永禄12年 1569 長橋局 宮iこい女宮

※胎t平向 rU!J¥i品＼！立'1:1''1上之さJをもとに作成

:liifi}'.Jff店主「rj.ij止におけるi!Mt；と温泉信仰についてJを参考にした

※史1ざいま：lニ裂なもののみをt見出した
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蔭/fi（粁El銭
後法輿！銘記
実践公記
i/"J~長押!ll記
税長卿記
HilJ1lK宿禰記
給十本ilJJli，遊集
実｜径公記
ぜ自苑臼録
場111聯句
後法奴q涜記
大衆1淀ミ子主l:~（f}j'j:)l己
w若手在臼録
大梁i涜＃］＇社＊ fH.P下記
翰林街路集
大乗i涜ミ計上京問主記
宇都山記
守光公記
赤松家l!lil条々録
実際公記
！絞助往年記
実際公記
厳助往年記
話fi}白日主主
llil：如 t人臼記
)£gl}~ 日銭
託如上人日記
鹿苑日銭
ruI如上人臼記
厳!l)J役年記
仕右手白日銀
主E如上人iヨ記
圧師白日銀
路苑臼録
｝虎苑日銭
！汲!l)J往年記
厳効往年記
！議助役年記
！滋立｝］往年記
言継続i記
言継探ll記
鍛氷集
言言継司l[l記
言言継Vf!ll記
街l湯殿上日記

百室氏！荘。rn 古代・ rjJjll: 



伝
え
る
史
料
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
が
、
幸
い
地
元
の
風
早
拘
が
収
集
し
た
史
料
が
『
有
馬
混
泉
史
料
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

労
せ
ず
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

表
却
は
、
司
有
馬
祖
泉
史
料
』
を
基
本
に
、
南
北
朝
期
か
ら
戦
国
期
に
湯
治
を
目
的
と
し
て
湯
山
を
訪
れ
た
主
な
人
び
と
を

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
夢
窓
疎
石
な
ど
、
来
訪
年
次
が
不
明
な
た
め
に
掲
載
し
て
い
な
い
人
物

も
少
な
く
な
い
。
将
軍
、
有
力
守
護
、

そ
の
被
管
ク
ラ
ス
な
ど
の
武
家
、
前
関
白
を
は
じ
め
と
す
る
公
家
、
京
都
、
奈
良
の

要
寺
院
や
禅
宗
の
僧
侶
、
そ
し
て
連
歌
師
や
女
性
た
ち
。
こ
の
表
だ
け
で
も
、
中
世
の
湯
山
が
い
か
に
多
く
の
来
訪
者
で
賑
わ
っ

て
い
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
湯
治
の
白
的
は
、
あ
き
ら
か
に
病
気
の
治
療
・
療
養
の
場
合
が
あ
り
、
湯
山
で
死
を
迎
え
た

人
も
い
る
（
伊
藤
克
己
「
中
出
の
溺
泉
と
「
潟
泉
寺
』
を
め
ぐ
っ
て
」
）
。
そ
の
一
方
、
保
養
と
思
わ
れ
る
例
も
少
な
く
な
い
。
表
に

は
、
二
度
、
二
一
度
と
訪
れ
た
人
も
自
に
つ
く
。
目
的
が
何
で
あ
れ
、
京
都
・
奈
良
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
湯
山
は
身
近
な
存
在

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
定
の
身
分
や
地
位
を
も
っ
人
び
と
で
あ
る
が
、
吋
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
は
、
寺
院
の
よ
り
下
層
の
構

ず
い
け
い
し
ゅ
う
ほ
う

成
員
と
思
わ
れ
る
者
の
湯
山
来
訪
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
李
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
、
湯
山
に
向
か
う
瑞
渓
周
鳳
は
、

表
却
の
事
例
は
、

湯
山
か
ら
帰
る
途
中
の
ご
夫
」
に
道
を
尋
ね
て
い
る
。
湯
山
は
、
け
っ
し
て
上
留
階
層
だ
け
の
温
泉
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

主

い

い

せ

み

の

る
。
地
域
的
に
も
、
京
都
・
奈
良
以
外
に
播
磨
、
丹
波
、
紀
伊
、
伊
勢
、
美
濃
か
ら
の
米
訪
が
硲
か
め
ら
れ
る
。
京
都
・
奈
良

の
公
家
や
僧
侶
た
ち
が
伝
え
る
事
例
の
外
側
に
、
階
鼠
的
に
も
地
域
的
に
も
よ
り
大
き
な
広
が
り
が
想
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。

湯
山
へ
の
道

で
は
、
湯
山
に
赴
く
人
び
と
は
、
ど
の
よ
う
な
コ
l
ス
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
京
都
・
奈
良
方
面
か

ら
湯
山
に
行
く
に
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
コ

i
ス
が
あ
っ
た
（
以
下
、
日
井
信
義
「
中
山
の
奇
九
送
と
湯
山

7ラ0l°'EII律と1£1主iti'S1L:!)i: 



荘lllil・村・町長f~ .lllJ 

；；（制｜：

の
変
遷
」
参
照
）

0

一
つ
め
は
、
京
都
か
ら
瀬
川
（
大
級
府
箕
面
市
）
ま
で
山
陽
道
を
進
み
、

な

ま

ぜ

そ
こ
か
ら
生
瀬
（
間
宮
市
）
、
船
坂
（
同
）
宇
佐
経
て
湯
山
に
吏
る
コ

i
ス
で
あ

お
う
あ
ん

る
。
い
わ
ゆ
る
、
湯
山
街
道
の
東
半
分
で
あ
る
。
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）

し
ょ
3
て
つ

（
一
間
五
二
）
の
清
巌
正
徹
、
瑞
渓
周
鳳
な
ど
が
こ
の

の
顕
詮
、

コ
ー
ス
を
と
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
太
田
（
大
阪
府
茨
木
市
）
ま
た

斗」
F
E
H
H川
戸
、

p
h
祉
問
I
l
J
V

泊
の
旅
寝
で
あ
る
。

湯111への行程

第
二
は
、
淀
川
（
神
的
川
を
含
む
）
の
下
流
周
辺
か
ら
生
瀬
を
経
由
す
る

コ
ー
ス
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
何
度
か
湯
山
を
訪
れ
た
藤
原
定
家
の
主
な
コ

i

こ

も
Uγ

の

ス
は
、
淀
川
を
船
で
下
っ
て
神
崎
（
尼
崎
市
）
に
至
り
、
神
崎
か
ら
昆
陽
野

す
い
た

を
経
て
湯
山
に
着
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
途
中
、
神
崎
か
吹
田
（
大
阪

区180

府
吹
岡
市
）
で
一
泊
で
あ
る
（
『
明
日
バ
記
』
元
久
二
年
間
七
月
条
・
建
跨
二
年
疋
月

州

通

ん

め

い

か

ん

ろ

じ

条
な
ど
）
。
ま
た
、
文
明
十
一
回
八
O
）
、
討
蕗
寺
親
長
は
、
京
都
か
ら

堺
に
行
き
、
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
の
ち
、
船
で
坂
部
（
尼
崎
市
）
に
着
き
稽

泊
、
翌
日
湯
山
に
入
っ
て
い
る
（
吋
親
長
別
記
い
臨
月
二
十
七
日
・
二
十
八
日
条
）
。

第
一
ニ
に
、
兵
庫
か
ら
の
コ

l
ス
が
あ
る
。

冗
年
（
一
部
八
七
）
、
興

揺
ヰ
サ
大
衆
院
の

奈
良
か
ら
木
津
川
、
淀
川
を
通
り
、
尼
崎
を
経
て
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兵
庫
に
到
着
。

一
日
逗
留
し
た
の
ち
、
兵
庫
か
ら
湯
山
に
入
っ
た
（
吋
大
梁
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
九
年
二
月
条
）
O

現
在
の
有
馬

え
ん
と
く

街
道
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
延
徳
一
冗
年
（
一
間
八
九
）
に
も
、
興
福
寺
成
就
践
の
清
賢

行
が
兵
庫
経

由
で
湯
山
を
め
ざ
し
て
い
る
（
向
上
八
月
二
十
日
条
）
0

こ
れ
ら
の
ル

i
ト
は
、

か
ん
し
ょ
っ

い
ず
れ
も
山
中
を
進
む
こ
と
に
な
る
。
ど
の
ル
！
ト
か
は
不
明
だ
が
、
寛
正
一

（
一
四
六

は
臨
（
福
寺
の

行
が
山
賊
に
襲
わ
れ
、
指
五
名
と
童
一
人
が
死
亡
、

人
が
負
傷
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
（
向
上

八
月
五
日
条
）
。
湯
山
行
き
は
か
な
ら
ず
し
も
安
全
な
旅
で
は
な
く
、
重
職
に
あ
る
僧
な
ど
に
は
将
軍
に
よ
っ
て
警
翻
が
つ
け
ら

れ
た
（
『
際
涼
軒
目
録
』
文
AK元
年
二
月
十
七
日
条
）
。

湯
山
街
道

と
潤

湯
山
は
、
む
ろ
ん
播
磨
と
も
つ
な
が
っ
て
い
た
。
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
揮
際
府
中
（
姫
路
市
）

へ
の
ル

i
ト

lま

つ
で
あ
る
。

一
つ
は
、
湯
山
か
ら
い
っ
た
ん
北
に
向
い
、
播
磨
に
入
っ
て
東
条
川
沿
い
を
下
る
コ

l
ス
で

）
、
湯
治
を
お
え
た
祇
園
社
の
顕
詮
は
、
山
口
荘
（
西
宮
市
）
、
道
場
河
原
、
家
原
、
上
津
畑
（
以

上
、
北
区
）
を
へ
て
播
磨
に
入
り
、
東
条
の
八
日
市
場
、
久
保
木
（
以
上
、
小
野
市
）
を
経
由
し
て
広
峯
社
（
姫
路
市
）
を
め
ざ
し

あ
る
。
応
安
四
年
（
一
三
七

た
（
『
祇
悶
執
行
日
記
』
十
月
七
日
・
八
日
条
）
。
途
中
、
道
場
河
原
か
ら
そ
の
ま
ま
北
に
い
け
ば
、
丹
波
に
通
じ
る
。

一
一
つ
め
は
、
湯
山
か
ら
西
へ
進
み
、
二
一
水
（
一
一
一
木
市
）
を
へ
て
府
中
に
至
る
コ

i
ス
で
あ
る
。
湯
山
街
道
の
西
半
分
で
、
一
一
一

水
の
手
前
ま
で
は
、
淡
河
の
谷
を
通
る
ル

i
ト
と
山
田
の
谷
を
通
る
ル

l
ト
が
あ
る
。
こ
の
コ

i
ス
の
具
体
例
と
し
て
は
、
天

さ

い

お

ん

仁

の

ぶ

ひ

さ

あ

が

五
七
六
）
の
伊
予
宇
和
島
城
主
閉
閣
寺
宣
久
の
場
合
が
詳
し
い
（
「
伊
勢
参
窃
海
経
記
い
）

0

中
日
一
久
は
、
英
賀
（
姫
路
市
）

正
四
年
（

を
発
っ
て
姫
路
、
志
方
（
加
古
川
市
）
と
進
み
三
木
で
一
泊
。
翌
日
、
一
一
一
本
松
（
北
区
八
多
均
貯
風
）
を
へ
て
湯
山
に
到
着
し
た
。

淡
河
小
八
日
を
通
る
ル

i
ト
で
、
一
一
一
本
松
か
ら
東
が
摂
津
国
有
馬
郡
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宣
久
は
湯
山
に
逗
留
せ
ず
、
そ
の
日
は
生
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ザザへい
9

つノ、

瀬
で
宿
泊
し
た
。
永
禄
八
年
（
一
五
六
況
）
、

置
塩
域
の
帰
路
、
一
一
一
木
を
経
由
し
て
湯
山
に
立
ち
寄
っ
た
仁
如
集
尭
な
ど
も
こ

の
コ
i
ス
を
通
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
「
綾
氷
集
」
）
。

戦
国
期
、
有
馬
郡
内
の
湯
山
詣
道
に
は
、

二
本
松
、

つ
の
関
が
設
置
さ
れ
て
い
た
（
「
県
出
入
』
二
「
石
楽
寺
文
書
」
間
二
。

湯
山
両
関
、
船
坂
両
関
、
生
繭
渡
で
あ
る
。
一
一
一
本
松
は
前
記
の
と
お
り
有
馬
郡
と
播
磨
の
境
界
で
あ
る
。
生
瀬
は
武
庫
川
の
渡

河
点
で
、
こ
こ
か
ら
西
が
有
馬
郡
で
あ
っ
た
。
湯
山
を
訪
れ
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
関
で
関
銭
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
関
銭
を
免
除
す
る
権
限
は
有
馬
郡
守
護
の
有
馬
氏
に
あ
り
、
湯
山
を
訪
れ
た
興
福
寺
の
尋
尊
な
ど
は
、
有
馬
氏
か

ら
過
書
〈
関
銭
免
除
状
）
を
入
手
し
て
い
る
（
吋
大
乗
院
寺
社
維
事
記
い
文
明
十
九
年
二
月
二
十
七
日
条
な
ど
）
。

こ
の
よ
う
に
、
湯
山
に
は
四
方
か
ら
道
が
通
じ
て
い
た
。
「
お
よ
そ
渓
聞
の
旅
摘
は
、
西
よ
り
東
よ
り
、
北
よ
り
南
よ
り
、

浴
日
体
の
往
還
来
復
、
千
万
人
を
識
ら
ず
」
（
吋
蔭
涼
料
臼
録
』
文
正
一
元
年
間
二
月
十
八
日
条
）
と
い
う
の
は
、
人
数
は
別
と
し
て
誇
張

で
は
な
い
の
で
あ
る
。中

肢
の
湯
山
の
よ
う
す
は
、

（
一
四
五
二
）
四
月
に
来
訪
し
た
瑞
渓
暦
鼠
の
吋
温
泉
行
記
』
に
も
つ

コ
陰
涼
軒
目
録
』
の
文
正
元
年

入
湯
三
七
日

の

と
も
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
つ
ぐ
の
は
、

荘i蚕卜村・ RIJ

（
一
陣
六
六
）
二
月
後
半
か
ら
の
記
事
で
あ
る
。
『
温
泉
行
記
』
を
中
心
と
し
つ
つ
、
一

つ
の
史
料
に
よ
っ
て
十
五
一
世
紀
中
頃
の

湯
山
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
（
以
下
、
主
に
白
井
信
義
「
山
中
肢
の
有
馬
道
と
湯
山
の
変
遷
」
、
伊
藤
克
己
「
滋
泉
の
歴
史
i
中
世
の

滋
泉
i
」
参
照
）
0

kh-- N~，~ 

51' I!ll 

場
山

）
た
周
鳳
は
、
息
殿
を
宿
所
と
し
た
。
か
つ
て
、
足
利
義
満
が
来
訪
し
た
お
り
に
休
患
し
た
こ
と
に
ち
な
む
名
で

あ
る
と
い
う
。
患
殿
か
ら
、
わ
ず
か
十
数
歩
の
と
こ
ろ
に

の
湯
の
南
に
一
の
揚
が
あ
り
、

つ
の
湯
は

の
揚
が
あ
っ
た
。
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周
鳳
は
二
の
湯
に
入
っ
た
。
広
さ
四
時
の
脱
衣
場
が
あ
り
、 温泉寺絵図 Ciliil泉学f蔵）

つ
の
建
物
で
、
中
央
の
壁
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
二
の
湯
は
北
の
通
り
に
聞
し
て
お
り
、

の
湯
は
南
が

入
口
で
あ
る
。

の
湯
、
二
の
湯
に
援
劣
は
な
く
、
た
だ
湯

の
南
に
あ
る
温
泉
寺
に
近
い
ほ
う
を
一
の
湯
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
。
湯
客
は
貴
賎
の
区
別
な
く
、
町
の
南
側
に
寓
す
る
者

は
一
の
湯
に
、

北
側
に
寓
す
る
者
は
ニ
の
湯
に
入
る
こ
と
に

2手真121

な
っ
て
い
た
。

の
湯
、

の
湯
の
前
は
噸
番
を
争
う
湯
客

の
声
が
う
る
さ
く
、
ま
る
で
市
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
か
ら
一
丘
、
六
段
下
っ
た
と
こ
ろ
に
湯
室
が
あ
る
。
湯
室
は

南
を
頭
と
し
、
広
さ
は
四
聞
で
中
に
浴
措
が
あ
る
。
浴
槽
の
大
き
さ
は
、
横
五
、
六
尺
、
縦
七
、
八
尺
で
、
南
側
の

尺
余
を

五
寸
、
枕
船
（
別
槽
）

板
で
区
切
っ
て
別
措
と
し
、
そ
の
湯
を
濯
国
や
口
を
す
す
ぐ
の
に
用
い
た
。
真
薬
の

H
記
で
は
、
南
北
五
尺
五
す
、
東
西
四
尺

い
ず
れ
に
せ
よ
、
浴
槽
は
小
さ
く
、
同
時
に
入
れ

る
の
は

一
尺
五
寸
で
、
松
の
水
で
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

。
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
浴
捕
の
践
に
は
方
石
が
八
、
九
個
敷
か
れ
、
そ
の
下
は
細
か
な
砂
で
あ
る
。
湯
は
石
の
間

か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
午
の
刻
（
午
前
十
二
時
頃
）
に
必
ず
湧
出
が
あ
り
、
石
の
間
に
足
を
置
く
と
、
波
動
が

入
湯
は
、

肌
に
触
れ
心
地
よ
い
。
そ
の
湯
の
下
に
は
、
薬
師
如
来
の
石
像
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

一
日
間
）
が
故
実
で
あ
っ
た
（
『
祇

一
日
に
早
湯
、
午
湯
、
晩
湯
の
一
一
一
回
で
あ
る
。
湯
治
の
日
数
は
、
一
二
七
日
（
一

関
執
行
日
記
』
応
安
田
年
十
月
六
日
条
）
。
周
鼠
の
湯
稿
に
備
え
ら
れ
て
い
た
「
湯
治
養
生
表
目
」
と
題
す
る
湯
治
法
の

に
よ
る
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と
、
湯
山
の
湯
は
塩
湯
で
力
が
強
く
、
病
は
早
く
回
復
す
る
が
、
あ
ま
り
多
く
浴
す
る
と
害
に
な
る
と
密
告
し
て
い
る
。
一
一
一
七

日
の
場
合
、
最
初
の
七
日
間
は
少
な
く
、
次
の
七
日
間
は
多
く
、
回
以
後
の

日
開
は
少
な
く
入
る
の
が
よ
い
と
い
う
。
ほ
か
の

記
銀
を
み
て
も
、

冊
目
間
で
切
り
上
げ
る

日
で
湯
治
を
終
え
帰
路
に
つ
く
例
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
二
七
日
、

つ
ま
り

来
訪
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

湯
山
の
町

と
寺
社

周
鳳
は
湯
山
の
家
数
を
一

O
O一
円
と
し
、
真
義
は
六
、
七

O
軒
と
伝
え
る
。
開
き
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
よ
そ

の
規
模
は
わ
か
る
。
町
に
は
東
西
二
町
余
の
横
の
通
り
と
、
南
北

問
余
の
縦
の
通
り
が
あ
っ
た
。
横
の
通
り

は
蛇
の
よ
う
に
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
た
。
ニ
つ
の
通
り
の
交
点
が
問
の
中
心
で
あ
る
。
交
点
の
南
西
角
に
一
の
湯
・
一
一
の
湯
の

湯
躍
が
あ
り
、
周
鳳
の
寵
泊
し
た
息
殿
は
北
東
角
で
あ
る
。

一
の
湯
の
西
に
翻
所
防
と
い
う
湯
宿
が
あ
っ
た
。
僻
所
坊
は
温
泉

議ミ号
、が

北領
畠し
政3て
郷2お
、り

そ
の
名
は
、
足
利
義
満
が
来
場
し
た
と
き
に
宿
所
と
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。
御
所
坊
に
は
、

蓮
如
な
ど
が
搭
泊
し
て
い
る
。
御
所
坊
は
、
湯
山
で
も
っ
と
も
格
式
の

い
湯
宿
で
あ
っ
た
。

交
点
か
ら
西
へ
進
む
と
、
西
の
入
口
を
出
た
と
こ
ろ
に
橋
が
あ
り
、
矯
の
西
に
善
福
寺
が
あ
っ
た
。
周
鳳
は
善
泊
中
市
リ
を
一

訪
れ
て
い
る
。
縦
の
通
り
は
、
南
に
行
っ
た
先
で

つ
に
分
か
れ
、

方
は
温
泉
寺
へ
、
地
方
は
菩
提
律
院
に
通
じ
て
い
た
。

＞±医i・中す・ IIlJ

温
泉
寺
は
湯
山
の
信
仰
の
中
心
で
あ
り
、
湯
山
を
訪
れ
た
人
は
か
な
ら
ず
こ
の
寺
に
参
詣
し
た
。
温
泉
寺
の
草
創
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
行
基
が
昆
問
問
野
土
す
か
ら
湯
山
を
め
ざ
す
途
中
、
癒
を
患
づ
た
病
者
に
で
あ
っ
た
。
病
者
は
行
基
に

魚
食
の
提
供
を
乞
い
、
さ
ら
に
病
気
で
た
だ
れ
た
皮
腐
を
な
め
る
よ
う
求
め
た
。
行
基
は
い
ず
れ
に
も
応
じ
た
。
病
者
は
湯
山

対3一日JJ

の
石
像
薬
舗
の
化
身
で
あ
っ
た
。
薬
師
は
行
慕
の
惑
心
を
試
し
た
の
で
あ
る
。
行
基
は
薬
師
の
導
き
に
従
っ
て
石
像
を
見
出
し
、

そ
こ
に
温
泉
寺
を
建
立
し
た
の
で
あ
る
（
内
議
は
所
伝
に
よ
り
奥
な
る
）
。
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温
泉
寺
の
本
堂
は
、
薬
師
像
を
杷
る
薬
師
堂
で
あ
る
。
薬
師
堂
の
前
に
楼
門
が
あ
っ
た
。
境
内
に
は
湯
山
の
鎮
守
で
あ
る
女

体
権
現
の
隔
が
あ
り
、

そ
の
右
に
三
輪
明
神
、
鹿
舌
明
神
の
小
闘
が
建
つ
。
女
体
権
現
の
前
で
は
、
毎
月
二
日
夜
、
血
女
に
よ

る
舞
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ほ
か
に
、
熊
野
権
現
、
天
満
天
神
の
廟
、
地
蔵
堂
、
如
法
堂
な
ど
が
な
ら
び
、
本
堂
南
の
山
上
に
は

一
一
一
重
唱
も
あ
る
。
温
泉
寺
の
中
心
施
設
は
律
院
で
あ
り
、
身
分
の

い
湯
客
を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た

Q
大
乗
院
寺
社
雑

一
挙
記
』
長
率
一
冗
年
二
月
二
十
二
日
条
）
。
温
泉
寺
は
律
宗
と
関
係
が
深
く
、
こ
の
頃
の
住
持
は
律
宗
の
老
借
で
あ
っ
た
。

温
泉
寺
で
は
、
律
院
の
僧
に
よ
る
寺
記
の
絵
解
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。
湯
客
が

0
0文
出
す
と
、

の
中
の
場
面
を
摘

い
た
絵
を
見
せ
な
が
ら
、
憎
が
寺
記
を
読
む
の
で
あ
る
。
周
鳳
も
読
貨
を
払
い
、
寺
記
を
聞
き
、
絵
を
見
て
い
る
。
周
鳳
は
、

そ
の
内
容
を
日
記
に
書
き
と
め
、
今
日
に
伝
え
た
。
そ
の
と
き
周
鳳
が
見
た
と
思
わ
れ
る
絵
は
、
京
都
悶
立
博
物
舘
に
現
存
し

て
い
る
（
藤
原
寸
前
十
一
秘
「
有
馬
温
泉
寺
の
縁
起
絵
を
め
ぐ
っ
て
」
）
。

さ
て
、
縦
の
通
り
を
北
へ
日
く
と
山
の
腰
に
臨
薬
院
が
あ
っ
た
。
念
仏
尼
の
道
場
で
あ
る
。
ま
た
、
山
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に

阿
弥
陀
院
（
堂
）
が
あ
っ
た
。
門
も
堂
も
南
面
し
て
建
っ
て
い
た
。
真
薬
は
こ
こ
で
詩
会
を
開
き
、
所
司
代
多
賀
高
忠
は
真
義

ら
を
招
い
て
斎
（
食
事
）
を
催
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
院
の
住
持
も
律
僧
で
あ
る
。

た
ん
が
ど
う

阿
弥
陀
院
の
門
を
出
て
東
南
に
下
り
、
横
の
通
り
に
出
た
と
こ
ろ
に
日
一
過
堂
無
垢
路
が
あ
っ
た
。
こ
こ
が
、
湯
山
の
東
の
入

日
で
あ
る
。
日
一
過
堂
と
は
、
諸
国
を
行
脚
す
る
禅
僧
の
た
め
の
宿
泊
施
設
で
あ
る
。
湯
山
の
無
垢
践
は
、
夢
窓
疎
石
が
創
建
し

た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
無
垢
熔
は
道
の
南
に
あ
り
、
そ
の
前
に
温
泉
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
周
鳳
が
訪
れ
た
と
き
に
は

す
で
に
浴
す
る
者
な
く
、
浴
槽
は
朽
ち
て
壊
れ
、
湯
と
水
が
混
じ
っ
て
ほ
の
か
に
温
か
い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
（
以
上
、
榎

原
雅
治
「
中
間
地
方
都
市
の
空
問
機
成
」
参
照
）
。
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鼓
滝
・
鎌

倉
谷

湯
治
客
は
、
自
然
の
禁
物
を
見
に
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
代
表
的
な
の
が
鼓
滝
と
鎌
倉
小
八
日
で
あ
る
。

鼓
滝
は
、
滝
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
に
今
も
あ
る
。
間
鳳
が
訪
れ
た
と
き
は
、
縦
の
通
り
の
南
口
を
出
て
、

山
の
腰
を
巻
く
よ
う
に
上
っ
て
い
っ
た
。
流
の
近
く
に
は
、
不
動
像
を
安
置
す
る
間
柱
堂
と
弁
財
天
の
小
綿
が
あ
っ
た
。

は
五
、
六
丈
あ
り
、
け
だ
し
偉
観
で
あ
る
と
周
鳳
は
書
き
記
し
て
い
る
。
鼓
沌
に
は
、
真
義
を
は
じ
め
、
甘
露
寺
親
長
（
『
税

長
州
例
記
い
文
明
十
二
年
五
月
九
日
条
文
明
設
徐
周
麟
（
「
給
付
仲
妨
磁
的
米
」
『
万
山
文
学
会
集
い
）
な
ど
も
見
物
の
記
録
を
残
し
て
い
る
。
温

泉
に
ほ
ど
近
い
鼓
川
崎
に
は
、
湯
治
客
の
多
く
が
訪
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

鎌
倉
谷
は
、
北
霞
道
場
町
生
野
の
船
坂
川
上
流
の
渓
谷
で
あ
る
。
時
鳳
は
湯
山
を
発
ち
、
山
口
、
平
問
を
通
っ
て
山
中
に
入

り
、
丸
木
矯
を
渡
る
な
ど
し
て
よ
う
や
く
た
ど
り
つ
い
た
。
そ
こ
に
は
清
饗
賂
と
い
う
熔
が
あ
り
、
周
鼠
は
庵
主
に
鎌
倉
小
八
日
の

か
も
し
か

名
の
由
来
を
尋
ね
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
鎌
倉
谷
は
玲
学
谷
の
な
ま
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
渓
谷
に
は
、
南
北
朝
期

こ
け
ん
み
ょ
う
か
い

の
伴
僧
古
剣
妙
快
が
名
づ
け
た
六
つ
の

千主鴎・村・ IIlJ時 －Me5fo一日ll

（
六
境
）
が
あ
っ
た
。
鎌
倉
谷
は
湯
山
か
ら
や
や
遠
く
、
道
も
険
し
か
っ
た
が
、

蓮
如
（
「
有
馬
道
の
記
い
）
や
尋
尊
（
吋
大
乗
院
守
校
級
事
記
』
文
明
十
九
年
三
月
二

鼓ヶ沌 C:IとIX)

日
条
）
も
訪
れ
た
名
峡
で
あ
っ
た
。

京
都
・
奈
良
か
ら
来
た
僧
や
武
家
た
ち
は
、
入
湯
以
外
の
時
聞
を
、
こ
れ

ら
の
寺
社
や
名
所
を
訪
ね
、
寺
僧
と
語
ら
い
、
花
を
愛
で
、
風
光
を
楽
し
ん

で
過
ご
し
た
。
さ
ら
に
、
湯
稿
や
寺
院
で
は
、
同
行
者
や
滞
在
中
の
護
人
当
り

写真122

と
と
も
に
、
茶
話
に
興
じ
、
詩
会
や
連
歌
、
宴
を
催
し
た
。

の
人
び
と

に
と
っ
て
、
湯
治
は
一
語
で
社
交
サ
ロ
ン
的
な
性
格
も
も
っ
て
い
た
の
で
あ
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る
（
伊
藤
克
己
「
中
般
の
嵐
泉
と
吋
温
泉
寺
い
を
め
ぐ
っ
て
」
）

0

湯
山
に
暮
ら

す
人
び
と

湯
山
に
は
、
寺
院
の
僧
の
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
人
び
と
が
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

湯
山
の
宿
は
御
所
坊
や
息
殿
だ
け
で
は
な
い
。
湯
山
の
家
々
は
二
階
建
て
で
、
上
を
湯
客
に
提
供
し
、
下
を

ひ

き

も

の

ろ

く

措
で
は
挽
物
が
作
ら
れ
て
い
た
。
挽
物
と
は
、
擁
艦
を
使
っ
て
木
を
挽
き
、
成
形
し
た
器
な
ど
の

自
家
と
し
て
い
た
。
そ
の

こ
と
で
あ
る
。
閥
鳳
が
泊
ま
っ
た
宿
の
階
下
で
は
、
店
主
が
手
に
曲
刃
を
持
っ
て
器
材
を
削
り
、
か
た
わ
ら
で
別
の
一
人
が
糠

艦
を
ひ
い
て
い
た
。
湯
宿
の
主
人
が
、
離
職
師
と
し
て
挽
物
生
産
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
湯
山
で
は
挽
物
細
工
が
盛
ん
で

あ
り
、
離
脱
の
音
が
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
闇
こ
え
、
や
か
ま
し
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
頃
、
湯
山
の
一
湯
兵
衛
な
る

く
は
つ

も
の
が
、
蛾
磁
師
と
し
て
公
方
（
将
軍
家
）
大
工
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
（
「
別
本
紙
引
付
」
。
網
野
義
彦
「
中
世
の
旅
人
た
ち
」
）
。

つ
ぎ
に
み
る
二
湯
兵
衛
と
同
様
、

主
人
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
湯
宿
経
営
者
に
し
て
挽
物
師
、
こ
れ
が
湯
山
の
問
の
中
核
的
構
成
員
で
あ
っ
た
。

湯
山
の
瞬
瞬
師
の
技
術
は
、
京
都
で
も
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
湯
兵
衛
も
湯
宿
の

湯
街
の
主
人
の
一
人
に
、
二
湯
兵
衛
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
い
た
。
こ
の
二
湯
は
、
御
所
坊
の
北
隣
に
あ
っ
た
湯
宿
の
こ
と
で

あ
る
。
ニ
湯
兵
衛
は
、
真
義
の
湯
山
来
訪
に
先
だ
っ
て
京
都
に
い
き
、
真
義
と
商
談
し
て
い
る
。
将
箪
か
ら
真
藁
の
世
話
を
命

じ
ら
れ
た
有
馬
郡
守
護
有
馬
直
祐
か
ら
の
連
絡
を
’
つ
け
て
上
洛
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
現
地
で
真
義
を
迎
え
る
準
備
を

整
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
二
湯
兵
衛
は
、
湯
宿
経
営
者
の
中
心
的
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
有
馬
直
祐
の
被
官
で
も
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。
ま
た
、
二
湯
兵
衛
は
、
別
の
湯
宿
の
主
人
で
あ
る
明
覚
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
湯
宿
経
営
者
ど
う
し
は
、
こ
の
よ

う
な
形
で
も
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
（
北
村
彰
裕
「
笠
間
期
有
馬
温
泉
の
二
湯
兵
衛
に
つ
い
て
」
）

0

湯
山
に
は
、
毎
日
湯
宿
を
回
り
、
銭
を
求
め
る
も
の
が
い
た
。
「
番
乞
食
」
と
呼
ば
れ
る
、
癒
を
患
う
者
た
ち
で
あ
る

Q
臥
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雲
日
件
録
依
尤
』
古
手
徳
元
年
四
月
十
八
日
条
）
。
彼
ら
は
、
薬
師
が
績
の
病
者
と
な
っ
て
行
基
の
前
に
現
出
し
た
こ
と
に
ち
な
み
、

薬
師
の
脊
属
と
称
し
て
い
た
。
輪
番
を
組
ん
で
陀
の
掃
除
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
り
毎
日

人
が
湯
宿
を
め
ぐ
っ
て
銭
二
文
を
集

め
て
歩
く
の
で
あ
る
。
番
乞
食
は
、
お
そ
ら
く
温
泉
寺
の
も
と
に
組
織
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

行
基
の
槌
泉
寺
間
前
伝
説
に
関
連
。
つ
け
る
風
習
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
。
行
商
人
は
湯
山
に
入
る
と
荷
物
を
一
屑
に
担
か
ず
、
手

に
提
げ
て
売
り
歩
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
同
上
）
。
病
者
（
薬
師
）
に
魚
食
を
求
め
ら
れ
た
行
基
が
、
長
洲
一
決
（
尼
崎
市
）
で

品
開
…
を
買
い
、

そ
れ
を
杖
に
か
け
庸
に
担
い
で
一
民
っ
て
き
た
と
い
う
伝
え
を
ふ
ま
え
、
行
基
と
伺
じ
姿
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
の

で
あ
る
。

そ
の
行
西
人
で
あ
ろ
う
か
、
湯
山
に
は
魚
売
り
の
声
が
あ
ふ
れ
で
い
た
。
湯
山
で
は
、
行
基
の
行
い
に
よ
り
、
肉
（
魚
）
食

を
忌
ま
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
（
「
楓
泉
山
住
僧
楽
能
記
」
。
悶
ロ
俊
英
一

「
縁
起
か
ら
み
る
中
間
の
有
馬
」
）
。
と
こ
ろ
が
、

が
訪
れ
た
と
き
、
薬
師
堂
が
魚
売
り
を
禁
じ
た
。
都
の
高
指
に
は
ば
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
知
っ
た
真
議
が
禁
を
解
か

せ
る
と
、

四
聞
に
魚
を
売
る
声
が
聞
こ
え
、
商
人
た
ち
は
お
お
い
に
喜
ん
だ
と
い
う
。
行
基
が
薬
師
に
魚
食
を
提
供
し
た
と
い

1主m1・村・日If

う
関
創
の
由
来
を
考
え
て
も
、
魚
売
り
の
営
業
は
薬
師
堂
（
温
泉
寺
）
が
統
制
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

温
泉
に
は
、
入
浴
の
世
話
を
す
る
湯
女
が
い
た
。
文
明
十
九
年
（
一
朗
八
七
三
興
福
寺
僧
の
政
党
ら
は
、
湯
山
を
離
れ
る
前

ゆ
か
た
び
ら

日
、
湯
雌
を
湯
女
に
与
え
て
い
る
（
吋
政
党
大
僧
正
記
い

一
月
十
一
一
百
条
）
。
ま
た
、
湯
客
に
入
浴
の
時
を
知
ら
せ
る
女
性
が
い

た
（
「
小
林
無
孔
筒
」
）
。

品目
i若君

111 

は？一

言2示 i争

どお
れも 役

応f型
空己主

ろ
っ
か

四

）
、
東
寺
の
御
影
堂
造
営
に
、
東
寺
、
伊
丹
、
神
崎
の
番
在

第二郎

」
の
ほ
か
、

十
年
（

と
と
も
に
湯
山
番
匠
が
参
加
し
て
い
る
（
『
熊
ゅ
ん
』
六
「
東
寺
文
書
」
〔
そ
の
他
所
領
関
係
等
〕
間
四
）

0
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湯
山
み
や
げ

と
挽
物
級
エ

旅
先
か
ら
帰
途
に
つ
く
旅
行
者
が
み
や
げ
を
買
い
求
め
る
の
は
、
中
世
で
も
同
様
で
あ
る
。
公
家
や
僧
侶
の

日
記
に
は
、
湯
山
帰
り
の
知
人
か
ら
み
や
げ
を
も
ら
っ
た
記
事
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

ひ
し
ゃ
く

湯
山
み
や
げ
と
し
て
は
、
ま
ず
柄
杓
が
あ
げ
ら
れ
る
。
柄
杓
は
、
湯
山
の
み
や
げ
と
し
て
誰
も
が
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

ほ
う
と
く

た
ら
し
い
。
宝
徳
元
年
（

四
回
九
）
、
瑞
渓
周
鳳
ら
が
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
「
一
夫
」
に
湯
山
へ
の
道
を
尋
ね
た
の
も
、
手
に

白
柄
杓
を
も
っ
て
い
る
の
を
み
て
、
す
ぐ
に
湯
山
の
帰
り
と
わ
か
っ
た
か
ち
り
で
あ
っ
た
。
湯
山
に
着
い
た
周
聞
も
、
柄
杓
二
一
柄

こ
し
か
さ

を
買
っ
て
い
っ
た
ん
京
都
に
帰
る
輿
界
に
も
た
せ
て
い
る
（
「
温
泉
行
記
」
）
0

ほ
か
に
、
楊
枝
（
吋
大
衆
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
九
年
九
月

日
条
な
ど
）
や
播
磨
間
鍋
の
例
も
み
ら
れ
る
（
「
鹿
苑
日
銀
』
天
文
九

年
二
月
二
十
日
条
な
ど
）
。
間
鍋
は
、
婚
を
附
加
す
る
の
に
用
い
る
鍋
で
あ
る
。
間
鍋
を
ふ
く
む
播
磨
鍋
は
播
磨
の
野
盟
（
姫
路
市
）

で
作
ら
れ
る
鍋
の
こ
と
で
、
室
町
時
代
に
は
播
磨
の
み
や
げ
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
湯
山
で
も
販
売
さ
れ
、

み
や

げ
と
し
て
人
に
贈
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
湯
山
み
や
げ
の
代
表
は
何
と
い
っ
て
も
挽
物
で
あ
っ
た
。
湯
山
の
挽
物
に
は
、
薬
器
（
吋
際
涼
軒
目
録
』
延
徳
一
一
一
年

十
月
二
十
二
日
条
文
食
龍
（
吋
御
湯
殿
上
日
記
』
明
応
四
年
十
月
五
臼
条
な
ど
）
、
香
合
（
『
実
降
公
記
』
大
、
氷
一
一
一
年
三
月
二
十
八
日
条
な
ど
）
、

一
本
皿
（
向
上
大
永
一
一
一
年
間
三
月
二
十
日
条
な
ど
）
、
茶
椀
ム
口
（
吋
一
一
一
一
口
継
卿
記
』
天
文
十
九
年
隣
五
月

日
さ
な
ど
が
あ
っ
た
。
季
理
真
薬

が
も
ら
っ
た
湯
山
み
や
げ
の
印
鑑
は
、

の
入
れ
子
に
な
っ
た
精
巧
な
も
の
で
あ
っ
た

Q
蔭
涼
軒
目
録
』
延
徳
一
一
一
年
十

月
五

日
条
）
。
挽
物
は
木
地
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、

み
や
げ
を
受
け
取
る
と
塗
部
屋
に
出
し
て
漆
装
飾
を
ほ
ど
こ
し
て
も
ら
っ
た
よ

う
で
あ
る
（
向
上
延
徳
一
一
一
年
十
月
二
十
二
日
条
）
O

湯
山
挽
物
は
、
湯
治
客
の
み
や
げ
と
さ
れ
る
ほ
か
、
贈
答
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
湯
山
物
」
と
い
う
呼
び
方
も
さ
れ
、
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い
わ
ば
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
い
た
（
づ
一
一
一
口
継
郷
記
』
天
文
十
九
年
間
五
月

あ
ろ
う
。

荘溺・村・間I
ザ一日

消~－Nil

日
粂
）
。
湯
山
挽
物
は
、
京
都
で
も
販
売
さ
れ
て
い
た
の
で
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